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�
�

�
�
�
�
�
�

　
　
　
　
 
高
麗
御
渡
海
ノ
比
、

　

文
禄
元
辰
年
ヨ
リ
、

　
　

イ
弓
頭 

木
脇
三
左
衞
門　
　
　
　
　
　

有
馬
次
右
ヱ
門

　
　
　
　
　
　

イ
大
炊
介 

祐
辰　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

純

　

イ元
和
ノ
頃

御
免
、

 

 

二
渡
次
兵
衞　
　
　
　
　
　
　

高
城
左
京

　
　
　
　
　
　
　
　

重
利　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
重

 
　
　
　

面
高
主
馬 
　
　
　
　
　
　
　

白
濱
七
助

　
　
　
　
　
　
　

俊

　
　
　
　

長
カ

　
　
　
　

永
谷
場
十
郎
兵
衞　
　
　
　
　

三
原
七
左
衞
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

實
純　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
重

　

イ
鉄
炮
頭 

児
玉
筑
後　
　
　
　
　
　
　
　

東
郷
拾
左
衞
門

　
　
　
　
　
　
　

利
昌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

重

　
　
　
　

猿
渡
嘉
左
衞
門　
　
　
　
　
　

肥
後
内
膳

　
　
　
　
　

后
備　
　
 
辰
信

　
　
　
　
　
　

（
前
カ
）

　
　
　

イ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
永
十
年
比
�
、

 
　
　
　

小
野
左
京　
　
　
　
　
　
　
　

高
城
主
馬
重

　

イ寛
永
十
五

年
比
�
、

 

 

平
田
藤
七
兵
衞
宗
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
上
同
、

 
　
　
　

伊
地
知
杢
右
衞
門　
　
　
　
　

北
条
善
左
衞
門
時
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
政

　

イ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

上
同
、

　

平
田
同
、　
 
毛
利
肥
前
元
親　
　
　
　
　
　

土
持
平
左
衞
門
綱
辰
カ

御役人帳

３３９

慶
長
荘
内

入
之
時
分
、

元
和
年
号

マ
テ
、

『
出
水
郷
士
面
高

先
祖
ニ

而
候
』

元
和
ヨ
リ
寛
永
十
四

年
之
間
、

寛
永イ
十
五

年
比
�
、



　

イ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
イ

寛
永
年
号

�
、　

 

 

伊
地
知
四
郎
兵
衞　
 
　
　
　

児
玉
四
郎
兵
衞
利
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
賢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ

正
保
年
号

�
、　

 

 

壱
岐
主
水　
　
　
　

承
応
�
、  

東
郷
喜
右
衞
門
重

　
　
　
 
宗
知
子

承
應
年
号

�
、　

 

 

平
田
藤
右
衞
門　
　
 
　
　
　

三
原
傳
左
衞
門
重
隆

　
　
　
　
　
　
　
　

宗
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　

則

 
　
　
　

川
越
新
左
ヱ
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
カ

寛
永
十
九　

午
年
よ
り
、

 

 
平
山
七
兵
衞
忠
昭　
　
　
　
　

永
谷
場
兵
右
衞
門
純
正

寛
永
十
八

年
よ
り
、

 

 

東
郷
十
左
ヱ
門　
　
 
　
　
　

有
馬
勘
左
ヱ
門

　
（

マ

マ

）

 
　
　
　

二
階
堂
城
之
介
行　
 
　
　
　

北
条
次
郎
右
衞
門
時
貞

　
 
イ右
同
年
八

月
ヨ
リ
、

 

 

平
田
監
物
宗
乘　
　

上
同
万
治

三
年
�
、

 

 

米
良
隼
見
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
ハ
リ
紙
）　
 
九
月
廿
九
日
ニ

御
役
御
免
、

 
　
　
　

吉
田
長
四
郎　
　
「
此
間
虫
付
」出
仕 

児
玉
四
郎
右
ヱ
門
利
重

 
　
　
　

東
郷
藤
兵
衞
重
方　
　
　
　
　

児
玉
新
四
郎
利
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
暦
元
年
弥
兵
衞

 
　
　
　

五
代
勝
左
衞
門　
　

上
同
、 
 

丹
生
弥
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

友
兼
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

承
應
二
巳
年
よ
り
、
イ
寛
文
二
年
ヨ
リ
、

 
　
　
　

川
上 
拾 
左
衞
門　
　
　
　
　
　

海
江
田
仲
左
衞
門

乘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
暦
二
申
年
十
二
月
十
日
よ
り
寛
文
元
年
�
、

 
　
　
　

丹
生
弥
兵
衞
信
詮　
　
　
　
　

大
山
六
右
衞
門
綱
通

 
　
　
　

伊
勢
内
記
貞　
　
　
　
　
　
　

児
玉
四
郎
右
衞
門
利
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
文
元
丑
年
よ
り
、

 
　
　
　

猿
渡
九
郎
左
衞
門　
　
　
　
　

大
島
勘
右
衞
門
忠
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
信

イ
明
暦
三
年
酉
五
月
於
江
戸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
同
よ
り
、
寛
文
十
一
年
亥
九
月
九
日
御
免
、

 
　
　
　

本
田
与
兵
衞
親　
　
　
　
　
　
 
土
持
伴
三
郎

 
　
　
　

黒
田
嘉
兵
衞　
　
　
　
　
　
　

有
馬
次
右
衞
門
純
良

　

有
馬
氏
ニ

同
シ
、

　
　
　
　

新
納
仁
左
衞
門　
　
 
　
　
　

是
枝
重
左
衞
門

 
　
　
　

入
佐
四
郎
左
衞
門　
　
　
　
　

阿
多
六
郎
兵
衞
忠
成
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

景
儀

　

寛
文
年
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
鮫
島
右
京

３４０

正
保
年

号
マ
テ
、

寛
永
十
六
年
於
江
戸
本
田
次
郎
兵
衞
假
役
、

イ上
同
、

寛
永
十
八

年
於
江
戸

假
役
、

正
保
四
亥
年
二
月
二
十
五
日
よ
り
、

明
暦
三

年
御
免
、

寛
永
廿
年

於
江
戸
假

役
、
上
同
、

正
保
三
年

於
江
戸
假

役
、

慶
長
元
子

年
八
月
よ

り
万
治
三
年
�
イ
、

寛
文
十
一

亥
九
月
九

日
御
免
、
慶
安
元
年
五
月
ヨ
リ
イ
ニ
、

寛
文
元
年

ヨ
リ
、
明

暦
元
年
御

免
、

明
暦
元
未
年
よ
り
、
万
治
元
年
御
免
、

同
二
年
二

月
十
八
日

ヨ
リ
、

万
治
元
戌
年
よ
り
、

寛
文
八
年

申
九
月
九

日
御
免
、

寛
文
五
巳
年
よ
り
、
同
十
一
い
十
月
十
七
日

御
免
、

寛
文
元
年

當
児
玉
氏

 
ニ

同
、

寛
文
二 

年
よ
り
、

大
山
氏
ニ 

同
シ
、
万

治
元
年
�
、

明
暦
三
酉
年
よ
り
、
寛
文
八
年
申
九
月
廿
九

日
御
免
、

寛
文
三
卯
よ
り
、
同
十
一
年
亥
十
月

十
七
日
御

免
、

寛
文
四
辰
年
よ
り
、
延
宝
三
卯
四
月
七
日

御
免
、

寛
文
五
四
月
ヨ
リ
、

延
宝
四
年

辰
十
二
月
、

是
枝
氏
ニ

同
シ
、
死
、

寛
文
六
午
年
よ
り
、
延
宝
二
年 

九
月
十

八
日
御
免
、

慶
安
三 

年
よ
り
、

寛
文
元
年
御
免
、

承
應
元
辰
年
よ
り
、
万
治
元
年
御
免
、
寛

文
元
年
當
、

寛
文
十
一

年
い
九
月

九
日
御
免
、

明
暦
三
年
ヨ
リ
、
四
郎

右
ヱ
門
ト
モ
ア
リ
、

イ元
年
冬
於
江
戸



 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
田
民
部
左
衞
門
宗
門
カ

　

寛
文
十
年
戌
十
一
月
廿
七
日
よ
り
、　
　
 

永
谷
場
縫
殿
介
純
尭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

后
ハ
十
郎
兵
衞

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
崎
藤
兵
衞

　

寛
文
十
一
年
い
十
二
月
十
九
日
よ
り
、　
　
 
藤
崎
善
左
衞
門

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
上
左
京

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
地
治
部
左
衞
門

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
來
惣
兵
衞

　

延
宝
二 

九
月
廿
一
日
よ
り
、　
　
　
　
 

種
子
嶋
七
右
衞
門
時
春

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

國
分
七
郎
兵
衞

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

谷
山
孫
右
衞
門

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
島
清
太
夫

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
持
彦
右
衞
門

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
田
孫
兵
衞

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
地
知
内
蔵
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
傳

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
地
知
杢
右
衞
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

重
倫

御
文
書
奉
行
御
記
録
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
岡
宮
内
太
輔
久
嘉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鮫
島
次
郎
左
衛
門
宗
當

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
野
長
右
衛
門
通
顕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
地
知
志
賀
重
昶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

后
権
左
ヱ
門　

入
道
増
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
田
清
右
衛
門
純
正

　

純
正
御
記
録
奉
行
被
仰
付
御
記
録
致
編
集
候
ニ

付
、
自
是
御
記
録
奉
行
号
相
始
ル
、

　

御
納
戸
奉
行
ヨ
リ
兼
務
、　
　
　
　
　
　
　
 

大
田
小
平
次
久
知

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
野
六
兵
衛
通
古

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
地
知
助
右
衛
門
重
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
少
八
郎　

又
重
英

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
五
右
衛
門
國
明

御役人帳

３４１

寛
文
八
申
九
月
九
日
よ
り
、
同
十
三

年
丑
二
月
廿
三
日
御
免
、

寛
文
十
一
い
四
月
廿
四
日
よ
り
、
延
宝

五
巳
二
月
十
二
日
御
免
、

寛
文
十
二
子
二
月
五
日
よ
り
、
延
宝
三

卯
四
月
七
日
御
免
、

同
十
二
年
子
十
二
月
十
六
日
よ
り
、
天

和
二
戌
十
二
月
廿
四
日
御
免
、

同
二 

十
二
月
十
三
日
よ
り
、
同
五
巳

二
月
八
日
御
免
、

同
三
卯
四
月
十
四
日
よ
り
、
天
和
元
酉

十
二
月
八
日
御
免
、

延
宝
三
卯
四
月
十
五
日
ヨ
リ
、
延
宝
六

午
九
月
御
免
、

同
三
卯
四
月
十
五
日
ヨ
リ
、
同
六
卯
九

月
御
免
、

同
五
巳
二
月
七
日
ヨ
リ
、
同
七
未
四
月

七
日
御
免
、

同
十
三
丑
正
月
元
日
よ
り
、
延
宝
三
卯

四
月
七
日
御
免
、

同
五
巳
二
月
七
日
ヨ
リ
、
同
七
未
四
月

七
日
御
免
、

天
和
三
年
亥
九
月
十
四
日
御
役
被
仰
付
、

元
禄
十
二
年
卯
十
二
月
御
免
、

延
宝
五
年
御
文
書
見
合
相
済
、
同
八
年
御
記
録

所
相
詰
見
習
被
仰
付
、
其
後
河
野
六
兵
衛
同
役

被
仰
付
、
元
禄
九
年
子
九
月
三
日
依
願
御
役
御

免
、
同
十
四
年
文
書
改
ト
シ
テ
徳
之
島
江

被
遣
、

翌
十
五
年
於
島
病
死
、

貞
享
三
年
丙
寅
正
月
ヨ
リ
、
享
保
三
戌
九
月
廿

七
日
御
役
内
病
死
、

自
寛
文
十
年
貞
享
四
丁
卯
七
月
四
日
�
、
猿
渡

喜
右
ヱ
門
・
平
山
勘
兵
衛
御
文
書
書
役
被
仰
付
、

六
兵
衛
相
合
御
文
書
見
合
被
相
勤
候
處
、
善
右
衛
門
儀
者
別
御
奉
行
被
仰
付
、
伊
地

知
少
八
郎
・
勘
兵
衛
相
役
被
仰
付
候
、
善
右
衛
門
・
勘
兵
衛
者
本
役
ニ

而
無
之
故
不

書
載
之
候
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
喜
カ
）
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吉
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初
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之
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郡
山
次
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遜
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
員
中

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
上
平
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初
大
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（
明
和
カ
）

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
山
主
右
衛
門
員
良

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
郷
淺
之
丞
實
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
次
太
夫
實 

３４２

正
徳
三
年
巳
正
月
十
一
日
見
習
、
享
保
元
年
子

十
月
七
日
本
役
、
元
文
四
年
未
正
月
十
九
日
於

江
戸
死
去
、
年
数
廿
七
年
、

元
禄
四
年
未
二
月
六  
日
御
記
録
所
見
習
、
同
十

四
年
巳
十
一
月
廿
一
日
本
役
、
正
徳
三
年
巳
八

　
　
　
　
　
　

「
七
共
」

月
十
三
日
御
役
御
免
、
年
数
廿
三
年
、

 （二
カ
）

右
宗
年
同
日
見
習
被
仰
付
、
又
同
日
本
役
被
仰

付
、
享
保
六
年
丑
四
月
十
五
日
御
使
番
轉
役
、

年
数
三
十
壱
年
、

寶
永
五
年
子
七
月
廿
二
日
見
習
、
正
徳
元
年
卯

十
一
月
�
日
本
役
、
寶
暦
五
年
亥
十
月
廿
六
日

依
願
御
役
御
免
、
年
数
四
十
八
年
、

享
保
二
年
酉
十
月
廿
八
日
見
習
、
同
九
年
辰
三

月
朔
日
御
納
戸
奉
行
轉
役
、

享
保
九
年
辰
三
月　
　

ヨ
リ
、
同
十
六
年
亥
五

月
七
日　

宗
信
公
御
抱
守
被
仰
付
候
、

享
保
廿
年
卯
七
月
稽
古
、
元
文
三
年
午
十
月
十

二
日
本
役
、
寛
保
元
年
酉
十
月
廿
三
日
於
江
戸

病
死
、
年
数
七
年
、

正
徳
五
年
未
正
月
廿
三
日
見
習
、
享
保
六
年
丑

正
月
廿
五
日
本
役
、
寛
延
三
年
午
十
月
十
一
日

訳
有
御
役
御
免
、
年
数
参
拾
六
年
、

享
保
十
三
年
申
十
月
廿
八
日
稽
古
、
元
文
二
年

巳
十
二
月
廿
一
日
添
役
、
延
享
五
年
辰
正
月
十

一
日
本
役
、
明
和
元
年
申
十
二
月
五
日
病
死
、

元
文
三
年
午
十
月
十
二
日
稽
古
、
同
六
年
酉
十

二
月
廿
一
日
添
役
、
寶
歴
五
年
亥
正
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　

（
暦
）

寛
保
三
年
亥
六
月
二
日
稽
古
、
寛
延
二
年
巳
六

月
七
日
添
役
、
寶
歴
六
年
子
八
月
廿
八
日
本
役
、

安
永
三
年
午
正
月
十
一
日
御
使
番
、
勤
方
本
之

通
、
同
八
年
亥
十
月
朔
日
死
、
年
数
三
十
二
年
、

御
記
録
方
勤
、

寶
暦
十
三
年
未
正
月
十
一
日
於
江
戸
本
役
、
明

和
五
年
子
九
月
廿
三
日
病
死
、
寛
延
二
巳
八
月

十
六
日
稽
古
、
同
四
未
六
月
七
日
添
役
、
宝
暦

九
卯
八
月
十
八
日
添
役
、
本
之
侭
、

宝
暦
七
丑
正
月
十
一
日
稽
古
、
同
年
七
月
廿
八

日
添
役
、
同
十
三
年
未
八
月
十
九
日
本
役
、
安

永
二
巳
三
月
廿
二
日
御
使
番
、
勤
方
本
之
通
、

天
明
二
寅
七
月
廿
八
日
於
江
戸
御
側
役
、
聖
堂

 
並
御
記
録
方
掛
被
仰
付
候
、
天
明
四
辰
七
月
於

江
戸
死
、

宝
暦
九
卯
正
月
十
五
日
稽
古
、
同
十
二
年
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　

（
丑
）

十
五
日
添
役
、
明
和
六
巳
十
一
月
朔
日
本
役
、

安
永
三
年
午
四
月
三
日
御
役
番
、
勤
方
本
之
通
、

同
八
亥
正
月
二
日
島
渡
海
ニ

付
依
願
御
免
、
天

明
元
丑
六
月
十
三
日
帰
役
、
同
八
月
廿
一
日
死

去
、

宝
暦
十
二
午
正
月
十
一
日
稽
古
、
明
和
六
丑
十

一
月
十
五
日
添
役
、
安
永
三
午
正
月
十
一
日
本

役
、
馬
越
地
頭
、
御
役
内
死
去
、

宝
暦
十
四
申
七
月
四
日
稽
古
、 　
　

八
卯
九
月

廿
八
日
添
役
、
安
永
三
午
正
月
十
一
日
本
役
、

同
八
年 
亥
十
月
於
江
戸
病
死
、

宝
暦
十
四
申
二
月
十
一
日
稽
古
、
員
良
同
日
添

役
、
安
永
九
年
子
正
月
十
一
日
本
役
、

本
役
、
明
和
四
年
亥
八
月
九
日
御
使
番
轉
役
、

勤
方
本
ノ
通
、
年
数
十
八
年
、
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後
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神
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後
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川
上
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後
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親
頌

御役人帳

３４３

明
和
二
酉
十
二
月
十
五
日
稽
古
、
同
九
辰
八
月

廿
二
日
添
役
、
安
永
九
丑
正
月
十
一
日
本
役
、

天
明
五
年
巳
病
死
、（
マ
マ
）

明
和
四
亥
十
一
月
十
五
日
稽
古
、
安
永
四
未
十

一
月
廿
八
日
添
役
、
天
明
元
丑
六
月
十
三
日
本

役
、

元
禄
十
七
申
正
月
十
日
ヨ
リ
、
寶
永
三
戌
三
月

廿
日
依
病
御
断
、

享
保
九
辰
六
月
廿
八
日
表
御
小
姓
・
御
記
録
方

稽
古
、
同
十
一
午
十
月
十
一
日
死
、

享
保
十
一
午
十
二
月
四
日
ヨ
リ
、
同
十
二
未
七

月
十
九
日
病
死
、

元
禄
十
四
巳
十
一
月
廿
七
日
見
習
、
同
十
七
申

三
月
廿
六
日
江
戸
江

御
使
ニ

而
被
召
立
、
寶
永

元
申
七
月
廿
九
日
於
江
戸
病
死
、

天
明
三
卯　

月　

日
御
記
録
方
稽
古
見
習
与

被

相
替
候
、

同
十
四
酉
五
月
三
日
ヨ
リ
、
元
文
二
巳
正
月
十

日
大
島
渡
海
ニ

付
御
免
、
同
四
未
十
一
月
朔
日

帰
役
、
同
六
酉
十
二
月
廿
一
日
添
役
、
六
人
賦

被
下
、
諸
奉
行
格
ニ

テ
中
通
被
仰
付
、
寛
延
二

巳
四
月
十
九
日
死
、

延
享
五
辰
正
月
十
一
日
添
役
、
寛
延
四
未
閏
六

月
七
日
依
願
御
役
御
免
、

享
保
十
三
申
正
月
十
一
日
ヨ
リ
、
同
十
四
酉
閏

九
月
十
七
日
中
神
家
為
養
子
、
同
十
五
戌
九
月

十
六
日
中
神
新
之
丞
ト
改
名
、
同
二
十
卯
四
月

廿
五
日
死
、

寛
保
三
亥
六
月
二
日
ヨ
リ
、
寛
延
二
巳
二
月
二

日
御
記
録
奉
行
町
田
仲
右
衞
門
ト
口
論
、
同
三

午
十
月
十
一
日
御
役
御
免
、

寛
延
四
未
十
月
廿
三
日
御
側
御
小
姓
ニ

而
御
記

録
方
稽
古
、
宝
暦
三
酉
三
月
八
日
依
願
稽
古
ハ

御
免
被
成
、
勤
方
此
内
之
通
、

兼
風
同
日
稽
古
、
宝
暦
五
亥
二
月
六
日
添
役
、

同
六
子
七
月
九
日
於
江
戸
死
去
、

宝
暦
六
子
八
月
十
八
日
ヨ
リ
稽
古
、
同
八
寅
六

月
廿
二
日
病
死
、

真
純
同
日
ヨ
リ
稽
古
、
同
八
寅
八
月
十
五
日
御

役
御
免
、

宝
暦
八
寅
十
月
廿
一
日
御
側
御
小
姓
ニ

而
稽
古

被
仰
付
、
同
十
一
巳
十
二
月
九
日
依
病
御
記
録

方
稽
古
ハ
御
免
被
成
候
、

兼
侶
同
日
ヨ
リ
稽
古
、
同
十
三
未
三
月
廿
二
日

病
死
、
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高
橋
半
右
衞
門
種
香

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
傳
蔵
常
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
正
誼

　
（
マ
マ
）

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
田
嘉
右
衞
門
清
厚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
清
躬

　

嘉
右
衞
門
同
日
稽
古
、
同
日
添
役
、　
　
　
　
 
篠
原
善
兵
衞
國
寶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
國
甫

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
高
六
右
衞
門
為
昌

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
田
小
平
次
用
純

　

安
永
九
子
正
月
十
一
日
ヨ
リ
稽
古
、　
　
　
　
 
本
田
孫
九
郎
親
芳

　

孫
九
郎
同
日
ヨ
リ
稽
古
、　
　
　
　
　
　
　
 

有
馬
覺
太
郎
純
晧

　

天
明
四
辰
正
月
十
一
日
ヨ
リ
見
習
、　
　
　
　
 
平
田
貞
太
郎

　

天
明
四
辰
正
月
十
一
日
ヨ
リ
見
習
、　
　
　
　
 
平
山
五
郎
右
衞
門

　
　
　
　
　
　
 

ミ
ナ
ラ
ヒ

　

同
年
正
月
十
九
日
ヨ
リ
稽
古
、　
　
　
　
　
　
 
川
上
八
郎
太

　
　

諸
御
役
人
・
小
役
人
御
賦
方
并
勤
方
大
概

一
御
城
代　

當
分
無
御
座
候
、

　
　

一
殿
様
御
留
主
中
國
家
之
押
惣
而
國
中
御
政
道
被
聞
召
候
、
嶋

津
将
監
殿
�
ニ
　 

而
、
其
後
右
御
役
無
之
候
、
将
監
殿
御
役
料

高
弐
千
石
ニ
　 

而
候
、
其
時
分
よ
り
ハ
當
分
御
家
老
御
役
料
高

も
相
減
候
付
、　

御
城
代
御
役
料
高
茂
相
減
申
賦
候
得
共
、

御
定
無
之
候
、『
六
拾
人
賄
料
』

一
御
家
老　

當
分
八
人
、
時 

増
減
有
之
候
、

　

一
御
役
料
高
千
石

　
　

一
江
戸
御
詰
之
時
、
持
高
壱
万
石
以
上
之
人
者
上
下
六
十
人
賦
、

壱
万
石
よ
り
内
之
人
者
五
十
人
賦
、

　
　
　

上
下
共
壱
人
ニ
　 

付
一 

月
ニ
　 

米
壱
斗
五
升
ツ
ヽ
、
文
銀
三
拾

目
ツ
ヽ
、

　
　
　

但
賦
之
多
少
に
よ
ら
す
誰
人
ニ
　 

而
も
此
通
、

　

一
田
舎
行
之
時
、
上
下
三
拾
弐
人
賦
、

　
　
　

上
壱
人
ニ
　 

付
一
日
ニ
　 

米
壱
升
三
合
、
下
壱
人
ニ
　 

付
一
日
ニ
　 

六

合
ツ
ヽ
、

３４４

宝
暦
十
二
午
正
月
十
一
日
稽
古
、
同
十
四
申
二

月
十
一
日
添
役
、
明
和
八
卯
四
月
朔
日
死
、

明
和
二
酉
十
二
月
十
五
日
稽
古
、
同
六
丑
十
月

廿
五
日
御
小
納
戸
江

御
役
替
被
仰
付
候
、

明
和
四
亥
十
一
月
十
五
日
稽
古
、
同
五
子
七
月

廿
八
日
致
切
服
相
果
候
、

安
永
二
巳
三
月
廿
二
日
ヨ
リ
添
役
、
同
六
酉
六

月
十
五
日
聖
堂
奉
行
江

御
役
替
、

明
和
六
酉
十
一
月
十
五
日
稽
古
、
安
永
七
戌
閏

七
月
四
日
添
役
、

安
永
七
戌
九
月
廿
五
日
稽
古
、
天
明
元
丑
六
月

十
三
日
添
役
、

六
右
衞
門
同
日
ヨ
リ
稽
古
、
天
明
二
寅
五
月
三

日
死
去
、



　
　
　

但
書
同
断
、

　

一
國
中
仕
置
御
政
道
専
一
之
御
勤
也
、

　
　

（
表
方
脱
カ
）

　

一
江
戸
よ
り
被　

仰
下
候
儀
共
時 

御
付
届
首
尾
之
事
、

　

一
他
國
互
御
禮
儀
有
之
、
其
外
諸
事
御
問
合
之
事
、

　
　

一
諸
士
仕
置
并
元
服
・
角
入
・
前
髪
取
願
之
節
、
御
家
老
・
大

御
目
付
見
分
被
成
、
相
應
之
者
者
御
免
被
仰
渡
候
、

　

一
右
同
隱
居
・
家
督
・
養
子
縁
與
等
之
儀
御
し
ら
へ
御
申
之
事
、

　

一
長
崎
・
上
方
江
　 

御
付
届
首
尾
之
事
、

　

一
口
事
方
調
勝
負
吟
味
有
之
御
申
之
事
、

　

一
神
社
佛
閣
修
甫
・
造
立
等
奉
行
よ
り
披
露
・
調
被
仰
付
候
事
、

　

一
科
人
・
遠
流
者
等
御
差
引
之
事
、

　

一
横
目
頭
披
露
御
差
引
之
事
、

　

一
御
祈
念
・
御
法
事
等
差
引
之
事
、

　

一
江
戸
上
下
諸
士
御
差
引
之
事
、

　
　

一
表
方
諸
士
御
役
人
被
仰
付
候
節
、　

御
前
よ
り
御
見
合
を
以

被　

仰
出
候
外
者
、
被
成
御
吟
味
達　

貴
聞
被　

仰
付
候
、

筆
者
・
小
役
人
定
役
代
合
有
之
節
者
、
其
頭
よ
り
人
柄
申
出

候
上
被　

仰
付
候
、

　

一
知
行
高
新
規
拜
領
之
人
有
之
節
、
判
物
之
書
付
被
相
渡
候
、

　
　

一
宗
門
改
之
證
文
御
家
老
三
人
之
名
印
を
以　

公
義
江
　 

被
差
出

候
、

　

一
御
家
老
之
内
壱
人 

國
方
引
受
被
為
勤
候
、

　
　

一
御
関
狩
、
御
馬
追
、
諏
方
・
稲
荷
祭
礼
神
事
能
之
節　

御
名

代
有
之
、
其
節 

被
為
詰
候
、
且
又
御
法
事
之
節
壱
人
ツ
ヽ

被
為
詰
候
、

　

一
御
直
元
服
人
有
之
節
、
理
髪
被
為
勤
候
、

　
　
　

年
頭
・
諸
節
句
・
月
次
為
御
祝
儀
諸
御
役
人
出
仕
ニ
　 

而　

御

前
江
　 

被
為
詰
、　

御
在
府
之
節
御
家
老
被
成
對
面
候
、
若
御

年
寄
・
大
御
目
付
も
同
前
被
相
詰
候
、

　

一
定
筆
者
拾
七
人
、
寄
筆
者
三
四
人
相
勤
候
、

　
　
　

御
側
方

　
　

一
御
家
老
壱
人
ツ
ヽ
繰
廻
月
番
被
為
聞
候
ニ
　 

付
、
御
側
廻
并
奥

向
之
儀
万
端
御
差
引
有
之
候
、

　
　

一
御
側
支
配
之
諸
御
役
人
被
仰
付
候
節
、　

御
前
よ
り
御
見
合

之
外
者
、
人
柄
被
成
吟
味
被
達　

貴
聞
被
仰
付
候
、
御
側
支

配
之
諸
役
座
筆
者
・
小
役
人
代
合
之
節
、
人
柄
其
頭 

よ
り

申
出
候
節
被　

仰
付
候
、

御役人帳
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一
定
筆
者
四
人
相
勤
候
、

　
　
　

御
勝
手
方

　
　

一
御
家
老
之
内
一
人
差
分
被
為
勤
候
、
両
人
ニ
　 

而
勤
之
節
茂
候
、

一
人
勤
之
節
者
、
若
御
年
寄
之
内
又
者
大
御
目
附
之
内
よ
り

壱
人
被
相
勤
、
隔
月
ニ
　 

壱
人
月
番
被
為
勤
候
、

　
　

一
御
勝
手
方
両
人
ニ
　 

而
被
相
勤
候
節
者
、
一 

月
ツ
ヽ
隔
月
ニ
　 

月
番
被
為
勤
、
表
方
茂
一
人
ツ
ヽ
一 

月
ツ
ヽ
繰
廻
月
番
被

為
勤
候
、

　
　

一
御
所
帯
方
之
儀
諸
事
引
受
、
田
地
・
山
方
・
浦
方
・
海
川
方

萬
差
引
、　

御
参
勤
料
、
江
戸
・
京
・
大
坂
・
御
國
諸
御
入

用
并 
諸
納
方
勘
弁
有
之
、
琉
球
・
道
之
嶋
諸
嶋
�
も
差
引
有

之
候
、

　
　

一
御
勝
手
方
支
配
之
諸
御
役
人
御
役
替
之
節
、　

御
前
よ
り
御

見
合
之
外
者
、
人
柄
被
成
吟
味
被
達　

貴
聞
被
仰
付
候
、
諸

御
役
座
筆
者
・
小
役
人
代
合
之
節
ハ
、
定
役
・
寄
役
共
ニ
　 

其

座 

頭 

よ
り
人
柄
書
出
之
上
被
仰
付
候
、

　

一
御
高
出
入
差
引
有
之
候
、

　

一
所
務
方
并
田
地
為
作
候
様
差
引
之
事
、

　

一
江
戸
・
京
・
大
坂
蔵
奉
行
差
引
之
事
、

　
　

一
諸
御
役
座
奉
行
・
代
官
等
よ
り
時 

御
尋
申
出
候
儀
差
引
之

事
、

　

一
諸
勘
定
方
差
引
之
事
、

　

一
諸
金
山
方
差
引
之
事
、

　

一 

用
役
八
人
、
定
筆
者
五
人
、
御
帳
書
拔
寄
筆
者
相
勤
候
、

　

『
御
側
詰　

三
拾
五
人
賄
料
』

一
若
御
年
寄　

當
分
三
人
、
時 

増
減
有
之
候
、

　
　
　

御
役
料
高
四
百
石
、
江
戸
御
詰
之
節『
三
拾
人
、
万
石
以
上

之
人
ハ
』三
拾
五
人
賦
、
田
舎
行
廿
五
人
賦
、

　
　

一
御
馬
方
代
合
之
節
、
人
柄
吟
味
之
上
御
馬
方
よ
り
書
出
之
上

ニ
　 

而
被
仰
付
候
、

　

一
年
中
記
之
首
尾
并
諸
役
人
帳
之
首
尾
、

　

一
御
目
見
願
・
家
督
継
目
之
御
礼
願
之
節
、
引
受
候
而
候
、

　
　

一
御
咎
目
者
引
付
并
赦
免
状
御
家
老
よ
り
出
候
付
、
若
御
年
寄

請
込
、
御
用
人
江
　 

被
相
渡
候
、

　
　

一
御
関
狩
、
御
馬
追
、
諏
訪
・
稲
荷
祭
礼
神
事
能
之
節
御
家
老

被
相
詰
事
候
得
共
、
差
支
之
節
者
被
相
詰
候
、

　
　

一
表
方
支
配
之
御
役
座
筆
者
・
小
役
人
寄
役
代
合
之
節
、
座 

３４６



頭 

よ
り
人
柄
書
出
之
上
被
仰
付
候
、
定
役
者
月
番
御
家
老

衆
被
為
聞
被
仰
付
候
、

　

一
若
御
年
寄
方
之
筆
者
者
御
家
老
座
筆
者
之
内
よ
り
相
勤
候
、

一
大
御
目
附　

當
分
四
人
、
時 

増
減
有
之
、

　
　
　

御
役
料
高
三
百
石
、
江
戸
御
詰
之
節
廿
五
人
賦
、
田
舎
行
之

時
十
八
人
賦
、

　

一
國
中
仕
置
批
判
し
ら
へ
之
事
、

　

一
自
他
國
に
よ
ら
す
為
替
事
聞
合
之
事
、

　

一
邪
宗
門
之
儀
密 

御
聞
合
有
之
事
、

　

一
非
法
い
た
す
者
聞
合
之
事
、

　

一
不
依
誰
人
御
仕
置
致
違
背
不
行
跡
人
聞
立
之
事
、

　

一
盗
賊
其
外
悪
黨
者
聞
立
之
事
、

　

一
邪
成
儀
を
申
立
、
傍
輩
中
非
儀
之
口
事
致
者
聞
立
之
事
、

　

一
御
書
院
方
・
御
能
方
一
人
ツ
ヽ
引
受
ニ
　 

付
、
支
配
有
之
候
、

　

一
鉄
炮
改
・
犬
改
引
受
ニ
　 

而
候
、

　

一
出
火
有
之
節
、
其
場
江
　 

被
駈
付
萬
端
下
知
有
之
、

　

一
身
躰
不
相
應
成
仕
形
仕
候
人
聞
合
之
事
、

　
　

一
惣
而
御
國
中
百
廿 

外
城
ニ
　 

横
目
両
人
又
ハ
三
人
定
置
、
其

面 

よ
り
諸
所
ニ
　 

而
為
替
事
共
善
悪
共
ニ
　 

内 

密 

申
出
候

儀
御
し
ら
へ
之
事
、

　
　

一
評
定
所
惣
而
之
勤
被
為
聞
、
糺
明
之
節
評
定
所
詰
有
之
、
遂

吟
味
候
、
御
勝
手
方
被
為
聞
、
大
御
目
附
ハ
評
定
所
詰
銀
ニ
　 

て
被
相
調
候
、

　
（
寺
社
奉
行
脱
カ
）

　
　

一
出
家
江
戸
上
方
江
　 

為
修
学
差
越
、
又
ハ
為
出
世
罷
登
候
節
、

寺
社
奉
行
手
形
證
文
ニ
　 

而
差
越
候
、
右
之
類
者
皆
寺
社
奉
行

差
引
也
、

一
御
勘
定
奉
行
三
人
、
外
當
分
寄
役
壱
人
、

　
　
　

御
役
料
高
弐
百
石
、
江
戸
御
賦
廿  
二
人
、
田
舎
之
時
十
二
人

賦
、

　

一
惣
而
金
銀
米
穀
其
外
諸
色
役
人
取
拂
帳
勘
定
方
差
引
之
事
、

　
　

一
知
行
方
目
録
者
、
則
勘
定
奉
行
よ
り
御
支
配
奉
行
と
て
兼
役

ニ
　 

而
相
勤
候
也
、

　

一
鹿
児
嶋
中
士
屋
敷
差
引
之
事
、

　
　

一
勘
定
方
総
役
両
人
、
勘
定
役
十
四
人
、
帳
役
両
人
、
定
筆
者

四
人
、
此
外
時 

寄
役
不
断
五
六
十
人
程
相
勤
候
、
御
高
御

 『弐
拾
三
人
賄
料
』

御役人帳
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支
配
方
江
　 

定
筆
者
・
寄
筆
者
取
込
拜
借
方
江
　 

懸
十
二
三
人
程

相
勤
候
、
門
割
等
有
之
新
支
配
有
之
節
者
右
外
ニ
　 

二
三
十
人

五
六
十
人
、
其
上
茂
御
用
次
第
相
勤
候
、

一
組
頭
拾
八
人
、

　
　

一
御
番
頭
與
頭
よ
り
兼
役
ニ
　 

而
候
、
御
番
頭
一
�
之
勤
も
有
之

候
得
共
、
人
数
定
ハ
無
之
、

　
　
　

御
役
料
高
無
之
候
、
乍
然
身
躰
難
續
人
ハ
弐
百
石
計
ニ
　 

て  
下

人
茂
御
座
候
、
江
戸
御
登
之
時
弐
拾
弐
人
賦
、
田
舎
御
勤
之

節
拾
弐
人
之
賦
、

　
　

『
但
御
子
様
方
者
弐
拾
五
人
賄
料
』

　

一
組
頭
茂
番
頭
茂
同
勤
ニ
　 

而
候
、

　
　

一
番
頭
と
申
者
日
夜
不
明
様
ニ
　 

御
城
番
代
ル 

之
勤
ニ
　 

而
、

日
夜
共
ニ
　 

番
頭
壱
人
ツ
ヽ
、
其
外
ニ
　 

小
番
衆
迚
騎
馬
役
勤
人

よ
り
五
六
七
人
ツ
ヽ
日
夜
不
明
様
ニ
　 

番
所
一 

所
相
勤
候
、

其
次
ニ
　 

大
番
衆
は
大
番
所
と
申
所
江
　 

相
詰
候
、
子
丑
寅
卯
辰

巳
午
未
申
酉
戌
亥
十
二
番
代
ニ
　 

定
、
一
日
一
夜
ニ
　 

て
代
合
、

他
番
入
代
り
相
勤
候
事
、

　
　

一
與
頭
ハ　

御
城
下
ニ
　 

七
與
ニ
　 

分
ケ
、
一
組
ニ
　 

与
頭
三
人
ツ
ヽ

定
置
、
其
内
よ
り
受
取
之
月
番
諸
事
聞
前
有
之
候
、
筆
者
両

 
（
被
脱
カ
）

人
ツ
ヽ
相
付
、
是
ハ
諸
所
願
書
・
訴
訟
等
取
次
、
奥
書
等
有

之
申
上
候
首
尾
也
、
尤
口
事
沙
汰
等
内
證
ニ
　 

而
取
扱
等
茂
与

頭
よ
り
御
差
引
之
事
、

　

一
一
組
筆
者
二
人
ツ
ヽ
、
役
料
米
廿
俵
ツ
ヽ
、

　
　

一
寄
合
并
以
上
ハ
御
家
老
月
番
ニ
　 

与
頭
之
御
用
被
為
聞
、小
番
・ 

大
番
家
柄
之
儀
者
六
與
ニ
　 

相
分
、
一
組
ニ
　 

与
頭
三
人
ツ
ヽ
有

之
、
下
モ
方
ハ
一
番
組
よ
り
四
番
組
�
有
之
、
上
ハ
五
番
組
・ 

六
番
組
二
組
有
之
、
都
合
六
與
ニ
　 

而
候
、

　
　

一
與
頭
番
頭
兼
役
ニ
　 

而
候
得
共
、
諸
所
御
馬
追
奉
行
又
者
御
関

狩
ニ
　 

者
我
下
之
惣
人
数
召
列
狩
立
有
之
、

　
　

一
御
家
老
與
頭
と
申
ハ
、
右
七
與
之
内
一
與
御
家
老
衆
御
主
取

御
差
引
有
之
、

　

一
外
六
組
者
右
ニ
　 

申
述
候
事
、

一
御
側
御
用
人
五
六
人
、
筆
者
五
人
、

　
　
　

御
役
料
高
百
四
拾
石
、
江
戸
御
詰
之
時
十
八
人
賦
、
田
舎
行

之
時
八
人
賦
、

　

一
御
側
廻
・
奥
向
之
御
用
被
相
勤
、
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一
御
用
人
十
人
計
、
外
御
勝
手
方
江
　 

三
人
、
筆
者
十
五
六
人
、

　
　
　

御
役
料
高
百
四
拾
石
、
江
戸
詰
之
時
十
八
人
賦
、
田
舎
御
用

之
時
八
人
賦
、

　
　

一
御
側
・
表
御
用
人
之
内
よ
り
一
両
人
江
戸
御
供
被
相
勤
、
江

戸
御
留
守
ニ
茂
表
御
用
人
一
人
勤
ニ
　 

而
候
、

　

一
毎
日
出
仕
之
事
、

　
　

一
與
頭
・
御
番
頭
之
内
、
又
者
表
御
用
人
之
内
、
奏
者
番
相
兼

被
仰
付
置
候
、

　

一
毎
月
両
人
ツ
ヽ
月
番
と
て
日 

御
用
取
次
披
露
有
之
、

　
　

一
御
勝
手
方
御
用
人
衆
ハ
月
番
無
之
、
毎
日
勤
ニ
　 

而
候
、
一
人

御
所
帯
考
方
、
壱
人
琉
球
方
返
上
物
方
、
壱
人
道
之
嶋
方
差

引
職
分 

有
之
、
其
外
ハ
皆
同
前
之
勤
ニ
　 

而
候
事
、

一
町
奉
行
両
人
、
筆
者
四
人
、

　
　
　

御
扶
持
方
九
拾
石
、
江
戸
登
之
時
十
七
人
賦
、
田
舎
御
用
之

時
七
人
賦
、

　

一
御
城
下
三
町
差
引
有
之
、
町
よ
り
ハ
地
頭
と
申
候
、

　

一
他
國
往
來
・
商
賣
出
入
改
差
引
、
手
形
往
來
出
之
、

　

一
町
屋
敷
出
入
差
引
之
事
、

　

一
町
中
口
事
内
聞
之
事
、
附
披
露
之
事
、

　
　

一
三
町
ニ
　 

年
行
司
と
て
有
之
、
其
外
ニ
　 

功
入
候
老
人
上
町
下
町

ニ
　 

三
人
ツ
ヽ
、
西
田
町
ニ
　 

両
人
有
之
、
年
行
司
相
談
人
也
、

一
御
側
役
五
六
人
計
、
御
側
役
并
人
數
不
同
、

　
　
　

御
役
料
高
百
石
、
江
戸
詰
之
時
十
五
人
賦
、
田
舎
行
之
時
六

人
賦
、

　

一
江
戸
江
　 

三
人
ツ
ヽ
繰
廻
相
詰
候
、

　
　

一
御
側
御
用
人
差
支
之
節
者
、
御
側
廻
御
用
筋
同
前
ニ
　 

取
次
相

勤
候
、

　
　

一
御
前
よ
り
被　

仰
出
候
儀
、
又
者
御
前
江
　 

被
相
伺
候
儀
、
御

取
次
相
勤
候
、

　

一
出
火
之
節
、
火
元
江
　 

駈
付
諸
事
差
引
有
之
候
、

　

一
御
小
姓
方
支
配
有
之
候
、

　

一
御
徒
目
付
八
人
被
召
付
置
候
、

　

一
筆
者
五
人
、
御
徒
目
付
兼
役
相
勤
候
、

　

一
江
戸
御
留
守
居
四
人
ニ
　 

而
、
一
人
ツ
ヽ
御
當
地
江
　 

十 

月
計
も

罷
居
、
其
外
江
戸
詰
、

御役人帳
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役
料
金
子
百
八
拾
七
両
程
ニ
　 

筆
紙
墨
代
銀
壱
貫
九
百
目
、
江

戸
詰
之
時
十
五
人
賦
、
外
ニ
　 

中
間
弐
人
重
ニ
　 

而
、
合
拾
七
人

賦
、

　

一
殿
様
致
御
供　

御
城
上
ル
、
脇 

御
見
廻
之
御
供
、

　
　

一
毎
日
江
戸
外
出
、
為
替
儀
共
心
懸
承
候
而
、
夫 

ニ
　 

應
御
勤

向
之
儀
申
上
候
役
也
、

　
　

一
御
國
江
　 

被
遊
御
座
候
時
、
被
差
登
候
使
者
致
案
内
事
候
、
様

子
;
明
御
老
中
其
外
諸
役
人
・
諸
大
名
方
江
　 

致
同
心
役
ニ
　 

而

候
、

　

一
御
留
守
居
一
人
ニ
　 

筆
者
両
人
ツ
ヽ
相
勤
候
、

　

一
京
御
留
守
居
両
人
ニ
　 

而
、
一
年
ツ
ヽ
代
合
相
勤
候
、
役
料
銀
七

貫
九
百
五
拾
目
、
京
詰
中
十
五
人
賦
、

　

一
京
詰
算
用
役
壱
人
ツ
ヽ
、
一
年
代
、

　

一
同
筆
者
三
人
、
二
年
代
、

　

一
同
買
物
二
人
、
右
同
、

　

一
同
蔵
役
二
人
、
右
同
、

　
　

一
蔵
取
拂
御
所
帯
方
之
儀
承
候
、
京
都
ハ
白
糸
玉
金
之
御
拂
方
、

大
坂
者
御
仕
登
せ
御
米
・
生
�
・
黒
砂
糖
・
菜
種
子
等
之
致

御
拂
方
、
江
戸
御
用
銀
時 

相
續
ケ
候
、
大
坂
之
儀
者
、
江

戸
代
合
之
人
罷
下
候
節
、
乗
船
之
手
當
有
之
事
候
、

一
大
坂
御
留
守
居
人
數
并
代
合
・
御
扶
持
京
都
同
前
、

　
　

一
大
坂
詰
横
目
二
人
一
年
代
、 

用
役
一
人
同
上
、
買
物
役
同

弐
人
二
年
代
、
筆
者
四
人
二
年
代
、
其
内
二
人
ハ
大
坂
居
付
、

蔵
役
四
人
二
年
代
、

　

一
勤
方
右
同
断
、

　

一
御
納
戸
奉
行
五
人
、
御
扶
持
米
七
拾
三
俵
、
江
戸
詰
十
四
人
賦
、

田
舎
御
用
之
時
六
人
賦
、

　

一
御
支
度
方
差
引
之
事
、

　

一
御
振
舞
方
差
引
之
事
、

　

一
御
不
断
御
膳
方
包
丁
人
料
理
人
之
上
惣
而
下
知
之
事
、

　

一
御
納
戸
江
　 

相
付
奉
公
人
差
引
之
事
、

　

一
科
人
斬
罪
之
節
、
其
場
江
　 

御
腰
物
持
越
下
役
江
　 

申
付
様
有
之
、

　

一
御
腰
物
役
二
人　
　
　

一
御
時
計
役
二
人

　

一
筆
者
三
人　
　
　
　
　

一
蔵
役
二
人

　

一
御
成
先
御
振
廻
差
引
之
事
、
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一
惣
而　

殿
様
御
座
所
江
　 

必
不
欠
罷
出
候
事
、

　

一
物
頭
拾
五
人
、
御
扶
持
米
七
拾
三
表
、
江
戸
詰
十
四
人
賦
、
田

舎
行
之
時
六
人
賦
、

　

一
檢
者
二
人　
　
　
　
　

一
筆
者
三
人

　

一
蔵
役
四
人

　

一
御
兵
具
所
主
取
之
事
、

　

一
御
弓
頭
・
御
鉄
炮
・
御
長
柄
頭
と
て
三
頭
職
分
ケ
有
之
、

　

一
御
道
具
衆
と
て
足
輕
預
り
、
惣
而
差
引
下
知
有
之
、

　

一
殿
様
屹　

御
出
被
遊
候
先
キ
江
　 

ハ
必
御
供
有
之
、

　

一
科
人
有
之
候
得
者
、
下
知
ニ
　 

て
足
輕
被
遣
候
役
也
、

　

一
糺
明
之
節
、
科
人
共
口
聞
ニ
　 

ハ
必
足
輕
召
列
詰
候
役
也
、

一
御
船
奉
行
六
人　

一
檢
者
四
人　

一
筆
者
七
人

　
　
　
　
　
　
　
　

一
惣
大
工
二
人　

一
御
船
頭
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　

一
脇
船
頭
三
人

　
　

御
扶
持
米
四
拾
五
表
、
江
戸
詰
十
二
人
賦
、
田
舎
勤
六
人
賦
、

　
　

一
毎
年
御
船
立
仕
出
、
則
御
供
ニ
　 

而
大
坂
�
罷
上
、
又
御
暇
ニ
　 

而
其
年
中
ニ
　 

罷
下
候
役
也
、
但
御
迎
ニ
　 

も
差
越
候
、

　

一
御
領
内
諸
船
差
引
之
事
、

　

一
七
嶋
ハ
船
奉
行
支
配
之
嶋
也
、

　

一
久
見
崎
御
船
手
江
　 

ハ
一
人
ツ
ヽ
代
ル 

勤
番
也
、

　
　
　

但
浦
人
訴
訟
事
等
取
次
、
御
勝
手
方
へ
遂
披
露
候
、

一
御
使
番
六
人
、
筆
者
六
人
、

　
　

御
扶
持
米
四
拾
五
俵
、
江
戸
詰
十
一
人
賦
、

　
　

一
江
戸
・
御
當
地
共
ニ
　 

御
使
者
并
御
進
物
し
ら
へ
仕
出
方
相
勤
、

依
事
者
御
使
者
も
御
勤
、
江
戸
御
留
守
居
差
支
候
節
ハ
寄
役

を
も
相
勤
候
、

一
御
小
納
戸
頭
取　

江
戸
詰
拾
壱
人
賦
、

　
　

御
役
料
并
御
心
付
銀
御
小
納
戸
之
通
、

　
　

勤
方
御
小
納
戸
之
通
ニ
　 

而
、
御
小
納
戸
方
頭
取
、

一
御
廣
敷
頭
五
六
人
、
御
扶
持
米
六
拾
表
、

　

一
江
戸
詰
之
時
十
人
賦
、
田
舎
御
用
之
時
五
人
賦
、

　
　

一
奥
向
何
�
共
ニ
　 

引
受
相
勤
、
御
廣
敷
番
・
同
横
目
・
御
廣
敷

與
力
同
心
之
支
配
い
た
し
候
、

御役人帳
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一
教
授

　
　

江
戸
詰
十
人
賦
、
御
役
料
米
弐
拾
石
、

　

一
造
士
館
中
之
諸
生
江
　 

學
問
指
南
方
相
勤
候
、

一
御
右
筆
頭

　
　

江
戸
詰
十
人
賦
、

　

一
御
右
筆
書
調
候
御
書
等
相
し
ら
へ
致
吟
味
候
役
也
、

一
御
作
事
奉
行　

五
人
、
御
役
料
銀
拾
枚
、

一
御
普
請
奉
行

　
　

江
戸
詰
ニ
　 

十
人
賦
、
田
舎
勤
ニ
　 

ハ
五
人
賦
、

　

一
御
普
請
方
之
御
修
甫
致
下
知
候
役
也
、

　

一
諸
外
城
御
仮
屋
普
請
ニ
　 

も
差
越
也
、

　
　

一
定
檢
者
と
て
下
知
役
凡
十
四
人
も
有
之
候
、
此
面 

委
見
届

致
首
尾
候
事
、

　

一
檢
者
外
惣
大
工
三
人　

一
添
大
工
四
人

　

一
筆
者
六
人　
　
　
　
　

一
蔵
役
六
人

一
御
記
録
奉
行
三
人
、
并
添
役
又
ハ
稽
古
三
四
人
、
筆
者
四
人
、

　
　
　

御
扶
持
米
六
拾
五
表
、
江
戸
十
人
賦
、
田
舎
五
人 
、 
組
役 
ハ

　
（
添
カ
）

四
人
賦
、

　
　

一
御
系
圖
方
、
惣
而
古
代
よ
り
之
御
書
付
等
見
し
ら
へ
、
堅
固

ニ
　 
 

い
た
し
、
虫
付
抔
禁
候
役
也
、

　
　

一
當
時
ニ
　 

而
も
後
代
ニ
　 

可
入
儀
ハ
時 

入
念
書
付
文
庫
ニ
　 

納
置

候
事
、

　

一
惣
而
士
之
筋
目
系
圖
之
由
緒
糺
候
所
也
、

一
長
崎
御
附
人
両
人
、
御
屋
代
と
て
町
人
壱
人
相
付
、

　
　
　

御
扶
持
米
長
崎
詰
之
時
百
俵
、
筆
紙
墨
代
銀
三
枚
、
長
崎
詰

中
拾
壱
人
賦
、

　
　

一 

國
方
御
用
聞
と
し
て
、
両
人
ニ
　 

而
隔
年
ニ
　 

壱
人
ツ
ヽ
三
月

よ
り
十
月
�
彼
地
江
　 

勤
番
也
、

　
　

一
御
領
内
江
　 

漂
流
之
唐
船
長
崎
江
　 

警
固
人
相
付
送
届
候
付
、
長

崎
御
奉
行
方
江
　 

使
者
同
心
ニ
　 

而
首
尾
申
上
候
役
也
、

　
　

一
其
間 

ニ
　 

も
何
そ
ニ
　 

付
使
者
被
遣
候
時
、
御
奉
行
方
江
　 

同
心

ニ
　 

て
被
罷
出
候
事
、

　
　

一
毎
年
九
月
末
十
月
、
阿
蘭
陀
船
帰
帆
濟
候
得
者
、
則
諸
國
附

人
御
暇
被
下
之
由
也
、

 
（
格
護
脱
カ
）
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一
高
奉
行
五
人
、
下
役
筆
者
十
人
、
出
物
総
役
三
人
、
御
當
地
出

物
蔵
役
四
人
、

　
　
　

御
扶
持
銀
拾
枚
、
江
戸
詰
ニ
　 

十
人
賦
、
田
舎
御
用
差
越
候
時

五
人
賦
、

　

一
鹿
児
嶋
并
諸
外
城
高
出
入
差
引
有
之
候
事
、

　
　

一
諸
士
御
奉
公
ニ
　 

付
江
戸
・
京
・
大
坂
上
洛
賦
銀
手
形
を
以
出

シ
候
事
、

　

一
御
國
中
諸
士
行
キ
飯
米
等
も
出
ス
、

　
　

一
出
物
米
差
引
有
之
候
、
此
出
物
米
を
以
上
方
江
　 

仕
上
せ
、
其

代
銀
を
以
江
戸
・
御
當
地
�
差
引
有
之
候
也
、

　
　

一
返
上
物
引
受
致
首
尾
候
、
御
用
物
早 

請
込
之
座 

ニ
　 

而
相

調
、
物
奉
行
江
　 

致
問
合
、
取
�
御
勝
手
方
江
　 

申
出
候
節
吟
味

被
仰
付
、
惣
員
數
相
證
文
を
以
高
奉
行
江
　 

被
仰
渡
候
節
、
注

文
相
調
琉
球
江
　 

相
渡
候
、
出
物
方
引
合
之
琉
物
品 

茂
右
同

断
、

一
物
奉
行
五
人
、
筆
者
十
三
人
、
蔵
役
八
、

　
　

御
扶
持
銀
拾
枚
、
江
戸
詰
ニ
　 

十
人
賦
、
田
舎
賦
五
人
、

　

一
御
所
帯
方
不
依
何
邊
差
引
也
、
一
人
ツ
ヽ
江
戸
詰
、

　

一
諸
御
扶
持
方
茂
此
座
よ
り
手
形
出
ス
、

　

一
諸
職
人
賃
飯
米
等
此
座
よ
り
出
ス
、

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　

一
惣
而
御
物
よ
り
品 

何
ニ
　 

而
も
無
残
此
役
よ
り
差
引
、

　
　

『
江
戸
詰
之
節
十
人
賄
料
』

一
道
奉
行
七
八
人
、

　
　

小
路
方
都
而
受
込
、

一
御
馬
預
人
數
六
人
、
御
馬
乗
五
人
、
馬
醫
七
人
、

　
　
　
　

檢
者
弐
人
、
筆
者
四
人
、
蔵
役
弐
人
、

　
　

御
役
料
銀
拾
枚
、
江
戸
詰
十
人
賦
、
田
舎
五
人
、

　
　

一
御
馬
ハ
勿
論
御
領
國
中
惣
牛
馬
致
差
引
、
毎
年
九
月
比
牛
馬

出
入
之
勘
定
相
究
候
、
江
戸
へ
も
繰
廻
壱
人
ツ
ヽ
相
詰
、
御

馬
之
致
支
配
候
、

　
　

一
諸
所
御
牧
致
差
引
、
福
山
・
吉
野
御
馬
追
之
節
ハ
差
越
致
諸

差
引
、
商
買
馬
春
秋
他
國
江
　 

差
廻
候
節
、
大
口
江
　 

差
越
馬
相

改
候
、

　
『
天
明
六
年
午
十
月
被
相
建
』

一
御
小
姓
頭
取

御役人帳
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『
天
明
六
年
午
九
月
二
日
被
相
建
』

一
御
側
目
付

　

『
一
奥
向
ハ
勿
論
其
外
御
目
代
、　

江
戸
六
人
賄
料
』

一
御
小
納
戸
二
三
人
計
、 

　
　

御
役
料
米
四
拾
五
表
、
江
戸
六
人
賦
、
田
舎
賦
四
人
、

　

一
御
衣
裳
御
支
度
等
之
儀
引
請
相
勤
、

　
『
一
御
抱
守　

江
戸
六
人
賄
料
』

一
御
供
御
目
付
七
人
、

　
　

御
役
料
銀
拾
枚
、
江
戸
六
人
賦
、
田
舎
行
四
人
、

　
　

一
殿
様
御
出
之
節
、
御
乗
物
廻
御
供
相
勤
、
御
供
廻
何
角
致
差

引
、
御
大
名
様
方
其
外
御
中
途
御
辞
儀
有
之
節
、
御
乗
物
江
　 

申
上
候
、

一
御
目
付
廿
人
餘
、
筆
者
七
人
、
内
五
人
糺
明
方
、

　
　

御
役
料 
銀　

江 
戸
六
人
賦
、
田
舎
四
人
、

（
マ
マ
）

　
　

一
大
御
目
付
江
　 

相
付
御
用
筋
致
取
次
、
御
當
地
并
諸
外
城
横
目

よ
り
申
出
候
趣
致
取
次
、
江
戸
江
　 

も
相
勤
候
、

　
　

一
使
者
登　

城
之
節
、
又
者
諸
士
出
仕
之
節
、
御
座 

致
差
引

候
、

　
　

一
御
目
付
之
内
五
人
糺
明
方
職
分
ケ
相
勤
、
科
人
評
定
所
江
　 

被

召
出
候
節
致
糺
明
、
其
趣
并
先
例
等
相
し
ら
へ
大
目
付
江
　 

書

出
、
御
家
老
衆
被
聞
召
候
節
罷
出
遂
披
露
候
、

　
『
寛
政
五
年
丑
八
月
�
日
被
相
建
、
薗
田
与
藤
次
被
仰
付
候
』

一
御
軍
師

　
　
『
一
御
近
習
通
、　

一
諸
事
御
目
附
同
格
』

一
御
右
筆
七
人
、
外
ニ
　 

稽
古
二
三
人
有
之
、

　
　
　

御
役
料
米
四
拾
八
俵
、
稽
古
ハ
三
拾
四
俵
、
江
戸
詰
ニ
　 

六
人

賦
、
田
舎
賦
四
人
、
稽
古
四
人
賦
、

　
　

一
公
義
御
勤
事
之
御
書
并
脇 

諸
御
大
名
様
方
御
書
通
之
首
尾
、

御
高
札
、
下
馬
下
乗
札
等
相
調
、
諸
御
取
替
之
御
目
録
等
相

調
候
也
、

一
御
廣
敷
番
廿
七
八
人
、

　
　

御
役
料
米
四
拾
五
俵
、
江
戸
六
人
賦
、
田
舎
賦
四
人
、

３５４

　
『 

御
役
料　
　
　
　

江
戸
十
人
賄
料

　
 
一
奥
表
御
小
姓
御
近
習
番
御
小
姓
之
頭
取
ニ

而
、
諸
書
付
等
取
次
候
役
也
』

御
小
納
戸
并
二
三
人
、
御
役
料
米
御
見
合
次
第
、

江
戸
五
人
賦
、
田
舎
四
人
、
勤
方
御
小
納
戸
同
前
、



　
　

一
奥
向
御
番
相
勤
、
御
女
中
様
方
御
出
之
節
御
供
、
又
ハ
御
使

等
茂
相
勤
候
、

一
山
奉
行
六
人
、 

　
　

御
役
料
銀
三
枚
、
六
人
賦
、
田
舎
行
四
人
賦
、

　

一
御
國
内
山
方
諸
所
木
手
形
出
ス
役
也
、

　
　

一
毎
年
御
國
中
四
方
三
手
ニ
　 

春
秋
相
廻
、
方 

ニ
　 

繰
廻
ニ
　 

残
置

候
材
木
相
拂
、
山
方
致
見
分
役
也
、

　

一
山
方
よ
り
納
り
候
材
木
代
金
蔵
ニ
　 

相
納
候
、

　

一
御
関
狩
山
方
主
取
差
引
之
事
、

　

一
御
用
木
取
下
申
付
候
役
也
、

　
　

一
商
賣
山
願
之
者
有
之
節
、
山
床
支
有
無
、
運
上
銀
高
下
し
ら

へ
い
た
し
、
御
勝
手
方
江
　 

申
出
候
事
、

一
郡
奉
行
十
七
八
人
計
、 

　
　

御
役
料
銀
三
枚
、
六
人
賦
、
田
舎
行
四
人
賦
、

　

一
田
地
仕
付
并
秋
取
納
物
成
定
候
役
也
、

　

一
春
初
、
諸
方
井
手
溝
用 
水　

沙 
汰
有
之
、

　
（
等
カ
）

　
　

一
田
畠
共
ニ
　 

新
竿
入
并
古
田
畠
共
ニ
　 

竿
入
高
相
究
帳
面
ニ
　 

て
其

後
御
支
配
奉
行
よ
り
名
寄
帳
・
知
行
目
録
出
ル
、
新
高
竿
入

又
ハ
古
高
位
増
劣
之
節
、
直
竿
俵
汰
之
沙
汰
い
た
し
、
高
相

究
候
汰
勝
手
江
　 

申
出
候
、
風
損
・
水
損  
・    
竿
損

       

等
有
之
定
代

　
（
旱
カ
）

上
納
難
叶
節
、
諸
所
差
廻
致
上
見
、
代
成
定
候
、

　
　

一
諸
奉
公
人
江
戸
・
上
方
・
他
國
江
　 

被
遣
候
節
、
御
國
中
送
届

候
人
馬
致
差
引
、
且
又
道
橋
修
甫
其
外
百
姓
相
勤
程
之
儀
、

夫
賦
申
付
致
差
引
候
、

　
　

一
百
姓
共
年
季
奉
公
暇
之
願
申
出
之
節
承
届
、
跡
作
職
支
無
之

者
ハ
十
年
季
を
限
、
其
以
下
ハ
段 

年
季
差
免
候
、
年
季
者

鹿
児
嶋
士
計
御
免
也
、

　

一
御
用
紙
用
之 

差
引
仕
候
事
、

　
　

一
諸
外
城
江
　 
 

を
植
付
さ
せ
、
秋
冬
ニ
　 

取
納
、
諸
方
ニ
　 

而
帋
を

漉
調
さ
せ
候
差
引
之
事
、

一
金
山
奉
行
二
人
三
人
、
六
人
賦
、
田
舎
賦
六
人
、

　
　

御
役
料
六
枚
、 

　
　

一
金
山
ニ
　 

而
金
子
取
上
候
付
而
之
銀
・
出
米
穀
此
役
所
手
形
を

以
蔵
方
よ
り
出
ス
、
一
他
國
者
出
入
手
形
出
ス
、

　

一
操
・
哥
舞
妓
等
之
節
、
此
役
江
　 

被
仰
付
他
國
者
締
申
付
候
、

御役人帳
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筆
者
七
人
、
寄
筆
者
三
四
人
、

山
見
廻
四
五
人
有
之
、

筆
者
廿
人
計
、
寄
筆
者
依
御
用
増
減
、
田
地
方
檢

者
三
十
人
計
、
寄
六
七
十
人
、

金
山
詰
之
節
、
一 

月
銀
三
拾
六
匁
・
米

九
斗
、
壱
日
ニ
壱
匁
弐
分
・
三
升
ツ
ヽ
、



一
御
細
工
奉
行
四
人
、
御
役
料
銀
六
枚
、

　

一
不
依
何
色
御
細
工
差
引
い
た
し
候
、

　
　

一
諸
細
工
人
此
座
よ
り
致
下
知
候
、
鍛
冶
細
工
類
者
御
普
請
方

江
　 

相
付
候
也
、

　
　

一
檢
者
三
人
、
筆
者
二
人
、
蔵
役
弐
人
、
不
断
相
勤
之
、
表
具

細
工
主
取
二
人
、
塗
物
主
取
弐
人
、
鍛
冶
五
六
人
、
研
師
二

三
人
、
�
柄
師
二
人
、
鉄
炮
師
二
人
、
同
か
ら
く
り
師
二
人
、

鑄
物
師
二
人
、
青
貝
師
・
沈
金
師
二
人
、
塗
物
鞘
師
二
人
、

繪
師
四
人
、
御
扶
持
米
五
拾
表
よ
り
拾
八
表
�
之
間
段 

被

下
、
此
外
之
諸
細
工
人
者
御
扶
持
不
被
下
、
御
用
相
勤
候
節

日
數
ニ
　 

應
し
賃
飯
米
被
下
候
也
、

　

寺
社
方
ニ

相
付

一
御
祈
念
方　

御
扶
持
方

　

一
寺
院
御
祈
念
方
取
次
差
引
役
也
、

　
　

一
社
家
ニ
　 

而
神
楽
神
舞
夜
之 
云
事

     

御
座
候
、
其
節
茂
此
役
よ
り

　
（
芸
カ
）

致
差
引
候
、

一
屋
久
嶋
奉
行
三
人
、
筆
者
二
人
、
蔵
役
二
人
、

　
　

御
扶
持
銀
四
枚
半
、
六
人
賦
、

　

一
屋
久
嶋
よ
り
上
り
候
平
木
致
拂
方
候
差
引
之
事
、

　
　

一
屋
久
嶋
江
　 

繰
廻
一
年
代
壱
人
ツ
ヽ
相
詰
、
嶋
人
共
致
差
引
、

平
木
・
樽
槫
・
完
料
等
諸
座
諸
人
入
用
分
取
納
申
付
、
代
米

致
拂
方
鹿
児
嶋
江
　 

差
上
候
、
屋
久
嶋
江
　 

者
御
當
地
右
役
所
書

役
両
人
之
内
よ
り
壱
人
、
其
外
ニ
　 

鹿
児
嶋
よ
り
寄
筆
者
壱
人
、

外
城
よ
り
寄
筆
者
壱
人
差
越
候
、
屋
久
嶋
江
　 

下
代
四
人
差
越
、

一
年
代
ニ
　 

鹿
児
嶋
よ
り
差
越
、
諸
品
請
取
拂
相
勤
候
、

一
宗
門
改
役
三
人
、
横
目
二
人
、
筆
者
二
人
、

　
　

御
扶
持
銀
六
枚
、
六
人
賦
、
田
舎 
賦　
　
 

　
（
マ
マ
）

　

一
専
切
支
丹
宗
門
并
一
向
宗
禁
止
之
致
沙
汰
役
也
、

　

一
宗
躰
方
之
儀
、
口
事
并
詮
儀
此
役
よ
り
相
勤
候
、

 
一
御
鳥
見
頭　
『
江
戸
六
人
賄
料
』

　
『
○
天
明
元
年
丑
五
月
十
九
日
被
相
建
、

一
御
鳥
見
頭
格　

右
同
』

一
御
鷹
匠
頭　
 

　
『
○
初
尾
畔
奉
行
ト
云
、
安
永
六
年
酉
五
月
廿
七
日
御
鷹
匠
頭
ト
改
ム
、
尾
畔
預
』

３５６

『
○
安
永
七
年
戌
正
月
被
相
建
、

 
○
御
鷹
匠
頭
次
ニ

而
候
処
、
安
永
七
年
戌
正
月
十
九
日
御
鷹
匠
頭
上
ニ

被
仰
候
』

筆
者
壱
人
、
御
鷹
師
三
四
人
、

�
取
壱
人
、
御
�
�
取
壱
人
、



　
　

御
扶
持
米
五
拾
八
俵
、
六
人
賦
、
田
舎 
賦　
　
 

　
（
マ
マ
）

一
御
鷹
匠
頭
格　
『
六
人
賄
料
』

一
御
同
朋
頭
壱
人
、

　
　
　
　
　
　

『
六
人
賄
料
』

　
　

御
扶
持
并
御
賦
人
數
依
人
躰
御
見
合
次
第
、

一
御
記
録
方
添
役　
『
六
人
賄
料
』

一
御
作
事
奉
行
見
習　
『
六
人
賄
料
』

一
物
奉
行
見
習　
『
六
人
賄
料
』

一
唐
船『
改
』四
人
、

　
　

御
扶
持
銀　
『
五
人
賄
料
』

　

一
御
領
國
中
江
　 

唐
船
漂
着
之
時
、
引
受
相
勤
候
、

一
寺
社
方
取
次
六
人
、

　
　
　
　
　
　

『
五
人
賄
料
』

　
　

御
扶
持
銀

　

一
神
社
佛
閣
堂
塔
之
沙
汰
仕
役
也
、

　

一
寺
院
社
家
よ
り
申
分
奉
行
江
　 

取
次
仕
候
、

　

一
万
事
始
末
者
寺
社
奉
行
之
場
江
　 

記
候
、

一
御
勘
定
方
小
頭
八
人
、

　
　

御
扶
持
銀
『
五
人
賄
料
』

　
『
一
御
薬
園
奉
行　

五
人
賄
料
』

一
表
方『
御
』代
官
三
人
、
定
筆
者
五
人
、
寄
廿
人
計
、

　
　

御
扶
持
銀　

江
戸
賦
并
田
舎
行
共
ニ
　 

四
人
賦
、

　
　

一
拾
弐
万
石
方
御
蔵
入
差
引
仕
候
、
御
知
行
諸
外
城
方 

ニ
　 

有

之
候
を
下
代
百
姓
手
前
よ
り
致
取
納
、
代
官
差
圖
次
第
方 

江
　 

致
拂
方
候
、

　
　

一
右
取
納
米
者
御
所
帯
根
元
ニ
　 

而
、
大
坂
仕
登
せ
賣
米
、
御
國

諸
扶
持
米
物
奉
行
手
形
ニ
　 

て
米
蔵
よ
り
出
ル
、

　
　

一
殿
様
御
光
越
之
所
江
　 

差
越
、
御
臺
所
諸
物
下
代
江
　 

申
付
相
集
、

御
料
理
方
江
　 

渡
ル
、

　

一
諸
方
ニ
　 

而
漉
調
候
紙
支
配
方
差
引
之
事
、

一
帖
佐
與
御
代
官
四
人
、 

　
　

御
扶
持
銀

　
　

一
前 

よ
り
新
田 
出
米
候 
所
此
代
官
よ
り
差
引
仕
候
、
凡
三
万

　
（
来
カ
）

七
千
石
程
茂
可
有
之
哉
、
此
納
者
江
戸
・
京
・
大
坂
江
　 

相
詰

御役人帳
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定
筆
者
五
人
、
寄
廿
人
計
、

蔵
役
弐
人
、



候
足
輕
・
中
間
一
身
賦
�
被
下
方
此
御
蔵
よ
り
出
ル
、

　

一
江
戸
御
奥
御
渡
方
此
方
よ
り
出
ル
も
有
之
候
、

一
御
臺
所
頭
一
人
、
筆
者
弐
人
、
蔵
役
弐
人
、
料
理
役
弐
人
、

　
　

檢
者
・
座
横
目
二
人
、
六
月
代
受
込
相
勤
、

　
　

御
扶
持
米
五
拾
八
俵
、
江
戸
・
田
舎
共
ニ
　 

四
人
賦
、

　

一
御
不
断
御
料
理
方
此
所
よ
り
出
ル
、

　

一
御
臺
所
江
　 

諸
蔵
方
相
付
有
之
、

　

一
右
ニ
　 

付
候
蔵
役
壱
人
夜
番
相
勤
、
昼
者
役 

皆
出
勤
有
之
、

　
　

一
右
ニ
　 

御
小
者
役
と
て
一
身
者
代
官
差
引
ニ
　 

而
方 

御
座
へ
召

仕
候
、

一
客
屋
評
定
所
預
御
舂
屋
役
壱
人
、
筆
者
三
人
、

　
　

御
扶
持
米
五
拾
八
俵
、『
四
人
賄
料
』
蔵
役
四
人
、 

　
　

一
御
前
御
用
之
外
、
味
噌
・
酢
類
調
方
、
御
振
廻
事
之
節
御
前

廻
外
御
次
仕
出
、
御
法
事
之
節
出
家
并
諸
詰
衆
江
　 

御
料
理
出

候
調
方
等
申
付
候
、

　

一
糺
明
之
節
詰
人
數
江
　 

御
賄
調
方
申
付
候
、

　
　

一
他
國
よ
り
御
使
者
・
輕
使
・
飛
脚
等
参
候
節
、
御
料
理
賄
方

致
差
引
候
、

　

一
御
用
并
諸
人
用
�
燭
調
方
申
付
候
、

一
奥
御
小
姓
廿
五
六
人
、
時 

増
減
有
之
、

　
　

御
扶
持
米
廿
七
俵
、
支
度
料
銀
三
枚
三
拾
弐
匁
、

　
　

江
戸
賦
・
田
舎
共
ニ
　 

四
人
賦
、

　
　

一
御
給
仕　

御
髪
月
代
御
支
度
等
仕
、　

御
出
之
節
御
供　

御

先
番
相
勤
候
也
、

　
『
安
永
九
年
子
八
月
三
日
初
而
被
相
建
、

　

一
御
近
習
番　

四
人
賄
料
、
一
奥
御
小
姓
同
格
』

一
表
御
小
姓
廿
人
計
、
時 

増
減
有
之
、

　
　

御
扶
持
米
・
支
度
料
銀
等
江
戸
・
田
舎
賦
奥
御
小
姓
同
前
、

　
　

一
御
前
外
之
御
給
仕
相
勤
、
御
側
廻
江
　 

之
御
用
有
之
節
取
次
相

勤
、

一
御
裁
許『
掛
』見
習
二
三
人
、

　
　

御
扶
持
『
四
人
賄
料
』

３５８

檢
者
・
座
横

目
之
内
よ
り

繰
廻
勤
、



一
郡
奉
行
見
習　

右
同
、

　
　

御
扶
持
『
四
人
賄
料
』

一『
大 
奥 
』御
小
姓
三
四
人
、
時 

増
減
有
之
、

　
　

御
扶
持
米
拾
八
表
、
支
度
銀
、

　
　

江
戸
・
田
舎
共
ニ
　 

三
人
賦
、

　

一
奥
御
小
姓
同
前
相
勤
、
奥
向
江
　 

も
罷
通
相
勤
、

一
奥『
御 
』醫
師
拾
弐
人
、

　
　

御
扶
持
米
五
拾
俵
、
五
人
賦
、
田
舎
行
四
人
賦
、

一
御『『  
書   
院   
方   
預  
』』 　

筆
者
五
人
、
蔵
役
ニ
　 

相
勤
、

數 
奇 
屋 
頭

　
　

御
扶
持
米
五
拾
八
俵
、
江
戸
五
人
賦
、
田
舎
行
四
人
賦
、　

御
床
飾
等
諸
御
道
具
都
而
受
込
勤
、

 

一
奥
御
同
朋
両
人
計
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
四
人
賄
料
』

　
　

御
扶
持
米
四
拾
五
俵
、　

江
戸
五
人
賦
、

一
表
御
同
朋

　
　

御
扶
持　
　
　
　
　
　
『
江
戸
四
人
賄
料
』

一
奥
御
茶
道

　
　

御
扶
持　
　
　
　
　
　
『
江
戸
三
人
賄
料
』

一
小
坊
主
定
候
人
數
無
之
、

　
　

御
扶
持
米
拾
八
表
、
江
戸
・
田
舎
賦
共
三
人
賦
、

一
御
記
録
方
稽
古

　
　

御
扶
持
米
弐
拾
五
表
、『
四
人
賄
料
』

一
御
右
筆
稽
古
三
四
人
、
時 

増
減
、

　
　

御
役
料
米
三
拾
四
俵
、
四
人
賦
、

一
助
教

　
　

御
役
料
米
七
拾
五
俵
、『
四
人
賄
料
』

一
学
校
目
付

　
　

御
役
料
米

一
御
鷹
匠
見
習

御役人帳
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御
扶
持　
　
　
　
　
　
『
四
人
賄
料
』

一
無
役
之
御
近
習
通

　
　

御
扶
持
方
御
見
合
次
第
、

一
�
嶋
移
地
頭
壱
人
、
付
役
壱
人
、

　
　

地
頭
高
百
五
拾
石
、
付
役
高
三
拾
石
并
所
よ
り
夫
賃
出
候
、

　
　

一
此
嶋
者
第
一
長
崎
江
　 

往
還
有
之
故
、
毎
年
唐
船
・
阿
蘭
陀
船

等
用
心
専
無
油
断
守
候
地
頭
也
、

一
長
嶋
移
地
頭
壱
人
、
付
役
壱
人
、

　
　

地
頭
高
百
五
拾
石
、
付
役
高
三
拾
石
、

　
　

一
是
よ
り
方
角
西
ニ
　 

而
、
御
城
下
よ
り
遥
隔
廿
四
五
里
程
ニ
　 

而

候
、
地
頭
勤
方
心
入
山
之
口
同
前
也
、

一
高
岡
地
頭
代
壱
人
、

　
　

一
是
ハ
穆
佐
近
隣
ニ
　 

而
勤
方
同
前
也
、
此
所
ハ
去
川
与
　 

申
御
番

所
外
ニ
　 

四 

外
城
有
之
内
高
岡
廣
所
也
、
此
所
を
四 

所
之

基
と
す
、

一
大
口
地
頭
代
壱
人
、

　
　

高
百
石
、

　
　

一
御
城
下
よ
り
拾
五
六
里
北
之
方
ニ
　 

て
候
、
高
岡
与
　 

出
水
之
間
、

双
方
ハ
大
山
を
挾
難
所
也
、
地
頭
代
ニ
　 

而
候
得
共
、
勤
方
者

移
地
頭
勤
番
同
前
也
、

一
出
水
地
頭
代
壱
人
、

　
　

高
百
石
、
高
岡
勤
番
同
前
也
、

一
都
之
城
中
抑
両
人
、 

　
　

御
扶
持

　
　

一
此
所
他
國
近
、
殊
庄
内
と
申
所
廣
所
ニ
　 

而
候
故
、
彼
役
人
共

�
ニ
　 

而
者
難
勤
故
、
御
當
地
よ
り
二
人
中
抑
被
仰
付
、
内
一

人
ハ
御
見
合
を
以
被
仰
付
、
高
百
五
拾
石
之
所
務
筑
後
殿
よ

り
被
遣
候
、
庄
内
よ
り
申
上
候
儀
、
皆
此
人
取
次
ニ
　 

而　

御

城
江
　 

申
上
候
事
、

一
座
横
目
人
数
不
定
、
百
人
以
上
、

　
　

江
戸
・
田
舎
共
ニ
　 

三
人
賦
、
役
料
無
之
、
高
役
勤
、

３６０

内
壱
人
者
筑
後
殿
よ
り
見
合
被
申
出
候
上
被
仰
付
、
高

百
石
之
所
務
筑
後
殿
よ
り
被
遣
候
、
一
人
ツ
ヽ
代
合

詰
候
也
、
相
談
人
也
、



　
　

一
勤
方
ハ
金
蔵
・
出
物
蔵
・
進
物
蔵
・
御
普
請
方
蔵
、
其
外
蔵

 

江
茂
相
詰
、
御
買
入
物
位
・
直
成
等
致
吟
味
、
御
拂
物
見

分
直
付
之
檢
者
い
た
し
、
其
外
諸
役
座
江
　 

も
行
廻
致
見
分
、

田
舎
江
　 

も
三 

月 
代
、 　
　
　
 

（
相
勤
候
脱
カ
）

一
横
目
人
数
百
人
以
上
、
座
横
目
同
前
、
高
役
勤
、

　
　

一
変
死
者
有
之
節
致
見
分
、
喧
嘩
等
之
節
疵
口
共
事
之
子
細
相

糺
、
悪
黨
者
捕
候
節
足
輕
召
列
相
勤
、
糺
明
又
ハ
御
仕
置
者

有
之
節
茂
相
詰
、
江
戸
江
茂
相
詰
、
座
横
目
差
支
之
節
者
蔵

方
へ
も
相
勤
見
分
い
た
し
候
、
江
戸
詰
・
田
舎
行
共
ニ
　 

三
人

賦
、
諸
所
津
口
番
所
江
茂
三 

月
代
相
勤
候
、

一
御
家
老
座
筆
者

　
　
　

江
戸
四
人
賦
、
田
舎
行
三
人
賦
、
御
家
老
座
江
　 

相
勤
、
御
家

老
座
首
尾
之
事
不
依
何
�
相
勤
、

一
若
御
年
寄
筆
者

　
　

右
御
家
老
座
筆
者
之
内
よ
り
相
勤
候
、

一
大
御
目
付
座
筆
者

　
　

人
数
ハ
大
目
付
衆
之
場
ニ
　 

有
之
、
江
戸
・
田
舎
行
共
三
人
賦
、

一
御
用
人
座
筆
者

　
　

人
数
ハ
御
用
人
衆
之
場
ニ
　 

有
之
、
賦
方
都
而
三
人
、

一
江
戸
・
京
・
大
坂
其
外
ニ
茂
何 

与
　 

申
御
蔵
何
程
有
之
候
哉
、

　

一
進
物
蔵　
　

一
御
臺
所
蔵　

一
御
普
請
方
蔵

　

一
御
書
院
蔵　

一
御
納
戸
蔵　

一
御
兵
具
所
蔵

　
　
　

右
江
戸
御
蔵
ニ
　 

而
候
、

　

一
京
都
御
蔵　

一
大
坂
御
蔵

　

一
諸
座
并
蔵
方
之
儀
者
右
本
行
ニ
　 

何 

と
有
之
分
ニ
　 

而
候
へ
共
、

猶
又
左
ニ
　 

相
記
候
、
人
数
者
其
場 

ニ
　 

有
之
候
、
扶
持
者
真
・

赤
・
琉
米
取
交
弐
斗
入
ニ
　 

て
被
下
、

　

一
御
家
老
座
筆
者　
　
　
　

役
料
米
三
拾
四
俵

　
　
　
　

但
御
帳
書
筆
者
ハ
弐
拾
七
俵
、
御
側
方
筆
者
職
分
ケ
有
之
、

　

一
御
勝
手
方 

用
役　
　
　

役
料
米
三
拾
八
俵

　

一
右
同
筆
者　
　
　
　
　
　

同
三
拾
四
俵

　

一
大
御
目
付
座
筆
者　
　
　

同
弐
拾
九
俵

御役人帳
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一
大
御
番
頭
座
筆
者　
　
　

同

　

一
寺
社
奉
行
座
筆
者　
　
　

同
廿
四
表
壱
斗

　
　
　

惣
大
工　
　
　
　
　
　

同
五
拾
八
表

　
　
　
　

賦
大
工　
　
　
　
　
　

一
日
ニ
　 

米
壱
升
・
銀
壱
匁
五
分
、

應
勤
日
数
、

　

一
御
勘
定
所
総
役　
　
　
　

役
料
米
弐
拾
七
表

　
　
　

但
勘
定
役
帳
役
人
御
支
配
方
筆
者
弐
拾
四
表
壱
斗

　

一
與
所
筆
者　
　
　
　
　
　

同
弐
拾
表

　

一
御
側
表
御
用
人
座
筆
者　

同
弐
拾
七
表

　

一
町
奉
行
座
筆
者　
　
　
　

同
弐
拾
七
表

　

一
御
近
習
役
所
筆
者　
　
　

同
廿
四
表
壱
斗
支
度
料
銀

　

一
御
納
戸
御
腰
物
役
御
時
計
方

　
　

筆
者　

蔵
役　
　
　
　
　

同
廿
四
表
壱
斗

　

一
御
兵
具
所
筆
者　
　
　
　

同
廿
表

　

一
御
船
手
檢
者　
　
　
　
　

同
廿
九
表

　
　
　
　
　
　

筆
者　
　
　
　

同
廿
表

　
　
　
　
　

惣
大
工　
　
　
　

同
五
拾
八
表

　
　
　
　
　

御
船
頭　
　
　
　

同
六
拾
五
表

　
　
　
　
　

脇
船
頭　
　
　
　

同
五
拾
表

　

一
御
使
番
役
所
筆
者　
　
　

同
弐
拾
表
支
度
料
銀
弐
枚

　

一
御
廣
敷
頭
役
所
筆
者　
　

同
廿
四
表
壱
斗

　

一
御
普
請
方
檢
者　
　
　
　

同
廿
九
表

　
　
　
　
　
　

筆
者　
　
　
　

同
廿
四
表

　
　
　
　
　

惣
大
工　
　
　
　

同
五
拾
八
表

　
　
　
　

添
惣
大
工　
　
　
　

同
四
拾
表

　
　
　
　
　
　

蔵
役　
　
　
　

同
廿
表

　

一
御
記
録
所
筆
者　
　
　
　

同
廿
四
表
壱
斗

　

一
高
奉
行
所
筆
者　
　
　
　

同
廿
四
表
壱
斗

　
　
　
　
　
　

総
役　
　
　
　

同
廿
表

　
　
　
　
　
　

蔵
役　
　
　
　

同
廿
表

　

一
物
奉
行
所
筆
者　
　
　
　

同
廿
四
表
壱
斗

　

一
御
�
方
御
馬
乗　
　
　
　

同
廿
四
表
壱
斗

　
　
　
　
　
　

馬
醫　
　
　
　

同
同 

　
　
　
　
　
　

檢
者　
　
　
　

同
廿
九
表

　
　
　
　
　
　

蔵
役　
　
　
　

同
廿
表

　

一
御
目
付
役
所
并
御
裁
許
方
筆
者　

同
廿
表

　

一
山
奉
行
所
筆
者　
　
　
　

同
弐
拾
表

　
　
　
　
　

山
見
廻　
　
　
　

同
廿
表
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稽
古
廿
八
表

又
ハ
廿
表



　

一
郡
方
筆
者　
　
　
　
　
　

同
廿
表

　
　
　
　
　
　

檢
者　
　
　
　

同
廿
表

　

一
御
細
工
所
筆
者　
　
　
　

同
廿
四
表
壱
斗

　
　
　
　
　
　

蔵
役　
　
　
　

同
廿
表

　
　
　
　
　
　

檢
者　
　
　
　

同
廿
九
表

　

一
屋
久
嶋
座
筆
者　
　
　
　

同
廿
表

　
　
　
　
　
　

蔵
役　
　
　
　

同
廿
表

　

一
宗
門
方
筆
者　
　
　
　
　

同
廿
四
表
壱
斗

　
　
　
　
　
　

横
目　
　
　
　

役
料
無
之
、

　

一
尾
畔
筆
者　
　
　
　
　
　

同
廿
表

　

一
御
書
院
方
筆
者　
　
　
　

同
弐
拾
九
表

　

一
代
官
所
筆
者　
　
　
　
　

同
廿
四
表
壱
斗

　
　
　
　
　
　

蔵
役　
　
　
　

同
廿
表

　

一
御
臺
所
筆
者　
　
　
　
　

同
廿
表

　

一
御
舂
屋
筆
者　
　
　
　
　

同
廿
表

　
　
　
　
　
　

蔵
役　
　
　
　

同
廿
表

　
　
　

右
之
通
被
下
候
、

　

一
金
蔵　
　
　

一
出
物
蔵　
　
　
　

一
進
物
蔵

　

一
御
�
蔵　
　

一
御
兵
具
所
蔵　
　

一
御
船
手
蔵

　

一
御
普
請
方
材
木
蔵
并
雑
物
蔵

　

一
御
臺
所
米
蔵
并
雑
物
蔵

　

一
御
舂
屋
蔵　
　

一
新 

蔵　
　

一
屋
久
嶋
蔵

　

一
御
細
工
所
蔵　

一
御
納
戸
蔵　

一
御
書
院
蔵

　
　
　

右
御
當
地
蔵 

ニ
　 

而
候
、
人
数
・
扶
持
方
等
本
文
夫 

之
場

江
　 

記
置
候
、
右
外
諸
外
城
下
代
出
物
蔵
五
拾 

所
計
有
之
、

一
蔵
ニ
　 

蔵 
蔵
役

     

二
三
人
四
人
計
一
年
代
ニ
　 

差
越
相
勤
、
役
料

　
（
衍
カ
）

米
廿
表
ツ
ヽ
被
下
候
、

　

一
御
家
老
用
達
二
人
、
役
料
米
三
拾
四
表
、
四
人
賦
、

　

一
若
御
年
寄
用
達
壱
人
、
同
廿
七
表
、

　
　
　

但
江
戸
詰
之
節
三
人
賦
、

　

一
大
目
付
用
達
壱
人
、
同
廿
表
、

　

一
御
用
人
用
達
壱
人
、
同
廿
表
、

　

一
御
側
役
用
達
壱
人
、
同
廿
表
、

　
　

一
江
戸
・
京
・
大
坂
御
留
守
居
御
當
地
ニ
　 

而
候
用
達
無
之
、
詰

中
同
心
用
達
有
之
候
、
士
用
達
者
無
之
候
、
右
御
役
之
外
用

達
無
之
候
、
与
頭
・
御
番
頭
以
上
之
人
江
戸
・
上
方
へ
被
遣

候
節
、
用
達
壱
人
被
召
付
候
、
右
用
達
ハ
夫 

御
役
之
人
本

賦
人
數
之
外
ニ
　 

而
候
、

御役人帳
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一
諸
御
役
人
定
役
者
定
役
料
米
被
下
事
候
故
、
旅
江
　 

出
候
而
も

無
差
引
跡
江
　 

被
下
候
、
寄
役
者
御
當
地
ニ
　 

而
應
勤
日
數
被
下

候
故
、
旅
跡
不
被
下
候
、

享
和
三
年
癸
亥
四
月
書
写
之
、

2 　
　
　

寫

一
主
従
五
人
ハ　

御
國
行
遠
近
共

一
主
従
七
人
ハ　

日
州
番
所
外
行
之
時

　

御
普
請
奉
行　

御
記
録
奉
行　

長
崎
御
附
人

　
　
　
　
　
　
　

隅
州
様
御
方

　

高
奉
行　
　
　

物
奉
行　
　

物
奉
行　

御
�
別
當

一
主
従
四
人　

但
内
外
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　

隅
州
様
御
方

　

御
小
納
戸
役　
　
　

御
小
納
戸
役　
　

御
小
納
戸
役
并

　

隅
州
様
御
方　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
隅
州
様
御
方

　

御
小
納
戸
役
并　
　

中
通
御
目
附　
　

中
通
御
目
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隅
州
様
御
方

　

御
目
附　
　
　
　
　

御
右
筆　
　
　
　

御
右
筆

　

納
殿　
　
　
　
　
　

山
奉
行　
　
　
　

郡
奉
行

　

金
山
奉
行　
　
　
　

御
細
工
奉
行　
　

御
祈
念
方

　

屋
久
嶋
奉
行　
　
　

宗
門
改
方　
　
　

磯
奉
行

　

尾
畔
奉
行　
　
　
　

御
茶
道
頭

　
　
　

但
此
御
役 

之
内
ニ
　 

も
拾
人
御
賦
ニ
　 

而
致
江
戸
詰
候
人
ハ
、

御
國
行
遠
近
共
ニ
　 

主
従
五
人
御
賦
、
且
又
日
州
番
所
外
行

主
従
七
人
御
賦
可
被
下
候
、
納
殿
之
儀
ハ
内
外
共
可
為
四

人
御
賦
候
、

一
主
従
四
人　

右
同
、

　

唐
船
請
込　
　

寺
社
方
取
次　
　

御
勘
定
方
小
頭

　

御
勘
定
方
吟
味
役

　
　

但
書
右
同
断
、

一
主
従
四
人　

右
同
、

　

御
醫
師　
　
　

御
包
丁
人
頭　
　
　

御
書
院
役
人

　

表
方
代
官　
　

五
万
石
方
代
官　
　

帖
佐
与
代
官

　

御
臺
所
役　
　

御
舂
屋
役

　
　

但
書
右
同
断
、

一
主
従
三
人　

右
同
、

　
　
　
　
　
　
　
　

隅
州
様
御
方

　

御
側
御
小
姓　
　

御
側
小
姓

　
　
　
　
　
　
　
　

隅
州
様
御
方

　

御
側
御
同
朋　
　

御
側
御
同
朋

　

表
御
小
姓

　
　

但
書
同
断
、

一
右
御
役
之
外
者
此
之
通
、
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右
之
通
御
國
行
之
節
御
賦
被
成
下
筈
今
度
被
相
定
候
条
、
支
配

之
座 

江
　 

可
被
申
渡
候
、
以
上

　
『
享
保
三
年
』　
　
　
　
　
　
　
　

（
種
子
島
久
基
）

　
　

戌
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

弾
正

　
『
右
、
戌
十
一
月
廿
六
日
菱
刈
新
五
兵
衞
御
取
次
を
以
被
仰
渡
候
通
達
帳
』

3 　
　
　

写

　
　

江
戸
・
御
國
元
御
使
御
賦
、
三
人
賦
よ
り
五
人
賦
�
ハ
都
而
急

料
、
六
人
賦
よ
り
以
上
ハ
現
人
数
�
急
料
被
下
候
事
候
処
、
此

節
左
之
通
被
相
改
候
、

　

一
三
人
賦
、
弐
人
ハ
急
キ
・
中
急
ニ
　 

應
而
急
料
被
下
、
壱
人
ハ
静

料
被
下
候
、
三
人
ニ
　 

而
罷
通
候
ハ
ヽ
三
人
共
ニ
　 

急
料
可
被
下
候
、

　

一
四
人
賦
、
弐
人
ハ
急
キ
・
中
急
キ
ニ
　 

應
し
急
料
被
下
、
弐
人
ハ

静
料
被
下
候
、
弐
人
以
上
ニ
　 

而
罷
通
候
ハ
ヽ
召
列
候
人
数
之
通

急
料
可
被
下
候
、

　

一
五
人
賦
、
弐
人
ハ
急
キ
・
中
急
應
し
急
料
被
下
、
三
人
ハ
静
料

被
下
、
弐
人
よ
り
已
上
ニ
　 

而
罷
通
候
ハ
ヽ
右
同
断
急
料
可
被
下

候
、

　

一
六
人
賦
以
上
者
被
定
置
候
通
現
人
数
�
急
料
被
下
、
其
外
ハ
静

料
被
下
候
、

　

一
急
御
使
御
定
日
数
十
八
日
参
着
候
ハ
ヽ
御
賦
無
差
引
、
十
九
日

よ
り
ハ
御
賦
割
を
以
應
日
数
返
上
可
申
付
候
、
十
八
日
よ
り
内

参
着
仕
候
者
江
　 

ハ
御
褒
美
被
下
来
候
得
共
、
右
御
褒
美
引
替
、

應
日
数
御
賦
銀
割
可
被
下
候
、

　

一
中
急
御
使
日
数
廿
二
日
被
相
定
、
廿
二
日
参
着
候
ハ
ヽ
御
賦
無

差
引
、
廿
三
日
よ
り
ハ
御
賦
割
を
以
應
日
数
返
上
可
申
付
候
、

廿
二
日
よ
り
内
参
着
候
ハ
ヽ
應
日
数
御
賦
銀
割
を
以
可
被
下
候
、

　

一
急
キ
・
中
急
キ
共
ニ
　 

右
之
通
被
相
定
候
間
、
三
道
中
御
賦
銀
相

渡
、
海
陸
心
次
第
可
相
通
候
、
船
中
参
候
而
も
船
賃
料
ハ
不
被

下
候
、

　
　
　

右
者
、
以
前
者
三
人
賦
之
者
御
使
被
差
越
候
節
者
下
人
不
召

列
者
無
之
候
得
共
、
近
年
ハ
三
人
賦
之
者
御
使
ニ
　 

ハ
下
人
不

召
列
事
之
様
相
成
候
付
、
壱
人
ハ
静
料
被
下
候
、
御
倹
約
ニ
　 

而
御
賦
之
内
静
料
被
下
候
事
ニ
　 

而
無
之
候
、
此
旨
表
方
へ
致

通
達
、
御
側
方
・
御
勝
手
方
へ
ハ
写
を
以
可
相
達
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
久
貫
）

　
　

元
文
元
年
十
二
月　
　
　
　
　
　
 
主
殿

4 　
　

諸
御
役
人
正
月
八
日
よ
り
十
四
日
�
ハ
不
洗
物
麻
上
下
着
用

い
た
し
来
候
得
共
、
来
正
月
八
日
よ
り
向
後
平
服
ニ
　 

被
仰
付

御役人帳
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候
、
十
一
日
・
十
五
日
之
儀
ハ
有
来
通
可
相
心
得
候
、

　
　
　

右
之
通
可
被
相
心
得
候
御
差
圖
ニ
　 

而
候
、
以
上
、

　
　

十
二
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　

小
林 
中
太 
兵
衞

（
政
一
）

一
御
一
門
方　
　
　
　
　
　

七
拾
人
賄
料

一
右
之
嫡
子
方　
　
　
　
　

六
拾
人
賄
料

一
大
身
分
四
家　
　
　
　
　

六
拾
人
賄
料

一
右
之
嫡
子　
　
　
　
　
　

五
拾
人
賄
料

一
一
所
持
家
督
并
部
屋
栖　

賄
料
不
相
知
、

一
寄
合
家
督
并
部
屋
栖　
　

右
同
、

一
寄
合
并
家
督
并
部
屋
栖　

右
同
、

　
　

右
御
礼
使
等
被
仰
付
候
節
ハ
時 

之
御
吟
味
次
第
賄
料
被
下
候
、

表
方
ニ
　 

而
江
戸
詰
之
節
ハ
十
人
又
ハ
六
人
賄
料
時 

御
吟
味
次

第
、

一
小
番　
　
　

十
人
賄
料

一
新
番　
　
　

六
人
賄
料

　
　

右
家
格
持
前
御
馬
廻
新
番
其
外
賄
料
重
ミ
不
被
仰
付
内
ハ
、
御

小
姓
與
同
様
三
人
賄
料
、

一
御
小
姓
與　

三
人
賄
料

　
　

但
伏
見
御
仮
屋
守
・
御
包
丁
人
頭
之
儀
者
五
人
賄
料
、

一
郷
士　
　
　

右
同

一
與
力　
　
　

弐
人
賄
料

　
　

但
御
船
手
與
力
之
内
脇
船
頭
四
人
、
仮
脇
船
頭
三
人
賄
料
、

一
足
輕　
　
　

一
身

　
 
一
御
小 
人　
　

一
身

御
納
戸

一
御
口
之
者　

一
身

御
数
奇
屋

一
仕
坊
主　
　

一
身

　

萬
石
以
上

一
主
従
三
拾
九
人　

御
家
老　
　

一
主
従
三
拾
三
人　

右
上
同

一
右
同
弐
拾
六
人　

若
年
寄　
　

一
右
同
弐
拾
人　
　

大
目
附

一
右
同
拾
八
人　
　

御
番
頭　
　

一
右
同
拾
三
人　
　

御
用
人

一
右
同
拾
弐
人　
　

御
近
習
役　

一
右
同
拾
壱
人　

御
納
戸
奉
行

一
右
同
九
人　
　
　

御
使
番　
　

一
右
同
七
人　
 

一
右
同
五
人　
　
　
　
　
　
　
　

一
右
同
七
人　

御
馬
廻
り

　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
右
同
五
人　

一
右
同
五
人　
　
　

新
番　
　
　

一
右
同
四
人　
 

３６６

御
近
習
役
并

御
記
録
奉
行

御
側
御
小
姓

但
六
人
賦
被
仰
付
置

候
人
ハ
五
人
賦
、

外
ニ

挾
箱
持
壱
人
、

但
右
之
御
役
ニ

も
十
人
賦
被

仰
付
置
候
者
ハ
主
従
七
人

御
賦
可
遣
事
、

右
御
小
納
戸
役
・
御
小
納
戸

役
并
・
中
通
御
目
付
・
御
右

筆
・
御
茶
道
頭

御
祈
念
方

外
ニ
具
足
箱
持
壱
人

弓
臺
持
壱
人



　
　
　
　
　
　
　
　

（
マ
マ
）

一
右
同
五
人　
　
　

御　

醫
師

御
醫
師

 

　
 
一
右
同
四
人 

　

一
上
下
三
人
之
御
賦
以
下
召
列　

一
主
従
五
人
御
賦
已
下
之
人
本

候
供
之
者
可
為 
○  
次

     

第
事
、　
 　

賦
之
通
可
申
付
候
事
、

　
（
心
カ
）

　
　
　

右
御
賦
之
儀
ハ
、
小
倉
・
播
磨
路
之
御
供
立
之
節
右
之
通
申

付
候
事
、

　
　
　

御
一
門
方
よ
り
諸
御
役
・
諸
座
付
�
旅
中
御
賦
定

　

高
不
依
多
少

一
主
従
七
拾
人　
　
　
　
　
　
　

一
主
従
六
拾
人　

乗
馬
弐
疋

　
　
　
　
　
　
 

　

高
不
依
多
少

一
主
従
六
拾
人　

乗
馬
弐
疋　
　

一
主
従
三
拾
五
人　

乗
馬
弐
疋

　
　
　

右
御
城
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
右
若
年
寄

　

萬
石
以
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

高
不
依
多
少

一
主
従
六
拾
人　

乗
馬
弐
疋　
　

一
主
従
弐
拾
五
人　

乗
馬
弐
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
大
目
付
・
大
目
付
格

　

萬
石
以
下　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

右
同

一
主
従
五
拾
人　

乗
馬
弐
疋　
　

一
主
従
弐
拾
三
人

　
　
　
　

右
御
家
老
衆　
　
　
　
　
　
　
　
 
右
大
番
頭
・
寺
社
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
勘
定
奉
行

一
主
従
弐
拾
五
人　

乗
馬
壱
疋　

一
主
従
拾
八
人　

乗
馬
壱
疋

　
　
　

右
御
小
姓
與
番
頭
・
當
番
頭　
　
　
 
右
御
用
人
・
御
用
人
格

　

右
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　

右
同

一
主
従
拾
七
人　

乗
馬
壱
疋　
　

一
主
従
拾
五
人　

乗
馬
壱
疋

　
　
　

右
町
奉
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
右
御
側
役

　

右
同　
　
　
　
 
江
戸
詰
之
節

一
主
従
拾
五
人　

乗
馬
壱
疋

　
 

　

右
同
一
主
従
拾
五
人　

乗
馬
弐
疋

　
　

右
京
・
大
坂
御
留
守
居
、
江
戸
同
様
、

一
主
従
拾
五
人　
　
　
　
　
　
　

一
主
従
拾
四
人　

乗
馬
壱
疋

　
　

右
琉
球
在
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
右
御
納
戸
奉
行
・
物
頭

　
　

但
前
方
御
用
人
相
勤
候
人
御
免
以
後
、

　

琉
球
在
番
被
仰
付
候
節
ハ
拾
八
人
、

 
一
主
従
拾
弐
人　
　
　
　
　
　
　

一
主
従
拾
壱
人　

乗
馬
壱
疋

　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
御
使
番

一
主
従
拾
壱
人　

乗
馬
壱
疋

　
　

右
御
近
習
役
并
・
納
殿
役
人

　
　
 

一
主
従
拾
人　

乗
馬
壱
疋　
　
　

一
主
従
六
人

　
　
 

御役人帳
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御
側
御
同
朋

但
外
ニ

挾
箱
持
壱
人
、

右
之
二
男
者
嶋
津
左
衞
門
殿

な
と
同
前
、

右
之
部
屋
栖
ハ
三
拾
人

乗
馬
壱
疋

山
城
殿

美
作
殿

兵
庫
殿

安
藝
殿

嶋
津
左
衞
門
殿

島
津
首
令
殿

嶋
津
図
書
殿

嶋
津
筑
後
殿

右
江
戸
御
留
守
居
、
外
ニ

弐
人
ハ
詰
之
節
馬
弐
疋

相
立
候
ニ

付
中
間
賦
被
下
候
、
右
之
妻
ハ
五
人
賦
、

右
久
見
崎
御
船
奉
行

御
舟
奉
行

但
銘 

拾
壱
人
賦
ニ

而
當
役
勤
来
候

人
ハ
以
前
拾
壱
人
可
為
御
賦
候
、

右
御
作
事
奉
行
・
御
記
録
奉
行

長
崎
御
附
人
・
高
奉
行
・
物
奉

行
・
御
馬
預

但
長
崎
御
付
人
長
崎
へ
被
差
越
候
節

ハ
壱
重
格
也
、

右
御
小
納
戸
役
并
・
中
通
御
目

附
・
御
目
付
・
御
右
筆
・
納
殿
・ 

山
奉
行
・
郡
奉
行
・
金
山
奉
行
・ 

御
細
工
奉
行
・
御
祈
念
方
・
屋

久
嶋
奉
行
・
宗
門
改
方
・
磯
奉

行
・
尾
畔
奉
行
・
御
茶
道
頭

　

高
不
依
多
少　
　
　
　
　
　
　
　
 

右
同



 　
 一

主
従
五
人　
　
　
　
　
　
　
　

一
主
従
四
人

　
　
 

　
　
　

但
書
同
断
、
十
人
賦
可
被
下
候
、　
　
　
 
但
書
同
断
、

一
主
従
四
人　
　
　
　
　

一
主
従
四
人　
　
　

一
主
従
三
人

　
　

右
表
御
同
朋　
　
　
　
　
 
右
表
御
小
姓　
　
　
 
右
奥
御
小
姓

　
　
 

一
主
従
五
人　
　
　
　
　

一
主
従
七
人　
　
　

一
主
従
五
人

　
　

右
御
書
院
役
人　
　
　
　
 
右
江
戸
詰
護
广
所　
 

右
醫
師

　

一
座
付
士
・
外
城
衆
中
奥
醫
師
被
仰
付
候
節
ハ
奥
寄
番
醫
師
与
　 

可

相
唱
、
賦
之
儀
ハ
依
人
可
被
仰
付
候
、

　

一
表
醫
師
・
寄
番
醫
師
之
儀
ハ
今
�
ハ
五
人
賦
被
下
候
御
法
候
得

共
、
御
側
醫
師
同
前
、
以
後
都
而
四
人
賦
ニ
　 

被
仰
付
候
事
、

一
主
従
拾
人　

乗
馬
壱
疋　

一
主
従
六
人　

一
主
従
五
人

　
　

右
御
馬
廻　
　
　
　
　
　
　
 
右
新
番　
　
　
 
右
御
包
丁
人
頭

一
主
従
三
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
主
従
三
人

　
　

右
歩
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
右
伏
見
御
仮
屋
守

　
　
 

一
主
従
四
人　
　
　
　
　
　
　
　

一
主
従
四
人

　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
御
勝
手
方 

用
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
京
・
大
坂
詰
之
節
ハ
五
人
賦
、

一
主
従
三
人　
　

一
主
従
三
人　
　
　

一
主
従
弐
人

　
　
　

（
能
カ
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
右
諸
座
付

　
　

右
御
机
方

　
　
 

一
壱
身
賦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
軽
脱
カ
）

　
　

右
足
輕
・
御
小
者
・
御
中
間
・
奥
付
足
仕
坊
主
、

　
　

右
之
外
も
座
付
ニ
　 

而
無
之
者
ハ
可
為
壱
身
賦
候
、
人
足
御
賦
ハ

格
別
、

３６８

一
納
殿
役
之
儀
ハ
、
本
拾
人
御
賦
之

人
も
納
殿
役
被
仰
付
候
ハ
ヽ
六
人

賦
可
被
仰
付
候
、

但
此
御
役
内
ニ

も
十
人
賦
被
仰
付
候

者
も
可
有
之
候
、
且
又
御
役
不
被

仰
付
内
よ
り
十
人
賦
ニ

而
江
戸
へ

相
詰
候
者
ニ

ハ
、
右
之
御
役
被
仰

付
候
而
も
其
身
計
十
人
賦
可
被
下

候
、

但
一
往
拾
人
賦
之
人
ハ
十
人
賦
被
下
候

へ
共
、
其
後
又 

本
文
之
通
被
仰
付

候
、
御
役
之
勤
功
を
以
拾
人
賦
被
仰

付
候
者
も
有
之
候
、

但
御
徒
目
付
御
用
ニ

付
京
都
へ
罷
上
り
候
節
ハ
、

上
下
四
人
賦
可
相
渡
候
、

但
伏
見
へ
相
勤
候
節
ハ

五
人
賦
、

但
拾
人
御
賦
御
格
別
也
、

但
書
同
断
、

一
御
側
醫
師
人
数
賦
之
儀
ハ
段 

依
人
被
仰

付
候
間
、
時 

證
文
之
可
相
極
事
、

右
御
家
老
座
筆
者
・
御
勝
手

方
筆
者
・
御
側
詰
筆
者
・
御

家
老
筆
者
与
力
・
若
年
寄
筆

者
与
力

但
御
家
老
座
・
御
勝
手
方
寄
筆
者

ハ
、
江
戸
上
下
御
賦
ハ
時 

御

證
文
を
以
可
相
渡
候
、

但
於
江
戸
公
界
ニ 

参
候
節
ハ
、
御

　

（
方
脱
カ
）

　

物
よ
り
人
足
可

相
付
候
、

右
御
側
御
茶
道

小
坊
主
・
御
料

理
役
・
御
茶
道

表
坊
主

但
座
付
士
を
離
、
表
方
御

　
　
　
（
相
カ
）

奉
公
衆
勉
候
節
、
主
従

三
人
可
為
御
賦
、
右
之

子
座
ニ 
付　

御
目
見
仕

御
奉
公
相
勤
候
節
ハ
、

主
従
弐
人
ハ
可
為
御
賦

候
、　

御
目
見
不
仕
内

ハ
壱
身
賦
可
出
候
、

右
唐
船
方
受
込
・
寺
社
方
取
次
・ 

御
勘
定
方
小
頭
・
御
勘
定
方
吟

味
役

右
表
方
・
帖
佐
與
・
五
萬
石

方
御
代
官
、
御
臺
所
頭
、
御

舂
屋
頭
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�藩役職補任

３６９

文
久
二
年
戌
六
月
十
四
日

兼
務 

小
松
帯
刀
殿

　

　

御
直『
ろ
』　
　

御
家
老 

 
五
拾
人
賦

　

御
直『
い
』　
　

御
側
詰 

 
三
拾
五
人
賦

　

御
直『
ろ
』　
　

若
年
寄 

 
三
拾
五
人
賦

文
久
元
年
酉
十
一
月
十
五
日

 

川
上
龍
衞

『
御
役
料
高
三
百
石
』

　

文
久
二
戌
九
月

 

島
津
出
雲

『
上　
ニ
 

同
』

　
亥
八
月
十
五
日

 

川
田
将
監

『
上　
ニ
 

同
』

　

『
一
』

　
　
　

是
よ
り
御
家
老
申
渡

　
　
　
『
ろ
』　
　

大
目
附 

 
貳
拾
五
人
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
御
勘　

掛
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 『 
  
 　
  

』

『
二
』

『
三
』

『
一
』

　『
御
役
料
高
貳
百
石
』

元
年 

町
田
民
部

『
指
宿
居
地
頭
』

　  
  
  
  
  

『
寺
社
奉
行
』

　  
  
  
  

『
二
』

相
馬
事
文
久
三
九
月

 

樺
山
主
計

『
一
』

�
藩
役
職
補
任　

全



３７０

文
久
元
年
酉
九
月
九
日

 

町
田
内
膳

『
指
宿
居
地
頭
』

『
寺
社
奉
行
勤
』

『
四
』

　
　
　
 
『
酉
八
月
十
五
日
江
戸
詰
』

安
政
六
年
未
十
二
月
廿
日

 

菱
刈
杢
之
助

『
文
久
二
戌
九
月
大
番
頭
、
病　
ニ
 

而
寺
社
奉

行
勤
』

　
文
久
二
戌
十
一
月
三
日

 

高
橋
縫
殿

　

『
五
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

大
目
附
格 

 
貳
拾
五
人
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
貳
人
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

大
番
頭 

 
貳
拾
三
人
賦

『
御
役
料
高
百
八
拾
石
』

安
政
五
年
午
四
月
十
六
日

 

島
津
隼
人

『
御
勘
定
奉
行
勤
』

　

『
二
』

　
　
　

安
政
四
年
巳
九
月
六
日

安
政
二
卯
四
月
十
一
日

  
  
  
  
  
  
  
  
  

　

大
番
頭 

伊
集
院
亘

『
御
勘
定
奉
行
勤
』

御
小
姓
與
番
頭
よ
り

  
  
  
  
  
  
  
  

『
一
』

　

安
政
七
年
申
正
月

 

竪
山
武
兵
衞

大
番
頭　
ニ
 

而

御
勘
定
奉
行
勤

『
三
』

御
近
習
廻

寺
社
奉
行
同
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
貳
人
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

寺
社
奉
行　
　
　
　
　
　
 
貳
拾
三
人
賦

　

主
計　
与
 

改
名

『
三
』

　
　

御
勘
定
奉
行
勤
亥
正
月
廿
七
日

文
久
二
戌
九
月

 

比
志
嶋
�
馬

　

御
勘
奉
行
よ
り

 
『 
  
  
  
  
  

』

　

『
四
』

『
三
』

文
久
二
戌
九
月
廿
八
日

　
　
　
　

菱
刈
杢
之
助

大
目
附
よ
り
勤

  
  
  
  
  
  



�藩役職補任

３７１

　
　
『
御
役
料
高
百
八
拾
石
』

 
嘉
永
三
七
月
十
六
日
當
番
頭
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

 

 

原
轉

 『
萬
延
元
年
申
十
月
四
日
』

『
五
』

　

巳
八
月
十
九
日

『
安
政
』

 　
ニ
 

而　
　
　
　
　
 
央

 

猪
飼
鉚
太
郎

　
　
　
　
　
　
  
  
  

 
御
側
御
用
人
勤

『
高
百
八
拾
石
』

六 

安
政
六
年
未
十
二
月
廿
二
日

 

末
川
久
馬

　

『
四
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
『
マ
ヽ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

定
料
四
人

　
　
　
『
ち
』　
　

御
勘
定
奉
行　
　
　
　
　
 
貳
拾
三
人
賦

御
役
料
高
百
八
拾
石

當
番
頭
勤 

嶋
津
左
膳

奏
者
番
是
�
之
通

安
政
三
辰
三
月
廿
九
日

『
四
』

文
久
三
亥
正
月
廿
七
日

大
番
頭 

嶋
津
隼
人

　

『
二
』

御
役
料
高
百
八
拾
石

　
　
　
　

伊
集
院
隼
衞

安
政
四
巳
閏
五
月
十
五
日

　

五

文
久
三
亥
正
月
廿
七
日

大
番
頭 

比
志
嶋
�
馬

『
御
役
料
高
百
八
拾
石
』

　

『
三
』

安
政
五
年
四
月
十
六
日

 

鎌
田
要
人

大
目
附　
ニ
 

而

勤 

町
田
内
膳

　
『
御
役
料
高
貳
百
石
』

　

『
二
』



３７２

御
役
料
高
百
八
拾
石

大
番
頭 

伊
集
院
亘

文
久
三
亥
五
月
朔
日

　

九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
拾
八
人
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

御
小
姓
組
番
頭　
　
　
　
 
貳
拾
貳
人
賦

『
十
五
』

御
役
料
高
百
八
拾
石

□
番
御
小
姓
組
番
頭

一
奏
者
番
兼

　
　
　
　

島
津
求
馬

安
政
五
午
十
一
月
三
日

文
久
三
亥
六
月
四
御
側
役
勤

『
二
』

　

御
役
料
高
百
八
拾
石

二
番
御
小
姓
組

奏
者
番
是
�
之
通

　
　
　
　

相
良
治
部

　

文
久
二
戌
十
二
月
廿
七
日

『
七
』

『
四
』

　
　
　
　

御
役
料
米
貳
百
表　

文
久
三
年

亥
五
月

　
　
　
　

高
橋
要
人

　

貳
番
組

『
八
』

文
久
三
年

『
六
番
組
』 

島
津
右
門

亥
五
月

　

『
廿
一
』

　
　
　
　
　
『
御
役
料
高
百
八
拾
石
』

當
番
頭
よ
り

五
番
組 

島
津
仲

　

安
政
三
年
辰
八
月
廿
五
日

　
　
　
　

『
亥
正
月
廿
七
日
大
番
頭
寄
』

『
十
六
』

『
一
』

　

安
政
七
年
申
正
月『
廿
五
日
』

『
御
役
料
高
百
八
拾
石
』

 

竪
山
武
兵
衞

　

大
番
頭　
ニ
 

而

　

御
勘
定
奉
行
勤

『
一
』

『
安
政
七
』申
正
月『
廿
一
日
』『高

百
八
拾
石
』

 
勤
方

『
御
側
役
勤
』 

山
口
直
記

 
是
�
之
通

『
文
久
二
戌
三
月
二
丸
御
側
御
用
人
、
御
側

役
方
御
用
之
儀
も
兼
承
候
様
被
仰
付
候
』 七

戌
十
一
月
三
日

 

肝
付
兵
部

『
文
久
二
』

　

八

　
　
『
御
役
料
米
貳
百
俵
』

　

安
政
五
午
正
月

 
『 
  
  
  
  
  

』 

『
五
番
』　
　

川
上
右
膳

　
『
萬
延
元
年
申
十
月
十
六
日
』

 

 
四
月
廿
一
日
改
名

 

 『 
  
  
  
  
  
  

』

『
十
八
』

安
政
七
年

『
高
百
八
拾
石
』

申
二
月
十
一
日

　
　
　
　

桂 
小
吉
郎 

右
衞
門

四
番
組
與
頭 
  
  
  

『
十
二
』

御
役
料
高
百
八
拾
石

一
番
御
小
姓
組
番
頭

　
　
　
　

村
橋
昇

文
久
三
亥
六
月
八
日

　

　
　

御
役
料
高
百
四
拾
石

文
久
三
年
亥

　

四
番 

吉
利
群
吉

　

十
月
廿
一
日

　

　
　

戌
十
一
月
三
日
一
□

『
一
番
組
』

　
　
　
　
　
　

壬
生

 

嶋
津
縫
殿

 

 
  

『
文
久
三
亥
正
月
廿
七
日
大
番
頭
寄
』

安
政
五

午
正
月



�藩役職補任

３７３

 　
　
 
御
役
料
米
貳
百
表

 

安
政
二
卯
九
月
十
一
日

 
『 
  
  
  
  
  
  
  
  

』

 
貳
番
組 

川
上
源
十
郎

『
萬
延
元
年
申
十
月
十
六
日
』

 　
　

文
久
三
亥
正
月
廿
七
日
大
番
頭

　

文
久
二
戌
九
月
廿
八
日

一
番
御
小
姓
組
番
頭

　
　
　
　
　
　

彈
正

 

嶋
津
仁
十
郎

奏
者
番
勤 

 
  
  
  

文
久
二
戌 　
　
　
 
御
用
人
兼
務

『
三
』

『
十
一
』

　

當
番
頭
勤　

文
久
三
亥
五
月
廿
六
日

四
番 

島
津
主
計

　

文 
久
三
戌
十 
一
月

（
マ
マ
）

　

『
十
四
』

　

御
役
料
高
百
八
拾
石

五
番 

嶋
津
頼
母

　

安
政
三
辰
八
月
廿
五
日

　

『
十
七
』

　
　

御
役
料
米
百
表

三
番
御
小
姓
組
番
頭

 

喜
入
多
門

奏
者
番
兼
務
是
�
之
通

文
久
三
亥
二
月
十
三
日

『
十
』

『
十
三
』

御
小
姓
組
番
頭

御
用
人
兼
務

奏
者 

北
郷
主
水

文
久
二
戌
八
月
十
九
日

　

『
十
九
』

三
番
御
小
姓
組
番
頭

 

市
田
隼
人

文
久
三
亥
八
月
三
日

　
　
『
月
八
日
』

　
　

御
役
料
高
百
八
拾
石　

三
番
組

安
政
六
年
未
十
二
月
廿
二
日

 

關
山
糺

『
御
軍
役
奉
行
勤
』

　

戌
十
一
月
三
日
一
篇

　
　
小
根
占
居
地
頭　

八
月
三
日
『
九
』

　
　
『
安
政
四
巳
十
月
廿
七
日
』

　

當
務　
ニ
 

而

『
貳
番
組
』

　

巳
御
用
人

 

嶋
津
主
殿

戌
十
一
月
三
日
一
篇

　
　
『
文
久　

戌
十
二
月
十
三
日
御
側
役
』

『
五
』

御
役
料
米
貳
百
俵

四
番 

島
津
良
馬

奏
者
番
兼
務
是
�
之
通

文
久
二
戌
十
一
月
十
五
日

　
　
文
久
三
亥
正
月
廿
七
日
大
番
頭
寄



３７４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
無
』 

　
　
　
『
ろ
』　
　

當
番
頭　
　
　
　
　
　
　
 
貳
拾
貳
人
賦

 

『
酉
十
月
』

  

名
越
左
源
太

 

 
勤
文
久
二

戌
十
一
月  

『
二
十
』

　
　
　
　
　
　
 『
高
百
八
拾
石
』

嘉
永
七
正
月
十
一
日

 

伊
集
院
�
馬

『
文
久
三
亥
五
月
廿
七
日
御
側
御
用
人
勤

 
一
往
御
勝
手
方
掛
寄
』

『
十
二
』

御
役
料
高
百
八
拾
石

 

島
津
左
膳

御
勘
定
奉
行

『
一
』

文
久
二
戌

　

御
側
御
用
人
勤

 

北
郷
波
江

『
五
』

天
保
十
二
丑
七
月
十
九
日

 

大
野
多
宮

詰
衆
よ
り

『
三
』

嘉
永
六
正
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　

右
近

 

嶋
津
掃
部

詰
衆
よ
り 

 
 
  

　
　
　
『
御
役
料
米
貳
百
俵
』

『
九
』

天
保
十
四
卯
六
月
十
五
日

 

平
田
靱
負

御
鐵
砲
奉
行
よ
り

『
六
』

嘉
永
六
七
月
十
七
日

 

『
梢
』

 

澁
谷
喜
三
左
衞
門

御
弓
奉
行
よ
り 
『 
  
  
  
  

』

　
　
　
　
　
『
高
百
八
拾
石
』

『
十
一
』

　
　
　
『
高
百
四
拾
石
』

天
保
十
亥
正
月　
 『
舎
人
』

 

仁
禮
小
吉

御
�
奉
行
よ
り

『
亥
六
月　

奏
者
番
兼
務
』

　

『
十
六
』

文
久
二
戌
十
二
月
十
日

六
番
御
小
姓
組
番
頭

 

嶋
津
權
五
郎

文
久
三
亥
五
月
四
日

　
　
　
　
　
　

大
番
頭
寄

『
廿
』

（
〇
ハ
朱
書
ナ
リ
）

　
　
『
高
百
四
拾
石
』

嘉
永
六
正
月
十
一
日

 

嶋
津
矢
柄

詰
衆
よ
り

『
十
』

弘
化
二
巳
正
月
十
一
日

 

島
津
内
記

詰
衆
よ
り

『
七
』
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天
保
十
三
年
六
月
廿
八
日
よ
り

神
職
勤 

本
田
加
賀
守

　

『
四
』

　
　
　
　
　
 
高
百
四
拾
石

戌
十
二
月
十
四
日

 

北
郷
數
馬

奏
者
番
兼
務

『
二
十
六
』

安
政
四
丁
巳

八
月
廿
五
日

 

嶋
津 
務　
 
蔵
人

　
　
　
　
　
　
  

『
十
四
』

『
高
百
四
拾
石
』

『
二
十
七
』

『
二
』

『
高
百
四
拾
石
』 　
　

萬
延
元
申
八
月
廿
日

 

谷
川
次
郎
兵
衞

『
御
側
御
用
人

 
御
側
役
兼
務
』

『
文
久
元
酉
九
月
九
日
』

『
十
八
』

『
三
十
一
』

　
　
　
『
高
百
八
拾
石
』

一
天
保
十
四
年
正
月
廿
八
日

一
神
職　
格 
井
上
駿
河
守

　

御
役
料
米
百
俵

奏
者
番
兼
務

 

島
津
小
平
太

『
文
久
二
戌
十
二
月
十
九
日
』

　

文
久
元
年
酉
七
月
廿
日

 

島
津
主
計

詰
衆
よ
り

　

戌
十
一
月
三
日
御
用
人
勤

　
　
　
 『
御
役
料
高
百
八
拾
石
』

『
安
政
四
』

　

巳
八
月『
十
二
日
』

 

伊
集
院
伊
膳

　
『
御
用
人
勤
安
政
申
二
月
十
八
日
』 『

十
三
』

『
二
十
五
』

　
　

文
久
二
年
戌
三
月
十
五
日

當
番
頭

 

川
上
東
馬

『
奏
者
番
兼
務
』



３７６

　

御
役
料
高
百
八
拾
石

 

堀
四
郎
左
衞
門

造
士
館
掛
被
仰
付
、
御
用
透
右
も
出

席
い
た
し
候
様
被
仰
付
候
、

　
　
　

文
久
元
酉
七
月
七
日

『
十
九
』

高
百
八
拾
石

三
番
御
小
姓
組
番
頭

 

田
尻
務

文
久
三
亥
七
月
八
日

二
十
九 

奏
者
番
兼
務

 

島
津
織
之
助

文
久
二
戌
三
月
十
四
日

『
二
十
三
』

當
番
頭 

北
郷
浪
江

文
久
二
戌
三
月

『
四
』

　

御
役
料
米
貳
百
俵

 

嶋
津
兵
十
郎

安
政
七
申
二
月

　
　
　
　

御
用
人
勤
文
久
三
亥
二
月

『
十
七
』

御
役
料
高
百
八
拾
石

 

樺
山
要
人

文
久
三
亥
五
月
八
日

『
二
十
八
』

　
　
　
『
い
』　

御
側
御
用
人　
　
　
　
　
　
　
　
　

拾
八
人
賦

御
側
役

御
記
録
掛

御
目
付
兼
役

御
納
戸
掛

奥
掛

定
數
五
人

大
奥
勤
向
掛

大
奥
掛

御
側
奏
者
番

『
二
』

御
役
料
高
百
四
拾
石

御
用
人
勤 

二
階
堂
源
太
夫

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
百
四
拾
石

文
久
二
年
戌
三
月
十
五
日

 

新
納
波
門

奏
者
番
兼
務

　

『
二
十
四
』

『
八
』

御
役
料
高
百
四
拾
石

安
政
五
午
十
一
月
三
日

 

島
津
織
部

御
側
御
用
人
勤
文
久
二
戌
三
月
三
日

『
十
五
』

御
用
人
勤 

入
來
院
恰

文
久
二
戌
十
一
月

御
役
料
高
百
四
拾
石

 

赤
松
主
水

『
文
久
三
亥 　
　
 
十
六
日
』

『
二
十
一
』

『
三
十
』

奏
者
番
兼
務

 

二
階
堂
蔀

文
久
二
戌
三
月
十
四
日

『
二
十
二
』

『
文
久
元
酉
九
月
九
日
當
番
頭
』

嘉
永
五
閏
二
月　
　
『
高
百
四
拾
石
』

　
　
　
　
　
　
『
御
側
役
兼
務
』

廿
四
日
御
勝
手
方
御
用
人

 

谷
川
次
郎
兵
衞

 

　
　
　
　
　
　
 
『
安
政
七
年
申
五
月
』

嘉
永
七
寅
九
月

御
使
番
御
抱
守
勤
よ
り

 

中
山
次
左
衞
門

『
�
姫 

 

 
様
其
外
御
子
様
御
稽
古
事
等
是
�

 （ 

カ
）
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『
六
年
未
』

　

安
政
二
年
卯
五
月　
『
高
九
拾
石
』

 

『 
  

』

 
御
趣
法
方
掛

 

平
田
伊
兵
衞

 
御
船
奉
行
よ
り

 『 
  
  
  
  
  

』

 『
御
側
役
勤　

文
久
元
酉
十
月
一
篇
之
勤
』

        

『
八
』

　
　
　
　
　
　
　
『
高
百
四
拾
石
』

嘉
永
二
十
二
月
十
七
日

 

有
馬
舎
人

御
側
役
格
よ
り

　

『
七
』

　
　

文
久
元
酉
十
月

一
御
側
御
用
人

一
御
軍
役
奉
行　
　
『
百
四
拾
石
』

 

岩
下
佐
次
右
衞
門

一
御
趣
法
御
用
人
勤

 
『 
  
  
  
  
  
  

』

 
『
御
勝
手
方
掛
兼
務
』

『
十
』

　

高
百
四
拾
石

 

市
來
次
十
郎

文
久
三
亥
五
月
廿
七
日

『
十
五
』

　
　
　

御 

居
御
付

　
　
　
　
　
『
○
』御
側
御
用
人　
　
　
　
　
 
拾
八
人
賦

『
一
』

『
十
二
』

（
谷
川
ノ
○
ハ
朱
書
ナ
リ
）

　
　
　
　
 
『
高
百
四
拾
石
』

萬
延
二
酉
正
月

 

伊
集
院
周
右
衞
門

　

　
　
　
『
高
百
八
拾
石
』

寺
社
奉
行　
ニ
 

而

勤 

猪
飼 
鉚 
太
郎

央

 

 

 
  
  

　

『
九
』

　
　

高
百
四
拾
石

文
久
二
戌
八
月

 

向
井
新
兵
衞

文
久
三
亥
二
月
御
勝
手
方
掛

　

 
之
通
』

　
　
　
　
　
　
　
『
高
百
四
拾
石
』

　
　
　
『
文
久
元
申
八
月
廿
日
當
番
頭
』

　
　
　
 
（
万
延
カ
）

『
四
』

　

戌
十
一
月
七
日
『
御
役
料
高
米
貳
百
俵
』

『
御
勝
手
方
掛

 
文
久
三
亥
六
月
』

 

伊
集
院
平
次

 
御
趣
法
方
御
用
人
勤

 『 
  
  
  
  
  
  
  

』

　
　
『
御
軍
役
奉
行
勤
』

『
十
三
』

 

『
高
百
四
拾
石
』

文
久
二
年
戌
三
月
三
日

　

文
久
二
年
戌
三
月
三
日
御
側
御
用
人

御
側
御
用
人

 

嶋
津 
内
蔵 
織
部

『
當
番
頭
』 
 

 
  

　
　
ニ
 

而

 

龜
山
甚
之
丞

 
鐵
砲
奉
行　
　
『
高
百
四
拾
石
』

 『 
  
  
  

』

 　
　
　

御
右
筆
頭
よ
り

 

『 
  
  
  
  
  

』

『
三
』

『
十
一
』

　
　
　

高『
百
』四
拾
石

 

中
村
新
助

安
政
五
年
正
月

同
二
月
御
改
革
御
用
掛

文
久
三
亥
二
月
御
勝
手
方
掛

『
五
』

　
　

高
百
四
拾
石

當
番
頭

 

伊
集
院
�
馬

一
御
勝
手
方
掛
寄

　
　
　
　

文
久
三
亥
五
月



３７８

 
一
天
保
八
十
一
月
朔
日
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

 
一
御
勝
手
方
掛

 『 
  
  
  
  
  

』『
御
役
料
高
百
四
拾
石
』

 

二
階
堂
源
太
夫

 
一
嘉
永
二
正
月
十
一
日
當
番
頭

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  

』

『
三
』

『
當
番
頭
』 

入
來
院
恰

『
五
』

　
　

文
久
二
年
戌
三
月
三
日

『
十
月
兼
務
一
番
御
小
姓
組
番
頭
』

御
用
人
勤 

嶋 
津
仁
十
郎 

『
彈
正
』

 

 
『 
  
  

』

『
奏
者
番
是
�
之
通
』

『
二
』

　
　
　

百
四
拾
石　

辰
三
月
廿
七
日

御
鐵
砲
奉
行
よ
り

  
  
  
  
  
  
  

 

川
上 
笑
十
郎 

正
十
郎

 

 

 
  
  

『
八
』

 
嘉
永
五
三
月
廿
日 
『
高
百
八
拾
石
』

 『 
  
  
  
  
  
  

』

 
御
鐵
砲
奉
行
よ
り
御
勝
手
方
掛

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

 

伊
集
院
伊
膳

 
『
當
番
頭
』

　
　
　

琉
球
在
番
巳
六
月
十
一
日

 

『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』
『
四
』

『
廿
』

 

『
定
數
八
人
』

　
　
　
『
い
』　
　

御
用
人
御
側
御
用
人
同
格　

拾
八
人
賦

『
一
』

御
小
姓
組
番
頭

奏
者
番
兼
務

 

北
郷
主
水

文
久
二
戌
八
月
是
�
之
通

兼
務　
　

 

　

　
　
　

御
役
料
米
貳
百
俵

當
番
頭

 

島
津
相
馬

文
久
三
亥
五
月

『
七
』

　
　
『
い
』　
　

御
側
御
用
人
格　
　
　
　
 
拾
八
人
賦

　
　
　
　
　
 
高
九
拾
石

萬
延
元
申
十
二
月

 

肥
後
八
右
衞
門

　

御
勝
手
方
掛

　

三
島
掛
是
�
之
通

『
一
』

　
　

高
百
四
拾
石

安
政
六
年
未
三
月
廿
二
日

 

北
條 
次
郎 
左
衞
門

織
部

 

　
　
  
  
  
  
  
 

『
九
』

　

御
役
料
米
四
拾
八
表

御
馬
預
勤 

岡
田
半
十
郎

　

安
政
七
申
七
月
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『
高
百
四
拾
石
』

『
文
久
二
』

戌
十
一
月
三
日

　

勤 

島
津
内
記

『
當
番
頭
』

『
六
』

　
　
　
　
　
『
正
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

御
用
人
格

屋
久
島
奉
行
勤

 

相
良
矢
一
兵
衞

嘉
永
七
寅
六
月

　
　
　
『
ろ
』　
　

町
奉
行　
　
　
　
　
　
　
 
拾
七
人
賦

『
二
』

『
御
勝
手
方
掛
』

 

格 

伊
地
知
宗
之
丞

『
久
元
三
亥
二
月
』

（
文
久
カ
）

天
保　
　

六
月

  
  
 　
 　
  
  

　
　

御
目
付
よ
り

　
　
  
  
  
  
  
 
『
高
九
拾
石
』

 

土
岐
平
太
夫

『
一
』

　
　

萬
延
二
年
酉
正
月

格
 『
鐵
砲
奉
行
勤
』 
本
田
休
兵
衞

 
勤
方
是
�
之
通 
『
高
九
拾
石
』

 『 
  
  
  
  
  

』

戌
十
一
月
三
日

　
　
　
　

村
橋
佐
膳

 

『  
  
  
  

』

　
　
　
　

柳
正
之
丞

高
百
四
拾
石

文
久
二
戌
十
一
月

『
十
』

安
政
六
年

 

藤
井
綴
喜

未
十
二
月
廿
六
日

　

 『
安
政
二
』

 『 
 
 

』

 
嘉
永
七
正
月
十
五
日

 『 
  
  
  
  
  
  
  

』

 

仙
波
市
左
衞
門

 
御
鐵
砲
奉
行
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  

』

　
　
『
高 　
　
　
 
石
』

未
六
月
十
五
日

格 

山
田
十
介

勤
方
是
�
之
通

『
一
』

文
久
戌
十
月

 

平
川
宗
之
進

　

『
四
』



３８０

　
　
　
『
い
』　
　

御
側
役
御
徒
目
付
支
配

御
小
姓
□
取
次

御
目
付
兼
役　

 

　
 　
　

拾
五
人
賦 

定
數
六
七
人

　
　
 　
　

『
日
勤　
ニ
 

不
及
、
御
用
之
節
者
罷
出
、

 
平
日
ハ
門
弟
中
へ
指
南
方
御
納
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
  
  

 
猶
又
引
行
届
候
様
被
仰
付
候
』

 　
　
  
　
　
　
　
　
 『
高
九
拾
石
』

　

格 

東
郷
藤
兵
衞

　
　
　
　
　
　
　
 
『
御
納
戸
奉
行
勤
』 『

七
』

 
嘉
永
七
寅
八
月
廿
四
日
詰
衆
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

 『
高
百
八
拾
石
』

 

島
津
求
馬

『
太
守
様
御
方
』

『 
 
 
 
 

』

『
文
久
三
年
亥
六
月
四
日

　
　
 
一
番
御
小
姓
組
頭
』

亥
二
月
十
日

 

大
久
保
一
蔵

『
御
役
料
高
九
拾
石
』

『
四
』

『
六
』

『
二
』

 『
高
百
八
拾
石
』『
二
ノ
丸
御
側
御
用
人

 
御
側
役
方
御
用
之
儀
も
承
候
様
』

 

山
口
直
記

 
嘉
永
七
正
月
十
五
日
當
番
頭

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

　
 
『
御
勘
定
奉
行　
ニ
 

而
』　
 
『
申
正
月
よ
り
』

『
一
』

『
眞
了
院
之
御
方
へ
被
掛
置
候
』

　
　
『
高
九
拾
石
』

　

格 

岡
田
半
七

『
萬
延
元
申
九
月

 
御
廣
敷
御
用
人
勤
』

安
政
四
巳
閏
五
月

　
　

格 

鎌
田
愛
太
夫

鐵
砲
奉
行
勤

　
　
　

高
九
拾
石

『
五
』

高
九
拾
石

御
使
番
勤
格

 

江
田
平
蔵

文
久
二
戌
二
月

『
七
』

『
萬
延
元
申
閏
三
月

 
御
納
戸
奉
行
勤
』

　
　
　
　
　
　
　
　
 
『
高
九
拾
石
』

　

格 

東
郷
長
左
衞
門 『

五
』

『
御
勝
手
方
掛
』　
　
　
　
　
『
高
九
拾
石
』

　

格 

松
岡
十
太
夫

『
文
久
三
亥
二
月
』

萬
延
元
申
八
月
廿
日

  
  
  
  
  
  
  
  

『
高
百
四
拾
石
』

 

谷
川
次
郎
兵
衞

『
當
番
頭
御
側
御
用
人
兼
務
』

『
八
』
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３８１

　
　
　

大
御 

居
御
付

　
　
　
　
　
『
○
』御
側
役

文
久
三
亥
正
月
御
役
料
米
千
五
百
俵

　
　
　
　
 

妻
子
養
料
米
七
拾
五
俵

定
府 

岩
元
太
右
衞
門

　
　

御
小
納
戸
頭
取
兼
務

『
一
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

京
都
御
留
守
居　
　
『
定
數
貳
人
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
京
都
御
留
守
居
同
格
、
定
數
貳
人
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

大
坂
御
留
守
居

　
　
　
『
い 

御
軍
役
奉
行　　
 

拾
四
人
賦
』

嘉
永
元
申
五
月
廿

三
日
被
召
上
候
、

　
　
『
高
九
拾
石
』

 

『
九
』

　
　

御
役
料
米
千
五
百
俵

　
　

妻
子
養
料
七
拾
五
俵

　
　
　
　

新
納
嘉
藤
二

御
小
納
戸
頭
取

　
　

江
戸
御
留
守
居
見
習
勤

『
三
』

『
一
』

『
二
』

　
　
　

宰
相
様
御
附

　
　
　
　
　
『
○
』御
側
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
三
人
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

江
戸
御
留
守
居　
　
　
　
 
拾
五
人
賦

詰
銀
七
貫
九
百
五
拾
目

妻
子
養
料
米
七
拾
五
俵

 

森
川
孫
大
夫

文
久
二
戌
十
二
月

　

一
詰
銀
七
貫
九
百
五
拾
目

一
妻
子
養
料
米
七
拾
五
俵

　
　
　
　

文
久
三
亥
六
月
十
六
日

 

木
場
傳
内

一
御
小
納
戸
頭
取

一
大
坂
御
留
守
居
見
習
勤

　

本
役
同
様
御
用
取
扱
候
様
被
仰
付
候

　
　

御
役
料
米
七
拾
五
俵

文
久
三
亥
八
月
廿
七
日

『
二
』

 

格 

蓑
田
傳
兵
衞

　

御
小
納
戸
頭
取
兼
務
一
往
奥
掛
へ
被
掛

御
役
料
高
百
七
拾
石

御
側
御
用
人

 

岩
下
佐
次
右
衞
門

『
一
』



３８２

御
役
料
米
七
拾
三
俵

御
廣
敷
御
用
人
勤

 

梶
原
清
右
衞
門

　

安
政
五
午
三
月
二
日

『
三
』

 『
安
政
五
年
十
二
月
朔
日
』

 
嘉
永
五
十
一
月

 『 
  
  
  
  
  

』

 

本
城
源
七
郎

 
御
供
目
付
よ
り

 『 
  
  
  
  
  

』

　
　
　
　
　
『
御
役
料
米
七
拾
三 

』
『
四
』

『
文
久
元
』

酉
十
月
廿
三
日　
『
御
役
料
米
七
拾
三
俵
』

 

伊
集
院
周
八

　

『
八
』

　
　
　
　
 
『
高
九
拾
石
』

 
御
側
役
格  

長
左
衞
門

 

東
郷
左
太
夫

 
御
納
戸
奉
行
勤 
  
  
  

 『 
  
  
  
  
  

』

　
　
　
　
安
政
七
申
閏
三
月

『
一
』

御
役
料
米
七
拾
三
俵　

文
久
二
戌
十
月

御
廣
敷
御
用
人
勤

 

小
野
仁
兵
衞

御
廣
敷
番
々
頭
之
場　
ニ
 

而
、
以
来
丸
田

孫
左
衞
門
両
人　
ニ
 

而
三
田　
江
 

相
勤
候
様

可
仰
付
候
、

『
九
』

御
役
料
米
七
拾
三
俵

御
使
番
勤 

伊
集
院
中
二

　

文
久
二
戌
十
月
朔
日

　
　
　
　
　
　

『
マ
ヽ
』

御
役
料
米
七
拾
三 

 

折
田
平
八

文
久
三
亥
八
月

『
二
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
四
人
』

　
　
　
『
い
』　
　

御
納
戸
奉
行　
　
　
　
　
 
拾
四
人
賦

御
勝
手
方
掛
兼
務

　
　
　
　
　

文
久
元
酉
十
月

　

御
役
料
米
七
拾
三
表

 

伊
木
七
郎
右
衞
門

安
政
六
未
十
二
月

　

安
政
四
年
巳
正
月 
『
高
五
拾
石
』

　
　
　
　
　
 
（
東
カ
）

 

本
郷
藤
兵
衞

御
側
役
格
勤
方
是
�
之
通
、
不
及
御
勤

酉
九
月
廿
二
日

『
五
』

『
二
』

『
六
』

　

文
久
二
年
戌
『
役
料
米
七
拾
三
俵
』
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３８３

　
　
　

宰
相
様
御
付

　
　
　
　
　
『
○
』御
納
戸
奉
行

　
　
　
　
　
　
　

御
納
戸
奉
行
格

御
役
料
米
七
拾
三
俵

御
心
付
銀
三
枚
三
拾
貳
匁

　
　

格 

重
久
甚
阿
彌

御
同
朋
頭
勤

 

安
政
五
年
九
月
廿
二
日

『
十
三
』

御
役
料
七
拾
三
俵

　
　
　
　
　

定
府

 

山
�
拾

澁
谷
御
屋
敷
預
り
勤
被
仰
付
、
左
候
而

御
用
之
節
者
御
馬
方
御
庭
方
へ
罷
出
御

用
相
勤
候
様
被
仰
付
候
、

『
十
二
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
（
奉
行
カ
）

寛
政 
十
三
年 　
午
 

正
月
廿
六
日
物
頭
一
篇
之
勤
者
已
來
被
相
除
、
三
物
奉
惣

（
マ
マ
）

名
を
物
頭　
与
 

相
唱
候
様
被
仰
渡
、
物
頭
を
御
�
奉
行　
ニ
 

御
繰
下　

被
仰
付
、

御
�
奉
行
御
役
之
儀
ハ
天
明
元
年　
丑
 

十
二
月
廿
一
日
被
相
替
候
、

　
　
　
　
　
　
 
物
頭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
拾
四
人
賦

 

『 
  

』　
　
　
　
　
　
 
『
御
兵
具
奉
行
』

　
　
　
『
ろ
』　
　
『
御
兵
具
奉
行
』　
　

都
而
御
役
料
七
拾
三
俵
ツ
ヽ

　
　
　
　
　
　
　
　
御
�
奉
行

 

『 
  
  
  

』

御
近
習
通 

御
近
習
通

 

梅
田
九
左
衞
門

不
及
日
勤
、
御
用
之
節
者  

 

指
南
方
致
出
精
萬
端
行
届
候
様
被
仰　 『

八
』

御
役
料
七
拾
三
俵

 

新
納
伊
十
郎

安
政
三
辰
十
月
廿
四
日

　

『
二
』

　
　
　
　
『
二
月
』

 

鹿
嶋
郷
十
郎

『
三
郎
様
御
方
　江
 

是
�
之
通
相
勤
候
様
被
仰

付
候
、
左
候
而
、
御
小
納
戸
方
差
支
候
節

ハ
差
寄
相
勤
』

　
　
　
　
　

御
役
料
米
七
拾
三 

御
廣
敷
御
用
人
勤

　

格 

猿
渡
嘉
左
衞
門

天
保
十
二
丑
九
月

『
六
』

御
役
料
米
七
拾
三
俵

貳
拾
人
賄
料

　
　
　
　

定
府

　

格 
本
科 
河
村
宗
澹

『
十
』

天
保
四
巳
六
月

　
　
　
　

拾
八
人
賄
料 

嘉
永
六
二
月

『
正
』 　
　
　
　
 『
御
役
料
米
七
拾
三
俵
』

　

嘉
永
六
七
月
七
日

 
『 
  
  
  
  
  
  

』

 

山
田
轉

　

無
役
よ
り

 
『 
  
  
  

』

『
一
』

『
九
』

『
三
』



３８４

　
　
　
『
ろ
』　
 
『
御
兵
具
奉
行
席
』

　
　
　
　
　
　
　

御
弓
奉
行

　
　
　
　
　
　
 
『 
 
 
 

』

 『
文
久
三
亥
五
月
』

 
天
保
八
十
二
月
廿
三
日

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  

』　
『
高
九
拾
石
』

 

鎌
田
愛
太
夫

 
御
目
付
よ
り

 『 
  
  
  
  

』

　
　
　
 『
町
奉
行
格
』

『
一
』

此『
三
』よ
り
外
七
拾
三『
俵
』ツ
ヽ

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

伊
勢
平
四
郎

文
久
三
年
亥
五
月
九
日

　

『
三
』

天
保
十
三
七
月
十
一
日

 

河
野
八
郎
左
衞
門

無
役
よ
り

　

『
四
』

嘉
永
六
正
月
十
一
日

 

田
中
仲
次
郎

御
船
奉
行
格
御
作
事
奉
行
勤
よ
り

安
政
六
未
八
月
廿
一
日

 

加
藤
權
兵
衞

　

『
六
』

『
十
二
』

文
久
三
亥
八
月

 

喜
入
九
郎

御
船
奉
行
勤

御
役
料
米
七
拾
三
俵

御
使
番
勤 

猪
俣
爲
左
衞
門

　

安
政
七
□
月
一
日

　

『
七
』

『
十
三
』

『
文
久
二
戌
正
月

 
高
奉
行
勤
』

　
　
　
 

山
元
新
左
衞
門

　

『
十
』

御
使
番
勤

 

江
田
五
郎
左
衞
門

　

『
四
』

萬
延
二
年
酉
正
月

 

折
田
八
郎
兵
衞

 
勤
方
元
之
通

 『 
  
  
  
  

』

　
　
　
『
御
船
奉
行
勤
』

安
政
四
巳
閏
五
月

 

伊
集
院
源
之
丞

　

御
役
料
米
七
拾
三
俵

御
記
録
奉
行
勤

 

伊
地
知
小
十
郎

文
久
三
亥
二
月
廿
一
日

『
十
一
』

　
 
安
政
六
未
八
月
十
五
日

 
御
鐵
砲
奉
行

 

橋
口
杢
左
衞
門

 
御
船
奉
行
勤

 『 
  
  
  
  

』

　
　
　
『
御
船
奉
行
勤
』

『
五
』

 
天
保
十
二
四
月
廿
一
日

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  

』　
『
高
九
拾
石
』

 

本
田
休
兵
衞

 
御
目
付
よ
り

 『 
  
  
  
  

』

　
　
　
 『
町
奉
行
格
』

『
二
』
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３８５

嘉
永
三
正
月
十
一
日

 

岩
下
新
太
夫

御
目
付
よ
り

　

『
五
』

嘉
永
五
五
月
七
日

 

種
子
嶋
加
次
右
衞
門

町
奉
行
格　
ニ
 

而

　

『
七
』

『
八
』

安
政
七
年
申
二
月
十
二
日

 

澁
谷
喜
八
郎

　

『
十
』

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

伊
集
院
十
右
衞
門

文
久
三
亥
五
月
九
日

　

『
十
一
』

 

大
野
清
左
衞
門 『

十
二
』

『
十
三
』

嘉
永
六
七
月
十
七
日

 

細
瀧
權
八

無
役
よ
り

　

『
六
』

『
九
』

安
政
六
年
未
十
一
月
廿
三
日

 

川
上
郷
兵
衞

安
政
六
年
未
十
二
月
廿
二
日

 

種
子
嶋
休
蔵

　



３８６

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

上
野
藤
馬

文
久
三
亥
五
月
九
日

『
十
九
』

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

小
森
新
蔵

文
久
三
亥
五
月
九
日

『
二
十
一
』

『
二
十
二
』

 

北
郷
良
馬

『
二
十
』

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

上
村
直
兵
衞

文
久
三
亥
五
月
九
日

『
十
四
』

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

島
津
左
内

文
久
三
亥
五
月
九
日

『
十
五
』

 

安
田
助
右
衞
門『

十
六
』

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

三
�
平
太
左
衞
門

文
久
三
亥
五
月
九
日

『
十
七
』

 

山
田
大
碩

『
十
八
』

　
　

戌
正
月
廿
四
日

 

和
田
助
七

　

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

國
分
平
太
夫

文
久
三
亥
五
月
九
日
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３８７

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

倉
山
民
五
郎

文
久
三
亥
五
月

『
二
十
四
』

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

堀
彌
八
郎

文
久
三
亥
五
月
九
日

『
二
十
六
』

『
一
』

『
五
』

文
久
三
亥
八
月
廿
九
日

 

喜
入
九
郎

御
兵
具
奉
行　
ニ
 

而

御
船
奉
行
勤

『
四
』

嘉
永
七
四
月
廿
六
日

 

折
田
八
郎
兵
衞

道
奉
行
よ
り

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

喜
入
雄
次
郎

文
久
三
亥
五
月
九
日

『
二
十
五
』

嘉
永
三
正
月
二
日
物
奉
行
よ
り

『
安
政
六
未
正
月
十
五
日

 
御
鐵
炮
奉
行　
ニ
 

而
』

 

橋
口
杢
左
衞
門 『

二
』

安
政
三
辰
四
月
�
日

 

樺
山
四
郎
左
衞
門

　

 

高
�
喜
兵
衞 『

二
十
三
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鹿
兒
島
御
船
奉
行
同
格

　
　
　
『
ち
』　
　

久
見
�
御
船
奉
行　
　
　
 
拾
貳
人
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
七
嶋
支
配　
 
『
定
數
五
人
』

　
　
　
『
ち
』　
　

御
船
奉
行　
　
　
　
　
　
 
拾
貳
人
賦

御
役
料
高
九
拾
石

町
奉
行

 

江
田
平
蔵

文
久
三
亥
八
月
廿
九
日

　

御
役
料
米
四
拾
八
俵

御
作
事
奉
行
勤

 

松
山
八
右
衞
門

嘉
永
七
寅
閏
七
月
朔
日

　



３８８

　
　
　
　
　
　
　

御
船
奉
行
格

 
安
政
五
午
正
月

 
御
船
奉
行
ニ
　 

而
物
奉
行
勤

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

  

坂
本
權
之
丞

 『
御
勝
手
方
調
掛
』

 『
産
物
方
掛
』

『
八
』

『
六
』

御
役
料
米
五
拾
八
俵

高
奉
行
勤 

伊
東
正
兵
衞

　

安
政
七
申
正
月
十
五
日

『
十
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

道
奉
行
勤 

肝
付
清
右
衞
門

　

文
久
元
酉
八
月
十
八
日

　

『
九
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

川
上
左
太
夫

文
久
元
酉
十
一
月
十
五
日

　

『
十
三
』

 

日
高
與
一
左
衞
門

　

『
十
一
』

 

本
田
彌
右
衞
門 『

十
二
』

御
役
料
米
五
拾
八
俵

格　

物
奉
行
勤

 

湯
地
市
兵
衞

　

安
政
六
未
二
月
十
一
日

『
十
四
』

 

福
�
半
次
郎

　
　
　

未
六
月
一
五
日

嘉
永
五
七
月

『
物
奉
行
勤
格
』
月
野
木
萬
右
衞
門

金
山
奉
行
よ
り

『
十
五
』
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３８９

 
安
政
四
丁
巳
九
月
八
日
高
奉
行

 『 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

』

 

大
山
彦
左
衞
門

 『
安
政
七
年
申
三
月
』

『
八
』

巳
八
月　
　
『
七
拾
三 

』

 

江
田
五
郎
左
衞
門

御
鐵
砲
奉
行

御
使
番
勤

『
二
』

　
　
『
七
十
三 

』

嘉
永
七
四
月

 

猪 
俣
猪
右 
衞
門

『
爲
』

御
右
筆
頭
格
よ
り 
『 

』

『
三
』

『
六
』

『
七
』

御
役
料
米
五
拾
八
俵

道
奉
行
勤 

丸
田
泰
蔵

安
政
三
辰
四
月

　

『
五
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

川　

九
郎

御
作
事
奉
行
勤

　

嘉
永 　
　
 　
　

『
四
』

　
　

御
役
料
米
七
拾
五 

 

新
納
彌
太
右
衞
門

　

『
十
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

肥
後
五
左
衞
門

萬
延
元
申
九
月

　

『
九
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
七
人
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

御
使
番　
　
　
　
　
　
　
 
拾
壹
人
賦

 
戌
十
月　
　
『
七
拾
三 

』

 『
御
納
戸
奉
行
』
伊
集
院
中
二

 
一
篇
勤

 『 
  
  

』

『
一
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

　
 

早
川
務

安
政
六
未
九
月
十
一
日

安
政
七
申
正
月　
『
御
役
料
米
四
拾
八 

』

　
 

井
上
新
右
衞
門
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御
役
料
米
七
拾
五
俵

御
役
料
銀
壹
貫
六
百
目

 

迫
田
甚
蔵

長
�
在
勤
之
節
被
下
候
、

長
�
御
付
人
勤
琉
球
座
物
掛
文
久
元
酉
五
月

『
十
一
』

 

田
中
源
五
左
衞
門

文
久
二
酉
九
月

 

（
マ
マ
）

『
十
二
』

亥
五
月
『
四
十
八
俵
』

 

鈴
木
宇
左
衞
門

　

『
十
四
』

 

相
良
角
兵
衞

『
郡
奉
行
勤
』

『
十
六
』

　

役
料
米
五
拾
八 

　
　

格 

竹
下
覺
左
衞
門

道
奉
行
勤

　

『
二
十
二
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

御
馬
預
勤 

川
上
十
郎
左
衞
門

御
召
馬
乗
兼
務

　
　
　
　
　
　

文
久
三
亥
八
月 『

十
七
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

　
　

格 

山
口
一
次

郡
奉
行
勤

　
　
　
　

文
久
二
戌
正
月

『
二
十
一
』

文
久
三
亥
正
月
十
一
日

 

黒
岩
正
兵
衞

　
『
御
船
奉
行
勤
』

『
十
三
』

 

汾
陽
次
郎
右
衞
門

文
久
三
亥
八
月

『
十
五
』

文
久
三
亥
九
月

 

平
田
善
太
夫

　

『
十
八
』

文
久
二
戌
十
二
月

　
　

役
料
米
五
拾
八 

　
　

格 

堀
與
左
衞
門

高
奉
行
勤

『
二
十
三
』

 

寺
田
平
右
衞
門 『

十
九
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

御
庭
奉
行
勤

御
鳥
預
頭
取
兼
務

　
　
　

格 

園
田
郷
右
衞
門

御
用
之
節
者
是
�
之
通

御
廣
敷　
江
 

罷
通
候
様
被
仰
付
候
、

　
　
　
　
　
　
　

萬
延
二
酉
三
月

『
二
十
四
』

『
二
十
』

『
二
十
五
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵
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３９１

　
　
　
『
い
』　
　

御
小
納
戸
頭
取　
　
　
　
 
拾
壹
人
賦

文
久
三
亥

御
小
納
戸
頭
取

 

山
本
五
郎
右
衞
門

正
月
十
五
日

『
三
』

御
役
料
米
千
五
百
俵

妻
子
養
料
七
拾
五
俵

　
　
　
　
　

兼
務

 

岩
元
太
右
衞
門

江
戸
御
留
守
居

文
久
三
亥
正
月

『
一
』

詰
銀
七
貫
九
百
五
拾
目

妻
子
養
料
七
拾
五
俵

 

木
場
傳
内

大
坂
御
留
守
居
見
習
勤

『
四
』

御
留
守
居
格　
 
七
拾
五
俵

 

蓑
田
傳
兵
衞

御
小
納
戸
頭
取

一
性
奥
掛
へ
被
掛
置
候
、

文
久
三
亥
八
月

『
二
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

不
及
日
勤
、
御
用
之
節
者
罷
出
候
様

被
仰
付
候
、
且
又
奥
江

も
御
用
之
節

者
是
�
之
通
罷
通
候
様
被
仰
付
候
、

安
政
四
巳
正
月

　
　

格 

有
馬
衞
守

御
祈
�
方
是
�
之
通
被
仰
付
候
、

御
軍
役
方
兵
道
御
役
者

『
六
』

御
役
料
米
千
五
百
俵

妻
子
養
料
七
拾
五
俵

 

新
納
嘉
藤
二

江
戸
御
留
守
居
見
習
勤

文
久
三
亥
正
月

『
五
』

『
七
』

　
　
　

大
御 

居
御
付

　
　
　
  
  
  
  
  
  

　
　
　
　
　
『
○
』御
小
納
戸
頭
取　
　
　
　
 
拾
壹
人
賦

　
　
　

御 

居
御
付

　
　
　
　
　
『
○
』御
小
納
戸
頭
取

　
　
　
『
い
』　
　

御
廣
鋪
御
用
人　
　
　
　
 
拾
人
賦

御
役
料
米
五 

文 

七
月
廿
六
日

御
役
料
銀
三
枚
三
拾
貳
匁

 

久
土
目
月
窓

高
輪
福
壽
亭
御
神
殿
掛　
　
　

格

　
　
　
　
　
　
　
　

是
�
之
通『

廿
二
』

御
馬
預
勤

　
　
　

格 

檢
見
�
四
郎

　
　

安
政
五
午
正
月

　

文
久
三
亥
二
月

格 

阿
多
六
郎

高
奉
行
勤

　
　

格 

櫻
井
半
之
丞

樂
水
殿
付

　
　

御
役
料
米
四
拾
八
俵

御
小
納
戸
兼
務

　
　
　
　
　
　

御
役
料
米
七
拾
三 

天
保
十
二
九
月

　
　
　
　

猿
渡
加
左
衞
門

御
納
戸
奉
行
格　
ニ
 

而

『
三
』

　
　
　
　
　
　

御
役
料
米
四
拾
八 

文
久
二
戌
二
月

 

國
分
藤
十
郎

三
郎
様
御
方
へ

相
勤
候
様
被
仰
付
候
、

『
十
一
』
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御
役
料
高
九
拾
石

御
側
役
格 

岡
田
半
七

眞
了
院
之
御
方　
江
 

被
掛
置
候
、

　
　
　
　

萬
延
元
申
九
月

『
一
』

　

御
役
料
米
四
拾
八
俵

　
　
　
　

相
良
治
兵
衞

勝
姫
様
御
方
へ
被
掛
置
候
、

　

文
久
二
戌
六
月

『
十
三
』

　
　
　

御
役
料
米
四
拾
八
俵

御
切
米
百
廿
俵

 

中
西
十
郎
左
衞
門

御
廣
敷
番
々
頭
勤

文
久
三
亥
三
月

『
十
七
』

御
役
料
米
七
拾
俵

 

上
村
良
阿
彌

御
同
朋
頭
勤
格

　

安
政
七
申
正
月

文
久
二
戌
六
月

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

友
野
七
郎
右
衞
門

『
十
四
』

　
　
　
　
　
『
御
役
料
米
四
拾
八 

』

嘉
永
七
七
月

物
奉
行
よ
り

 

福
永
仁
右
衞
門 『

五
』

『
廿
一
』

『
十
八
』

　
　
　
　

役
料
五
拾
八 

巳
八
月

御
廣
敷
御
用
人 
 
孫 
兵 
衞

　
　
　
　

土
持
強
兵
衞

 

 

  
  
  

 

文
久
二
戌
二
月

 

三
郎
様
御
方
へ
相
勤
候
様
被
仰
付
、

『
七
』

 

梶
原
清
右
衞
門 『

二
』

 

河
野
仲
次
郎

文
久
二
戌
十
月

『
十
六
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

一
性
是
�
之
通
玉
里　
江
 

被
掛
置
、
眞
了

院　
ニ
 

も
掛
同
様
兼
相
勤
候
様
被
仰
付
候
、

 

有
馬
伴
左
衞
門

　

萬
延
元
申
九
月
廿
五
日

『
十
二
』

　

格　

本
科

三
郎
様
御
方
へ
相
勤
、

 

朝
稻
宗
益

御
本
丸
御
用
も
兼
相
勤
候
様
被
仰
付
、

御
役
料
米
五
拾
俵

文
久
三
亥
五
月

 

藤
井
良
蔵

文
久
二
戌
十
月

文
久
元
酉
八
月

 

河
俣
仲
太
夫

三
郎
様
御
方
へ
被
掛
置
候
、

　

『
八
』

 

肝
付
甚
左
衞
門

文
久
三
亥
五
月

『
十
九
』

　
　
　

御
役
料
米
四
拾
八 

 

相
良
左
衞
喜

安
政
四
巳
六
月

　

『
六
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

中
西
水
之
丞

二
丸　
江
 

相
勤
候
様
被
仰
付
候
、

　
　
　
　
　

文
久
二
戌
十
月

『
十
五
』

　
　
　
　
　

文
久
二
戌
十
月

御
役
料
米
七
拾
三
俵

 

小
野
仁
兵
衞

御
納
戸
奉
行
御
廣
敷
番
々
頭
之
場　
ニ
 

而
、

以
來
丸
田
孫
左
衞
門
両
人　
ニ
 

而
三
田　
江
 

相
詰
候
様
被
仰
付
候
、

『
四
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

山
本
十
多
郎

眞
了
院
之
御
方　
江
 

被
掛
置
候
、

　
　

文
久
二
戌
六
月

『
十
』

『
廿
』

『
九
』
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３９３

　
　
　

役
料
米
四
拾
八
俵

 

汾
陽
正
左
衞
門

勝
姫
様
御
方
へ
被
掛
置
候
、

　

萬
延
元
申
五
月

　
　

御
用
人
格　

未
六
月
十
五
日

嘉
永
五
正
月

  
  
  
  
  

 

山
田
十
助

御
記
録
奉
行
見
習
助
よ
り

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

　
　
　
　
　
　
　
御
役
料
高
百
四
拾
石

『
一
』

　
　
　

御 

居
御
附

　
　
　
　
　
『
○
』御
廣
鋪
御
用
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
『
い
』　
　

教
授　
　
　
　
　
　
　
　
 
拾
人
賦

御
用
人
格

『
定
數
壹
人
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數　

人
』

　
　
　
『
い
』　
　

御
右
筆
頭　
　
　
　
　
　
 
拾
人
賦

　
　

役
料
米
五
拾
八
俵

 

大
迫
藤
十
郎

文
久
元
酉
六
月

　

『
二
』

御
役
料
米
五
拾
八
俵

 

川
上
十
郎
兵
衞

文
久
二
戌
十
二
月

　

『
三
』

弘
化
四
年
未
四
月

　
　

格 

曾
山
喜
惣
太

道
奉
行
勤

　

『
四
』

御
役
料
米
五
拾
八
俵

　
　

格 

井
上
備
前
守

神
職
勤

弘
化
二
年
午
正
月

　
　
（ 
マ 
マ 
）

『
五
』

　
　
　
　

是
よ
り
御
用
人
申
渡
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
五
人
』

　
　
　
『
ち
』　
　

御
作
事
奉
行　
　
　
　
　
 
拾
人
賦

『
一
』

御
役
料
米
五
拾
八
俵

道
奉
行
勤 

永
田
與
右
衞
門

文
久
二
戌
十
月

　

『
一
』

　
　
　
　
　
 
『
御
役
料
米
四
拾
八 

』

嘉
永
七
閏
七
月

 

 

松
山
八
右
衞
門

御
船
奉
行　
ニ
 

而

 

『 
  

』
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嘉
永
三
見
習
よ
り

 

黒
岩
庄
兵
衞

『
御
使
番　
ニ
 

而
勤
方
是
�
之
通

 
文
久
三
亥
正
月
十
一
日
』

『
三
』

 『
安
政
七
年
申
正
月
十
一
日
 
御
役
料
米
三
拾 

』

 
嘉
永
二
七
月

 『 
  
  
  
  

』

 

帖
佐
爲
右
衞
門

 
御
目
付
よ
り

 『 
  
  
  
  

』

『
五
』

『
四
』

『
六
』

 

迫
水
善
左
衞
門

文
久
元
酉
十
月

『
七
』

御
供
目
付
勤

 

山
口
彦
五
郎

文
久
二
戌
六
月
十
六
日

『
九
』

　

御
役
料
米
貳
拾
七 

 

高
�
藤
太

　

文
久
二
戌
正
月

『
八
』

御
役
料
米
貳
拾
七
俵

 

平
田
藤
五
郎

文
久
三
亥
正
月
十
四
日

『
十
』

　
　
　
『
い
』　
　

御
記
録
奉
行 

 

拾
人
賦

御
近
習
通

『
定
數
三
人
』

金
山
奉
行
勤

 

濱
田
源
右
衞
門

安
政
五
午
正
月

御
役
料
米
貳
拾
七
俵

御
役
料
銀
三
枚
三
拾
貳
匁

 

伊
集
院
早
太

　

萬
延
元
申
九
月
廿
日

御
役
料
銀
六
枚
三
拾
目

 

西
筑
右
衞
門

文
久
三
亥
八
月

　

『
十
一
』

御
役
料
米
七
拾
六 

助
教
勤 

山
内
作
次
郎

　

文
久
二
戌
十
月
朔
日

『
七
』

御
役
料
米
七
拾
五
俵

御
藥
園
奉
行
勤

 

木
原
甚
助

萬
延
元
申
四
月

『
四
』

　
　
　
 
『
御
役
料
米
四
拾
八 

』

嘉
永
五
二
月

 

川
上
七
九
郎

　
　

御
使
番

『
二
』
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安
政
四
巳
九
月
八
日
御
使
番　
ニ
 

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
而
勤
方
是
�
之
通
、

  
  
  
  
  
  
  

』
『
御
役
料
米
七
拾
三
俵
』

 

伊
地
知
小
十
郎

 『
御
兵
具
奉
行

　
　 
文
久
三
亥
二
月
』

『
一
』

『
八
』

　
　
　
　
『
御
役
料
米
六
拾
三
俵
』

 
嘉
永
五
五
月
見
習
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  

』

 

伊
藤
彦
介

 『
安
政
六
未
九
月
』

『
三
』

御
役
料
米
六
拾
三
俵

 

町
田
孫
一
郎

安
政
四
巳
八
月

『
二
』

 　
　
　
　
　
　
『
御
役
料
米
六
拾
三 

』

萬
延
二
酉
正
月

 

五
代
孫
次
郎

格　
ニ
 

而
添
役
勤　

 
『 
  
  
  
  

』

　
　
　
　
　
　
『
習
□
頭
取
勤
』

『
六
』

御
役
料
米
六
拾
三 

 

佐
多
佳
八
郎

文
久
二
戌
十
二
月

　
　
　
　
　
『
萬
延
元
申
五
月
』

 
嘉
永
三
戌
四
月
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  
  

』

 

申
 

橋
口
與
一
郎

　
　
　
　
『
御
役
料
米
六
拾
三
俵
』

 
五
月

 『 
  

』

『
五
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
貳
人
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

長
�
御
附
人　
　
　
　
　
 
拾
人
賦

 『
御
役
料
米
七
拾
五
俵　

御
使
番
文
久
元

酉
五
月

 

』

 
嘉
永
七
正
月
奥
掛
書
役
勤
よ
り
如
元
、

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

 

迫
田
甚
蔵

 『
御
役
料
銀
壹
貫
六
百
目

 
長
�
在
勤
之
節
被
下
候
、
琉
球
座
勤
掛
』

　

御
役
料
米
五
拾
八
俵

御
役
料
銀
壹
貫
六
百
目

 

竹
下
清
右
衞
門

長
�
在
勤
之
節
被
下
候
、

文
久
三
亥
九
月
四
日

『
二
』

　
　
　
『
ろ
』　
　

長
�
御
附
人
格

御
役
料
米
五
拾
八
俵

　

御
用
部
屋
書
役
勤

 

伊
集
院
助
六

　

御
徒
目
付
兼
役

安
政
四
巳
四
月

『
一
』



３９６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
五
人
』

　
　
　
『
ち
』　
　

高
奉
行　
　
　
　
　
　
　
 
拾
人
賦

　
　

安
政
七
年
申
三
月

 

『 
  
  
  
  
  
  

』

 
勤
方
是
�
之
通
、

 『 
  
  
  
  
  

』

 

井
上
嘉
左
衞
門

 『
屋
久
島
奉
行
勤

　
 
文
久
二
戌
十
一
月
』

『
十
一
』

  『
御
兵
具
奉
行
』

 
嘉
永
三
正
月

 『 
  
  
  
  

』　
『
御
役
料
米
四
拾
八 

』

 

山
本
新
左
衞
門

 
御
使
番　
ニ
 

而

 『 
  
  
  
  

』

　
　
　
 
『
文
久
二
戌
正
月
』

『
一
』

嘉
永
五
正
月

 

寺
田
平
右
衞
門

御
使
番
格　
ニ
 

而

 

『 
  

』

『
三
』

 『
安
政
二
卯
十
二
月　

一
篇
之
勤
被
仰
付
候
』

 
嘉
永
二
十
一
月

 『 
  
  
  
  
  

』

 

迫
田
賢
助

 
御
勝
手
書
役
よ
り
、
勤
方
如
元
、

 『 
  
  
  
  
  
  
 　
  
  
  
  

』 『
八
』

　
　
　
　
　
　
 
『
御
役
料
米
五
拾
八
俵
』

 
御
船
奉
行　
ニ
 

而

 

『 
  

』

　
　
　
　

伊
東
正
兵
衞

 
高
奉
行
勤

 『 
  
  
  

』

　
　
『
安
政
七
申
正
月
』

『
二
』

　

御
軍
賦
役
勤

 

坂
元
彦
五
郎

萬
延
元
申
閏
三
月

『
三
』

　
　
　
　

安
政
七
年
申
三
月

　
　
　
 
『 
  
  
  
  
  
  

』 

『
道
奉
行　

文
久
三
亥
五
月
』

　

格 

野
村
彦
兵
衞

 
勤
方
是
�
之
通
、

 『 
  
  
  
  
  

』

　
　
　
　
『
御
役
料
米
五
拾
八 

』

『
二
』

　
　
　
　
『
山
奉
行
勤　

役
料
米
三
拾
貳
俵
』

 

上
村
半
兵
衞

萬
延
二
年

酉
正
月

　
　
　
　
『
御
役
料
米
三
拾
俵
』

 

五
代
庄
太
夫

『
十
二
』

　
　

御
役
料
米
貳
拾
七
俵

御
役
料
銀
三
枚
三
拾
貳
匁

 

堀
八
郎
右
衞
門

御
細
工
奉
行
勤

嘉
永
四
亥
二
月

『
四
』

『
御
細
工
奉
行
勤
同
年
同
月
』

『
十
三
』

　
　
　
　
　
　
　
　
 
『
御
細
工
奉
行
勤
』

『
安
政
三
正
』辰
正
月

　
　
　
　
 
『 
  
  

』

 

中
村
八
兵
衞

『
御
役
料
米
廿
七
俵

 
御
役
料
銀
三
枚
三
拾
貳
匁
』
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御
役
料
米
五
拾
八
俵

御
使
番
格 

堀
與
左
衞
門

文
久
二
戌
十
二
月

　

『
五
』

御
役
料
銀
六
枚
三
拾
目

山
奉
行
勤 

大
山
彦
右
衞
門

文
久
元
酉
四
月

　

『
十
四
』

御
使
番
格

 

阿
多
六
郎

文
久
三
亥
二
月

『
六
』

御
役
料
銀
六
枚
三
拾
目

金
山
奉
行
勤

 

黒
�
原
新
左
衞
門

嘉
永
七
寅
正
月

『
七
』

御
役
料
米
廿
七
俵

銀
三
枚
三
拾
貳
匁

　
　
　
　

境
田
善
助

御
細
工
奉
行
勤

安
政
四
巳
閏
五
月

『
十
』

御
役
料
米
三
拾
四 

御
勝
手
方
書
役
勤

 

日
置
半
兵
衞

文
久
二
戌
正
月

　

『
十
五
』

御
役
料
米
四
拾
八 

御
廣
敷
番
頭

 

小
田
十
郎
左
衞
門

文
久
二
戌
八
月

『
十
六
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵　
　
 
定
府

 

中
村
傳
作

御
廣
敷
番
之
頭
勤

文
久
二
戌
八
月

『
十
七
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
定
數
五
人
』

　
　
　
『
ち
』　
　

物
奉
行　
　
　
　
　
　
　
 
拾
人
賦

御
役
料
米
五
拾
八
俵

御
船
奉
行
格

 

湯
地
市
兵
衞

安
政
六
未
二
月

『
一
』

　
　
『
戌
四
月
』　
『
萬
延
元
申
四
月
』

　
　
 『 
  
  

』

 
御
小
納
戸
よ
り

 『 
  
  
  
  
  

』

 

伊
東
仙
太
夫

『
一
性
金
山
奉
行
寄
掛
り
』

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  

』

『
十
八
』



３９８

　
　

申
十
二
月　
『
米
四
拾
八
俵
』

安
政
四
丁
巳
九
月
八
日

  
  
  
  
 
  
  
  
  

 

三
原 
藤
十
郎　
 

『
五
郎
』

　
　
　
　
　
　
 
『 
  

』

　
　
『
萬
延
元
申
□
月  

 
』

『
廿
一
』

米
四
拾
三 

寺
社
方
取
次
勤

　
　
　
　

川
上
林
助

　
　
　
　

格

　
　
　
　
　

嘉
永
六
丑
九
月

『
三
十
五
』

『
二
』

『
廿
八
』

米
三
拾
俵

郡
奉
行
勤 

吉
田
七
郎

文
久
三
亥
六
月

　

『
三
十
』

 
安
政
三
辰
七
月

 
勤
方
是
�
之
通
、

 『 
  
  
  
  
  

』

 

郷
田
源
八

 『
御
勝
手
方
調
掛

 
是
�
之
通
』　
　
『
銀
六
枚
三
拾
目
』 『

十
二
』

 『
安 
政
元
子
十 
二
月
』

（
マ
マ
）

 
嘉
永
七
十
二
月

 『 
  
  
  
  
  

』

 

四
本
休
左
衞
門

 　

御
目
付
よ
り

 

『 
  
  
  
  

』

『
十
』

 　
　
 
（
マ
マ
）

 　
　
　
『
子
』

 
嘉
永
七
四
月

　
　
　
　

谷
元
吉
左
衞
門

 
御
小
納
戸
格
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  

』

　
　
　
　
　
　
　
　
 
『
米
四
拾
八
俵
』 『

八
』

御
役
料
米
貳
拾
七
俵

郡
奉
行
勤 

黒
�
原
源
助

文
久
三
亥
六
月

『
卅
二
』

 『
安
政
二
卯
三
月
』

 
天
保
四
七
月

 『 
  
  
  
  

』　
『
米
八
拾
七
俵
』

 
見
習
よ
り 
基
太
村
助
左
衞
門

 
御
勘
定
方
小
頭
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  
  

』

　
　
　
　
　
　
　
　
『
銀
三
枚
三
拾
貳
匁
』

『
十
一
』

　 
嘉
永
三
二
月

 

黒
木
源
右
衞
門

 
産
物
方
掛

 『 
  
  
  

』

『
四
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

御
船
奉
行
格

 

月
野
木
萬
左
衞
門

　

安
政
六
未
六
月

　

　
　
　
 
『
銀
六
枚
三
拾
目
』

文
久
三
亥 　
 
月
十
一
日

 

橋
口
次
郎
太

　

見
習
格
よ
り

 
『 
  
  
  
  

』

　
　
　
　
『
米
五
拾
八
俵
』

 
嘉
永
七
九
月

 『 
  
  
  
  

』

 

高
田
尚
五
郎

 
御
裁
許
掛
よ
り

 『 
  
  
  
  
  

』

『
九
』

『
七
』

米
三
拾
俵

嘉 
永
七
子
二 
月
よ
り

（
マ
マ
）

 

篠
原
伊
右
衞
門

『
織
屋
掛　

安
政
六
未
六
月
』

安
政
四
年　
『
米
五
拾
八
俵
』

 

中
村
喜
多
右
衞
門

　
　

月

　
　
　
　
『
琉
球
産
物
方
掛
』

『
十
三
』

『
卅
一
』

銀
六
枚
三
拾
目

郡
奉
行
勤 

田
中
休
左
衞
門

文
久
三
亥
六
月

『
米
貳
拾
四
俵
壹
斗
』

銀
六
枚
三
拾
目

鑄
製
方
掛

『
十
五
』

『
十
四
』

　
　

奉
行
格

嘉
永
二
十
二
月

  
  
  
  
  
  

 

友
野
清
右
衞
門

御
小
納
戸
格

  
  
  
  
  

『
三
』

　

文
久
三
亥
三
月

　
『
米
四
拾
八
俵
』
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御
勝
手
方
調
掛
是
�
之
通
、

 

三
原
善
兵
衞

安
政
七
申
十
月

『
十
六
』

『
十
九
』

　
 
『
マ
ヽ
』

『
御
徒
目
方
　江
 

も
掛
被
置
候
』

 

竹
下
覺
之
丞

　
　
　
『
安
政
六
未
十
月
』

御
近
習
通

 

成
田
正
右
衞
門

錫
鑄
物
方
へ
も
心
添
い
た
し
候
儀
是
�

之
通
相
心
得
候
様
被
仰
付
候
、

安
政
六
未
九
月

　

萬
延
元
申
五
月

御
代
官
勤 

土
師
十
兵
衞

『
廿
』

『
廿
三
』

御
役
料
米
四
拾
三
俵

織
屋
掛 

吉
�
壮
八
郎

萬
延
元
申
六
月

御
勝
手
方
調
掛

琉
球
産
物
掛

　
　
　
　

橋
口
次
兵
衞

是
�
之
通
、

　
　
　
　

萬
延
元
申
九
月

御
細
工
奉
行
勤

 

倉
野
善
助

安
政
三
辰
六
月

『
十
六
』

御
細
工
奉
行
勤

　
　
　
　

三
雲
太
郎
左
衞
門

安
政
五
午
正
月

『
十
八
』

 

三
原
次
右
衞
門

安
政
七
申
正
月

『
十
七
』

寺
社
方
取
次
勤

 

田
原
仲
之
丞

安
政
六
未
正
月

『
十
九
』

文
久
元
酉
十
月

 

市
來
清
十
郎

　

『
廿
四
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
『
定
數
六
人
』

　
　
　
『
こ
』　
　

御
馬
預　
　
　
　
　
　
　
 
拾
人
賦

『
十
九
』

『
四
』

御
役
料
米
三
拾
四
俵

御
細
工
奉
行
勤

 

重
久
七
太
夫

安
政
七
申
二
月

『
十
四
』

 

税
所
七
郎
右
衞
門

文
久
元
酉
九
月

 

『
四
亥
』二

 
嘉
永
二
二
月

 

『 
  
  

』

 

川
北
十
郎

 
御
徒
目
付
よ
り

 『 
  
  
  
  
  

』

『
八
』

　
　
『
米
貳
拾
七
俵　

銀
三
枚
三
拾
貳
匁
』

 　
　
（ 
マ 
マ 
）

 
嘉
永
七『
子
』正
月

 

早
川
黒

 
御
小
納
戸
見
習
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  
  

』

『
六
』



４００

 

田
中
七
右
衞
門

安
政
七
申
正
月

『
十
三
』

萬
延
元
申
十
二
月

 

伊
地
知
長
兵
衞

　

『
十
七
』

銀
六
枚
三
拾
目

 

田
原
正
左
衞
門

御
召
馬
乗
兼
務

　
　

文
久
三
亥
六
月

『
廿
四
』

『
安
政
七
』　
『
米
四
拾
八
俵
』

申
二
月
十
日

 

相
良
彌
兵
衞

御
馬
預
り　
ニ
 

而

山
奉
行
勤

『
十
五
』

　

米
三
拾 

 

野
村
太
左
衞
門

一
性
御
召
馬
乗
勤

　

文
久
二
戌
正
月

『
九
』

　

御
役
料
四
拾
八
俵

御
使
番
格 

檢
見
�
四
郎

安
政
五
午
六
月

『
二
』

安
政
七
年
申
正
月

 

竪
山
八
郎

『
米
四
拾
八 

』

『
十
二
』

『
三
』

『
一
』

御
鳥
見
頭
勤

 

寺
尾
庄
次
郎

嘉
永
六
丑
八
月

『
五
』

　
　
　
　
　
 
『
マ
ヽ
、
匁
カ
』

銀
六
枚
三
拾
枚

 

志
岐
正
兵
衞

文
久
三
亥
二
月

　

『
廿
三
』

 　
　
（ 
マ 
マ 
）　
 
『
銀
八
枚
四
匁
』

 
嘉
永
七『
子
』五
月

 

六
村
清
左
衞
門

 
御
馬
預
見
習
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  

』

 『
御
召
馬
乗
勤
』　
　
　
『
定
府
』 

 　
　
（ 
マ 
マ 
） 　
 『
銀
六
枚
三
拾
目
』

 
嘉
永
七『
子
』十
二
月
七
日

 

林
藤
一
郎

 
見
習
よ
り

 『 
  
  
  

』

 　
　
（ 
マ 
マ 
） 　
『
銀
六
枚
三
拾
目
』

 
嘉
永
七『
子
』正
月
廿
二
日

 

志
岐
小
左
衞
門

 
見
習
よ
り

 『 
  
  
  

』

『
九
』

『
七
』

金
山
奉
行
勤

 

奥
勇
蔵

萬
延
元
申
六
月

『
安
政
元
』　
『
米
貳
拾
九
俵
』

　

辰
正
月

 

吉
田
次
郎
四
郎

『
安
政
四
巳
八
月

 
一
篇
之
勤
被
仰
付
候
』

『
十
一
』

『
十
六
』

　
　
　

米
四
拾
八
俵

道
奉
行

 

岡
田
半
十
郎

萬
延
元
申
五
月

 『
安
政
七
年
申
二
月
』『
米
四
拾
八
俵
』

 
『 
  
  
  

』

 
嘉
永
五
閏
二
月
御
召
馬
乗
兼
務

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

 

川
上
十
郎
左
衞
門

 『
文
久
三
亥
八
月

 
御
近
習
通
是
�
之
通
、
御
使
番
勤
方
是
�

 
之
通
』

　

御
役
料
米
三
拾
俵

『
十
』
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『
定
數
貳
人
』

　
　
　
『
い
』　
　

御
小
姓
頭
取　
　
　
　
　
 
拾
人
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
『
定
數
貳
人
』

　
　
　
『
い
』　
　

御
側
目
附　
　
　
　
　
　
 
六
人
賦

　
　
　
『
○
』大
御 

居
御
付

　
　
　
　
　
　
　

御
側
目
付

　
　
　
『
い
』　
　

御
小
納
戸  

　

六
人
賦

『　
　
　

掛
□
定
數
五
人

 
御
目
付
兼
務
』

 

義
岡
八
次
郎

一
性
御
召
馬
乗
勤

　

安
政
二
卯
□
月

御
小
納
戸
頭
取

三
郎
様
方
へ
相
勤

 

山
本
五
郎
右
衞
門

候
様
被
仰
付
候
、

　

文
久
三
亥
正
月

　
　
　
　

文
久
二
戌
七
月
十
人
賄
料

『
一
』

　
　

米
四
拾
八
俵

御
小
納
戸
頭
取
格

　
　
　
　

櫻
井
半
之
丞

樂
水
殿
へ
被
付
置
候
、　
 

兼
務

『
二
』

　
　
　
　
 
『
米
四
拾
八
俵
』

文
久
三
亥
正
月
十
五
日

御
小
納
戸 

岸
良
七
之
丞

『
十
』

　

文
久
元
酉
九
月

米
四
拾
八
俵

 

須
磨
守
之
丞

文
久
元
酉
十
月

『
六
』

　

米
四
拾
八
俵

　

格 

有
馬
金
之
助

樂
水
殿　
江
 

被
掛
置
候
、

　
　
　
　

嘉
永
三
戌
五
月

『
十
三
』

　

米
四
拾
八
俵　
 
格

 

町
田
龍
右
衞
門

英
之
進
殿
へ

被
掛
置
候
、

　

文
久
三
亥
三
月

『
十
四
』

 　
　
　
　

申
春
江
戸

 　
　
　
 
『 
  
  
  

』

 
安
政
六
未
六
月
廿
一
日

　
　
　
　

花
謙
蔵

 
御
小
納
戸
見
習

 『 
  
  
  
  
  

』

 『
米
四
拾
八
俵　
文
久
二
戌
正
月　
十
人
賄
料
』

『
三
』

文
久
元
年
酉
七
月
廿
日

 

野
村
傳
左
衞
門

『
米
四
拾
八
俵
』

『
六
』

　
　
　
　
　
　
　
　
『
米
四
拾
八
俵
』

『
文
久
三
亥
五
月
』

　
　
　
　

松
方
助
左
衞
門

　

『
米
四
拾
八
俵
』

　
　
　
　

法
亢
太
郎
左
衞
門

　
　
　
　

鈴
木
宇
左
衞
門

　
　
　
　
  
  
  
  
  
  

『
文
久
二
戌
九
月
』

『
九
』

　
　

文
久
元
酉
五
月
見
習
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
 
『 
  
  
  

』

『
七
』
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格 

山
田
小
平
太

圖
書
殿
御
付

　
　
　
　

文
久
二
戌
九
月

『
十
六
』

　

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

森
岡
清
左
衞
門

　

文
久
三
亥
八
月

『
十
二
』

　

御
役
料
米
四
拾
八
俵

格 

篠
�
甚
七

　

二
ノ
丸
御
子
様
御
付

　
　
　

文
久  

『
十
七
』

　

米
四
拾
八
俵

 

田
中
清
右
衞
門

周
防
殿　
江
 

被
掛
置
候
、

　

文
久 　
　
 
三
月

『
十
八
』

　
　
　
　
『
○
』御 

居
御
付

　
　
　
　
　
　
　

御
小
納
戸 

六
人
賦

　
　
　
　
　
『
○
』御
小
納
戸
格

　
　
　
『
い
』　
　

御
抱
守 

六
人
賦

　
　
　
　
　
『
○
』御
小
納
戸
見
習 

六
人
賄
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
『
い
』　
　

御
供
目
附　 

 

六
人
賄
料『
十
一
』

  
  

御
近
習
通

『
定
數
六
人
』

　

米
四
拾
八
俵

 

海
江
田
武
次

文
久
二
戌
五
月

　

『
十
』

米
四
拾
八
俵

 

高
田
十
郎
右
衞
門

文
久
二
戌
十
二
月

　 
安
政
二
年
卯
五
月
表
御
小
姓
よ
り

 　
　
　
　
　
　
 
『 
  
  
  
  
  

』

 

平
田
平
六

 
（  
マ   
マ  
）

 『
文
久
二
申

 
格
目
附　

御
軍
賦
役
勤　

文
久
三
亥
七
月
』

『
七
』

『
六
』

 『
三
郎
様
』

 
和
泉
様
御
附
『
御
方　
江
 

相
勤
候
様
被
仰
付
候
』

 『 
  
  
  
  

』

　

御
小
納
戸 
坂
元
平
左
衞
門

一
御
役
料
米
四
拾
八
俵

『
四
』

米
四
拾
八 

 

木
藤
角
太
夫

文
久
二
戌
六
月

　

御
役
料
米
四
拾
八
俵

格 

本
田
孫
九
郎

圖
書
殿
へ
被
付
置
候
、

　

文
久
二
戌
三
月

　

米
四
拾
八
俵

 

谷
村
小
吉

三
郎
様
御
方
へ

相
勤
候
様
被
仰
付
候
、

文
久
二
戌
六
月

『
十
五
』

『
八
』

『
十
一
』

　

米
四
拾
八
俵

　
　
　
　
　
　
　
 
介

 

吉
井
中
助

　
　
　
　
　
　
　
  

蒸
汽
船
乗
頭

　

文
久
三
亥
五
月

『
九
』

『
米
四
拾
八
俵
』　
　
『
十
二
』

格 

貴
島
平
八

　

二
ノ
丸
御
子
様

　

御
方
へ
被
掛
置
候
、

　
　

文
久 　
　
 
三
月

『
十
九
』

『
廿
』

　

米
四
拾
八
俵

周
防
殿　
江
 

被
掛
置
候
、

　
　
格 

新
納
休
右
衞
門

　

文
久
三
亥
八
月
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『
十
四
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

江
夏
蘇
介

文
久
三
亥
七
月

 　
　
（ 
マ 
マ 
） 『
八
月
』

 
嘉
永
七『
子
』七
月

 

『 
  

』　
 
『
米
四
拾
八
俵
』

 

 
四
本
休
次
郎

 
御
馬
廻
よ
り

 『 
  
  
  
  

』

京
都 　
　
　
　
 　
江
 

勤　

『
米
四
拾
八
俵
』

　
　
　
　
　
 
『
孝
』

 

　
　
　

二
郎

　
　
　
　
　
 
『 
  
  

』 『
十
三
』

　

米
四
拾
八
俵

 

中
原
周
助

 　

『
四
』

  

　
　

五
郎

『
安  

 
十
人
賄
料
』

安
政
七
年

  
  
  
  

　
　
　
　

岡
八
郎
太
夫

　
　
　
 
『 
  
  
  
  

』

二
月
十
一
日

  
  
  
  
  

　

米
四
拾
八
俵 

十 
郎

 

篠
�
彦
次
郎

安
政
二
卯
四
月 

  
  

　
　
　
 
『
米
四
拾
八
俵
』

安
政
七
年
二
月
十
一
日

 

原
田
才
之
丞

『
三
』

『
五
』

『
文
久
元
酉
十
月
』

御
供
目
付 

奈
良
原
喜
左
衞
門

　

『
八
』

　

米
四
拾
八
俵　

銀
七
枚
廿
壹
匁

格 

立
花
直
記

　

江
戸
御
留
守
居
付
役
勤

安
政
六
未
三
月

『
十
五
』

　
　
　
　
　
『
○
』御
供
目
付
格

 

『
表
御
目
付
拾
五
人

　
　
　
『
ろ
』　
　

御
目
付 　
 
御 　　
　
 
八
人
』
六
人
賦

　

米
貳
拾
七
俵

　

銀
三
枚
三
拾
貳
匁

 

五
代
東
之
丞

　

文
久
三
亥
六
月

『
廿
九
』

『
安
政
四
巳
七
月
』

 　
『
米
貳
拾
七
俵　
銀
三
枚
三
拾
貳
匁
』

 
嘉
永
五
子
四
月

 『 
  
  
  
  
  

』

『
三
』

　

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

前
田
龍
五
郎

萬
延
元
申
四
月

 

大
山
仲
兵
衞

文
久
元
酉
十
月
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『
十
』

文
久
三
亥

　
　

七
月

 

有
川
矢
九
郎

『
三
十
』

銀
六
枚
三
拾
目

 

西
郷
宗
次
郎

文
久
三
亥
二
月

『
廿
七
』

　

米
五
拾
八
俵

道
奉
行 

最
上
善
之
助

御
裁
許
掛
勤 

文
久
三
亥
二
月
十
二
日

『
一
』

銀
六
枚
三
拾
目

文
久
三
亥
五
月

 

小
倉
喜
右
衞
門

御
裁
許
掛

　

『
廿
八
』

安
政
三
年
辰
十
一
月

 

鈴
木
彌
藤
次

　

『
二
』

米
貳
拾
七
俵

銀
三
枚
三
拾
貳
匁

 

福
�
助
七

安
政
六
未  

『
七
』

　
　
　
　
　
『
銀
六
枚
三
拾
目
』

安
政
申
二
月
十
二
日

 

鎌
田
十
五

『
十
二
』

安
政
五
午
十
一
月

 

永
江
伊
右
衞
門

　

『
六
』

　

米
五
拾
八
俵

　
 
『
マ
ヽ
』

萬
延
五
申 

肥
後
直
次
郎

　

閏
三
月

御
裁
許
掛
り

『
十
四
』

　
　
『
米
貳
拾
七
俵
』

安
政
四
巳 

野
村
勘
兵
衞

九
月

　
　
『
銀
三
枚
三
拾
貳
匁
』

『
四
』

『
米
貳
拾
七
俵 
銀
三
枚
三
拾
貳
匁
』

『
安
政
四
』

　

巳

　
　

九
月 

小
林
一
學

『
五
』

　
　
　
　

宮
原
源
之
丞

　
　
　
　

白
尾
登
五
右
衞
門

 『
安
政
七
年
申
正
月
十
一
日
』

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
表
御
小
姓
よ
り
』

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
  
  
  
  
  

　
　

米
貳
拾
七
俵

銀
三
枚
三
拾
貳
匁

 

鮫
島
吉
左
衞
門

文
久
二
戌
十
二
月

日
勤　
ニ
 

不
及
、
御
用
之
節
者
罷
出
、
平

日
門
弟
中
指
南
方
猶
亦
行
届
候
様
被
仰

付
候
、

『
廿
六
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
『
米
貳
拾
七
俵
』

 
文
久
元
酉
十
月
廿
七
日

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
御
目
付 

川
口
市
左
衞
門

 『 
  
  

』 

　
　
　
　
　
　
　
『
米
貳
拾
七
俵
』

　
　
　
　
 『
十
一
月
』

安
政
六
未
六
月

　
　
　
　
  
  

　
　
　
　

藥
丸
猪
之
助

『
銀
三
枚
三
拾
貳
匁
』

『
八
』
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御
裁
許
掛

　
『
文
久
元
酉
十
一
月
宗
門
改
役
勤
』

銀
三
枚
三
拾
匁

文
久
二
戌
十
二
月

 

小
野
強
右
衞
門

御
軍
賦
役
勤　

文
久
三
亥
八
月 『

廿
五
』

『
廿
四
』

御
役
料
米
貳
拾
七
俵

銀
三
枚
三
拾
貳
匁

 

三
雲
藤
一
郎

文
久
二
戌
十
二
月

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

碇
山
八
郎
右
衞
門

安
政
六
未
十
二
月

『
九
』

　
　

米
五
拾
八
俵

安
政
七
申
□
月

　

琉
球
産
物
掛

 

米
良
助
右
衞
門

御
裁
許
掛

　

安
政
七
申
正
月

『
十
一
』

　

米
五
拾
八
俵

御
裁
許
掛 

樺
山
休
兵
衞

　

萬
延
元
申
六
月

『
十
五
』

御
役
料
銀
六
枚
三
拾
目

 

谷
川
次
郎
左
衞
門

安
政
七
申
二
月

『
十
三
』

道
奉
行　

御
裁
許
掛

 

 

園
田
彦
左
衞
門 『

十
六
』

　

米
五
拾
八
俵

御
裁
許
掛 

近
藤
七
郎
左
衞
門

萬
延
元
申
九
月

『
十
七
』

『
十
九
』

『
十
八
』

米
貳
拾
七
俵

銀
三
枚
三
拾
貳
匁

 

伊
集
院
金
之
進

萬
延
元
申
十
月
五
日

米
四
拾
三
俵

 

益
滿
新
之
丞

萬
延
元
申
十
二
月

米
五
拾
八
俵

　
　
　
　

谷
村
孫
八

文
久
元
酉
□
月

『
廿
二
』

　
　
　
　

名
越
彦
太
夫

文
久
元
酉
六
月

『
廿
』

　

米
七
拾
五 

　

助
教
兼
務

　
　
　
　

伊
地
知
正
治

文
久
元
酉
十
一
月

『
四
』

米
三
拾
五
俵

　
　
　
　

坂
元
廉
四
郎

文
久
元
酉
十
二
月

『
五
』

　
　
　
　
　
　

『
御
軍
賦
役
』　
　
　
　

『
六
人
賄
料
』

　
　
　
　
　
　

『
御
目
付
兼
役
』

　
　
　
　
　
　
 
『 
  
  
  
  

』

『
嘉
永 　
　

 
五
月
廿
三
日

 
被
召
立
候
』

　

米
三
拾
五
俵

　

文
久
二
戌
十
月

　
　
　
　

大
山
格
之
助

『
八
』

米
三
拾
五
俵

　
　
　
　

田
代
宗
次
郎

文
久
二
戌
八
月

『
六
』

『
一
』

『
七
』

『
廿
一
』
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米
四
拾
八
俵

御
供
目
付 

平
田
平
六

文
久
三
亥
七
月

『
十
』

米
三
拾
五 

集
成
館
掛 

中
原
猶
助

文
久
三
亥
八
月

『
十
二
』

米
三
拾
五
俵

助
教
兼
務 

五
代
競
太

文
久
三
亥
正
月

『
九
』

 　
　
　
　
 
『
米
三
拾
五
俵
』

 
安
政
二
二
月

 

田
原
直
助

 
鑄
製
方
掛
よ
り

 『 
  
  
  
  
  

』『
書
籍
方
掛
年
号
可
糺
』

『
二
』

御
役
料
米
四
拾
八
俵

 

岩
山
喜
平
次

安
政
四
巳
七
月

御
廣
敷
番
之
頭
勤

『
十
三
』

嘉
永
五
八
月
十
九
日

 

野
村
彦
兵
衞

御
勘
定
方
小
頭
勤
よ
り

 
嘉
永
五
八
月

 『 
  
  
  
  

』

 

坂
本
彦
五
郎

 
勘
定
方
小
頭
横
目
勤
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  

』

 『
長
崎
御
付
人
格

 　
　
萬
延
元
閏
三
月
』

米
三
拾
五 

 

鈴
木
壮
七

文
久
二
戌
十
月

　

米
四
拾
三
俵

　
　

定
府

御
廣
敷
番
之
頭
勤

 

西
村
仁
平

高
輪
鶴
之
渡
へ
相
勤
、
上
御
屋
敷
・
高

輪
御
庭
方
へ
被
掛
置
候
、

　
　
　

嘉
永
六
丑
四
月

『
十
二
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
米
五
拾
八
俵
』

 
嘉
永
五
十
二
月
御
裁
許
掛
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

『
銀
六
枚
三
拾
目
』

 
嘉
永
五
八
月
御
裁
許
掛
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』
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『
米
五
拾
八
俵
』

安
政
三
辰
四
月

 

丸
田
泰
蔵

御
使
番　
ニ
 

而

　
　
 
『 
  

』

『
二
』

　
　
　

米
四
拾
八
俵

安
政
三

　

辰
正
月

 

川
上
彌
四
郎

『
十
五
』

米
四
拾
八
俵

御
船
奉
行 

肝
付
清
右
衞
門

文
久
元
酉
八
月

『
一
』

　
　
　
　
　
　
 
『
米
五
拾
八
俵
』

弘
化
四『
未
』四
月

 

曾
山
喜
惣
太

御
右
筆
頭
格
よ
り

　

『
五
』

　
　
　
 
『
米
五
拾
八
俵
』

 
弘
化
二
八
月

 『 
  
  
  
  

』

 『
御
使
番
格
』 

竹
下
覺
左
衞
門

 
唐
船
改
役
よ
り

 『 
  
  
  
  
  

』

　
　
　
　
　
『
安
政
六
未
六
月
』

『
三
』

　
　
　
　
 
『
米
五
拾
八
俵
』

嘉
永
四
七
月

  
  
  
  
  

 

土
師
吉
兵
衞

見
習
よ
り

  
  
  
  

　
　
『
萬
延
元
申
五
月
』

『
廿
二
』

 　
　
　
　
　
 
『
米
四
拾
八 

』

 
安
政
五
十
一
月

 『 
  
  
  
  
  

』

 

愛
甲
清
之
丞

 
御
右
筆
よ
り

 『 
  
  
  
  

』

 
安
政
二『
卯
』正
月
御
作
事
奉
行

『
六
』

　
　
　
　
 
『
米
四
拾
八 

』

 
弘
化
二
十
一
月

 『 
  
  
  
  
  

』

 

兒
玉
喜
藤
太

 
御
目
付
よ
り

 『 
  
  
  
  

』

 『
嘉
永
五
子
七
月　

一
篇
之
勤
被
仰
付
候
』

 

最
上
善
之
助

『
安
政
六
未
八
月
廿
六
日

 
『 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
當
御
役　
ニ
 

而
宗
門
改
役
勤
』

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
文
久
三
亥
五
月
』

 

肥
後
平
九
郎

 『
安
政
六
未
八
月
廿
六
日

 
『 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
當
御
役　
ニ
 

而
宗
門
改
役
勤
』

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』

　
　
『
御
細
工
奉
行
勤　

萬
延
元
申
十
一
月
』

 『
米
五
拾
八
俵
』　
　
 
『
萬
延
元
』

 
嘉
永
二
九
月　
　

申
十
二
月

 『 
  
  
  
  

』

 

三
原
喜
之
助

 
御
勘
定
小
頭
横
目
勤
よ
り

 『 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

』
『
廿
三
』

『
十
』

『
九
』

御
役
料
米
四
拾
三
俵

御
廣
敷
番
之
頭
勤

織
屋
掛 

谷
村
彦
助

文
久
三
亥
三
月

米
貳
拾
四
俵
壹
斗

 

山
之
内
庄
之
丞

萬
延
二
酉
三
月

『
廿
四
』
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郡
奉
行
勤

 

山
田
平
蔵

文
久
二
戌
十
月

『
廿
九
』

米
三
拾
四
俵

　
 

格 

川
西
嘉
右
衞
門

勘
定
方
小
頭
勤

安
政
六
未
六
月

『
三
十
四
』

『
終
』　

（
上
下
段
ヲ
分
ケ
ル
線
ハ
編
者
ニ
ヨ
ル
）

『
廿
五
』

　
　
　
　
　
　
　
　
 
『
マ
ヽ
、
匁
カ
』

御
役
料
銀
六
枚
三
拾
枚

 

西
高
十
五
郎

御
勝
手
調
掛
是
�
之
通
、

文
久
元
酉
四
月

銀
六
枚
三
拾
目

郡
奉
行
勤 

猿
渡
彦
左
衞
門

文
久
二
戌
正
月

『
廿
六
』

『
廿
七
』



備
　

忘
　

抄 





（
表
紙
）

　
　

備
忘
抄
上
三
冊

1 　
　
　

宮
中
流
矢
事

　
　

宮
ノ
御
首
ヲ
ハ
取
テ
ケ
リ
、
悲
ト
云
モ
疎
也
、
寺
法
師
律
淨
坊

日
印
本
書
十
四
巻
作

日
胤
下
傚
之
、

 

ノ
弟
子
ニ
　 

伊
賀
坊
、
乘
圓
坊
慶
秀
カ
弟
子
ニ
　 

刑
部
房
、
残
留
テ
命
モ
惜
ス
戦
ケ
リ
、
白
刃
ヲ
拭
ニ
　 
 

ナ
シ
、

爰
ニ
　 

シ
テ
飛
�
判
官
カ
郎
等
多
討
レ
ニ
　 

ケ
リ
、
律
淨
坊
日
印
モ

討
死
シ
テ
失
ニ
　 

ケ
リ
、
心
ハ
猛
思
へ
共
、
小
勢
ハ
力
及
ハ
ス
シ

テ
、
伊
賀
房
・
刑
部
房
奈
良
ノ
方
ヘ
落
ニ
　 

ケ
ル
、

　
　

彼
律
浄
坊
ト
申
ハ
、
兵
衞
佐
頼
朝
流
人
ニ
　 

テ
伊
豆
ニ
　 

オ
ハ
シ
マ

セ
シ
時
、
忍
テ
諸
寺
諸
山
ノ
僧
徒
ニ
　 

祈
ヲ
附
給
ケ
ル
ニ
　 

、
寺
ニ
　 

ハ
此
律
浄
坊
ヲ
以
テ
師
匠
ニ
　 

憑
給
ヘ
リ
、
日
印 

八
幡
宮

ニ
　 

参
籠
ス
ル
事
千
日
、
無
言
大
般
若
ヲ
讀
ケ
ル
ニ
　 

、
七
百
日
ニ
　 

當
ル
夜
、
御
寶
殿
ヨ
リ
金
ノ
鎧
長
門
本

作
甲
、

 

ヲ
賜
ト
示
現
ヲ
蒙
タ
リ
ケ

レ
ハ
、
悦
ヲ
ナ
シ
、
夜
ヲ
以
テ
日
ニ
　 

継
伊
豆
國
ヘ
馳
下
リ
、
此

由
兵
衞
佐
殿
ニ
　 

語
申
、
聞
給
テ
、
如
何
様
ニ
　 

モ
末
憑
モ
シ
キ
事

ニ
　 

コ
ソ
ト
夢
合
シ
給
テ
、
世
ニ
　 

候
ハ
ヽ
思
知
ヘ
シ
ト
宣
タ
リ
ケ

ル
カ
、 

平
家
滅
亡
ノ
後
ニ
　 

兵
衞

佐
殿
三
井
寺
ヘ
尋
給
ケ
ル
ニ
　 

、
治
承
ノ
比
高
倉
宮
ノ
御
伴
申
テ

光
明
山
ノ
鳥
居
ノ
邊
ニ
　 

テ
打
死
也
ト
申
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
不
便
ノ

事
ニ
　 

コ
ソ
、
且
ハ
祈
ノ
師
也
、
此
下
長
門　

本
注
于
下
、

 

又
夢
ノ
勸
賞
モ
充
給

ハ
ン
ト
思
シ
ニ
　 

、
死
ケ
ル
事
ノ
無
慙
サ
ヨ
、
但
其
人
ナ
ケ
レ
ハ

ト
テ
、
兼
テ
存
セ
シ
事
争
カ
空
カ
ル
ヘ
キ
ト
テ
、
伊
賀
国
山
田

郷
ヲ
三
井
寺
ヘ
寄
ラ
レ
テ
、 

律

淨
坊
カ
孝
養
報
恩
退
轉
ナ
シ
ト
ソ
聞
ユ
ル
、

　
　

右
参
考
源
平
盛
衰
記
、

長
門
本
作

日
胤　
　

長
門
本
云
、
騒
動
ア
リ
ト
聞
、
日
胤
急

馳
上
リ
此
事
ニ

ア
ヒ
テ
死
ニ

ケ
リ
云 

、

長
門
本
云
、
夢
ノ
勸
賞
ニ

モ
孝
養
ス
ヘ

シ
、
是
併
律
浄
坊
カ
故
ナ
リ
ト
テ
云 

、

備忘抄
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治
承
四
年
五
月
十
五
日
、
高
倉
宮
密
々
入
御
三
井
寺
、

自
治
承
二
年
九
月
至
四
年
五
月
十
五
日
大
抵
六
百
日
、
又
盛
衰
記
七
百
日
、
逆
量
至

二
年
六
月
、

2 　

東
鑑
治
承
五
年
五
月
八
日
條
云
、
園
城
寺
律
�
房
日
胤
弟
子
僧

日
�
号
帥
公
、

 

参
著
于  
鎌
倉
、
彼
日
胤
者
千
葉
介
常
胤
子
息
、
前
武

衞
御
祈
�
師
也
、
仍
去
年
五
月
、
自
伊
豆
國
遥
被
附
御
願
書
、

日
胤
給
之
、
一
千
日
令
参
籠
石
清
水
宮
寺
、
無
言
而
令
見
讀
大

般
若
經
、
六
百
巻  
之
夜
、
眠
之
内
自
寶
殿
賜
金
甲
之
由
感
靈
夢
、

 

成  
所
願
成
就
思
之
處
、
翌
朝
聞
高
倉
宮
入
御
于
三
井
寺
之
由
、

誂
武
衞
御
願
書
於
日
�
、
奔
参
宮
御
方
、
遂
同
月
廿
六
日
於
光

明
山
鳥
居
為
平
氏
被
討
取
訖
、
而
日
�
相
承
先
師
之
行
業
、
果

千
日
所
願
、
守
遺
命
欲
参
向
之
處
、
都
鄙
不
静
之
間
、
于
今
延

引
之
由
申
之
云
云
、

　
　

廿
二
箱
三
十
五

3 　
　

忠
久
御
下
向
之
日
記
表
H
紙
一
軸
也
、

　
　

鎌
倉
若
宮
八
幡
宮
別
當
八
月
一
日
八
幡
御
寶
殿
之
ト
ヒ
ラ
開
カ

ン
ト
シ
玉
ヘ
ハ
、
日
来
ナ
カ 
シ
虫
食

      

ト
ヒ
ラ
ニ
　 

出
來
リ
玉
フ
、

（
リ
脱
カ
）　

能
々
立
寄
リ
奉
見
ハ
、
右
大
将
頼
朝
ノ
姫
君
ニ
　 

テ
ア
リ
ト
顕
レ

タ
リ
、
自
ラ
死
テ
七
日
ト
申
ニ
　 

、
都
率
ノ
内
院
ニ
　 

迎
ヘ
ラ
レ
マ

イ
ラ
セ
候
ト
虫
食
ニ
　 

顕
レ
候
、
上  
ハ
無
面
目
御
事
に
て
候
ヘ
共
、

自
カ
男
ニ
　 

テ
候
木
曾
ノ
義
隆
ヲ
無
情
モ
殺
玉
フ
事
無
面
目
子
細

ナ
リ
、
故
ニ
　 

依
テ
命
ヲ
捨
テ
ヽ
義
隆
来
世
マ
テ
契
ヲ
成
ス
ヘ
キ

  

島
津
本
師
公

 日
据
島
津
本
、

 

（
潜
カ
）

 

（
◎
且
）

故
ニ
　 

命
ヲ
捨
ル
ナ
リ
、
頼
朝
�
朝
臣
於
テ
ハ
七
代
マ
テ 
ノ
崇 
ヲ

（
◎
祟
）

成
ス
ヘ
シ
、
中
ニ
　 

モ
頼
家
・
實
朝
コ
ソ
ウ
ラ
メ
シ
ク
存
候
ヘ
、

返
々
モ
自
カ
願
ヲ
遂
テ
タ
ヒ
玉
ヘ
ト
、
北
条
四
郎
時
政
ハ
九
代

マ
テ
可
守
ト
若
宮
八
幡
ノ
御
寶
殿
ノ
戸
ヒ
ラ
ニ
　 

顕
玉
フ
ヲ
、
別

當
ハ
是
ヲ
奉
見
テ
、
ケ
ニ
　 
 

事
ア
リ
也
ト
思
玉
テ
、
軈
テ
此

由
ヲ
右
大
将
殿
ニ
　 

申
サ
レ
ケ
リ
、
其
時
頼
朝
則
若
宮
八
幡
詣
リ

御
寶
前
ニ
　 

参
籠
シ
玉
フ
、
時
ニ
　 

頼
朝
別
當
ニ
　 

仰
ケ
ル
ハ
、
立
ヨ

リ
虫
食
ヲ
見
ニ
　 

、
都
率
内
院
ノ
迎
程
ノ
物
ナ
レ
ハ
、
丸
カ
子
孫

ヲ
崇  
ル
ヘ
キ
事
不
可
有
疑
、
姫
カ
ウ
ラ
ミ
モ
事
ア
リ
ヤ
ト
仰
レ

テ
涙
ヲ
流
シ
玉
イ
ケ
リ
、
其
時
別
當
モ
八 

国
ノ
大
名
モ
上
下

萬
民
ニ
　 

至
マ
テ
哀
極
泪
ヲ
流
ス
許
也
、
良
有
頼
朝
仰
ケ
ル
事
ハ
、

別
當
何
ニ
　 

丸
カ
子
孫
ヲ
ノ
コ
シ
置
ク
ヘ
キ
由
仰
ケ
レ
ハ
、
別
當

ハ
尺
取
直
シ
、
愚
僧
カ
申
ヘ
キ
事
ハ
ハ
ヽ
カ
リ
ナ
レ
共
、
平
重

忠
ヲ
召
尋
ソ
ロ
ヘ
ト
申
玉
ヒ
ケ
リ
、
其
時
頼
朝
重
忠
ヲ
召
シ
テ

仰
ケ
ル
ハ
、
云
何
カ
重
忠
承
レ
、
丸
カ
子
孫
ヲ
祟
ル
ヘ
キ
由
申

所
道
理
ナ
リ
、
然
ニ
　 

三
郎
ヲ
重
忠
ニ
　 

任
ス
ル
也
ト
仰
ケ
レ
ハ
、

重
忠
承
テ
、
恐
ニ
　 

テ
候
ヘ
共
若
君
ノ
御
事
請
取
申
候
ト
申
ケ
ル
、

頼
朝
聞
食
シ
大
ニ
　 

御
詠
嘆
シ
玉
フ
、
重
忠
重
テ
申
ケ
ル
ハ
、
同

ハ
今
日
若
宮
之
御◎
前 
ニ
　 

テ
ヱ
ホ
シ
ヲ
キ
セ
奉
ラ
ン
ト
申
ケ
レ
ハ
、

 
（
祟
カ
）
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大
将
殿
聞
食
シ
テ
、
菟
モ
角
モ
重
忠
法
弟
也
ト
仰
有
ケ
レ
ハ
、

其
時
重
忠
軈
テ
名
乗
ヲ
忠
久
ト
申
奉
ル
也
、
其
時
八 

國
之
大

名
ハ
一
同
ニ
　 

重
忠
ヲ
ウ
ラ
ヤ
マ
ヌ
人
コ
ソ
ナ
カ
リ
ケ
レ
、
其
時

頼
朝
又
三
郎
ニ
　 

所
領
ヲ
取
セ
ン
ト
思
食
シ
、
重
忠
ニ
　 

仰
ケ
レ
ハ
、

何
國
ソ
ト
御
尋
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
北
国
ニ
　 

越
前
國
、
若
佐
之
國
、

伊
勢
国
、 
信　

国 
コ
ソ
未
守
護
モ
定
候
ト
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
其
時

　
（
濃
カ
）

頼
朝
四 

国
ヲ
取
ス
ル
ト
仰
ケ
ル
、
重
忠
重
テ
申
ケ
ル
ハ
、
同

ハ
大
隅
、
�
摩
、
日
向
ヲ
ソ
ヱ
テ
七 

国
給
リ
候
ケ
リ
、
忠
久

�
摩
ヘ
下
シ
申
サ
ン
ト
申
サ
レ
ケ
レ
ハ
、
頼
朝
ハ
菟
モ
角
モ
重

忠
法
弟
也
ト
仰
ケ
リ
、
六
十
六 

國
内
ニ
　 

七
百
七
十
七
津
ハ
忠

久
ニ
　 

取
ス
ル
ト
仰
ケ
ル
、
承
久
元
年
八
月
一
日
忠
久
七 

国
ヲ

給
リ
御
知
行
定
候
、
此
モ
重
忠
ノ
申
状
ニ
　 

依
テ
也
、
承
久
三
年

六
月
一
日
下
着
候
畢
、

丹
後
ノ
御
局
ハ
惟
宗
ノ
�
カ
ム
ス
メ
ナ
リ
、

忠
久
ノ
イ
モ
セ
コ
ノ
ヘ
殿
ノ
ヒ
メ
ナ
リ
、

於
樹
佐
木
之
朝
臣
是
ヲ
堅
固
ニ
　 

可
用
物
ナ
リ
、
能 

可
秘
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
親

4 

百
練
抄
七

　
　

六
條
帝
仁
安
二
年
十
一
月
十
八
日
、　

従
三
位
平
盛
子
故
摂
政
北

政
所
、
前

 

太
政
大

臣
女
、

 

被
下
準
三
后
勅
書
、

　
　

治
承
二
年
七
月
十
五
日
、
白
川
殿
故
摂
政
室

 

書
寫
金
泥
一
切
經
、
奉

納
春
日
社
、

　
　

三
年
六
月
廿
日
、
従
三
位
平
盛
子
中
摂
政
室

 

有
贈
位
、
去
月
十
七
日

薨
去
、
今
日
被
仰
廃
朝
、

　
　

十
一
月
十
五
日
、　

今
日
関
白
前
太
政
大
臣 
云

    

 

解
官
、
以
二

基
房

位
中
将
基
通
�
可
為
関
白
内
大
臣
氏
長
者
之
由　

宣
下
云 

、

　
　

四
年
五
月
十
五
日
、
法
皇
第
三
宮
号
三
条
宮
、
新
院
御
舎
弟
、

御
名
以
仁
、
改
源
以
光
、

 

配
流
土

佐
国
云 

、

5 

山
槐
記

　
　

仝
二
年
閏
六
月 
十
六
日

      

癸
卯
天
晴
、
卯
時
右
二
位
中
将
基
通
室

　
（
十
一
カ
）

家
入
道
大

相
国
女

 

産
女
子
、
去
年
産
男
、

但
彼
児
、

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卒
脱
カ
）

6 

仝

　
　

三
年
二
月
八
日
丙
申
天
晴
、
今
日
春
日
祭
也
、
近
衞
使
右
少
将

兼
、 
侍    
九

       

人
、
左
衞
門
尉
成
清
、
左
兵
衞
尉
久
方
、
忠
久
、
左
馬
允　

公
定
、
親
綱
、
高
清
、
内
舎
人
清
實
、
景
基
、
宗
廣
、

 

（
宗
脱
カ
）　

備忘抄
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相
馬
譜
改
文
治
宜
改
元
暦
而
十
八
歳
之
時
云
則

合
矣
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
相
馬
系
改
文

治
二
年
、

　
　

七
月
廿
六
日
摂
政
基
實
薨
、

元
年
八
月
十
二
日
故
摂
政
薨
奏
、
贈
官
贈
位
、



7 　

承
元
三
年
己
巳
十
二
月
十
五
日
乙
亥
、
近
国
守
護
補
任
御
下
文

備
進
之
、
其
中
云 

、
小
山
左
衞
門
尉
朝
政
申
云
、
不 
帯
下
御 

　
（
本
カ
）

下
文
、
曩
祖
下
野 
少
拯
豊 
澤
為
當
国
押
領
使
、
如
檢
断
之
事
、

　
（
掾
カ
）

一
向
執
行
之
、
秀
郷
朝
臣
天
慶
三
年
更
賜 
官
府
之 
後
、
十
三
代

　
（
符
カ
）

數
百
歳
、
奉
行
之
間
、
無
片
時
中
絶
之
例
、
但
右
大
将
家
御
時

者
、
建
久
年
中
亡
父
政
光
入
道
就
譲
與
此
職
於
朝
政
、
賜
安
�

御
下
文
許
也
云 

、

8 

元
禄
十
丑
五
月
金
鐘
寺
書
出

　

一
嘉
禄
三
年
丁
亥
雪
月
十
二
日

　
　

丹
後
之
御
局
郡
山
於
厚
地
御
�
去
、
御
年
八
十
二
、
御
�
所
厚

地
ニ
　 

有
之
、

9 　

政
佐
初
清
重　
　
　
　
　
　
　

　

鎌
田
小
藤
次　

修
理
亮

 

　
　
　

忠
久
主
文
治
二
年
丙
午
六
月
朔
日
發
駕
関
東
、
同
八
月
一
日

下
着
�
摩
国
山
門
院
、
政
佐
在
供
奉
之
列
也
、

　
 　

一
巻　

忠
久
公
よ
り
忠
宗
公
�

10
　
　
　
　
　
　
　

畠
山
重
忠
西
忍
ナ
ト
ア
リ
、

　
　

一
巻　

武
久
公
ま
て

　
　

一
巻　

忠
昌
公
ま
て

　
　

一
巻　

勝
久
公
ま
て　

丹
後
御
局
丹
後
ニ

ハ
ア
ラ
ス
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
も
近
衞
殿
御
家
人
也
、

　
　

一
巻　

勝
久
公
ま
て

　
　

一
巻　

貴
久
公
ま
て

　
　

一
巻　

義
久
公
・
義
弘
公
ま
て

　
　

一
巻　

義
久
公
・
義
弘
公
ま
て

　
　

一
巻　

久
保
公
ま
て

　
　

一
巻　

光
久
公
ま
て

　
　
　
　

〆
古
系
圖
十
巻
、

　

（
マ
マ
）

　
 　
 
　

嶋
津
相
馬
系
圖　
　

垂
水
町
田
七
郎
兵
衞

11
　
　

不
写
カ

　
　
　
　
　
　

諱
眞
明 　

元
利 

「
口
ナ
シ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

抑
留

　
 

○
正
文
在
島
津
筑
後　
　

内
之
浦
坂
元
主
左
衞
門
同
本

12
　
　

右
大
将

　

○
頼
朝
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　

─　
　
　
　

左
大
臣　

母
遠
江
守
時
政
娘
也
、

　

┬
頼
家
親
王

４１２



　

┬
實
朝
親
王

　

─　
　
　
　

大
政
大
臣

　

┌
忠
久
親
王
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　

─

　

─　
　

白
河
法
王
ヨ
リ
為
猶
子
定
置
福
宇
征
夷
将
軍
ト
宣
旨
ヲ

　

─

　

─　
　

下
シ
給
フ
也
、

　

─

　

─　
　

御
袋
ハ  
園
�  
之
イ

御
門
三
代
末
惟
宗
�
比
幾
判
官
藤
四

　

─

　

─　
　

郎
義
數
カ
娘
也
、
忠
久
十
八
歳
之
御
時
高
蔵
宮  
ニ
　 

イ  
ハ

　

─

　

─　
　

レ 
給
フ 
、
也
イ

玉
也

──　

忠
久
御
下
向
ニ
　 

付
、
子
細
白
河
法 
皇 
ヨ
リ
宣 
使  
ヲ   
成

王

      

給
フ
、

町
田
本
ナ
シ

──　

九
州
ノ
諸
士
忠
久
ヲ
可
用
ト  
被
仰
テ
、
三
宝  
�
殿
ヲ
被
召  

──　

テ
西
国
ノ
勅
使
之
由
ヲ
宣
使  
出
シ
梟
ル
、
三
宝
祇
殿
承
、

──　

~
宣
使  
九
州
ニ
　 

下
給
フ
、
去
程
ニ
　 

九
州
ノ
諸
士
宣
使
ヲ
戴

──　

テ
、
中
國
安
藝
國
ニ
　 

忠
久
ノ  
打
迎
ニ
　 
 

参
梟
ル
、
黒
木
護
所

──　

ヲ
作
、
雜
償
ヲ  
上
申
御
目
懸
リ  
候
、
敏
参
テ
御
目
ニ
　 

懸
故

──　

仍
敏
参
上
ト
号
ス
、
九
�
ノ
物
共  
敏
ク
参
テ
御
目
懸
故
仍

──　

テ
敏
参
上
ト
号
ス
、
是
ハ
同
忠
久
ノ
被
仰
状
也
、

─
シ
ユ　

─ 

鎌
倉
之
若
宮
八
幡
宮
ノ
別
當
八
月
一
日
ニ
　 

八
幡
ノ
御
寶
殿

──　

ノ
扉
ヲ
開
カ
ン
ト
シ
給
ヘ
ハ
、
日
来
ナ
カ
リ
シ
虫
食
有
リ
、

──　

扉
ニ
　 

出
来
、
能
ク
イ

立
寄
リ
奉
見  
玉
ヘ
イ

ハ
、
右
大
将
頼
朝

 
代
イ

 
延
喜
イ

 
倉
イ

 祝
イ

 
也
イ

 
王
イ

 食
イ

 旨
ヲ
イ

 旨
イ

 之
イ

 

下
向
ニ
イ

 
賞
イ

 
得
イ

 
者
イ 

イ
ナ
シ

─　

ノ
姫
君
ニ
　 

テ
有
ト
テ
、
死
テ
ヨ
リ
七
日
ト
申
ニ
　 

、
都
率
ノ

──　

内
院
ニ
　 

被
迎
参
セ  
候
ト
虫
食
顕
レ
玉
フ
、
無
面
目
申 

ニ
　 

──　

テ
サ
ウ  
ラ
ヘ
ト
モ
、
自
カ
男
ニ
　 

テ
候
木
曽
ノ
義
隆
ヲ
無
情

──　

殺
シ
給
事
無
念
之
子  
細
也
、
故
ニ
　 

命
ヲ
捨
テ
義
隆
ニ
　 

来
世

──　

ニ
　 

及
契  
ヲ
成
ヘ
キ
故
ニ
　 

仍
命
ヲ
捨
也
、
頼
朝
ノ
子
孫
ニ
　 

於

──　

テ
七
代
ニ
　 

及
テ
祟
ヲ
成
ヘ
キ
、  
中
ニ
　 

モ
頼
家
・
實
朝
コ
ソ

──　

怨
メ
シ
ク
存
シ
候
、
返
ン
モ  
自
カ
願
ヲ
遂
テ
タ
ビ
給
ヘ
ト
、

──　

北
条
ノ
四
郎
時
政
九
代
ニ
　 

及
可
守
若
宮
八
幡
ノ
御
寶
殿
ノ

──　

扉
ニ
　 

顕
シ
給  
フ
、
別
當
ハ
是
ヲ
奉
見
、
現
ニ
　 
 
 

是
モ
理
也
、

──　

軈
テ
此
由
ヲ
右
大
将
殿
ニ
　 

申
サ
レ
ケ
レ
ハ
、
其
時
頼
朝
モ

──　

別
當
モ
若
宮
八
幡
ニ
　 

参
詣
被
召
、
御
寶
前
ニ
　 

参
籠
シ
給
フ  
、

──　

時
頼
朝  
別
當
ニ
　 

仰
ケ
ル
、
立
寄
テ
見
レ
ハ
、
都
率
ノ
内
院

──　

ニ
　 

進
程
ノ
者
ナ
レ
ハ
、
丸
カ
子
孫
ヲ
祟
ル
ヘ
キ
事
不
可
有

──　

疑
、
姫
カ
申
モ
理
ナ
リ
ト
仰
有
テ
泪
ヲ
流
シ
給
ケ
リ
、
其

──　

時
別
當
八 

国
之
大
名
上
下
萬
民
ニ
　 

至 
テ
哀 
ヲ
極
涙
ヲ
流

ナ
シ

──　

ス
計
ナ
リ
、
良
有
テ  
頼
朝
仰
在
ケ
ル
事
ハ
、
何
丸
カ  
子
孫

──　

ヲ
残
置
ヘ
キ
由
ヲ
仰
ケ
リ
、
其
時
別
當
笏
取
直
シ
申
レ
梟

──　

ル
、
愚
僧
カ
申
ヘ
キ
事
ハ
憚
ノ
事
ナ
レ
共
、
平
ノ
重
忠
ヲ

──　

召
サ
レ
テ
御
尋
候
ヱ
ト
仰
ケ
ル
、
何
重
テ
承
リ
候
コ
ト
恐

 

向
レ
玉
イ
イ

 
候
イ

 
也
イ

 テイ

 
シ
イ

 
々
イ

 
レ
イ

 

見
現
シ
奉
ル
云 

 イ
テ
イ

 

ナ
シ
イ

 
在
イ

 

カ
イ

備忘抄
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─　
　
　
　

右
大
臣　

征
夷
将
軍



─　

ニ
　 

テ
サ
フ
ラ
ヘ
ト
モ
、
若
宮   
君
ノ
御 

請
取
申
候
ト
申
ス
、

──　

頼
朝
聞
食
大
ニ
　 

御
叡
感
シ
給
フ
、
重
忠
重
テ
申
ケ
レ  
ハ
、

──　

同
今
日
若
宮
之
御
前
ニ
　 

テ
烏
帽
子
ヲ
着
セ
奉
ラ
ン
ト
申
サ

──　

レ
ケ
レ
ハ
、
大
将
殿
聞
食
テ
、
菟
モ
角
モ
重
忠
法
弟  
ヨ
ト

──　

仰
有
ケ
レ
ハ
、
其
時
重
忠
軈
テ
名
乗
ヲ
忠
久
ト
申
奉
也
、

──　

其
時  
八 

国
之
大
名
一
同
ニ
　 

重
忠
ヲ
ウ
ラ
ヤ
マ
ン
人
コ
ソ

──　

無
リ
ケ
リ
、
其
時
頼
朝
又
三
郎
ニ
　 

所
領
ヲ
取
ラ
セ
ン
ト
思

──　

食
、
重
忠
ニ
　 

仰
ケ
レ
ハ  
、
何
國
カ
吉
國
ノ
有
カ
ト
御
尋
有

──　

ハ
、
北  
国
越
前
、
若
狹
、
伊
勢
、
信
濃
ノ
国
コ
ソ
未
守
護

──　

モ
不
定
候
ト
申
ス
、
其
時
頼
朝
四 

國
ヲ
取
ス
ル
ナ
リ
ト

──　

仰
ケ
ル
、
猶
重
テ
申
様
、
同
ハ
大
隅
、
�
摩
、
日
向
ヲ
副

──　

七 

国
ヲ
給
候
テ
忠
久
�
摩
ヘ
下
申
サ
ン
ト
申
サ
レ
ケ
レ

──　

ハ
、
頼
朝
菟
モ
角
モ
重
忠
法
弟
ナ
リ
ト
仰
ケ
リ
、
其
時
六

──　

十
六 

国
ノ
中
ニ
　 

津
ハ
七
百
七
十
七
津
也
、
是
ヲ
忠
久
ニ
　 

──　

取
ス
ル
ナ
リ
ト
仰
ケ
ル
、
文
治
元
年
八
月
一
日
ニ
　 

忠
久
七

──　
 

國
給
リ
所
領
之
御
知
行
定
候
、
是
モ
重
忠
ノ
依
申
状
ニ
　 

──　

也
、

─ 
シ
ユ　
　
　
　
　
イ
ナ
シ

─
一
イ 
忠
久
十
八
歳
之
御
時
、
文
治
貳
年
六
月
一
日
関
東
ヲ
立
、

──　

都
ニ
　 

上
洛
有
テ
内
裏
ニ
　 

参
籠
申
シ
、
西
國
ニ
　 
  

御
下 
向
ノ
由

ナ
シ

 
イ
ナ
シ

 ル
イ

 
次
イ

 
時
ニ
イ

 
ル
イ

 

ケ
レ
ハ
イ

 ヱ

─　

ヲ
奏
聞
ス
、
君
ハ
ヱ
イ
ラ
ン
有
テ
宣
使  
ヲ
下
シ
給
フ
、
一

──　

年
モ
宇
治
ノ
平
等
院
ニ
　 

テ
打
レ
タ
ル
高
倉
ノ
宮
ニ
　 

似
タ
ル

──　

事
ノ
ナ
ツ
カ  
シ
サ
ヨ
ト
被
仰
テ
涙
ヲ
流
シ
給
テ
、
西
国
ヘ

──　

ハ
下
ス
マ
シ
キ
事
也
、
丸
カ
子
ニ
　 

セ
ン
ト
宣
使
ヲ  
成
給
テ
、

──　

高 
蔵
宮 
ニ
　 

十
八
日
即
位
シ
給
フ
、
此
由
ヲ
頼
朝
聞
食
、
廿

倉
之

──　

一
度
ノ
御
託 
事 
有
テ
内
裡
ニ
　 

奏
聞
シ
給
ヘ
ハ
、
君
モ
ヱ
イ

言

──　

ラ
ン
有
テ
宣 
使 
有
ケ
リ
、
頼
朝
カ
申
モ
事
ハ
リ
也
、
サ
ア

旨

──　

ラ
ハ
西
国
ヘ
下
ス
ヘ
キ
ト
ノ
宣
使
有  
、  
福
宇
征
夷
将
軍
ト

──　

示
シ
給
フ
、
然
ハ
将
軍
ノ
騎
馬
ハ
三
十
騎
之
物
也
、
三
十

──　

三
騎
ノ
キ
ハ
ヲ
打
セ
ヨ
ト
ノ
宣
使
有
テ
使
ヲ
蒙  
ニ
　 

依
、
故

──　

ニ
　 

卅
三
騎
ノ
騎
馬
ヲ
打
セ
候  
、
去
程
ニ
　 
 

西
國
三
十
三 

國

──　

ヲ
ト
ラ
ス
也
ト
ノ
宣
使 
也

    

、

旨

──　

本
田
ハ
幡 
ノ 
奉
行
、

之

 
酒
匂 
ハ
沓

サ
カ
ウ

 
ノ 
役
、
猿
渡
ハ
御
劔
之
役
、

之

──　

左
近
尉
ハ
幡
指
ノ
役
也
、 
鎧  
之
役
ハ 
渡  
野  
邊 
、
甲

ワ
タ 
ナ 

ヘ

 
ノ 
役
ハ

之

──　
 
左  
曹 
、
�
楯  
ノ
役
ハ 
立  
山 
、
籠
手
之
役
ハ
二

サ
 ヽ
ウ 

タ
テ 
ヤ
マ

 
ノ
宮 
、 

 
當

ナ
シ

──　

之
役
ハ 
�  
香 
・ 
難  
波 
・ 
瀬  
能 
・
長
野
・
石
墓
・
福
崎
、
何

ハ
チ 
ス
カ 

ナ
ン 
バ 

セ 
ノ
ウ

──　

モ
此
人
々
ハ
西
国
ノ
軍
奉
行
ニ
　 

テ
候
也
、

─　

（
建
）

─　

イ

健
久
六
年
乙
卯
始
テ
�
摩
ヱ
下
向
ス
、
イイ

 

──

 旨
イ

 

ナ
ケ
イ

 
旨
イ

 
旨
イ

 テイ

 

宣
旨
イ

 

ス
ル
也
、又

 
イ
ナ
シ

 

ナ
シ
イ

 
副
イ

 腹
イ
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─　
　
　

大
将
大
臣　

大
夫
判
官　

諱
ハ
徳
佛
、
イイ

 

┌│
○
忠
久
親
王
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　

自
白
河 
鳳
皇 
忠
久
之
親  
王
大
将
大  
臣
ト
示
給
候
、
─

法
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　

右
正
文
島
津
筑
後　

嶋
津
之
継
圖

　

一
當
家
之
幕 
之
文
事 
�
�
之
亀
ニ
　 

テ
候
、
龜
之
上
ヲ
十
文
字
ニ
　 

.

　
（
紋
カ
）

セ
候
、
彼
十
文
字
ト
申
ハ
天
地
ヲ
表
タ
ル
物
也
、
是
ハ
天
下
之

総
文
ニ
　 

テ
候
、
自
頼
朝
給
候
、
家
ニ
　 

續
時
口
傳
ヲ
相
傳
ス
、

　
　

本
朝
帝
皇
圖
ト
題
シ
テ
天
神
七
代
ヨ
リ
系
起
シ
忠
昌
公
ニ
　 

訖
ル

系
圖
ノ
拔
書
也
、

　

但
右
ノ
中
義
仲
ノ
子
義
隆
ノ
傳
ニ
　 

、

義
隆
御
臺
頼
朝
娘
也
、
夫
ヲ
打
ル
ヽ
カ
故
ニ
　 
 
仍
崇
ノ 
神
ト
成
給
、

　
（
祟
カ
）

七
代
マ
テ
可
祟
ト
ノ
誓
願
也
、
故
ニ
　 

仍
忠
久
ヲ
西
国
ヘ
ヲ
ト
シ

給
フ
、
是
ハ
重
忠
カ
計 

也
、

　
 

○
島
津
筑
後
忠
直
格
護

13
　

辰　

文
書
系
圖
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　

マ　

マ　

）

　
　
　

御
兄
弟
争
位
候
テ
、
御
兄
弟
ニ　
　
　
　

云 

、

 

イ
ナ
シ

 
政
イ

　
　

清
和
天
皇

　
　
　
　

右
系
起
中
略
、

　

─　
　
　

正
治
元
年
正
月
十
三
日
、
五
十
三
死
去
、

　

�┬
頼
朝
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　

─　
　

十
四
歳
テ
伊
豆
國
ニ

流
罪
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┬
範
頼　

蒲
之
御
曹
子　

三
川
守　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
マ
マ
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

　

┌
義
經　

源
九
郎　

伊
与
守　

正　

位

牛
若　

沙
名
王
丸　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　

平
家
十
六
万
騎
云 

、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　

─

　

�┬
頼
家　
山
城
守　

右
大
将

従
二
位
西
将
軍　

 

　

─

　

�┬
實
朝　
相
州
大
守　

従
二
位
東
将
軍

 

　

─

　

┬
能
寛

　

─

　

─　

御
分
國
七 

国
、
和
泉
�
・
信
�
・
越
前
・
伊
勢
・
大

　

─

　

─　

隅
�
・
日
向
�
・
�
摩
�
、

　

─

　

─　
　

豊
後
守　

判
官
位　

従
四
位　
　
　
　

豊
後
守
ト
号
、

　

�┬
忠
久
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
�│
忠
義
│
│
│
│
│
│
│
│

　

─　
　

童
名
法
師
房
丸　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
衞
門
三
郎

　

─

　

─　

近
衞
之
姓
ヲ
賜
テ
始
テ
藤
原
ト
号
、
此
由
ハ
頼
朝
之
子

　

─
（
孫
カ
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　

─　
 

可
絶
ト
云
虫
食
ノ
正
八
幡
宮
柱
ニ　

ヲ
於
源
氏
ノ
始

　

─

　

─　

還
テ
九
�
下
向 　
  
テ
鎮
西
之
将
軍
ト
申
也
、

（
候
）

　

─

　

┌
童
法
師
丸

備忘抄
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右
系
切
ハ
忠
昌
公
、
伊
集
院
ハ
煕
久
、
川
上
ハ
忠
豊
子
ノ
虎

五
郎
等
ニ
　 

絶
筆
ノ
本
也
、

　
 　

�
同
忠
置
格
護

１４　
　

仁
王
五
十
六
代

　
　

清
和
天
皇
ト
系
出
中
略
、

　

┐
頼
行

　

─　
　
　

治
承
四
年
庚
子
四
月
高
倉
宮
御
謀
�
時
打
死
也
、

　

┬
源
三
位
頼
政
│
│
┘

　

─　
　
　
　
　
　
　

─

　

┌
女
二
條
院
讃
岐　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┐
│
│
│
│
│
│
│
└

　

─

　

┬
伊
豆
守
仲
綱

　

─　
　
　
　
　
　

源
太
夫
判
官　
　
　
　
　
 
判
官
代

　

┬
伊
豆
蔵
人
兼
綱
│
│
│
│
│
│
│
頼
茂

　

─　
　

二
条
蔵
人

　

┌
仲
家
│
│
│
│
│
│
頼
兼
蔵
人

　
　

義
仲
弟
ニ
　 

テ
養
子
、

　
 　

又
一
本
當
家
御
系
圖
清
和
ヨ
リ
貞
久
�
、

１５　
　
　

┐

　
　
　

─

　

頼
朝
┼　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
局
脱
カ
）

　
　
　

─　
　

号
始
嶋
津
家
、
母
但
後
御

　
　
　

┌
忠
久
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
　
　
　
　
　
　

建
久
六
年
八
月
一
日
�
广
三 

国
下
着
、
御
年

十
五
歳
、

　
　
　
　
　
　

衞
門
兵
衞
佐　

豊
後
守　

大
夫
判
官

　
 

�
川
上
上
野
久
尚
系
圖
文
書
寫

１６
　
　

嶋
津
者
継
圖
源
家
也
、
頼
朝
之
為
三
男
故
如
此
候
、
雖
然
然  
八

文
字
殿
一
節
奉
養
候
故
ニ
　 

先
者
惟
宗
氏
也
、
其
後
近
衞
殿
御
養

子
故
藤
原
也
、
又
承
久
之
比
、
光
明
峰
寺  
殿
御
子
天
下
之
為
關

白
、
其
時
實
基
公
之
御
養
子
ト
シ
テ
藤
原
氏
給
ラ
セ
給
ケ
ル 

、

然
者
両
度
也
、
御
ヱ
ボ
シ
親
ハ
畠
山
秩
父
平
重
忠
也
、
然
モ
皮

重
忠
之
御
聟
ト
シ
テ
建
久
七 

丙
辰
三 

国
ヘ
御
下
向
也
、
又

丹
後
之
局
者
比
城
藤
四
郎
ノ
姉
也
、
惟
宗
�
之
御
娘
也
、
其
故

也
、

　
 

�
正
文
在
伊
集
院
善
太
夫

１７
　
　

人
王
五
十
六
代
云 

　

清
和
天
皇
ト
系
出
、

　
　
　
　

┐
│
頼
家

　
　
　
　

─

　
 

頼
朝
┼ 

實
朝

　
　
　
　

─

 本ノ
マ
ヽ

 

関
白
道
家 

４１６



　
　
　
　

──

　
　
　
　

┬
│ 
忠
久  

豊
後
守

　
　
　
　

─

　
　
　
　

─　
　

承
久
三
年
六
月
為
近
衞
殿
養
子
、
改
惟
宗
氏
号
藤
原
、
其
母

丹
後
ノ
御
局
也
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　

─

　
　
　
　

─　

島
津
太
郎

　
　
　
　

┬
│
忠
季　

若
狹
守

　
　
　
　

─

　
　
　
　

─　

次
郎　

御
母
本
田
次
郎
親
經
女
也
、

　
　
　
　

┌
│
忠
經　

平
朝
臣
義
時
退
治
之
時
、

為
京
方
於
宇
治
川
戦
死
、

 

　
　
　

抑
留

　
　
　
　

出
水
川
俣
平
右
ヱ
門
同
系

　
 

�
正
文
在
長
島
士
四
本
嘉
左
衞
門　

見
寫

１８　
　

貞
觀
元
六
一
日
御
即
位

　

清
和
天
皇
ト
系
出
、

　
　

左
衞
門
頭

豊
後
守

 

 
　
 

　

忠
久

　
　
　
　

母
儀
丹
後
御
局
、
承
久
三
年
六
月
一
日
右
兵
衞
佐
、
大
夫

判
官
、
内
裡
ニ
　 

テ
元
服
、
近
衞
殿
之
姓
ヲ
借
号  
藤
原
、
法

名
得
佛

　
 

�
正
文
在
島
津
備
中

１９　
 
五
品　

大
学
少
允　
　
　

四
品　

掃
部
頭

　

孝
親
│
│
│
│
│
│
孝
言
│
│
│
│
│
│
基
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

詩
作

 テイ

　

使
五
品　

豊
後
守　
　
　
 

　

忠
久
│
│
│
│
│
┘　

忠
高
│
│
│
│
│
忠
春
┤
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
└　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　

┌ 
忠
澄 　
　
　
　
　
　
　

─

同
八
郎

　

右
大
将
家
御
代
関
─　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

─

　

東
参
候
、
母
丹
後
─　

┌ 
忠
直
│ 
│
┤
│
│

同
弥
三
郎

 
忠
俊
│ 
│
│
┘

同
彦
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

┐
│
│
│
│
└　
　
　
　
　
　
　

─

　

局
、
比
企
判
官
婦
、─　

─　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
│
└

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

┬ 
忠
氏　
 　
　

─

同
彦
四
郎

　

嘉
禄
三
年
死
去
、 
─　

─　
　
　
　
　

┬
忠
綱  
│
│

      

│
│
┘

同
五
郎
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

┬ 
忠
継　
 　
　

─　
　
　
　
　
　

─

同
彦
五
郎

　

八
十
二
、 　
　
　

─　

─　
　
　
　
　

─
┐
│
│
│
│
│
└

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

┌
女
子　
　
　

─
─

　

元
暦
二
年
八
月
十
─　

┐
│
│
│
│
│
└
┌
忠
時  
│
│

      

│
┘

同
孫
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

─　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
│
└

　

七
日
、
嶋
津
庄
三
─　

┬
範
忠  　

     

　
　

┌
尼
圓
心
│
│
│
┘

同
又
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
 

国
守
護
兼
惣
地
─　

┬
忠
員  　

     

　
　

┐
│
│
│
│
│
│
└

同
弥
三
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

─　
　
　
　
　

┌
惟
宗
氏
女

　

頭
職
并
所
御
恩
、
─　

┌ 
忠
行 　
同
六
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
└

─
従
五
位
上　

大
隅
守　

法
名
道
佛

┬
忠
義
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┤
久
時  
│
│
│
│
│
│
│
│

─　
　

改
忠
時
、　
　
　
　
　
　
　

─　
　

修
理
亮

─
文
治
五
年
己
酉
生
、　
　
　
　
　
　
 
─
父
四
十
三

　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

寛
喜
三
年　

六
十
五

─　

三
郎
兵
衞
尉　

左
衞
門
尉　

─　

法
光
寺
御
他
界
時
出
家

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　

時
宗
也
、
弘
安
七
四
月

─　

修
理
亮　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　

日
卒
ト
ア
リ
、

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　

四
日
出
ケ
、

─　

最
明
寺
御
代
出
家
、 　
　
　

─　

母
畠
山
重
忠
女

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　

文
永
九
年
九
月
廿
二
日
死
去
、─　

弘
安
七
年
後
四
月
十
二

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

備忘抄
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号
島
津
判
官
、
法
名
得
佛
、

弘
安
九
年
丁
亥
三
月
廿
一
日
薨
去
、

左
兵
衞
尉

左
衞
門
尉

島
津
判
官

従
五
位
下　

下
野
守

　

法
名
道
忍

分
国
七
ケ
国　

日
向　

大
隅　

�
摩　

越
前　

若
狹　

伊
勢　

信
濃

豊
後
太
郎
兵
ヱ
尉

法
名
生

同
三
郎

法
名



─　

八
十
四
、　
　
　
　
　
　
　
　
 
─　

日
死
去
、
五
十
四
、

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　

文
暦
年
改
姓
藤
原
、 　
　
　

─　

大
炊
助　

法
名
教
佛

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┬
長
久

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

母
同

─　

使
五
品　

周
防
守　

法
名
道
阿　
 

─

┬
忠
綱　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

野
本
備
前
守
母

─　
　

五
郎
左
衞
門
尉　
　
　
 　
　

┬
女
子

─　
　

年
六
十
四
死
去
、　
　
 　
　

─　

母
同

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　

式
部
丞

─　

五
品　

常
陸
守　

法
名
素
信　
　
 
┬
忠
継
│
│
┤
│
忠
實

─
忠
量　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　

─

　

─
イ
景　

五
郎
左
衞
門
尉　

廷
尉　
　

─
┐
│
│
│
└

─　
　
　

續
古
今
作
者　
　
　
　
 
─
─　

平
賀
三
郎
左
ヱ
門
入
道
後
家

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
┌
女
子

─　

法
光
寺
御
他
界
ノ
時
出
家
、
─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　

正
安
二
年
五
月
死
去
、
六　

─　

左
衞
門
尉　

法
名
阿
妙

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
忠
祐
│
│
│
│
│
│
│
┘

─　

十
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　

五
品　

豊
後
守　
　
　
　
　
 
─

─
忠
宗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

弥
三
郎

─　
　

五
郎
左
ヱ
門
尉　
　
　
　
　
 
┌
頼
祐

─　

應
長
元
年
死
去
、
四
十
五
、

──　
　

五
品　

常
陸
介

─
忠
秀

─　
　

五
郎
左
ヱ
門
尉　

判
官

──　

六
郎
左
ヱ
門
尉　
　
　
 
太
郎
左
ヱ
門
尉　

法
名
行
親

┬
忠
直
│
│
│
│
│
│
直
經

──　

三
郎
左
衞
門
尉　
　
　
　
 　

弥
六
左
ヱ
門
尉　
 
左
京
進

─
泰
忠
│
│
│
│
│
│
│
│
時
忠
│
│
│
│
光
忠

──　

次
郎
左
ヱ
門
尉　
　
　
　
　
 
宮
内
左
ヱ
門
尉

─
忠
氏
│
│
│
│
│
│
│
┤
満
忠
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

─　

三
郎
左
ヱ
門
尉　
　
　
 
─　
　
　
　
　
　

彦
太
郎

─
忠
重　
　
　
　
　
　
　

┌
女
子
│
│
│
忠
村
│
│
│
┘

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　

三
郎　
　
　
 
彦
三
郎 

─　

孫
太
郎　
　
 
彦
太
郎

─
忠
弘
│
│
│
忠
家　
　

┌
忠
泰
│
│
│
忠
長

───　
　

次
郎

─
忠
經

─　
　

九
郎　

蔵
人

┬
忠
光

─
景
イ

十
郎
左
ヱ
門
尉

┬
置
村

─　
　

梶
原
源
太
左
衞
門
尉
妻

┬
女
子

─　
　

小
田
常
陸
前
司
母

┬
女
子

─　
　

三
浦
大
太 
郎
式
部
妻

┬
女
子

─　
　

美
濃
局　

御
所
官
女

┬
女
子

　
 　
　

元
録
十
五
年
閏
八
月
日
帳

２０　
　
　

閏
八
月
十
九
日
晴
天

　
 

┬
忠
光 
九
郎　

蔵
人

２０の１

─┬
景
村 
十
郎
左
衞
門

 
又
イ

４１８



─┬
女
子 
梶
原
源
太
左
衞
門
妻

─　
　
　
　
　
　

（
マ
マ
）

┬
女
子 
小
田
常
陸
前
司

─┬
女
子 
三
浦
大
太
郎
式
部
妻

─┬
女
子 
美
濃
局　

御
所
官
女

　
　

右
之
人
数　

御
前
ニ
　 

被
召
置
候
折
本
御
系
圖
ニ
　 

忠
久
公
御
子
忠

時
・
忠
綱
・
忠
直
与
　 

小
田
常
陸
介
室
与
　 

有
之
候
女
子
与
　 

之
間
ニ
　 

系
り
入
筈
ニ
　 

先
年
諸
系
圖
�
前
ニ
　 

伊
地
知 
助
右 
衞
門
役
儀
之
節

（
重
英
）

古
系
之
内
よ
り
見
出
押
札
い
た
し
、
御
前
江
　 

被
差
上
置
候
ニ
　 

付
、

系
り
可
入
儀 

考
候
而
可
申
上
由
御
意
候
、
是
ハ
御
文
書
箱
之

内
江
　 

有
之
候
十
巻
計
之
古
系
圖
之
内
ニ
　 

壱
巻
右
之
人
数
為
系
入

有
之 

と
覚
申
候
、
其
許
ニ
　 

而
御
見
合
御
考
、
御
両
人
思
召
之

程
究
而
急
便
ニ
　 

可
被
仰
越
候
、
我
等
存
候
ハ
、　

龍
伯
公
御
代

御
究
被
遊
候 

地
紙
之
御
系
圖
ニ
茂
見
へ
不
申
候
、
尤
御
記
録 

ニ
茂
系
り
入
無
之
候
、
川
野 
六
兵 
衞
書
調
被
差
上
候
御
系
圖
ニ
茂

（
通
古
）

無
之
候
、
然
者
此
節
系
り
入
候
儀
ハ
不
入
事
之
様
ニ
　 

存
候
、
殊

ニ
　 

梶
原
源
太
左
衞
門
な
と
御
縁
中
之
儀
旧
記
ニ
茂
見
得
不
申
候
、

各
御
了
簡
究
而
可
被
仰
越
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
五
右
衞
門

　
　

八
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

國
明
判

　
　

市
來 
源
右 
衞
門
殿

（
家
年
）

　
　

肥
後 
仁
右 
衞
門
殿

（
盛
香
）

　
 　
　
　

覺

２１　

御
前
江
　 

被
召
置
候
御
系
圖　

忠
久
公
御
子　

忠
時
公
・
忠
綱
・

忠
直
・
女
子
与
　 

有
之
候
、
然
処
ニ
　 

、
先
年
古
系
圖
之
内
よ
り
被

見
出
候　

忠
久
公
御
子
之
次
第
相
替
候
付
御
系
圖
ニ
　 

御
系
入
被

成
度
之
旨
、
先
役
人
伊
地
知
助
右
衞
門
御
方
御
同
役
之
節
被
申

上
置
候
、
右
付
此
節　

忠
久
公
御
子
之
次
第
古
系
図
之
写
御
遣

致
拜
見
候
、
右
之
通
ニ
　 
　

忠
久
公
御
子
系
り
入
候
御
系
圖
御
文

書
箱
之
内
見
合
申
候
処
ニ
　 

、
右
通
ニ
　 

系
候
御
系
圖
壱
通
茂
無
御

座
候
、
依
之
、
越
前
島
津
之
系
図
写
嶋
津
備
中
殿
へ
有
之
由
候

故
、
取
寄
見
申
候
處
ニ
　 

、
御
方
よ
り
被
書
候　

忠
久
公
御
子
之

次
第
不
相
替
候
、
且
又
志
布
志
衆
中
山
田
七
郎
右
衞
門
當
座
ニ
　 

被
差
出
置
候
壱
枚
古
系
圖
ニ
　 
　

忠
時
公
御
兄
弟
之
次
第
委
敷
系

候
而
有
之
、
慥
成
古
系
圖
と
相
見
得
候
故
、
引
合
せ
見
申
候
得

者
、
其
方
よ
り
被
遣
候
書
付
ニ
　 

相
違
之
所
も
御
座
候
、
左
候
得

者
、
此
節
御
系
入
可
被
成
儀
不
入
儀 

与
　 

存
申
候
、
為
御
見
合

備忘抄

４１９

朱　

一
本
行
之
状
伊
勢
平
蔵
従
江
戸
御
使
ニ

為
罷
下
由
候
て
、
今
日
當
座
へ
被
致
持

参
候
事
、



人
王
七
十
六
代
、
廿
九
歳
即
位
、
治
三
年
、
建
久
三
年　

子
三
月
十

三
日
崩
御
、
六
十
六
歳
、

人
王
七
十
七
代
、
十
六
歳
即
位
、
治
七
年
、
永
萬
元
年
乙
酉
七
月
廿
一

日
崩
御
、
廿
三
歳
、
此
時
南
都
与

延
暦
寺
額
打
ノ
論
ア
リ
、

人
王
七
十
八
代
、
二
歳 

位
、
治
三
年
、
安
元
二
年
丙
申
七
月
十
七
日

崩
御
、
十
三
歳
、

宇
治
橋
合
戦
之
時
南
都
へ
落
給
フ
処
ヲ

奉
打
、

右
七
郎
右
衞
門
古
系
圖
之
写
遣
申
候
間
、
其
元
ニ
　 

而
御
引
合
せ

可
有
御
覽
候
、
被
仰
聞
候
通
御
系
圓
之
儀
ハ
先
役
人
被
究
置
、

天
下
ニ
茂
被
出
置
候
御
系
圖
之
儀
ニ
　 

御
座
候
得
者
、
此
中
之
通

ニ
　 

被
召
置
可
然
存
申
候
、
乍
然
御
家
ニ
　 

付
差
立
候
訳
茂
有
之
、

慥
成
證
書
出
申
、
不
被
系
入
候
而
不
叶
儀
ニ
　 

御
座
候
ハ
ヽ
、
御

穿
議
之
上
を
以
可
被
系
入
事
御
座
候
得
共
、
其
通
ニ
茂
無
之
、

七
郎
右
衞
門
古
系
圖
ニ
茂
不
致
符
合
候
得
者
、
御
方
よ
り
被
仰

越
候
通
、
此
節
御
系
之
儀
者
不
入
儀
与
　 

御
同
意
ニ
　 

存
候
、
我 

了
簡
之
通
可
申
入
之
旨
承
候
故
、
如
此
ニ
　 

御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
記
録
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
来 
源
右 
衞
門

（
家
年
）

　
 　

九
月
二
日 

（
元
禄
十
五
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肥
後 
仁
右 
衞
門

（
盛
香
）

　
　

田
中 
五
右 
衞
門
殿

（
国
明
）

　
 　

向
之
島
萩
原
介
大
夫

２２　

五
年
若
菜
の
巻
ニ
　 

　

出
家
し
て
西
山
ニ
　 

う
つ
り
す
ま
せ
給
ふ
、

　
 　
　
　

此
間

２３

　

本
云
元
亨
三
年
癸
卯
八
月　

日

　

第
二
本
云
正
中
二
年
十
月
下
旬

　

第
三
正
平
廿
一
年
丙
午
卯
月
一
日
任
本
書
付
了
、

　

應
永
卅
五
年
卯
月
一
日

　

正
長
貳
年
己
酉
二
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
小
野
氏
千
代
王
丸

　
　
　
　
　

平
等
王
院

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│

　
　
　
　
　
　

奥
切

　
 　

小
根
占
川
北
村
百
姓
善
次
郎
由
緒
書
ノ
中

24　
　

従
清
盛
時
代
�
頼
朝
之
代
王 

位
之
次
第

　

白
河
院
云 

、
中
間
略
ス
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
壬
カ
）

　

後
白
河
院 

　

二
條
院 

　

六
條
院 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
寺
一
長
者

　
　
　
　

無 
即
住
、  
治
承
四
年
庚
子
五
月
廿
三
日 

┐
道
尊
僧
正

（
位
）

　

高
倉
宮
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┴　
　
　
　

号
安
井
僧
正
、

　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

４２０



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
還
俗
宮

　

高
倉
院 

　

一
宮
安
徳
天
皇 

　

二
宮
無
即
位
、

　

三
宮
无
即
位
、

　

四
宮
後
鳥
羽
院 

　
　
　
　
　

元
亀
三
年
壬
申
卯
三
日
於
高
山
書
、　

尭
政
筆

　
 　

嶋
津
ノ
豊
後
守
頼
朝
ヨ
リ
前
ハ 

、
頼
朝
ヨ
リ
後 

、

２５

家
ノ
子
ハ 

也
、
頼
朝
ノ
御
時
、
嶋
津
ニ
　 

実
子
ニ
　 

付

テ
頼
朝
ノ
二
男
ヲ
嶋
津
ニ
　 

被
下
、
其
ヨ
リ
源
ト
氏
チ
白
十
文
字

是
也
、
大
原
や
お
し
お
の
山
の
よ
こ
雲
に
た
つ
ハ
す
ミ
の
け
ふ

り
け
り
ト
あ
そ
は
し
候
、
嶋
津
者
頼
朝
ノ
正
す
ち
、
将
軍
ノ
家

ト
申
傳
ル
事
也
、
嶋
津
越
前
國 
厨 
浦
ニ
　 

居
住
有
事
今
に
い
た
る

く
り
や

ま
て
十
六
代
也
、
當
國
在 

所 

ニ
　 

嶋
津
七 
頭 
ト
テ
有
之
、
今

か
し
ら

平
氏
岩
ヲ
ニ

松

　
　
　
　

白
十
文
字

伊
藤
・
つ
ち
も
ち

お
ひ
・
く
し
ま

ハ
一
人
も
御
座
な
く
候
、
頼
朝
・
儀
經  
・
高
氏
将
軍
代 

御
か

ん
状
拜
見
仕
候
、
今
ハ
方 

ニ
　 

さ
ん
さ
ひ
候
て
高
氏
将
軍
ノ
計

あ
ま
た
御
座
候
、
涯
分
調
法
仕
進
上
申
度
心
中
�
候
、
厨
浦
ニ
　 

寺
を
造
立
シ
西
徳
寺
ト
テ
一
宇
立
、
我
等
ニ
　 

今
ニ
　 

弟
子
ヲ
お
き

申
候
、
嶋
津
殿
す
し
ハ
皆 

浦
人
ニ
　 

成
、
如
此
に
て
候
、
次
ニ
　 

越
後
房
し
な
の
い
つ
な
へ
ま
い
る
へ
き
よ
し
申
さ
れ
候
へ
共
、

方 

と
り
あ
ひ
に
て
候
、
料
足
壱
貫
文
あ
つ
か
り
申
候
、
い
つ

ま
て
な
り
と
も
御
く
た
り
時
渡
申
候
へ
く
、
貴
殿
様
此
越
後
房

へ
御
目
か
け
ら
れ
候
者
大
慶
申
盡
か
た
く
存
候
、
諸
事
重
而
可

申
上
候
、

　
　

右
松
山
平
田
宥
堅
坊
よ
り
抑
留
之
古
書
也
、

　
 

外
題
光
久
公
于
時
尊
齢
七
十
三
元
禄
元
年
也

２６

一
御
寶
鑑
壹
帖　

十
五
折
、
竪
一
尺
四
寸
六
分
、

横
二
尺
一
寸
五
分
、　
　
　

 

　
　
　

頼
朝
�
御
袖
判
元
暦
二
年
六
月
十
五
日
伊
勢
國
波
出
御
厨
御

拝
領
之
御
下
文
ヨ
リ
高
武
蔵
守
師
直
康
永
三
年
十
二
月
廿
二

日
奉
書
�
五
十
三
通
、

　

仝一
同
壱
帖　

折
數
竪
横
寸
尺
同
上
、

 

（
義
カ
）

備忘抄
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仁
王
七
十
九
代
、
堅  
春
門
院
御
腹
、
八
歳
即
位
、
治
十
三
年
、
清
盛
入

道
聟
也
、
廿
歳
ニ

シ
テ
位
ヲ
ス
ヘ
テ
後
嚴
島
ニ

御
幸
ア
リ
、
治
承
五
年

辛
丑
正
月
十
四
日
崩
御
、
廿
一
歳
、
王
子
四
人
、

 
（
建
）

六
歳
即
位
、
治
十
五
年
、
此
院
ハ
木
曽
左
馬
頭
以
来
ノ
為
王
、

木
曽
ニ

モ
頼
朝
ニ

モ
義
經
ニ

モ
北
条
四
郎
時
政
ニ

モ
輒
ク
成

院
宣
給
シ
ハ
此
王
也
、
是
偏
後
白
河
法
皇
御
計
也
、
仍
頼
朝

�
去
之
以
後
成
頼
経
之
代
、
承
久
三
年
兵
乱
之
時
隱
岐
国
ヘ

被
流
、
後
号
隱
岐
院
、
延
暦
元
年
己
亥
三
月
廿
二
日
崩
御
、

三
十
六
歳
也
、　
　
　
　

（
応
）

仁
王
八
十
代
、
建
礼
門
院
御
腹
、
三
歳
即
位
、
治
三
年
、
文

治
元
年
乙
丑
三
月
廿
四
日
於
長
門
国
二
位
尼
奉
懐
入
海
中
、

八
歳
也
、

　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　

木
曽
義
仲
奉
取
、



長
一
尺
一
寸
五
分
、
袖
絹
同
上
、
裏
金
砂
子
、
無
軸
、
啄
木
、

三
之
巻

長
一
尺
六
寸
、
袖
絹
織
物
、
袖
裏
金
地
十
文
字
御
紋
大
小

�
交
、
軸
箔
磨
、
啄
木
、

十
三
折
、
竪
一
尺
四
寸
六
分
、
横
二
尺
一
寸
五
分
、
H
装
金
襴
、
裏

金
十
文
字
御
紋
大
小
�
交
、
四
方
金
物
赤
銅
八
双
、
淺 

服
紗
包
之
、

右
二
帖
絹
H
紙
、
下
繪
有
、

金
袖
裏
十
文
字
御
紋
�
、
赤

銅
金
物
、
紫
縮

緬
袷
巾
包
之
、

　
　
　

足
利
直
義
貞
和
四
年
正
月
十
二
日
證
判
ヨ
リ
将
軍
義
昭
公  
二

月  
廿
六
日
御
内
書
ま
て
五
十
四
通
、 

　

仝一
同
壹
帖　

十
三
折
、
竪
壱
尺
七
寸
、
横
二
尺
三
寸
二
分
、

　
　
　

家
康
公
十
一
月
十
一
日
御
書
よ
り
秀
忠
公
十
月
廿
九
日
御
内

書
�
三
十
三
通
、

　

右
三
帖
御
番
所
御
格
護
、

　

外
題
無
、

一
同
二
帖　
 

　
　

御
文
書
六
十
四
通
、

　
　

伊
作
家
一
帖
御
文
書
五
十
三
通
、
イ
五
十
一
通

　

右
二
帖
岩
崎
御
文
書
蔵
御
格
護
、

一
御
巻
物
一
軸　

長
一
尺
七
寸
五
分
、
袖
絹
織
物
、
袖
裏
金
砂
子
若
松
模
様
、

軸
箔
磨
、
啄
木
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　

右
高
麗
唐
島
御
戦
功
ニ
　 

付
御
朱
印
御
感
書
五
通
、

　

外
題
白
帋

一
御
軸
物
一
巻　
 

　
　

右
御
檢
地
後
御
拝
領
高
之
御
朱
印
二
通
、

　

仝一
同
壹
軸

 天

 正
十
五
年
カ

　
　

右
摂
州
播
州
御
拜
領
高
之
御
朱
印
五
通
、

一
同
一
軸　

長
ケ
壹
尺
六
寸
、
袖
絹
同
上
、
袖
裏
金
砂
子
も
や
う
、

　
　

右　

義
久
公
御
文
書
三
十
四
通
、

一
同
一
軸　

寸
尺
等
同
上
、

　
　

右　

義
弘
公
御
文
書
五
十
二
通
之
内
、

一
同
一
軸

　
　

右　

義
弘
公　

久
保
公
朝
鮮
御
在
陣
ノ
御
文
書
貳
十
六
通
、

　

外
題
白
紙

一
同
一
軸　

寸
尺
等
同
上
、
軸
な
し
、

　
　

右　

家
久
公
朝
鮮
御
在
陣
御
文
書
九
通
、

一
同
一
軸　
 

　
　

右
渋
川
右
兵
衞
佐
滿
頼
裏
判
之
御
文
書
古
寫
六
十
三
通
、

一
同
壹
軸　

二
之
巻　

寸
尺
等
同
上
、

　
　

右
今
川
伊
豫
入
道
了
俊
裏
判
之
御
文
書
六
十
三
通
、

一
同
一
軸　

一
之
巻　

紺
H
紙
、
啄
木
、

　
　

右　

忠
宗
公
御
裏
判
之
御
文
書
二
十
五
通
、

　

外
題
無
シ
、
啄
木
ア
リ
、

一
同
一
軸　

六
之
巻

　
　

右
御
文
書
三
十
通
、
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一
同
一
軸　

五
之
巻　

H
装
同
上
、

　
　

右
御
文
書
二
十
九
通
、
接
目
裏
判
名
不
詳
、

一
同
一
軸　

四
之
巻

　
　

右
御
文
書
二
十
六
通
、

　
　
　

但
御
家
老
酒
匂
入
道
貞
阿
裏
判

　

申
六
月
七
日

　
　
　

弐
拾
六
通
与
　 

下
札
ニ
　 

書
記
候
巻
有
之
、
内
相
改
候
処
、
四
拾

通
及
以
上
候
、
尤
酒
匂
入
道
貞
阿
也
有
之
候
、
時
代
等
引
合

候
へ
者
、
弐
拾
六
通
と
有
之
下
札
之
巻
ニ
　 

相
違
有
之
間
敷
相

見
得
候
付
、
右
之
巻
ニ
　 

究
置
候
事
、

　

外
題
、
藤
色
模
様
砂
子
菊
水
、

一
同
一
軸　

長
一
尺
二
寸
二
分
、
紺
H
紙
、
袖
裏
白
帋
、
軸
ナ
シ
、
啄
木
、

　
　

右　

貴
久
公　

義
久
公
御
文
書
貳
拾
七
通
、

　

師
久
公
一
流　

外
題
無
シ
、
H
装
同
上
、

一
同
一
軸

　
　

右　

貞
久
公
并
伊
作
家
御
文
書
拾
八
通
、

一
同
一
軸　

一
之
巻　

同
上
、

　
　

右
伊
作
家
御
文
書
三
拾
貳
通
、

一
同
一
軸　

二
ノ
巻　

右
同
、

　
　

右
伊
作
家
御
文
書
二
十
三
通
、

一
同
一
軸　

三
ノ
巻　

右
同
、

　
　

右
同
四
十
一
通
、

一
同
一
軸　

四
ノ
巻　

右
同
、

　
　

右
同
三
十
一
通
、

　

外
題
金
帋
、
啄
木
赤
白
浅
黄
斑
打
、

一
古
御
系
圖
一
巻　
 

　
　

右
自　

清
和
天
皇　

義
久
公
�
系
次
、

　

外
題
右
同
、

一
同
一
巻　

長
一
尺
一
寸
二
分
、
袖
絹
金
入
織
物
、
裏
砂
子
、

　
　

右
自　

清
和
天
皇
右
馬
頭
忠
将
�
系
續
、

　
　
　
　
　

（
マ
マ
）

一
同
一
巻　

長　

九
寸
、
H
装
同
上
、

　
　

右
自　

清
和
天
皇　

武
久
公
�
、

一
同
一
巻　

長
九
寸
七
分
、
H
装
同
上
、

　
　

右
自　

清
和
天
皇　

勝
久
公
�
、

一
同
一
巻　

長
ケ
一
尺
一
寸
、
H
装
同
上
、

　
　

右
自　

忠
久
公　

忠
宗
公
�
、

　
　
　
　

但
下
野
彦
三
郎
左
衞
門
尉
与
　 

神
代
郷
相
論
之
時
被
差
出
候

も
の
と
見
へ
、
一
枚
帋
也
、

一
同
一
巻　

長
ケ
一
尺
八
部
、
同
上
、

　
　

右
自　

淳
和
天
皇　

忠
昌
公
�
、

備忘抄
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長
一
尺
一
寸
六
分
、
袖
紺
紙
吹
掛
砂
子
、
裏
金
紙
�
�

ノ
繪
、

　

外
題
ナ
シ
、
啄
木
ア
リ
、



一
同
一
巻　

長
一
尺
六
分
余
、
同
上
、

　
　

右
自　

清
和
天
皇　

光
久
公
�
、

一
同
一
巻　

長
九
寸
五
分
余
、
同
上
、

　
　

右
自　

清
和
天
皇　

義
久
公
�
、

一
同
一
巻　

長
八
寸
八
分
、
H
装
同
上
、

　
　

右
自　

忠
久
公　

勝
久
公
�
、

　

外
題
、
藤
色
金
砂
子
ニ
松
、

一
同
一
巻　

長
一
尺
六
分
、
袖
絹
浅
黄
地
金
砂
子
薔
薇
文
、
裏
金
紙
、
緒
付
金
、

　
　

右
自　

清
和
天
皇　

義
弘
公
�
、

　
　

持
明
様
常
　々

御
襟
ニ
　 

被
為
掛
候
御
系
圖
之
由
、

　
　
　

廿
四
番

一
御
正
統
御
記
録
箱　
　
　
　
　
　

一
竿

　
　
　

百
十
三
冊　

十
一
帙

　
　
　

廿
五
番

一
續
編
家
久
公
御
譜　
　
　
　
　
　

仝

　
　
　

七
十
九
冊　

八
帙

　
　
　

廿
六
番

一
御
支
流
御
記
録
箱　
　
　
　
　
　

仝

　
　
　

九
十
六
冊　

八
帙

　
　
　

廿
七
番
上

一
島
津
正
統
續
譜　
　
　
　
　
　
　

仝

　
　
　

百
三
十
一
冊　

十
三
帙

　
　
　

廿
七
番
中

一
仝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仝

　
　
　

百
四
十
八
冊　

十
四
帙

　
　
　

廿
七
番
下

一
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仝

　
　
　

百
六
冊

　
　
　

廿
八
番　

廿
九
番　
　
　
　

壹
荷

　

鎌
倉
流 

入
一
番
二
番
両
箱
入
付
帳

　
　
　

一
番
箱

　

六
巻
一
結　

「
十
五
巻
一
結　
　

五
巻
一
結
」

　
　
　
　
　
　
　
　

廿
一
巻
ト
有
ト
モ
廿
巻
ア
リ
、

　

十
行
一
結　
　

十
一
行
一
結　
　

八
行
一
結

　

四
行
一
結　
　

十
四
行
一
結　

他
流

　
　

右
總
七
十
一
行
一
番
箱
ニ
　 

入
、

　
　
　

二
番
箱

犬
追
物
并 

弓
馬
記
録
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十
行
一
結　
　

十
四
行
一
結　
　

八
行
一
結

　

八
行
一
結　
　

三
行
一
結　
　
　

七
行
一
結

　

二
行
一
結　
　

二
行
一
結　
　
　

二
行
三
冊

　
　

右
総
テ
五
拾
六
行
二
番
箱
入
、

　

三
行
一
箱　

内
黒
塗
鞭
一　

天
保
四
巳
八
月
五
日
虫
干
ニ

不
見
、

　
　

右
元
禄
十
三
辰
正
月
七
日
田
中
五
右
衞
門
・
阿
多
太
仲
改
入
付

帳
ノ
通
、

　
　
　

三
十
番

　

王
子
村
櫻
田
邸
犬
追
物
圖
三
幅

　
　
　

三
十
一
番
ヨ
リ
三
十
四
番
�
、

元
禄
年
間
御
調
進

　

御
繪
圖
并
御
用
書
付
目
録
写

　
　

繪
図
箱
一
番
ヨ
リ
四
番
�
、

　

繪
圖
箱
一
番
入
日
記　

平
箱

一
�
隅
日 

扣
三
枚　
　

一
琉
球
国 

扣
三
枚

一
�
隅
日
并
琉
球
国
郷
帳
扣
六
冊

　
　

元
禄
十
五
年
午
八
月
廿
七
日
、
国
繪
圖
御
奉
行
若
御
年
寄
井
上

大
和
守
様
へ
被
差
出
候
分
、

　

二
十
三
行

　

繪
圖
箱
二
番
入
日
記　

平
箱

　

三
十
四
行

　

繪
圖
箱
三
番
入
日
記

　

三
十
四
行

　

仝
四
番
入
日
記　

長
持

一
�
摩
国
諸
外
城
縄
引
帳
九
十
五
冊
内
横
折

　

二
冊

 

一
大
隅
国
縄
引
帳
七
拾
六
冊

一
日
向
国
諸
縣
郡
縄
引
帳
八
十
二
冊　

々
一
冊

一
�
广
國
村
里
糺
帳
四
十
三
冊

一
大
隅
仝
四
十
四
冊

一
諸
縣
仝
三
十
冊

一
諸
外
城
論
所
書
付
二
百
廿
九
通

一
七
行

　

元
禄
十
六
年
未
十
一
月
六
日
、
嶋
津
帯
刀
よ
り
被
相
渡
候
、

　
　

天
保
九
戌
十
月

　
　
　

三
十
五
番

　
　

御
繪
圖
五
番
入
付
目
録　

扣

備忘抄
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三
十
五
行

　

第
十
四

　
　

写
有
之
、

　
　

し
ま
つ
の
三
郎
さ
ゑ
も
ん
た
ゝ
よ
し
か
く
ん
こ
う
に
た
ま
は
り

た
る
所
、

 

　

十
一
月
十
三
日

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
三
一
六
の
１
・
三
五
六
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
十
五

　

写
有
之
、

　

仰
給
候
事
こ
ま
か
に
う
け
給
候
ぬ
、
さ
い
京
し
て
御
心
さ
し
の

　
　

文
厂
二
乙
未

　
　
　

閏
六
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　

在
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

泰
時

　
　

豊
後
修
理
亮
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
三
八
八
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
十
六

　

写
一
巻

　

将
軍
家
政
所◎
下 　

和
泉
国
和
田
郷
住
人

　
　

仁
治
三
年
二
月
廿
二
日

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
四
〇
九
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

貞
久
公
譜
ノ
目
録
ニ 

二
位
殿
御
書
と
あ
り
、

　

第
十
七

　

正
文
在
隈
之
城
有
馬
休
右
衞
門

　

�
摩
國
新
田
宮
所
司
神
官
等
申
神
王
面
破
損
下
手
人
間
事
、

　
　

七
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
大
隅
守
忠
時　

證
文

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
四
一
〇
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
十
八

　

正
文
同
前

　

大
番
已
被
勤
仕
候 

、
其
上
者
被
帰
國
之
条
、

　
　

建
長
六
年
四
月
八
日　
　
　
　
　

在
判

　
　
　

宮
里
郡
司
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
五
一
九
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
十
九

　

在
比
志
嶋
左
京

　

�
摩
國
満
家
院
比
志
嶋
・
河
田

　
　

正 
壽
元 
年
八
月
廿
二
日　
　
　
　

前
大
隅
守

嘉
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
判

　
　

比
志
嶋
太
郎
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
五
六
五
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
二
十

　

写
在
指
宿
助
左
衞
門
忠
鏡

　

京
都
大
番
事
、
催
具
�
摩
國
御
家
人
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弘
長
二
年
七
月
十
日　
　
　
　
　

武
蔵
守　

御
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

│
│
│

　
　

嶋
津
大
隅
前
司
入
道
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
六
三
九
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
廿
一

　

同
上
、

　

京
都
大
番
勤
仕
事
、

　
　

弘
長
二
年
八
月
十
一
日　
　
　
　

沙
弥　

在
判

　
　

�
广
平
十
郎
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
六
四
一
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
廿
二

　

正
在
比
志
島
左
京

　

右
同
文
、

　
　

弘
長
二
年
八
月
十
一
日　
　
　
　

沙
弥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
判

　
　

満
家
非
志
嶋
太
郎
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
六
四
三
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

二

　

第
廿
三

　

右
同
文
、
在
財
部
延
時
藤
左
衞
門

　
　

同
年
同
月
同
日　
　
　
　
　
　
　

沙
弥

　
　

�
摩
郡
平
三
郎
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
六
四
二
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
廿
四　

大
隅
殿
さ
い 
ら 
く
の
状

（
そ
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右
同
文
、
写
隈
之
城
有
馬
休
右
衞
門
、

　
　

年
月
日
同
し
、

　
　

宮
里
郷
郡
司
名
主
御
中

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
六
四
四
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
廿
五

　

正
在
其
家

　

京
都
大
番
役
事
、

　
　

弘
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四
年
正
月
二
日　
　
　
　
　

道
仏 

　
　

比
志
嶋
太
郎
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
六
七
二
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
廿
六

　

右
同
書
出
、
正
文
在
延
時
藤
左
衞
門

　
　

弘
長
四
年
正
月
十
三
日　
　
　
　

道
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
判

　
　

成
岡
二
郎
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
六
七
三
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　

第
廿
七

　

写
在
山
田
七
郎
右
衞
門
久
通

　

�
摩
國
名
主
等
、
令
對
捍

 御
判
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│
│
│
│

　
　

嶋
津
大
隅
入
道
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本
文
書
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「
旧
記
雑
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前
編
一
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六
七
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文
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ニ
当
タ
ル
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第
廿
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前
文
欠
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裏
判
残
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目
、

　

し
な
の
ゝ
く
に
太
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庄
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こ
し
ま
の
か
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四
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十
二
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三
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沙
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道
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御
判

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
七
〇
五
号
文
書
ニ
当
タ
ル
）

　
　
　

御
用　

但
寫
ヲ
可
被
下
也
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郎
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衞
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内
之
浦
坂
元
主
左
ヱ
門
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相
馬
氏
系
圖
モ
同
之
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�
為
義
│
│
┤�
 

義
朝
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┐
│
│
│
│
│
┼
│
│
┘

─　
　
　
　
　

┬
義
賢
└

──
木
曽
殿
頼
朝
ヲ
背
元
暦
元
年
二
月
廿
日
ニ
　 

木
曾
殿
打
ル
、
頼

──
朝
誅
聟
頸
ヲ
、

─┬
仲
家

─┬
義
仲

─┌
義
隆

　
　
　

義
隆
御
臺
頼
朝
娘
也
、
夫
ヲ
打
ル
ヽ
カ
故
ニ
　 
 
仍
崇
ノ 
神
ト
成

　
（
祟
カ
）

玉
フ
、
七
代
マ
テ
可
崇
ト
誓
願
也
、
故
ニ
　 

仍
忠
久
ヲ
西
国
ヘ

ヲ
ト
シ
玉
フ
、
是
ハ
重
忠
カ
計
コ
ト
也
、

備忘抄
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丸
ニ
守
護
渡
シ
サ
ウ
ラ
ヘ
ト
仰
ケ
ル
ニ
仍
父
子
中
不

安
ニ
ナ
リ
候
、
去
程
ニ
氏
久
頼
兵
乱
ヲ
取
越
、
元
久
・ 

久
豊
父
子
三
人
同
心
有
リ
、
塩
房
殿
抱
取
玉
テ
同
伊

久
御
同
心
有
リ
、
渋
谷
當
伊
東
ハ
塩
房
殿
ニ
至
敵
ヲ

忠
明
ヨ
リ
従
山
東
ノ 

ハ
伊
東
ニ
遣
シ
候  
也
、
貞
久

ヨ
リ 
伊 
久
へ
宝
ヲ
渡
申
候
、
飛
帰
太
刀
ニ
血
吸
シ
骨

モ
ロ

ハ
シ
并
ニ
大
小
文
小
十
文
字
鳥
切
蛇
丸
松
風
ト
謂
琵

　
　
　

琶
阿
弥
陀
三
尊
小
袖
ト
云
太
刀
、
以
上
十
一

　
　
　

渡
申
候
、
相
馬
ノ
家
ノ 

嶋
津
殿
ヨ
リ
分
ル

　
　
　

也
、
伊
久
時
代
ニ
相
馬
ノ
家
闕
代
ス
ル 
ニ
ツ

　
　
　

イ
テ
上
野
ヲ
名
乗
コ
ト
、

 

使
候
也
イ

法
名
道
眞
仏　

二
代
也
、
其
後
貴
久
代
ニ
上
野
石

見
守
相
馬
ノ
家
ヲ
ユ
ル
サ
レ
名
乗
来
ル
也
、

忠
久
ハ
頼
朝
ノ
三
男
也
、
忠
久
藤
原
ノ
重
忠
ノ
猶

子
ニ
ナ
ル
ア
ル
ニ
ツ
イ
テ
畠
山
ノ
姓
ヲ
名
乗
ル
也
、

故
ニ
藤
原
ノ
朝
臣
也
、

（ママ）
 
イ

志
水
冠
者
雖
為
頼
朝
公
之
聟
、
依
義
仲
之
謀
�
、
元
暦
元
年
甲
辰
四
月
廿
四
日
、

堀
藤
次
親
家
郎
従
藤
内
光
澄
等
於
入
間
川
原
誅
之
、
此
事
武
衞
姫
君
仄
聞
而
断
水

穀
、
二
位
政
子
殊
以
哀
傷
云
、

（ マ マ ）
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、

仁
王
寺
ノ
了
暁
僧
正
ノ
門
弟
ニ
　 

成
せ
給
ふ
、
了
暁
僧
正
ハ
前
関

白
基
忠
公
ノ
御
舎
弟
な
り
、
依
之
忠
久
公
改
源
被
任
藤
原
ノ
姓
、

被
補
�
隅
日
三 

國
守
護
式
、
其
時
ニ
　 

前
ノ
大
橋
中
将
殿
ハ
於

日
州
冨
田
生
涯
さ
せ
、
そ
れ
よ
り
三 

國
一
統
ニ
　 

忠
久
公
ヲ
守

護
と
奉
仰
、
法
名
得
佛
云 

、

　
 

○
正
文
在
阿
久
根
士
伊
地
知
權
左
衞
門

３３　

此
御
肴
ハ
宮
肴
と
申
也
云 

、

　
　

又
御
當
家
に
門
屋
を
き
ら
ひ
候
ハ
、
門
屋
な
き
所
に
御
宿
を
め

さ
れ
候
て
、
十
三
の
年
ま
て
御
せ
い
し
ん
候
之
間
、
其
御
佳
例

を
引
也
、

　
　

さ
る
ほ
と
に
わ
か
ミ
や
の
戸
ひ
ら
に
む
し
く
い
し
け
る
こ
と
あ

４３０

諸
家
大
概
、
大
江
姓
江
田
氏
忠
久
公
御
廻
文
な
と
へ
小
野
太
郎
家
綱
と
有
之
云 

、

又
花
尾
社
御
神
躰
ノ
鏡
ノ
裏
ニ

、
當
国
守
護
所
惟
宗
忠
久
并
小
野
氏
悉
地
成
就
ノ

為
メ
ト
ア
リ
、
小
野
姓
江
田
氏
カ
、
可
糺
也
、

建
武
四
年
正
月
廿

六
日
、
年
四
十
、

正
元
元
年

五
月
四
日
、

五
十
、

文
永
五
年
十

一
月
十
九
日
、

二
十
三
、

七
年
メ

天
福
元
年
五
月
廿

九
日
、
七
十
四
、

十
六
年
メ

仁
治
三
年
十
二
月

廿
七
日
、
六
十
四
、

　
　

─　
　

嶋
津
判
官　

七
歳
ニ
　 

テ
在
京
、
了
暁
僧
正
之
御
門
弟
、



り
、
そ
の
ゆ
へ
ハ
、
よ
り
朝
の
御
む
す
め
き
そ
の
よ
し
た
か
の

か
ミ
さ
ま
に
な
ら
せ
給
ふ
を
、
よ
り
朝
よ
し
た
か
ハ
の
ち
に
む

ほ
ん
や
あ
ら
ん
と
て
、
御
む
こ
な
れ
と
も
ち
う
し
給
ふ
、
そ
の

う
ら
ミ
に
か
の
ひ
め
き
ミ
も
は
や
く
う
せ
給
ふ
か
、
わ
か
つ
ま

の
よ
し
た
か
う
た
せ
給
へ
る
そ
の
う
ら
ミ
に
は
、
を
や
な
か
ら

も
よ
り
朝
を
う
ら
ミ
申
さ
ん
、
き
や
う
た
い
な
か
ら
も
よ
り
い

へ
・
さ
ね
と
も
う
ら
ミ
申
へ
し
、
さ
り
な
か
ら
三
郎
御
さ
う
し

ハ
そ
の
う
ち
ミ
や
う
し
か
へ
給
ふ
へ
し
、
さ
あ
ら
は
な
か
く
よ

り
朝
の
か
う
子
と
な
ら
せ
お
わ
す
へ
し
、
そ
の
な
ら
す
ハ
先
三

郎
と
の
か
い
の
ち
を
め
さ
れ
給
ハ
ん
と
の
虫
く
い
と
そ
さ
た
し

け
る
、
別
當
こ
の
よ
し
申
給
へ
ハ
、
よ
り
朝
ハ
大
き
を
と
ろ
き

給
い
て
、
わ
か
身
同
ク
よ
り
い
へ
・
さ
ね
と
も
の
ミ
の
う
へ
を

御
ち
か
へ
あ
り
、
さ
ま 

の
御
き
ね
ん
め
さ
れ
け
り
、
そ
の

こ
と
く
わ
か
ミ
や
に
御
参
り
あ
り
て
、
む
さ
し
の
國
の
や　
 

は

た
け
山
ち
ゝ
ふ
と
の
め
し
よ
せ
、
此
三
郎
に
ゑ
ほ
し
き
せ
、
御

ミ
の
子
と
な
つ
け
候
へ
と
の
た
ま
へ
ハ
、
か
た
し
け
な
く
候
と

て
や
か
て
御
ゑ
ほ
し
奉
り
、
そ
の
御
な
を
又
三
郎
と
の
と
か
う

し
た 
た
り
、  
御
な
の
り
も
し
け
た
ゝ
の
忠
と
云
字
を
か
た
と
り

本
ノ
マ
ヽ

た
ゝ
久
と
さ
た
め
申
さ
れ
け
り
、
そ
の
時
よ
り
と
も
い
ま
た
し

 
（
マ
マ
）

か 

の
ぬ
し
さ
た
ま
ら
ぬ
國
な
れ
は
と
て
、
ゑ
ち
せ
ん
・
し

な
の
・
伊
勢
・
わ
か
さ
四
か
國
を
給
ハ
ら
せ
給
い
て
、
や
か
て

あ
つ
ま
御
打
立
と
さ
た
ま
り
け
り
、
そ
の
時
ち
ゝ
ふ
と
の
ほ
ん

田
二
郎
ち
か
つ
ね
か
む
す
め
を
ち
う
あ
い
し
給
ふ
か
、
そ
の
腹

に
ひ
め
君
一
人
お
ハ
し
給
ふ
を
、
か
の
又
三
郎
と
の
に
奉
り
、

と
り
む
こ
に
こ
そ
申
さ
せ
給
ふ
、
そ
の
ま
ゝ
又
三
郎
と
の
御
と

し
十
三
に
て
あ
つ
ま
の
御
大
将
め
さ
る
れ
ハ
、
は
た
け
山
と
の

ふ
く
将
軍
に
て
御
と
も
し
給
ふ
、
又
そ
の
時
よ
り
朝
菊
と
ち
一

つ
け
そ
へ
さ
せ
給
へ
か
し
と
の
た
ま
へ
ハ
、
し
け
た
ゝ
申
さ
れ

け
る
や
う
ハ
、
こ
の
ゑ
と
の
と
ゝ
め
給
ふ
ハ
す
な
わ
ち
、
か
す

か
大
明
神
の
御
と
ゝ
め
給
ふ
に
是
を
な
し
、
こ
と
に
あ
つ
ま
の

い
く
さ
も
あ
ま
り
も
う
せ
い
打
ニ
　 

み
な
れ
ハ
、
し
せ
ん
ミ
ち
か

へ
な
と
申
さ
ん
時
も
、
此
菊
と
ち
を
し
る
へ
に
御
ふ
さ
た
申
ま

し
け
れ
ハ
と
て
、
も
と
の
こ
と
く
に
て
た
ゝ
せ
給
ふ
、
そ
れ
よ

り
い
く
ゑ
め
さ
る
ゝ
も
そ
の
こ
と
し
云 

、

　
 

○
野
田
Q
口
上
書
写

３４　
　
　

口
上
覚

　
　

野
田
屋
地
村
若
宮
大
明
神
由
來
之
儀
、　

忠
久
様
初
而
御
入
部

備忘抄
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之
砌
、
右
在
所
へ
被
遊
御
座
候
御
屋
地
其
紛
無
御
座
由
候
、
然

者
御
供
仕
被
罷
下
候
市
來
崎
之
何
某　

忠
久
様
御
尊
形
建
立
仕
、

若
宮
大
明
神
与
　 

奉
安
置
候
由
申
傳
候
、
依
之
右
市
來
崎
氏
神
之

由
唱
來
候
、
御
尊
形
之
様
子
者
冠
装
束
ニ
　 

而
被
遊
御
座
候
、
右

座
主
西
前
寺
と
申
候
、
則
御
宮
之
脇
へ
有
之
、
天
正
年
來
�
者

右
寺
慥
ニ
　 

為
有
之
由
候
へ
共
、
只
今
者
御
蔵
入
ニ
　 

罷
成
候
、
右

申
傳
之
儀
別
条
無
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
田
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
満
善
左
衞
門
印

　
　

丑
六
月
廿
七
日　
　
　
　
　

右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

橋
口
清
左
衞
門

　
　
　

肥
後
仁
右
衞
門
殿

　
 

鹿
籠
神
田
千
六
抑
留

３５
　

○
嶋
津
御
家
記
上

　
　

抑
�
摩
ノ
国
ノ
太
守
嶋
津
殿
ト
申
云 

、
日
向
ノ
国
ヘ
流
サ
ン

ト
テ
摂
津
国
住
吉
ノ
原
�
烈
下
リ
ケ
ル
、
比
ハ
養
和
元
辛
丑
ノ

歳
十
二
月
大
歳
ノ
夜
ノ
事
ト
カ
ヤ
、
彼
住
吉
ノ
松
原
ニ
　 

テ
俄
ニ
　 

腹
氣
ニ
　 

付
セ
給
フ
間
、
道
ノ
辺
ニ
　 

平
ク
大
キ
成
ル
石
ノ
有
ケ
ル

ニ
　 

御
輿
ヲ
掛
云 

、

　
 

○
カ
コ
松
下
七
郎
右
衞
門
御
家
記
録
上
ノ
抄

３６
　
　

頼
朝
仰
ニ
　 

西
国
へ
忠
久
可
下
着
由
仰
出
サ
レ
、
十
三
騎
馬
ヲ
給

リ
都
ニ
　 

御
上
着
ナ
サ
レ
参
内
シ
給
ヘ
リ
、
法
皇
宣
旨
有
ケ
ル
ハ
、

先
年
宇
治
平
等
院
ニ
　 

シ
テ
被
討
シ
高
倉
宮
ニ
　 

似
タ
リ
シ 

ノ
不

思
議
サ
ヨ
ト
思
召
、
高
倉
養
子
ト
宣
旨
ヲ
蒙
リ
給
フ
、
已
ニ
　 

高

倉
宮
ニ
　 

備
給
フ
、
頼
朝
被
聞
召
大
ニ
　 

瞋
リ
給
ヒ
、
急
キ
可
有
下

向
ト
被
仰
間
、
則
奏
聞
ア
ツ
テ
西
国
御
下
著
ア
リ
、

　

忠
久
御
供
ノ
人
衆
云 

、

　

慶
安
五
年
壬
辰
三
月
初
九
写
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

隅
州
國
府
之
産
藤
原
忠
與

　
 

○
同
人
蔵

３７　
　

島
津
御
先
祖
代
々
次
第

　
　

島
津
判
官
忠
久
者
源
氏
頼
朝
之
三
男
、
丹
後
之
局
之
御
子
也
、

畠
山
重
忠
カ
申
状
ヲ
以
テ
近
衞
殿
之
猶
子
ト
シ
テ
藤
原
ノ
姓
ト

ナ
ル
、
子
細
ハ
、
頼
朝
ノ
御
家
ニ
　 

近
衞
殿
ノ 
崇 
ア
リ
、
春
日
ノ

タ
ヽ
リ

ナ
ギ
ノ
葉
ニ
　 

虫
ク
イ
ア
リ
、
重
忠
異
見
ヲ
以
テ
忠
久
ヲ
其
家
ト

シ
テ
此
三 

国
ニ
　 

坂
東
四 

相
加
テ
七 

国
之
太
守
ト
シ
テ
下

向
ア
リ
云 

、
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慶
安
五
壬
辰
十
月
廿
有
二
写
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主 
松
下
四
郎
兵
衞
久
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
本
在
加
世
田
市
來
二
郎
兵
衞
、

　
 

○
正
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嶋
津
殿　

惟
宗
氏
時
之
御
系
圖

　

元
祖　

蘇
我
大
臣
│
│
│
┘
孝
親
施
樂
院
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

就
至
要
略
往
代
分
也
、
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

掃
部
助　
 
日
向
守

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
孝
言　
　

基
言
│
│
│
│
│
│
┘

 
奏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

筑
後
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
廣
言
┤
│
忠
久

長
久
四
年
九
月
惟
宗
孝
言
』　
　
　
　
　
　
　
 
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
│
忠
季

　
　

張
紙

　
　
　

文
学
傳

　
　
　

大
江
音
人
子

　
　
　
　

澄
江
孫
佐
国
頗
善
詩
文
、
長
久
四
年
與
惟
宗
孝
言
・
源
時

綱
等
試
於
校
書
殿
、
百
錬
鈔
・
扶
桑
略
記

　

従
五
下

陰
陽
頭

 

　
　
 
従
五
下

陰
陽
守

 

　
　
 
従
五
下

能
登
守

 

　
　
 
伊
賀
守

掃
部
助

 

　
 
 

　

具
瞻
│
│
│
正
邦
│
│
│
孝
親
│
│
│
忠
言
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

┌
忠
方
│
│
│
知
国
│
│
│
國
廣
│
│
│
忠
友
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┌
忠
康
│
│
┤
│
忠
久

　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　

┌
│
忠
季

　

當
家
惟
宗
氏
時
者
國
分
方
之
系
圖
ヨ
リ
御
出
候
之
間
、
非
同
姓
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
世
田
本
よ
し
被
申
候
、

　
　

ち
か
く
ま
い
り
て
候
に
て
被
申
候 
、
既
ニ
　 

奉
行
所
へ
忠
泰
、
忠

久
ト
被
出
候
、
又
當
國
之
守
護
代
阿
蘇
谷
久
助
雖
為
惟
宗
氏
、

別
名
之
由
被
仰
、
奉
行
所
ニ
　 

被
出
系
圖
蘇
我
大
臣
よ
り
廣
言
、

忠
久
と
御
出
候
、
わ
か
さ
の
三
方
殿
方
ニ
　 

此
系
圖
ア
リ
、

　
　
　
　
　

口
上
書
朱
也
、
加
世
田
本

　
　
　
　
　

惟
宗
氏
系
圖
當
家
市
来
さ
う
ろ
ん
の
け
い
つ
也
、

　
 

○
仝

３９　

醍
醐
天
皇
第
五
王
子

　

康
平
六
年
丙
申
始
賜
惟
宗
姓 

、

　

惟
宗
親
王
│
│
│
│
慶
頼
王
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

┬
頼
房
イ
五
上　

伊
勢
守　
　

母
中
納
言
朝
成
�
女

 

─┬
重
賢

 

備忘抄
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─
紀
中
納　
　
　

宗
大
納
言

千
載
集
作
者

是
国
分
執
印

市
来
方
之
系
圖
、

宮
并
造
賀

茂
舎
屋
功
、

除
目
事
申
弾
正
忠

大
学
少
允
惟
宗
孝
親
伊
勢
初
斎

後
樂
院
使

従
四
下

『
吉
記　

治
承
五
年
三
月
廿
三
日

己
亥



┬─
朝
明

─┬
教
親　

字
名
奥
州
三
郎

─┬ 
孝  
言 　

字
名
奥
州
四
郎　

日
向
守　

同
国
司

 

ノ
リ 
ノ
ブ

─┬ 
基  
言 

モ
ト 
ノ
ブ

─　
　
　
　
　
　
　
　

�
島
津
庄
住
イ

┬ 
廣  
言 　

八
文
字
民
部
太
輔
�
和
歌
之
達
者
、
日
向
国
之
国
司
、　
　
　
　
　
　

従　

頼
朝
将
軍
丹
後
ノ
局
ヲ
給
、　

忠
久
ト
一
腹
之
兄
弟
一
人
ア
リ
、

 

ヒ
ロ 
ノ
フ

──┬
忠
久
又
三
郎　
　

　

法
名
得
佛

 

 
御
分
国
七 

国 
越
・
若 
狹
・
伊
勢
・
信
濃
・

（
前
脱
カ
）

──　
　
　
　
　
　

�
摩
・
大
隅
・
日
向

──　
　
　

太
夫
判
官　

衞
門
兵
衞
尉　

御
母
儀
丹
後
局

┬─
イ
忠
康　
イ
息
男
忠
綱
、
分　

国
越
前
・
若
狹
、

 

─
イ
─ 
　
　
　
　
　

承
久
三
年
六
月
一
日
改
惟
宗
氏
号
藤
原
氏
、

───　
　

若
狹
守

┬
忠
季　

於
宇
治
戦
死
、　

若
狹
国
三
方
郡
ヲ
給
テ
三
方
ト
号
ス
、

─　
 
イ

─　
　

母
丹
後
局

─┬
忠
經 

─┬
女
│
友
成 
市
前
御
前

─┬
女
│
友
成 
勢
至
御
前

──　
　

左
衞
門
尉　

歌
道
之
達
者

　
○┬
政
家
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

─　
　

笠
懸
之
上
手

─　
　

法
名
道
證

　

以
下
略
ス
、

　
 

○
都
城
相
馬
長
存
坊
蔵

４０　

義
經
│
┘

┐
│
│
│
└

┬
女
子

─　

文
治
五
年
閏
四
月
卅
日
泰
衡
討
義
經
云 

、
入
持
佛
堂
先
害
妻
子
、

─　

妻
河
越
太
郎
重
頼
女
、
于

時
廿
二
歳
、
女
子
四
歳
、

 
─　

仁
安
三
年
戊
子
生　
　

文
治
二
丙
午
生

─┌
千
歳
丸

　
　
　

母
礒
禅
師
女
�
前
、
文
治
二
年
丙
午
五
月
廿
九
日
誕
生
、
棄
于
由
比

浦
、

　
 　
　

廿
二
番
箱

４１の１
　

四
　

御
當
家
始
書　

到
天
文
十
、

　

攝
州　
　

イ
御
當
家
一
巻
書

　
　

當
國
住
吉
に
て
御
産
氣
出
來
と
見
へ
給
ふ
、  
其
あ
た
り
ニ
　 

御
宿

を
か
ら
れ
け
れ
と
も
、
社
領
ハ
ふ
し
や
う
を
い
む
よ
し
申
て
一

宿
を
た
て
ま
つ
る
所
な
し
、
さ
て
有
へ
き 

な
ら
ね
ハ
、
御
輿

を
と
あ
る
石
の
上
ニ
　 

撥
居
ヱ
、
宿  
を
求
�
間  
御
産
の
紐
を
解
給

ふ
、
則
チ
男
子
に
て
お
ハ
し
ま
す
、
か
く
て
一
夜
を
明
給
ふ
ニ
　 

、

大
雨
し
き
り
ニ
　 

ふ
り
て
深
夜
の
い
ぶ
せ
さ
限
な
か
り
し
に
、
一

狐
來
て
火
を
灯
云   

、

 ニイ

 御
旅
イ

 
給
イ

 其
ア
タ
リ
ヲ
奉
守
護
風
情
也
云 

、

４３４

母
チ
ヽ
部
父

畠
山
重
嵩
女
、

重
忠
姉
タ
リ
、

若
狹
兵
衞
尉

　
 
於
宇
治
戦
死
、



　
 　

御
當
家
始
書　

到
尊
氏
世
、

４１の２
　
　

當  
國
住
吉
ニ
　 

て
御
産
近
付
タ
リ
ト
申
、
御
一
宿
ヲ
可
奉
無
所
、

角
テ
可
有
ニ
　 

不
叶
者
、
御
旅
宿
を
尋
間
ニ
　 

御
輿
ヲ
為
有
石
上
に

立
奉
レ
ハ
、
則
御
産
紐
ヲ
解
給
フ
、
則
忝
男
子
ニ
　 

テ
御
座
ス
、

已
ニ
　 

一
夜
ヲ
明
シ
給
フ
、
折
節
大
雨
頻
降
て
闇
夜
之
難
忍
、
乍

思
兼
者
一
之
狐
来
テ
火
ヲ
ト
ホ
シ
、
其
當
リ
ヲ
守
護
シ
奉
ル
風

情
也
云 

、

　

財
部
百
姓　

『
朱　

古
今
要
用
之
記　

平
田
純
正
ノ
集
ナ
ル
ベ
シ
』

　

波
田
野
太
郎　

廣
御
供

　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
 　
　
　

嶋
津
忠
久
西
國
下
向
事

４２の１
　
　

承
久
三
年
六
月
一
日
忠
久
立
鎌
倉
西
国
御
下
向
之
時
騎
馬
之
衆

　
『
本
田
代
々
侍
所
幡
之
奉
行
ト
大
島
殿
書
物
ニ

有
也
』

一
先
陳
之
衆

　
　
『
総
領
騎
馬
奉
行
国
綱
ト
大
嶋
殿
本
ニ

有
也
』

　
　

佐
々
木　

三
尾
屋　

玉
作　

達
手　

結
城　

小
山　

宇
都
宮 

志
和
屋　

難
波　

酒
匂　

本
田　

猿
渡　

齊
藤　

佐
武　

毛
利　

曾
我　

長
野　
 
豊  
司  
河  
原 　

豊
嶋　

篠
崎  　

田
代　

岡
崎　

伊

テ 

シ 

カ 
ハ
ラ

藤  　

二
宮　

岡
邊　

奈
古
屋　

布
施
民
部  　

雲
野　

望
月　

中

 攝
州
イ

 『原
イ
』

 『東
イ
』

 

『
イ
ニ
ナ
シ
』

条　

大
宮　

那
須　

鹿
島

　
　

頼
朝
仰
ニ
　 

ハ
西
国
へ『
忠
久
』可
流
ト
仰
出
シ
、
十
三
騎
ノ
々
馬

ヲ
給
テ
都
ヘ
上
リ　

大
裏
ニ
　 

参
籠
シ
玉
ヘ
ハ
、　

法
皇
宣
旨
有

リ
ケ
リ
、
先
年
宇
治
ノ
平
等
院
ニ
　 

テ
被
打
シ
高
倉  
宮
ニ
　 

似
タ
ル

 

ノ
不
思
議
サ
ヨ
ト
テ 
眤  
シ

     

ク
思
食
、
養
子
被
召
御
子
ト
定
置

『
ナ
ツ
カ
』

玉
、
既
ニ
　 

高
倉
宮
ニ
　 

備
ヘ
玉
梟
ル
ヲ
、
鎌
倉
殿
聞
食
シ
、〔  
大
ニ
　 

瞋  
リ
給
イ
、
西
国
ヘ
〕急〔
キ
令
〕  下
向
仕
候
ヘ
ト
仰
セ
ケ
リ
、

頼
朝
ノ
御
意
ヲ
背
カ
ス
大
裏
ニ
　 

御
暇『
ヲ
御
』申
玉
ヘ
ハ
、　

法

皇
左
モ
右
モ
忠
久
ホ  
ウ
タ
イ
ト
宣
旨
ヲ
出
給
ヘ
ハ
、
忠
久
大
裏

ヲ
罷
出
ン
ト
仕
レ
ハ
暫
シ
有
レ
ト
宣
旨
ア
リ
、
忝
モ　

法
皇   

、

西
国
三
十
三 

國
ヲ
取『
ス
』ル
也
、
西
国
ノ
将
軍
ト
成
ル
ヘ
シ

ト
宣
旨
ヲ
蒙
リ
、
復  
征
夷
将
軍
ト
定
玉  
、
還
々
モ
九
�
ノ
諸
大

名
忠
久
ヲ
用
ヘ
シ
ト
ノ
宣
旨〔
成  
テ
、
軈
テ
西
国
ヘ
下
向
ス
〕、

　

『
以
下
大
島
長
二
郎
殿
本
ニ

テ
如
此
』

　
『
一』承
久
三
年
八
月
吉
日『
ニ
』築
紫
ノ
諸
侍  
七 
百
騎 
ニ
　 

テ
安
藝
国  
東

『
廿
』

西
条
マ
テ
御
向
ニ
　 

参
、
同  
八
月
廿
三
日『
�
州
』山
門
ニ
　 

着
セ
玉

フ
、

　
『
朱
大
島
殿
本
』

一
御
供
奉
之
衆　
 

　
　

鎌
田　

國
綱　

鮫
島　

達
手
二
郎　

佐
武　

神
崎　

雲
野　

三

 

『
玉
フ
イ
』

 『是
非
西

 国
ヘ
イ
』

 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 『存
分
有
シ
△
』

 『云
イ
』

 『又
』

 『ヘ
リ
、返
々
』

 『也
イ
』

 『士
』

 
『
ナ
シ
イ
』

 『次
四
』

備忘抄

４３５

元
亀
貳 

戊
午
卯
月
十
六
日
書
之
也
、
伊
作
宗
兵
衞
尉
慶
久

忠
房　

本
ニ

校
合
シ
テ
直
ス
、

　

五



蒲　

武
石　

渡
辺　

甲
斐　

土
井　

岡
崎　

玉
手  　

和
田　

�

木　

森　

塩
屋  　

藤
井　

奈
古
屋 
『
二
宮
』 
鉢
屋　

�
我　

矢

部　

進
藤　

惟
宗
氏
八
文
字
民
部
大
夫　

寺
尾　

山
内　

東
条 

安
達　

隅
田　

漆
�　

横
山　

遠
山　

市
木
崎　

用
藤　

鳴
海 

中
山　

大
井　

井
上　

長
尾
『
佐
藤
』
鳥
取　

大
石　

高
橋 

岡 
　

海
老
原　

立
山　

佐
澤　

愛
郷  　

岩
下　

薗
田　

有
馬

『
伊
梁
瀬 

　

村
上　

入  
間
河　

奈  
須　

佐
野  　

宇
那
上  『
△
』

　

簗
瀬
『
△
』 
西
郷　

勢
野  　

白
河　

達
手　

町
ノ
鼻　
〔
玉  
作　

安

藤　

後
藤　

佛
崎
〕  　

豊
嶋　

白
鞍　

加
藤　
『
白
川
イ
』　

難
波 
 

貴
嶋　

奈
古
谷 　

海
老
原　

森
山　

純
友  『
□
』 
谷
山　

別
府 

　
　

野
辺　

三
俣　

大
寺　

矢
木　

若
松　

藤
澤　

星
ノ
屋　

科   
河

　

野
間
田　

穂
�　

兼
澤　

岩
�　

成
田　

篠
原　

天
階　

志
田 

『
日
高
イ
』　
 

臼
井　

美
豆
間　

宮
�　

瀬
ノ
下　

大
田　

天
明　

熊
谷　

小
野　

阿
野  　

佐
藤　

田  
古
浦　

小  
林　

大
野　

森  
� 

井
俣　
 

見　

小 
杉 　

安
部　

下
山　

鳴
尾　

久
木
崎
『
能
施
』 

板

江
口　

釼
持　

弓
削

　
　
 

『
大
島
殿
本
ノ
寫　
 
　
　
　
　
　
　
　

』

 井
イ

 尾
イ『
イ
』

 『甲
イ
』

一
本
無
伊
』

 
イ
ニ
下

 
上『
イ
』

 『郷
イ
』

 

『
都
イ
』

 能
イ『
イ
』

 イニ
ナ
シ

 

『
四
名
一
本
』

 『居
イ
□
』

 
能
イ

シ
カ

 『川
イ
』

 
河
イ

 
『
下
』

 
『
上
』

 『嶋
イ
』

　

一
丹
後
御
局
ト
申
ハ
、
冷
泉  
天
皇
ノ
御
末
惟
宗〔
ノ
�  
蟇 
ノ
〕藤
四

郎  〔
ト
云
人
ノ
御
子
也
〕、
頼
朝〔
大
臣
之  
〕思
人
也
、
無
程
懐
妊

ノ
身  
ト
成
給 

ヲ
二
位
殿
聞
食
、
御
身
ヲ〔
料
玉
〕    ヘ

       

キ
由
仰
有

『
ハ
カ
ラ
フ
』

〔 
ケ  
ル

     

〕、
頼
朝
聞
食
、
サ
テ
ハ

『
リ
』

 〔
ト 
テ
仰
ケ
ル
ハ
、
丸
カ
〕天
下

『
我
』

ノ
将
軍
ト
成 

モ
時
政〔
家
ノ
〕故  
ソ
カ
シ
、
去
ラ
ハ
『
一
節
』

丹
後  
ノ
御
局  
ヲ
西
国
へ
流
ス
ヘ
シ
ト〔
テ
〕流  
�〔
シ 
玉
ヒ
〕  ケ  
ル
、

其
時
御
局  
住
吉
ニ
　 

御
参  
籠
有 
ケ

    　
『
リ 
レ 
ハ
、  
住
吉
ノ
御
前
ニ
　 

テ
大  
歳

シ

之
夜
ノ
事
ナ
リ  
ケ
ル
ニ
　 

、  
平
石
ノ
有
ケ
ル
ニ
　 

、
其
ヲ
産
屋
ト  〔
誘

へ
、
御
〕産
ノ
紐
ヲ
解
玉
フ
、
去
程
ニ
　 

明
神
驚
玉
イ
テ
、
八
旬

計
ノ
翁
ト
現
レ
テ
、 〔
覺
悟
〕 ノ 

ヲ
仰
有
梟
リ  
、
其
時
八
人
ノ

『
格
護
』

女 
房
達
何 
ク
ヨ
リ〔
ト
モ
不    
知

　
『
ナ
シ
』

       

出
〕來  
、
未
タ
無
シ
屏
風
・
障
子
、

『
カ
来
給
ラ
ン
』

疊
ヲ
敷
テ
炭
火
ヲ
起
シ
テ〔
念
比
ニ
　 
  

加
責 
シ
玉
フ
〕、
先
ツ
産
ノ

覚
悟

腹
ニ
　 

ハ
粥
コ
ソ
藥
ニ
　 

テ
候〔
ヘ
〕ト
テ  
粥
ヲ
煮
サ
セ〔
タ
ヒ
〕玉  
フ
、

八
人
之
女
房
達
各
々
色
々
ノ
藥
ヲ
以
テ
得
サ
セ
玉
フ
、
〔
程  
无

ク
〕夜
モ
明
ケ
レ
ハ
明
神
ノ
神
主
出
仕
申
玉
ヘ
ハ
、
夜
ニ
　 

マ
キ

レ
テ
女
房
達
ハ〔
何
方   
ト
モ

       

不
知
〕失
玉
フ
、
正
身
ノ
稲
荷
ニ
　 

テ

『
一
人
モ
不
見
』

在
ス
、
巳
ノ
時
ニ
　 

モ
成  
梟
ハ
、
車
軸〔
ヲ
流   
ス
様

       

ナ
ル
〕大
雨
降

『
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル
』

テ
住
吉
ノ
庭
ヲ
清
メ
玉
フ
、
神
主
御
産
ノ
子
細
ヲ
申
テ
鎌
倉
へ

 〔
注
進 
申
ケ
〕レ
ハ
、
頼
朝〔
聞
食
テ  
〕仰
梟
ル
ハ
、
男
子
ナ  
ラ
ハ

『
人
進
』

 『院
イ
』

 

『
比
企
』

 ヒキ

 『義
數
姉
也
』

 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 
御
イ

 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 

『
カ
ノ
』

 

『
ナ
シ
』

 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 『サ
レ
』

 

�

サ
ン
ト
イ
ニ

 
『
リ
』

 

『
ナ
シ
』

 

『
ナ
シ
』

 
ニ

』

 
『
ナ
シ
』

 ル
ガ
イ
ニ

 『住
吉
ノ
御
前
ニ

』

 『シ
テ
』

 『ル
』

 イニ
リ
テ

 

（
イ
ナ
シ
カ
） 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 

（
イ
ナ
シ
カ
） 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 

『
ナ
シ
』

 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 『ニ
テ
ア
』

４３６

『
能
瀬
治
部
大
夫　

日
高　

平
木
間　

惣
以
上

二
百
五
十
騎
イ　

廿
八
』

古
今
要
用
之
記
ニ
ア
リ
、

平
田
純
正
ノ
集
ト
見
ユ



〔
能
覚
悟  
ス
ヘ
シ
ト
テ
〕八
文
字
ノ
民
部
大
夫
ニ
　 

仰  
付
ラ
レ
、
住

吉
ニ
　 

罷
下
丹
後
ノ
御
局
ヲ
覚
悟
申
候
此  
、

　
『
一
』三
郎
若
君
程
ナ
ク
成
人
有
梟
ハ
、
其
後
頼
朝
丹
後
ノ
御
局
之
事

民
部
太
夫
ニ
　 

ト
ラ
ス 
ル
也
ト 
仰
ケ
レ
ハ
、
忝
モ〔
仰
ヲ
蒙  
リ
〕丹

　
『
ナ
シ
』

後 
ノ
御
局 
ヲ

　
『
ナ
シ
』

 〔
覚
悟
申 
ハ 
程
無
ク
〕男
子
一
人
出
来
リ
玉
フ
、
此

『
婦
ト
定
ム
』

由
ヲ
将
軍 
へ 
申
ケ
レ
ハ〔
聞
食
テ 
〕軈
テ
民
部
大
夫
ニ
　 
〔
所  
知
ヲ

『
ニ
』

ト
ラ
セ
ン
ト
仰
ア
リ
テ
〕若
狹
国
三
方
郡
ヲ
給
テ
三
方
ト
号
ス
、

忠
久
ニ
　 
 

ハ
一
腹
ノ
兄  
弟
也
、
〔
去
間
〕丹  
後
ノ
御  
局 
粧 
所〔
六  
十

ケ
ハ
ヒ

六 

国
ニ
　 

〕一
所 
充 
給 
ル  
、 

ツ
ヽ      

是

『
是
ア
リ
』
 
ハ 　

三
郎
若
公
ノ
謂  
也
、〔
忠  
久

『
モ
』

ヨ
リ
已
来
〕維
宗
氏
ヲ
名
乗
玉
フ 
 

丹
後
ノ
御
局
ノ
謂
也
、
去

程
ニ
　 

蟇
判
官
ハ
市
來
郡
給
テ
居
住
ス
、
維
宗
ノ
�
ト
申
ハ
冷
泉

院
御
門
之
三
代
之
孫
也
、

張
紙

　

一
忠
久
下
向
已
後
、
久
恒
之
弟　

口
六 

國
ニ
　 

手
付
テ
島
津
ヲ
滅

サ
ン
ト
セ
シ
時
、
肝
付
ニ
　 

打
入
テ
山
城
ヲ
始
テ
取
リ
、
二
年
半

ニ
　 

運
ヲ
開 

如
何
ト
云
、
三
月
十
八
日
、
十
五
六
計
ナ
ル
女
三

俣
ヨ
リ
来
テ
、
畠
山
禮
部
只
今
大
ニ
　 
 
噪  

候
、
其
ヲ
如
何
ト
云

サ
ハ
ク

ニ
　 

、
三 

国
ノ
圖
田
帳
ヲ
披
見
シ
テ
喜
フ
所
ニ
　 

、
霧
嶋
ノ
嶺
ヨ

リ
鷹
一
飛
來
テ
、
畠
山
重
代
太
刀
并
圖
田
取
リ
、
本
ノ
如
ク
飛

 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 

『
輔
廣
征
』

 
『
ナ
シ
』

 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 ト
イ

 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 
（
イ
ナ
シ
カ
）

 
『
ナ
シ
』

 御イ

 

（
イ
ナ
シ
カ
）

 
『
ナ
シ
』

 『国
々
ニ
』

 『故
』

 
（
イ
ナ
シ
カ
）

 『ハ
冷
泉
三
代
孫
也
』

皈
ケ
リ
、
礼
部
大
ニ
　 

力
ヲ
落
、
迷
惑
ス
ル 

限
リ
ナ
シ
、
是
ハ

只
今
ノ 

也
、
久
恒
急
ニ
　 

庄
内
ノ
如
ク
ニ
　 

御
出
候
ヘ
ト
云
、
攪

ケ
ス
様
ニ
　 

失
ニ
　 

ケ
リ
、
彼
女
ノ
訓
ノ
侭
、
久
恒
去
ハ
ト
テ
打
出

ケ
レ
ハ
、
荻
峯
ニ
　 

テ
程
无
ク
三
千
余
騎
ニ
　 

ナ
ル
、
高
木
ニ
　 

付
ケ

レ
ハ
八
千
余
騎
ニ
　 

成
ニ
　 

ケ
リ
、
終
ニ
　 

礼
部
戦
負
テ
喪
ニ
　 

ケ
リ
、

其
後
忠
宗
ノ
御
時
、
二
齢
ノ
頼
長
三 

国
ヲ
手
ニ
　 

付
テ
二
年
半

知
行
致
、
此
時
モ
山
城
ニ
　 

篭
リ
、
打
出
テ
大
慈
寺
ノ
山
門
ニ
　 

二

齢
腹
ヲ
切
ル
、
惣
シ
テ
肝
付
緩
怠
致
六
度
也
、
其
後
高
氏
之
御

下
向
ノ
時
伊
作
ニ
　 

テ
腹
ヲ
召
サ
ン
セ
シ
時
、
急
キ
忍
落
玉
テ
大

宰
府
ノ
小
貳
ヲ
憑
玉
ヘ
ハ
、
小
貳
程
ナ
ク
憑
マ
レ
ケ
リ
、
是
ハ

貞
久
ノ
御
時
也
、
軈
テ
高
氏
對
治
申
ヘ
キ
為 
甲 
カ
フ
ト
三
百 
廿　

人 
殺

（
マ
マ
）

六
万
八
千
人
也
、
終
運
ヲ
開
キ
玉
テ
西
国
ノ
将
軍
ト
喚
ハ
ル
、

其
已
後
大
宰
小
貳
カ
六 

國
ヲ
手
ニ
　 

付
テ
三 

国
ヲ
セ
ハ
シ
メ

ケ
レ
共
、
肝
付
ノ
山
城
ニ
　 

閉
篭
リ
テ
運
ヲ
開
テ
小
貳
ヲ
攻
~
ヘ

テ
運
ヲ
開 

、
偏
ニ
　 

稲
荷
ノ
御
計
コ
ト
也
、
我
等
カ
家
ヲ
傳
ル

ヘ
キ
者
ハ
稲
荷
ヲ
能
々
信
仰
可
申
也
、
第
七
度
マ
テ
肝
付
緩
怠

ヲ
致
ス 

ア
リ
、
是
ハ
貞
久
之
御
時
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
　
 
季
安
補
帖
ス
、

八
十
五
才

　

右
張
紙
酒
匂
氏
古
寫
有
リ
、

備忘抄
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丙
寅
正
月
廿
五
日

一
忠
久
下
向
ノ
已
後
云 

、

　

朱
カ
キ

右
、
承
久
三
年
八
月
吉
日
ト
有
之
裏
ニ
　 

有
、

　

一
東
西
条
ト
号
ル
謂
ハ
、
忠
久
御
下
向
之
時
九
州
ノ
諸
侍
早
ク
御

向
ニ
　 

馳
参
タ
ル
所
ナ
ル
、
故
東
西
条
ト
号
シ
候
コ
ト
也
云 

、

　
　

右
者
御
本
ハ
朱
書
也
、

　

在
口
裏
、

　

嶋
津
殿
御
下
向
時
御
供
次
第

　

廿
二
箱
三
十
五

　

忠
久
様
御
下
向
騎
馬
日
記  

　

廿
一

　

忠
久
公
御
下
向
御
供
人
数
帳

　
（
本
文
書
中
ノ〔　

〕ハ
異
本
ト
ノ
相
違
ヲ
示
ス
線
ニ
ヨ
ル
）

　
 　
『
伊
作
忠
房
古
本
ヲ
写
ス
』

４２の２
　
『
○
』一
東
西
条
号
ス
謂
ハ
、
九
州
ノ
諸
将
早
ク
御
向
ニ
　 

参
タ
ル
ニ
　 

ヨ

ツ
テ『
○
』忠
久
之
仰
ナ
リ
、

　
『
○
』一
承
久
三
年
六
月
一
日
立
鎌
倉
ヲ
、『
○
』忠
久
西
国
へ
御
下
向

之
時
騎
馬
之
衆
、

　
　

一
先
陣
之
衆　

佐
々
木　

三
尾
屋　

玉
作　

達
手　

結
城　

小

山　

宇
都
宮　

志
和
屋　

難
波　

酒
匂　

本
田　

猿
渡　

齋

藤　

佐
武　

毛
利　

曽
我　

長
野　

豊
司
河
原　

豊
嶋　

篠

�　

田
代　

岡
崎　

伊
藤　

二
宮　

岡
邊　

奈
古
屋　

布
施

民
部　

雲
野　

望
月　

中
条　

大
宮　

那
須　

鹿
嶋

　
　
『
○
』頼
朝
ノ
仰
ニ
　 

ハ
西
国
へ
可
流
ト
仰
出
シ
、
十
三
騎
ノ
騎
馬
ヲ

給
リ
都
ニ
　 

上
リ
、
大
内
ニ
　 

参
籠
シ
玉
ヘ
ハ
、
法
皇
宣
旨
有
ケ

リ
、
先 

宇
治
ノ
平
等
院
ニ
　 

テ
被
打
シ
高
倉
宮
ニ
　 

似
タ
リ
シ

事
ノ
不
思
議
サ
ヨ
ト
テ
昵
シ
ク
思
食
シ
、
養
子
ニ
　 

被
召
御
子

ト
定
置
玉
イ
、
既
ニ
　 

高
倉
宮
ニ
　 

備
へ
玉
イ
梟
ル
ヲ
、
鎌
倉
殿

聞
食
大
ニ
　 

瞋
リ
給
イ
、
西
国
ヘ
急
ニ
　 

御
下
向
仕
候
ヘ
ト
仰
ケ

リ
、
頼
朝
ノ
御
意
ヲ
不
背
大
裏
ニ
　 

御
暇
ヲ
申
玉
ヘ
ハ
、
法
皇

左
モ
右
モ
忠
久
ホ
ウ
退
ト
宣
旨
ヲ
出
給
ヘ
ハ
、
忠
久
大
裏
ヲ

罷
出
ン
ト
仕
レ
ハ
暫
其
有
ト
宣
旨
有
リ
、
忝
モ
法
皇
云
、
西

國
へ
三
十
三 

国
ヲ
取
ス
ル
也
、
西
国
之
御
将
軍
ト
成
ヘ
シ

ト
宣
旨
ヲ
蒙
リ
、
復
征
夷
将
軍
ト
定
玉
フ
、
還
々
モ
九
州
ノ

諸
大
名
モ
忠
久
ヲ
用
ヘ
シ
ト
宣
旨
也
ト
、
軈
テ
西
国
へ
御
下

向
ス
、

　
　
『
○
』承
久
三
年
八
月
吉
日
ニ
　 

築
紫
ノ
諸
侍
七
百
廿
騎
ニ
　 

テ
安
藝
国

東
西
条
マ
テ
御
下
向
ニ
　 

参
、
同
ク
八
月
廿
三
日
ニ
　 

山
門
ニ
　 

着

４３８

青
H
紙

巻
物



セ
玉
フ
、

　
　

一
御
供
奉
ノ
衆　

鎌
田　

國
綱　

鮫
島　

達
手
二
郎　

佐
武 

神
崎　

雲
野　

三
浦　

武
石　

渡
辺　

甲
斐　

土
井　

岡
崎 

玉
井　

和
田　

葛
木　

森　

塩
尾　

藤
井　

奈
古
屋　

鉢
屋 

�
我　

矢
部　

進
藤　

此
宗
氏
八
文
字
民
部
大
夫　

寺
尾 

山
内　

東
条　

安
達　

隅
田　

添
崎　

横
山　

遠
山　

市
来

崎　

用
藤　

鳴
海　

中
山　

大
井　

井
上　

長
尾　

鳥
取 

大
石　

高
橋　

岡
邊　

海
老
原　

立
山　

佐
澤　

愛
郷　

岩

下　

薗
田　

有
馬　

村
上　

奈
須　

入
間
河　

佐
野　

宇
都

上　

簗
瀬　

西
郷　

勢
能　

白
河　

達
手　

町
鼻　

豊
嶋 

白
鞍　

加
藤　

難
波　

貴
嶋　

奈
右
左　

海
老
原　

森
山 

能
友　

谷
山　

別
府　

野
邊　

三
俣　

大
寺　

矢
木　

若
松 

藤
澤　

星
屋　

科
河　

野
間
田　

穂
�　

兼
澤　

岩
�　

成

田　

篠
原　

天
階　

志
田　

臼
井　

美
豆
間　

宮
�　

瀬
下 

大
田　

天
明　

熊
谷　

小
野　

河
野　

佐
藤　

小
林　

田
古

浦　

大
野　

森
�　

井
俣　

邊
見　

小
板　

安
部　

下
山 

鳴
尾　

久
木
崎　

江
口　

釼
持　

弓
削

　
『
○
』一
丹
後
御
局
ト
申
ハ
、
冷
泉
天
皇
ノ
御
末
維
宗 
�
蟇
藤 
四
郎
ト

（
比
企
）

云
ヘ
ル
人
ノ
御
子
ナ
リ
、　

頼
朝
大
臣
ノ
思
人
也
、
程
ナ
ク

懐
妊
ノ
御
身
ト
成
給 

ヲ
二
位
殿
聞
食
、
御
身
ヲ
計
フ
ヘ
キ

由
ヲ
仰
有
ヲ
頼
朝
聞
食
、
去
ハ
ト
テ
仰
ケ
ル
ハ
、
丸
カ
天
下

ノ
御
将
軍
ト
成 

モ
時
政
ノ
家
ノ
故
ソ
カ
シ
、
去
ハ
丹
後
ノ

御
局
ヲ
西
国
へ
流
ス
ヘ
シ
ト
テ
流
サ
ン
ト
シ
ケ
ル
、
其
時
御

局
住
吉
ニ
　 

御
参
籠
有
ケ
レ
ハ
、
住
吉
ノ
御
前
ニ
　 

テ
大
歳
ノ
夜

ノ 

ナ
ル
カ
、
住
吉
ノ
御
前
ニ
　 

平
石
ノ
有
ケ
ル
ニ
　 

、
其
ヲ
産

屋
ト
誘
ヘ
、
産
ノ
紐
ヲ
解
玉
フ
、
去
程
ニ
　 

明
神
驚
玉
イ
テ
、

八
旬
計
ノ
翁
ト
現
シ
テ
、
覚
悟
ノ 

ヲ
仰
有
ケ
リ
、
其
時
八

人
ノ
女
房
達
ク
ヨ   
リ

      

共
不
知
出
来
リ
テ
、
未
無
ク
�
風
・
障

（
何
脱
カ
）　

子
、
タ
ヽ
ミ
ヲ
敷
テ
炭
火
ヲ
覚
悟
シ
玉
フ
、
先
産
ノ
腹
ニ
　 

ハ

粥
ヲ
コ
ソ
藥
ト
テ
、
粥
ヲ
煮
サ
セ
テ
タ
ヒ
玉
フ
、
八
人
ノ
女

房
達
各
々
色
々
ノ
藥
ヲ
以
テ
得
サ
セ
玉
フ
、
程
ナ
ク
夜
モ
明

ケ
レ
ハ
明
神
ノ
神
主
出
仕
申
玉
ヘ
ハ
、
夜
ニ
　 

マ
キ
レ
テ
女
房

達
モ
何
方
ト
モ
不
知
失
玉
フ
、
正
身
ノ
稲
荷
ニ
　 

テ
在
ス
、
巳

ノ
時
ニ
　 

モ
ナ
リ
ケ
レ
ハ
、
車
ノ
軸
ヲ
流
ス
ヤ
ウ
ナ
ル
大
雨
フ

リ
テ
住
吉
ノ
庭
ヲ
ハ
清
メ
給
フ
、
神
主
御
産
ノ
子
細
ヲ
申
テ

鎌
倉
へ
進
人
ヲ
、 
頼
聞
食
仰 
ケ
ル
ハ
、
男
子
ニ
　 

テ
有
ハ
覚
悟

（
朝
脱
カ
）　

ス
ル
ヘ
キ
也
ト
テ
八
文
字
民
部
大
夫
ニ
　 

仰
付
ラ
レ
、
住
吉
ニ
　 

罷
下
丹
後
ノ
御
局
ヲ
覚
悟
申
候
、
三
郎
若
公
ホ
ト
ナ
ク
成
人

備忘抄

４３９



ア
リ
ケ
レ
ハ
、
其
後
頼
朝
丹
後
ノ
民
部
ノ
大
夫
ニ
　 

取
ス
ル
ナ

リ
ト
仰
ケ
レ
ハ
、
忝
モ
仰
ヲ
蒙
リ
丹
後
ノ
御
局
ヲ
覚
悟
申
候
、

程
ナ
ク
男
子
一
人
出
来
リ
給
フ
由
ヲ
将
軍
ニ
　 

申
ハ
、
聞
食
テ

軈
テ
民
部
大
夫
ニ
　 

所
知
ヲ
取
セ
ン
ト
仰
テ
、
若
狹
ノ
国
ヲ
三

方
郡
ヲ
給
テ
三
方
ト
号
、
忠
久
ニ
　 

ハ
一
腹
ノ
御
兄
弟
也
、
去

間
丹
後
ノ
御
局
粧
所
六
十
六 

国
ニ
　 

一
所
充
給
ル
、
是
ハ
三

郎
若
公
ノ
謂
也
、
忠
久
ヨ
リ
此
方
維
宗
氏
ヲ
名
乗
玉
フ 

丹

後
ノ
御
局
ノ
謂
ナ
リ
、
去
程
ニ
　 

蟇
判
官
ハ
市
來
院
ヲ
給
テ
居

住
ス
、
維
宗
�
ト
申
ハ
冷
泉
御
門
ノ
三
代
之
孫
也
、

　
『
○
』一
忠
久
御
下
向
ノ
以
後
、
久
経
之 
帯 
口
六 

国
ヲ
手
ニ
　 

付
テ
嶋

（
弟
）

津
ヲ
滅
サ
セ
ン
ト
セ
ン
時
、
肝
付
ニ
　 

打
入
テ
山
城
ヲ
始
テ
取

リ
テ
云 

、

　
『
○
』一
忠
久
ノ
御
下
向
ノ
後
チ
云 

、
忝
モ
稲
荷
大
明
神
當
家
ノ
家

ヲ
守
フ
ル
ヘ
キ
ト
ノ
御
チ
カ
イ
也
、 
稲　

ハ 
シ
メ
奉　
  

、

　
（
荷
カ
）

忠
久
ノ
御
時
御
勸
請
也
、

　
　
　

承
久
三
年
十
一
月
吉
日

　
『
○
』一
久
經
御
時
、
ア
イ
ラ
ノ
庄
二
百
八
十
町
并
ニ
男
山
八
幡
大
菩

�
御
寄
進
也
云 

、

　
『
○
』一
九
州
之
運
奉
行
之
事
、

 
（
マ
マ
）

　
　
　

難
波
・
石
塚
・
長
野
・
福
崎
是
四
人
也
、

　
　

藤
原
伊
作
宗
兵
衞
尉 
慶
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
忠
房

　
　

永
禄
元
年

　
　

元
亀
貳 

戊
午
卯
月
十
六
日
書
之
也
、

　
 

写
在
市
来
衆
北
山
調
左
ヱ
門

４３　

下　

嶋
津
御
庄
政
所

　
　
　

補
任　

北
郷
弁
済
使
職
事

　
　
　
　
　
　

日
置
兼
秀

　
　

右
以
人
、
依
今
度
奥
入
御
共
之
奉
公
、
所
補
任
彼
職
也
、
御
庄

官
等
宜
承
知
、
更
不
可
違
失
之
状
如
件
、
以
下
、

　
　

文
治
五
年
十
一
月　

日

　
　
　
　
　
　

前
左
兵
衞
尉
惟
宗
御
判

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
一
四
六
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
　
　

右
、
忠
久
公
兼
留
守
職
之 
故　

サ 
レ
シ
下
文
ノ
コ
ト
、
元
久

　
（
下
カ
）

二
年
七
月　

日
ノ
言
上
ニ
　 

ア
リ
、

４４０



　
 

土
持
權
兵
衞
家
来 
冨
次
右
衞 
門

（
山
脱
カ
）　

４４　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
○旧
 

所
）

　
　

冨
山
刑
部
丞
子
息
小
童
、
母
相
具
可
上
洛
之
由
、
可
令
申
也
、

早
件
小
童
ヲ
ハ
付
母
堂
、
可
被
上
洛
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　

五
月
九
日　
　
　

花
押

　
　

嶋
津
左
衞
門
尉
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
附
録
一
」
五
〇
一
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 

寫
４５
　
　

�
摩
郡
内
山
田
村
本
領
主
大
蔵
氏
所
進
折
帋
獻
之
、
如
状
者
、

右
近
将
監
友
久
狼
藉
無
�
方 

、
早
相
尋
子
細
、
所
行
若
実
者
、

可
令
召
進
関
東
給
候
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

十
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
 
右
京
權
大 
夫 
在
判

（
北
条
義
時
）

　

嶋
津
左
衞
門
尉
殿

　
　

建
保
六
年
十
月
廿
七
日
給
了
、

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
二
五
四
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
花
押
）

４６
　
　

�
摩
郡
内
山
田
村
の
名
頭
職
事
、
大
蔵
氏
女
帯
證
文
等
、
可
令

安
�
由
依
訴
申
、
任
文
書
之
道
理
、
可
令
領
知
之
由
、
所
成
賜

外
題
也
、
早
無
其
煩
、
件
村
に
大
蔵
氏
を
可
令
為
居
之
状
如
件
、

　
　

建
保
六
年
十
一
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
務
丞〔
公
徃
〕  奉

　
　
　

�
摩
方
地
頭
代
官  

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
二
五
五
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 　
　

可
令
早
左
衞
門
尉
惟
宗
忠
久
、
為
信
濃
國
太
田
庄
地
頭
職
事
、

４７　

右
人
、
可
為
彼
職
之
状
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　
　
　
　
　

七
月
十
八
日
一
本

　
　

承
久
三
年
五
月　
 
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
陸
奥
守
平 
朝
臣
在
御
判

（
北
条
義
時
）

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
二
七
〇
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 　
　

可
令
早
左
衞
門
尉
藤
原
忠
久
、
為
越
前
國
守
護
人
事
、

４８　

右
人
、
任
先
例
、
可
致
沙
汰
之
状
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

承
久
三
年
七
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
陸
奥
守
平 
判

（
北
条
義
時
）

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
二
八
四
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　

廿
九
之
内

　
 　

坊
泊
之
一
乘
院

４９

 

（
○
　
　
）

旧 

　
　
忠
俊 

 

（
○
　
）

旧 

　
　
殿 

 

（
○ 旧 

　
　
八
）

備忘抄
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号
島
津
、
判
官　

法
名
得
佛

弘
安
九
年
丁
亥
三
月
廿
一
日
薨
矣
、

信
�
・
越
前
・
泉
�
・
伊
勢
・
隅
�
・
日
�
・
�
�
守
護
、

法
師
房　

得
佛　

大
夫
判
官　

豊
後
守　

畠
山
息
女
御
臺

一
忠
久
十
八
歳
之
御
時
西
國
之
将
軍
ト
成
給 

、

　
　

白
川
法
皇
御
院
宣
ニ
　 

ヨ
リ
復
政
夷
将
軍
ト
号
ス
、
殊
ニ
　 

高
倉
院

ニ
　 

忠
久
似
サ
セ
玉
フ
ト
テ
御
養
子
有
リ
梟
リ
、

　
 

大
口
士
曾
木
庄
右
衞
門
本

５０

一
大
隅
国
菱
刈
郡
曽
木
之
継
圖

　
　
　

大
政
大
臣
法
性
寺

　
　

忠
通
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　

─
正
一
位
近
衞
殿　
　
　

従
一
位
関
白
普
賢
寺

　

┬
基
實
│
│
│
│
│
┤
基
通
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

─
三
寶
院　
　
　
　
 

─　
　

近
衞
殿

　

┬
慈
鎮　
　
　
　
　

─
正
二
位
大
納
言

　

─
松
殿
正
一
位　
　
　
 
┌
忠
良

　

┬
基
房
│
│
│
師
家

　

─
正
三
位

　

┬
忠
良

　

─
正
一
位
月
輪
公

　

┌
兼
實
│
│
│
良
經

　
 

在
若
松
十
左
ヱ
門

５１　

清
和
系
出
ニ
　 

テ　
　
　

頼
朝
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

┬
頼
家
二
位

─┬
貞
暁
法
印

┬─
忠
久

─　
　
 

──┌
忠
季

　
　
　

宇
治
川
打
死
、
忠
久
一
腹
、
非
頼
朝
子
、

　

豊
後
守 
 

　
 　

忠
久
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

５２
　
　
　
　

承
久
三
年
六
月
、
為
近
衞
殿
養
子
、
改
惟
宗
氏
号
藤
原
、

其
母
丹
後
御
局
也
、

　

右
伊
集
院
善
太
夫
系
圖
、

　
 

仝
５３　

寛
喜
二
年
十
一
月
十
三
日
庚
子

　
　

経
高
�
給
大
隅
國
、
元
周
房

知
之
、

 

又
給
東
北
院
庄
、
近
日
悦
喜
馳
走

云
々
、
日
来
清
貧
由
謳
五
噫
之
間
、
有
此 
 

、
按
察
弥
忿
怨

 

、

　
 

明
月
記　

寛
喜
三
年
三
月
大

５４
　
　

三
日
己
丑
、
風
適
休
、
朝
間
小
雨
、
已
後
止
、
未
時
天
晴
、
今

４４２



日
聞
、
貞
暁
法
印
鎌
倉
右
大
将
息
、

年
四
十
六
、　

 

去  
月
廿 
八
日
�
去
、
及
廿
年
籠

居
高
野
山
、
不
食
病
臨
終
正
念
云
々
、
母
禅
尼
依
被
悲 

又
待

時
、
行
覚 
　
　
　
 
 
云
々
、

　
 

在
平
山
次
郎
右
衞
門　

八

５５　

忠
久

　
　
　

御
母
丹
後
御
局
参
詣
住
吉
、
於
神
前
忠
久
御
誕
生
、
其
場
稲

荷
依
灯
火
于
今
稲
荷
大
明
神
崇
氏
神
給
也
、
丹
後
御
局
三
浦

介
息
女
也
、
比
岐
藤
四
郎
姉
ナ
リ
、
三
浦
ハ
義
朝
御
最
期
時

自
害
、
依
之
藤
四
郎
ハ
頼
朝
公
御
近
習
也
、

　
 　

乍
恐
申
上
候
、
私
元
祖
八
文
字
民
部
太
輔
惟
宗
廣
言
事
、　

忠

５６

久
公
之
御
母
堂
丹
後
局
を
自　

頼
朝
公
廣
言
江
　 

被
下
候
ニ
　 

付
、　

忠
久
公
於
廣
言
宅
奉
養
育
御
成
長
候
、
因
茲
惟
宗
忠
久
公
与
　 

奉

申
候
、
然
者
御
幕
之
御
紋
者
廣
言
幕
之
紋
�
�
舞
鶴
ヲ
被
遊
御

付
之
由
候
、
後
�
ニ
　 

十
文
字
之
御
紋
ニ
　 

�
�
山
ヲ
被
遊
御
加
之

由
候
、
廣
言
者
日
向
國
司
之
由
候
、
廣
言
初
之
妻
ハ
畠
山
重
忠

姉
ニ
　 

テ
御
座
候
、
此
腹
ニ
　 

出
生
之
子
忠
康
と
申
候
、
宇
治
川
ニ
　 

テ
戦
死
仕
候　

忠
久
公
一
腹
之
御
舎
弟
忠
季
ニ
　 

ハ　

忠
久
公
ヨ

 二
ナ
リ

 乙
酉
也

リ
若
狹
國
守
護
ニ
　 

成
御
申
候
而
、
嶋
津
称
号
�
被
成
御
免
候
、

忠
久
公
御
二
男
忠
綱
ニ
　 

ハ
越
前
守
護
被
進
、
御
三
男
忠
直
ニ
　 

者

甲
斐
國
波
加
利
庄
被
進
候
之
由
候
、
忠
季
・
其
子
忠
經
皆 

承

久
乱
致
戦
死
候
故
、
廣
言
一
族
之
國
分
友
成
ヲ
養
子
ニ
　 

仕
、
市

來
院
尼
道
阿
養
娘
ニ
　 

嫁
、
政
家
ヲ
出
生
仕
、
外
祖
之
譲
ヲ
以
市

來
ヲ
領
知
仕
、
左
候
而
、
惟
宗
ニ
　 

テ
罷
居
申
候
、
政
家
事
阿
蘇

谷
氏
ト
家
争
之
事
舊
記
ニ
　 

有
之
由
候
、
元
弘
建
武
之
比
市
来
太

郎
左
衞
門
氏
家
与
　 

申
者
軍
労
仕
候
事
、
證
書
歴
然
ニ
　 

御
座
候
、

其
上
氏
家
ハ
蹴
鞠
之
名
譽
在
之
ニ
　 

付
、
自　

後
醍
醐
天
皇
被
召

出
、
於
禁
庭
御
相
手
ニ
　 

テ
鞠
ヲ
仕
候
、
持
明
院
法
皇
・
近
衞
殿
・ 

徳
大
寺
殿
・
花
山
院
殿
・
難
波
殿
・
高
武
蔵
守
師
直
、
以
上
八

人
其
圖
于
今
在
之
候
云 

、

　
　

巳
七
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　

市
來
太
郎
左
衞
門
印

　
 　

執
印
久
馬
系
圖

５７　
　
　
　
　
　

┐
太
郎　

執
印
殿

　
　
　
　
　
　

─

　

康
友
│
│
│
┴

　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　

┌
次
男　

国
部
寺
殿

　
　
　
　
　
　

判
官
忠
久
母
義
丹
後
御
室
之
兄
康
友
也
、
頼
朝
御
子

備忘抄

４４３

扶
持
、
件
禅
尼

共
在
摂
州
云 

、



鎌
倉
若
宮
八
幡
○

別  
當
八
月
一

日
八
幡
御
寶
殿
之
扉
ヲ
開
カ
ン

ト
シ
給
ヱ
ハ
、
日
來
無
リ
シ
虫

食
有
リ
、
扉
ニ
　 

出
テ
来
リ
、
能

立
寄
リ
奉
見
ハ
、
右
大
将
頼
朝

ノ
姫
君
ニ
　 

テ
有
ト
テ
顕
タ
リ
、

自
死
テ
七
日
ト
申
ニ
　 

、
都
率
ノ

内
院
ニ
　 

被
迎
参
セ
候
ト
虫
食
顕
、

無
面
目
申 

ニ
　 

テ
候
エ
ト
モ
、

自
カ
男
ニ
　 

テ
候
木
曽
義
隆
ヲ
無

 
宮
西
本

忠
久
十
八
歳
御
時
西
国

下
シ
給
、
六
月
一
日
ニ
　 

関
東
ニ
　 

立
給
、
都
ニ
　 

上

洛
有
テ
内
裏
ニ
　 

参
内
申

シ
、
御
下
向
ノ
由
ヲ
奏

聞
ス
、
君
ハ
エ
イ
ラ
ン

ア
ツ
テ　

宣
使
下
シ
給

フ
、
ヒ
ト
ヽ
セ
宇
治
ノ

平
等
院
ニ
　 

テ
打
タ
ル
高

倉
宮
似
ル 

ノ
ナ
ツ
カ

シ
サ
ヨ
被
仰
テ
、
ナ
ミ

タ
ヲ
流
シ
給
テ
、
西
国

エ
ハ
下
ス
マ
シ
キ
也
、

丸
ガ
子
ニ
　 

セ
ン
ト
セ  
ン

 
ト 　

宣
使
ヲ
成
給
テ
、

カ
）高

倉
宮
ニ
　 

十
八
日 

位
 
（

衍

一
相
幟
之 

、
日
月
表
頼
朝
忠
久
幕

之
文
給 

、
�
�
ノ
亀
ノ
上
ヲ
十

文
字
ト
縫
セ
テ
、
其
糸
月
ヲ
幕
文

給
ハ
ル
、
相
幟
日
神
居
定
給
、

母
遠
江
守
時
政
娘
也
、
右
大
臣　

左
大
臣

征
夷
将
軍

西
氏
本
ニ
承
久
元
年
八
月
一
日

忠
久
御
知
行
七 

国
定

候
、

院
宣
ニ

テ
高
蔵

院
西
国
ノ
征
夷

将
軍
ト
示
給
、

十
八
歳
成
給
御

時
ヨ
リ
、

忠
久
養
子
仕
候
而
�
摩
国
譲
申
太
郎
ヲ
号
ス
、
執
印

二
男
ハ
号
国
部
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
門
脱
カ
）

　
 

○
加
世
田
士
若
松
十
左
衞
蔵

５８

一
幕
之
文
事

　
　

惣
領
者
五
布
懸
也
、
庶
子
ハ
三
布
懸
定
也
、

　
　
 

　

同
所
士
西
掃
部
兵
衞
本

　

人
王
五
十
代
御
門

　
　

桓
武
天
皇　
　

此
間
略
ス
、

　

─略

　

─　
　

左
馬
頭

　

┬
義
朝
│
│
│
│
┤
義
衡
西
源
太

　

─　
　
　
　
　

┐
└

　

┬
義
賢
│
│
┘
┬
朝
長

　

─　
　

先
生 
─
─　
　

頼
朝
大
将
之
幕
文
者
�
�
亀
也
、

　

┬
義
範　
　

─
┬
頼
朝
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　

─　
　
　
　

─
─　

蒲
冠
者　
 
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┬
頼
賢　
　

─
┬
範
頼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

─　
　
　
　

─
─　

判
官　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　

─　

鎮
日  
八
郎
─
┌
義
経　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┬
為
朝　
　

─　
　

左
衞
門
督
征
夷
将
軍　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

　

─　
　
　
　

─
┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　

┬
行
家
│
┘
─
─

　

─　
　
　

─
─
┬
頼
家

　

┬
今
若　

─
─
─　
 

　

─　
　
　

─
─
─

　

┬
亀
若　

─
─
─

　

─　
　
　

─
─
─

　
　
　
　
　

─
─
┬
實
朝

 
（
マ
マ
）

　

┐
│
│
│
└─
──
──　
　
　
　
　
　
 

　

─　
　
　
　

─
─

　

┬
家
頼　
　

─
─　

白
河
皇
御  
時
、 

 

　

─　
　
　
　

─
┌
忠
久
│
│
│
│
┘

　

┬
家
綱　
　

─　
　
 
　
　
　
　

─

　

─　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　

─

　

┌
女　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　

─ 

　

┐
│
│
│
│
└　
　
　
　
　
　
　

─

　

┬
仲
家　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┬
義
仲　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┌
┘　

基
�

清
和
系
ニ　
　
　
　
　

─

　
　

┌
義
隆　

頼
朝
皆
元
暦
年
正
月 

─

　

�

母
今
井
四
郎
兼
平
女　
 

御
聟
被
誅
、
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

 

（
法
脱
カ
）
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──

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─

　

─ 
御
寶
前
ニ
　 

参
籠
シ
給
フ
、
時
ニ
　 

　

─

　

─ 
頼
朝
別
當
ニ
　 

仰
ケ
ル
、
立
寄
テ
見
ニ
　 

、
都
率
ノ
内
院
ニ
　 

進

　

─

　

─ 
ル
程
者
ナ
レ
ハ
、
丸
カ
子
孫
ヲ
祟
ル
ヘ
キ 

不
可
有
疑
、

　

─

　

─ 
姫
カ
恨
モ
理
ナ
リ
ト
仰
セ
テ
涙
ヲ
流
シ
給
ケ
リ
、
其
時
別

　

─

　

─ 
當
八 

国
ノ
大
名
モ
上
下
萬
民
至
テ
哀
ヲ
極
メ
涙
ヲ
流
ス

　

─

　

─ 
計
也
、
良
有
テ
頼
朝
仰
ケ
ル 

ハ
、
別
當
何
ニ
　 

丸
カ
子
孫

　

── 
ヲ
残
置
ヘ
キ
由
仰
ケ
レ
ハ
、
別
當
笏
取
直
シ
、
愚
僧
カ
申

　

─

　

─ 
ヘ
キ 

ハ
憚
リ
ナ
レ
共
、
平
重
忠
ニ
　 

御
尋
候
ヘ
ト
申
玉
イ
、

　

─

　

─ 
其
時
頼
朝
重
忠
ヲ
召
テ
仰
ケ
ル
ハ
云
何
カ
、  
重  
承
テ
、
恐

　

─

　

─ 
ニ
　 

テ
候
へ
ト
モ
若
君
之
御 

請
取
申
候
申
ス
、
頼
朝
聞
食

　

─

　

─ 
大
ニ
　 

御
叡
感
給
フ
、
重
忠
重
テ
申
ケ
ル
ハ
、
同
ハ
今
日
若

　

─

　

─ 
宮
ノ
御
前
ニ
　 

テ
烏
帽
子
ヲ
着
奉
申
、
大
将
殿
聞
食
テ
、
兎

　

─

　

─ 
モ
角
モ
重
忠
法
弟
也
仰
有
ケ
レ
ハ
、
其
時
重
忠
軈
名
乗
ヲ

　

─

　

─ 
忠
久
ト
奉
申
也
、
其
時
八 

國
之
大
名
一
同
ニ
　 

重
忠
ヲ
裏

　

─

　

─ 
病
ン
人
コ
ソ
無
カ
リ
ケ
レ
、
其
時
頼
朝
又
三
郎
所
領
取
セ

　

─

　

─ 
ン
ト
思
食
、
重
忠
仰
ケ
レ
ハ
、
何
レ
ノ
国
カ
ト
御
尋
有
ニ
　 

、

　

─

　

─ 
北
国
ニ
　 

越
前
國
、
若
狹
国
、
伊
勢
国
、
信
濃
コ
ソ
未
守
護

　

─

　

─ 
モ
不
定
候
ト
申
ス
、
其
時
頼
朝
四 

国
ヲ
取
ス
ル
ト
仰
ケ

　

─

　

─ 
ル
、
重
申
様
、
同
ハ
大
隅
・
�
广
・
日
向
ヲ
副
テ
七 

國

　

─

　

─ 
給
候
、
忠
久
�
摩
エ
下
申
サ
ン
ト
申
サ
レ
ケ
レ
ハ
、
頼
朝

　

─

　

─ 
兎
モ
角
モ
重
忠
計
フ
ヘ
シ
ト
仰
ケ
リ
、
六
十
六 

國
中
ニ
　 

　

─

　

─ 
七
百
七
十
七
津
ハ
忠
久
ニ
　 

取
ス
ル
ト
仰
ケ
ル
、
承
久
元
年

　

─

　

─ 
八
月
一
日
、
忠
久
七 

國
給
リ
御
知
行
定
候
、
是
モ
重
忠

　

─

　

─ 
依
申
状
、
承
久
三
年
六
月
一
日
御
着
下  
候 

、

　

─

　

─ 　
 

 

（
マ
マ
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（
忠
脱
カ
）

 

西
氏
本
下
着

備忘抄
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情
殺
シ
給 

無
念
ノ
子
細
也
、

故
ニ
　 

命
ヲ
捨
テ
義
隆
ニ
　 

來
世
及

契
ヲ
成
ヘ
キ
故
ニ
　 

ヨ
ツ
テ
命
捨

也
、
頼
朝
ノ
子
孫
ニ
　 

於
テ
七
代

及
祟
ヲ
成
ヘ
シ
、中
ニ
　 

モ
頼
家
・ 

實
朝
コ
ソ
怨
メ
シ
ク
存
候
、
返

モ
自
願
遂
テ
タ
ヒ
給
ヱ
ト
、
北

条
四
郎
時
政
九
代
マ
テ
可
守
ト
、

若
宮
八
幡
ノ
御
寶
殿
ノ
扉
ニ
　 

顕

シ
給
フ
、
別
當
是
奉
見
、
現
 々

々
理
也
思
行
テ
、　

軈
テ
此
由

右
大
将
殿
ニ
　 

申
サ
レ
ケ
レ
ハ
、

其
時
頼
朝
則
若
宮
八
幡
ニ
　 

詣
リ
、

給
フ
、
此
由
頼
朝
聞
食

 
○

サ
ア
ラ
ハ
西
国
下
ス

ヘ
シ
ト
ノ
宣
使
有
、 

不
空
征
夷
将
軍
ト
示
給

フ
、
西
国
卅
三 

國
ヲ

ト
ラ
ス
ル
也
ト
宣
使
ヲ

蒙
ル
、
サ
ル
ホ
ト
ニ
　 

内

裏
ヲ
御
イ
ト
マ
申
西
国

ニ
　 

御
下
向
、
�
广
國
山

ト
ノ
郡
ニ
　 

八
月
廿
三
日

ト
申
ニ
　 

ツ
キ
ヲ
ハ
ン
、

承
久
三
年
六
月
一
日
関

東
ヲ
立
、

西
氏
本 
○
廿
一
度
ノ
御
ハ
ヒ 

ア
ツ
テ
タ
イ
リ
ニ
ソ
ウ
モ
ン
シ

給
、
御
門
モ
ヱ
イ
ラ
ン
ア
ツ
テ

宣
シ
ア
リ
ケ
リ
、
頼
朝
モ
申
モ

 

ハ
リ
ナ
リ
、

丹
後
ノ
御
局
ハ
惟
宗
ノ
�
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娘
メ
也
、
忠
久
妹 

近
衞
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狹
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三
郎
左
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大
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初
心
時
畠
山

　

┬○│
忠
義
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　
　
　
　

重
忠
息
女
中
間
ニ
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左
近
尉

　
　
　
　
　

本
田
ハ
幡
之
奉
行
、
酒
匂
沓
役
、
猿
渡
御
劔
之
役
、

幡
指
左
近
尉
、
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頴
娃
中
島
仲
左
衞
門
本

５９　
　
　
　
　
　
　
　

三
郎

　

良
文
│
│
│
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大
建
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頼
将
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│
│
┤
良
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│
忠
道
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津
御
庄
建
立
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萬
壽
三
年
丙
寅
年
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日
向
・
大
隅
・
�
摩
也
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輔
平
五
大
夫

　
 

○
頴
娃
士
山
口
弥
市
兵
衞
蔵
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山
口
之
系
圖

　
　

忠
久
不
空
征
夷
将
軍
御
下
向
時
御
供
申
候
、
是
ハ
初
テ
西
国
ニ
　 

御
下
向
ニ
　 

テ
候
、
于
時
文
治
二
年
丙
午
六
月
一
日
、
立
関
東
御

供
申
候
、
八
月
廿
三
日
ト
申
ニ
　 

�
摩
國
山
門
郡
ニ
　 

着
畢
、
去
程

ニ
　 

将
軍
ヨ
リ
給
リ
候
本
地
之 

、
坂
東
武
蔵
國
由
留
間
河
三
千

貫
ノ
所
ヲ
給
候
、
其
以
後
豊
前
國
菊
郡
二
千
五
百
貫
ノ
所
ヲ
給

候
、
并
ニ
筑
前
国
多
々
良
ノ
ハ
マ
ノ
合
戦
ノ
時
高
名
仕
候
故
依

テ
、
ト
キ
吉
ノ
郡
長
野
庄
五
百
貫
ノ
所
ヲ
給
候
、
是
ハ
総
州
貞

久
将
軍
ヨ
リ
給
候
、
代
々
将
軍
七
代
間
傳
リ
申
候
、

　
 

○
頴
娃
開
門
社
家
上
野
筑
兵
衞
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宮
原
千
鎌
何
モ
兄
弟
末
也
、
宮
原
系
圖

　

一
頼
朝
大
臣
ヨ
リ　
　

仰 

、
忠
久
富
征
夷
将
軍
御
供
之
由
依
被

出
仰
、
西
國
御
下
向
御
供
申
候
、
承
久
三
年
六
月
一
日
ニ
　 

関
東

立
、
八
月
廿
三
日
ト
申
�
摩
国
山
門
院
ニ
　 

着
畢
、
将
軍
ヨ
リ
給

候
本
地
之 

、
河
辺
郡
神
殿
十
八
町
給
候
、
并
古
殿
五
丁
・
宮
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殿
姫
也
、
遠
江
守
又
三

郎
得
佛
、
西
国
ノ
副
将

軍
、
豊
後
守

左
衞
門

 

分
国
ハ
七 

国
越
前
・
若
狹
・ 

伊
勢
・
信
濃
・
�
摩
・
大
隅
・ 

日
向
、
御
母
儀
丹
後
御
局
之

本
領
、



下
八
丁
給
候
云 
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○
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世
田
大
山
増
右
衞
門
系
圖
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忠
久
征
夷
将
軍
ヨ
リ
給
候
本
地
之
事
、
日
向
国
三
間
郡
南
郷
三

百
町
・
同
国
之
郷
之
内
柏
原
七
十
五
町
給
候
畢
、
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御
供
文
治
二
年
丙
午
下
向
、

　
 　

本
城
藤
田
曽
右
ヱ
門
持
御
系
図
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忠
久

　
　

安
貞
元
年
丁
亥
正
月
廿
一
日
薨
、
御
年
六
十
八
、

　
 　

長
島
士
四
本
嘉
左
衞
門

６５

┬
忠
久

──　

母
儀
丹
後
御
局
、
承
久
三
年
六
月
一
日
右
兵
衞
佐
大
夫
判

──　

官
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裡
ニ
　 

テ
元
服
、
近
衞
之
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藤
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法
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、
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元
禄
十
六
年
癸
未
二
月
六
日
夜
、
自
宅
類
焼
ニ

燼
ス
、

依
願
再
寫
史
局
本
、
五
月
廿
七
日
、
肥
後
盛
香
・
市

来
家
年
以
副
書
授
覚
之
丞
、 治

承
四
年
十
一
月
立
都
、
隅

州
廻
下
着
、
領
彼
土
、
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與
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戦
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、
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三
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名
道
阿

　
　
　

建
久
七
年
丙
辰　

島
津
左
衞
門
尉
忠
久
公
日
隅
�
三
州
之
為

太
守
而
入
部
也
、
頼
忠
亦
有
其
供
奉
之
列
、
而
後
居
住
于
日

州
矣
、

　
 

加
世
田
市
來
次
郎
兵
衞

６９
　
　

此
御
肴
ハ
宮
肴
と
申
也
、
其
謂
あ
り
、
忠
久
住
吉
に
て
御
産
の

紐
を
と
き
給
時
、
所
も
住
吉
に
て
候
へ
者
、
軈
而
宮
肴
に
て
御

儀
式
あ
り
け
る
あ
ひ
た
、
そ
の
佳
例
を
引
て
今
ニ
　 

此
方
ハ
古
躰

ニ
　 

用
ら
る
ゝ
也
、

　

一
頼
朝
之
御
時
、
ひ
き
の
藤
四
郎
か
娘
御
宮
仕
申
而
居
た
り
し
を

内 

御
寵
愛
あ
り
け
る
、
名
ハ
丹
後
の
局
と
申
た
り
け
る
を
御

て
う
あ
ひ
に
て
、
軈
而
く
わ
ひ
た
い
に
な
り
給
ふ
、
左
候
あ
ひ

た
、
八
文
字
民
部
太
輔
と
申
て
是
ハ
御
奉
公
申
て
あ
り
け
る
か
、

頼
朝
御
意
候
け
る
ハ
、
局
い
つ
か
た
へ
も 
局
い
つ
か
た
へ
も 
く

（　
　

衍　
　

カ　
　

）

し
て
民
部
大
輔
御
供
申
候
へ
と
承
給
て
、
攝
津
國
住
吉
ニ
　 

ま
か

り
つ
く
、
松
原
に
局
ハ
か
く
し
申
、
御
産
の
ひ
も
を
と
か
せ
申

４４８

『
東
鑑
建
久
三
年
壬
子
五
月
十
九
日
庚
寅
、
若
公
令
上
洛
給
、
是
為
仁
和

寺
隆
暁
法
眼
弟
子
為
入
室
也
、
長
門
江
太
景
国
并
江
内
能
範
・
土
屋
弥

三
郎
・
大
野
藤
八
・
由
井
七
郎
等
扈
従
云 

、
自
常
陸
平
四
郎
由
井
宅

進
発
給
、
去
夜
幕
下
潜
渡
于
其
所
、
奉
御
劔
給
云 

、
六
月
廿
八
日
戊

辰
、
由
井
七
郎
自
京
都
参
着
、
十
六
日  
、
若
公
渡
御
于
弥
勒
寺
法
印
隆

暁
仁
和
寺
坊
、
一
條
殿
能
宗
�
 

被
奉
具
之
、
於
彼
坊
有
御
贈
物
、
参
河
律

師
隆
邊
取
之
』　
　
　

（
能
保
�
カ
）

 

（
去
脱
カ
）

『
東
鑑
建
久
三
年
壬
子
四
月
十
一
日
壬
子
、
若
公
七
歳
、
御
母　

常
陸
入
道
女
、

 

乳
母
事
、

今
日
被
仰
野
三
刑
部
丞
成
綱
・
法
橋
昌
寛
・
大
和
守
重
弘
等
、
而
面
々

固
辞
之
間
、
被
長
門  
江
太
景
国
畢
、
仍
来
月
潜
奉
相
具
、
可
上
洛
之
由

被
定
云 

、
他
人
辞
退
者
、
御
臺
所
御
嫉
妬
甚
之
間
、
怖
畏
御
氣
色
之

故
也
』

 

（
仰
脱
カ
）



さ
ん
た
め
に
、
あ
た
り
宿
を
か
り
候
へ
と
も
、
さ
ん
を
火
を
殊

に
い
む
か
た
な
れ
ハ
、
人 

宿
を
ま
い
ら
せ
す
、
か
へ
り
候

て
松
原
を
尋
見
申
候
ヘ
ハ
、
大
き
に
ひ
ら
く
候
石
の
上
に
て
御

産
の
紐
を
と
き
給
ふ
、
大
輔
め
て
た
く
お
も
ひ
、
男
子
に
て
わ

た
り
候
へ
共
と
り
て
捨
を
き
、
宿
を
か
り
う
け
お
き
申
、
能 

い
た
ハ
り
申
け
る
程
に
、
十
三
の
御
年
ま
て
ハ
隱
し
の
は
せ
給

ふ
処
に
、
其
比
奥
州
秀
平
と
申
者
緩
怠
あ
り
、
是
を
頼
朝
御
せ

い
は
つ
あ
ら
ん
と
思
召
候
へ
共
、
大
将
に
さ
た
め
ら
れ
ん
人
も

な
し
、
畠
山
し
け
た
ゝ
に
御
尋
有
け
れ
ハ
、
重
忠
申
さ
れ
け
る

ハ
、
今
日
の
御
座
敷
ニ
　 

ひ
た
り
を
り
の
ゑ
ほ
し
き
た
り
け
る
わ

か
人
か
御
大
し
や
う
と
申
、
頼
朝
不
審
の
事
を
申
物
か
な
と
お

ほ
し
め
し
て
、
軈
而
御
ら
ん
候
ヘ
ハ
、
重
忠
申
や
う
に
是
ハ
何

も
の
か
と
御
尋
あ
り
け
れ
ハ
、
其
時
し
け
た
ゝ
申
け
る
ハ
、
是

こ
そ
丹
後
の
局
の
懐
た
ひ
に
て
わ
た
り
し
時
、
民
部
大
輔
か
預

申
て
な
か
し
ま
い
ら
せ
候
し
と
き
、
住
吉
に
て
御
産
の
ひ
も
を

と
き
給
ふ
御
子
に
て
渡
り
給
ふ
と
申
せ
ハ
、
頼
朝
大
き
に
め
て

た
し
と
御
ら
ん
候
て
、
や
か
て
重
忠
を
父
と
号
給
へ
と 
御 
意
下

仰

り
候
程
ニ
　 

、
重
忠
の
忠
と
云
文
字
を
ま
い
ら
せ
忠
久
と
申
た
り
、

其
後
丹
後
局
ハ
八
も
ん
し
民
部
大
輔
ニ
　 

給
て
さ
い
あ
ひ
を
な
し
、

男
子
二
人
出
来
た
り
け
る
ニ
　 

、
忠
久
う
ち
川
を
渡
シ
時
御
供
申
、

河
を
わ
た
し
候
け
る
、
御
馬
弱
く
て
河
ニ
　 

う
つ
も
れ
う
せ
し
あ

ひ
た
、
子
孫
な
し
、
其
時
鞍
の
文
ニ
　 

桜
の
も
ん
を
仕
り
け
る
あ

ひ
た
、
當
家
嫌
候
、
又
御
當
家
ニ
　 

門
屋
き
ら
ひ
候
ハ
、
門
屋
な

き
所
ニ
　 

御
宿
を
め
さ
れ
候
て
、
十
三
の
年
ま
て
御
せ
い
し
ん
候

之
間
、
そ
の
佳
例
を
引
候
、

　

一
三
日
ま
て
松
原
の
中
に
ひ
ら
く
し
て
大
き
な
る
石
有
、
其
上
に

此
御
子
捨
を
き
申
、
三
日
す
き
候
て
八
も
ん
し
民
部
大
輔
今
ハ

と
に
も
か
く
に
も
と
な
ら
せ
給
ふ
ら
ん
と
心
に
お
も
ひ
、
参
候

て
見
申
候
へ
者
、
白
き
狐
か
二
あ
り
、
こ
の
き
つ
ね
か
乳
を
参

せ
て
居
た
り
し
見
申
候
て
、
軈
而
御
宿
へ
懐
か
へ
り
、
十
三
ま

て
住
よ
し
ニ
　 

御
座
候
、
こ
れ
に
よ
り
申
事
あ
り
、
八
も
ん
し
か

う
ち
ハ
惟
宗
氏
也
、
市
來
殿
先
祖
ハ
八
文
字
也
、
ひ
と
こ
ろ
市

來
殿
申
さ
れ
事
ニ
　 

、
我
等
か
家
よ
り
嶋
津
殿
御
出
候
ほ
と
に
こ

れ
む
ね
氏
に
て
候
と
申
さ
れ
候
、
惣
し
て
ミ
な
か
ミ
を
た
ゝ
し

申
さ
は
源
氏
に
て
こ
そ
あ
る
へ
け
れ
共
、
此
方
へ
く
た
さ
れ
給

ひ
し
時
氏
し
け
た
ゝ
か
養
子
と
し
て
氏
を
ハ
近
衞
殿
ニ
　 

御
申
請

給
ふ
、
御
家
の
名
乗
の
字
ハ
重
忠
の
た
ゝ
と
云
も
ん
し
を
ま
い

ら
せ
忠
久
と
申
也
、
つ
く
し
ニ
　 

御
下
り
候
程
に
、
御
幕
の
文
何

備忘抄

４４９



に
て
候
す
る
哉
と
重
忠
頼
朝
に
申
さ
れ
け
れ
ハ
、
お
り
し
も
御

臺
時
分
に
て
あ
り
け
れ
ハ
、
�
を
座
敷
ニ
　 

御
な
け
候
て
、
こ
れ

か
こ
と
く
に
て
あ
る
へ
し
と
御
意
下
る
、
時
御
箸
十
文
字
ニ
　 

な

る
間
、
今
に
か
く
の
こ
と
し
、
人 

十
文
字
と
心
得
候
へ
共
、

十
文
字
に
て
ハ
な
く
候
、
御
は
し
の
ち
か
ふ
物
也
、
し
き
の
十

文
字
の
や
う
に
筆
の
勢
は
ね
た
る
も
ん
し
の
す
か
た
努 

あ

る
へ
か
ら
す
、
御
ミ
ぬ
ひ
と
幕
の
文
ハ
此
方
へ
御
下
り
候
し
る

し
也
、
人 

か
や
う
な
る
御
當
家
の
御
事
ハ
く
は
し
く
し
ら

ぬ
也
、
御
ゑ
ほ
し
ハ
前 
へ 
書
付
お
く
、

ニ

　

一
忠
久
此
方
へ
御
く
た
り
候
、
日
向
國
嶋
津
庄
と
申
所
ニ
　 

御
下
り

候
ほ
と
に
、
所
の
名
ニ
　 

應
し
て
嶋
津
と
号
也
、

　

一
忠
久
御
は
ゝ
ハ
始
ハ
丹
後
殿
と
申
御
す
ゑ
か
た
の
人
な
り
し
を
、

頼
朝
御
て
う
あ
ひ
あ
り
し
ニ
　 

よ
て
、
後
ハ
局
ニ
　 

な
り
給
ふ
と
言

名
付
候
、
故
ニ
　 

た
ん
こ
の
局
と
今
ニ
　 

爰
も
と
の
い
は
れ
人
し
ら

ぬ
也
、

　
 　

加
世
田
士
市
来
次
郎
兵
衞
蔵

７０
　
　

御
一
家
中
の
様
又
は
殿
中
外
様
の
え
ん
き
む
か
う
て
い
の
昔
よ

り
め
し
つ
か
は
れ
て
候
や
う
と
も
存
知
之
分
書
付
候
て
参
候
と
、

去
年
鹿
児
嶋
に
て
承
候
云 

、
忠
久
も
は
し
め
ハ
惟
宗
氏
、
承

久
三
年
姓
を
御
か
へ
有
て
藤
原
と
号
、
民
部
大
輔
ハ
日
向
ノ
國

ノ
司
に
て
候
け
る
間
、
庄
内
之
内
嶋
津
に
居
住
候
間
、
嶋
津
民

部
大
輔
と
云
、
忠
久
茂
其
故
を
以
三 

國
に
御
下
、
已
後
嶋
津

に
御
住
居
候
間
、
嶋
津
殿
と
申
奉
也
云 

、

　
　
　
　

兵
庫
頭
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清
和
系
ニ 

従
五
下

實
齋
院
次
官

国
平
子
也
、

仲
綱
弟

山
縣
三
郎

左
ヱ
門
尉　

清
和
ケ
ン
シ
本

　

政
所
家
司
連
署
人

　
　

五
下

猶
子　

中
宮
少
進

使　

左
ヱ
門
尉

實
者
頼
行
五

男
治
承
四
五

宇
治
自
害
、

同
二
年
六
月
十
九
日
被
害
、

天  
治
二
六
十
九
、
於
伊
賀
国
名
張
郡
為
時
定
被

害
了
、
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三
郎 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┌
康
家
│
│
│
┘　

┐秩│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　
　
　
　
　
　

─　

─
父　

秩
父
太
郎
大
夫　

畠　
　

庄
司

┐
│
│
│
│
│
└　

┌
│

重
弘
│
│
│
│
┤│
重
能
│
│
│
│
│
│
┘

─　
　

三
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─山　
　
　
　
　
　
　
 

─

┌
清
光
│
│
│
┘
┐
│
│
│
│
│
│
│
└　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
└
─
┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　

右
ヱ
門
尉

三
郎　

 

 

─
─　
 
庄
司
二
郎　
 

六
郎　

於
鎌
倉
被
誅
、

┌
清
重　
　
　
　

─
┬
│

重
忠
│
│
┤
重
保

　
　
　

壹
岐
守　
 

─
─ 
母
三
浦
大
介

義
明
女　

 

─　
　

父
被
誅
時
自
害
、
廿
三
才
、

┐
│
│
│
│
│
│
└
─　
　
　
　
 
┌
重
季

─　
　
　
　
　
　
　

─

─　

千
葉
介
常
胤
妻　

─

┬
女
子　
　
　
　
　

┌
│

重
清
│
│
│
重
宗
六
郎

─　

新
介
胤
正
母

──　

別
當　
　
　
　
　
　
 
三
郎　
　
　
　
 
小
沢
小
二
郎

┬
有
重
│
│
│
│
┤
重
成
│
│
│
│
│
重
政
為
宇
佐
美
壬
被
誅
、

─　

小
山
田　
　
 

─
為
大
河
戸
太
郎
被
誅
、

─　
　
　
　
　
　

─

 二
郎

備忘抄

４５１

イ
ニ

ナ
シ

従
五
下

駿
河
守

七
条
院
蔵
人

宣
陽
門
判
官
代

伊
豆
蔵
人

群
書
一
覽
ニ

頼
政
家
集
一
巻
あ
り
、

父
仲
正
、
ま
た
子
仲
綱
・
娘
讃
岐
・

姪
の
丹
後
い
つ
れ
も
名
あ
る
哥
よ
ミ

と
あ
り
、
作
者
部
類
に
、
讃
岐
は
勿

論
宜
秋
門
院
丹
後
と
載
せ
、
散
位
源

頼
行
女
と
出
た
り
、
日
本
史
比
企
傳

の
丹
後
局
善
和
哥
と
ハ
別
の
丹
後
な

る
へ
し
、
季
安
考
也
、

二
条
院
讃
岐
局

哥
人
隱
岐
石
讃
岐
是
也
イ

建
佐
州

秩
父
別
當　

四
依
謀
反
被
流
、

　

─
─　
　
　
　
　

──　

太
田
祖



　

─河　
秩
父
二
郎
大
夫

┬
重
朝
│
│
│
│
┤
重
季
太
郎

　

┬
重
隆
│
│
│
┘
─谷 
　

小
山
田
五
郎
─

─越　
 
　
　
 

─
┌
行
平　
　
　
　

┌
季
重

─　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　

─　

葛
西
別
當　
 

河　
　

太
郎

─　
　
　
　
　

┌
能
隆
│
│
│
││
重
頼
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

┬
重
遠
三
郎
高
山

 

　
　
　
　
　
　
　
　
 
越　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

─　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─
江
戸　
　
　
 

─　
　

小
太
郎

┌
重
綱
│
│
┘
┬
重
房

　
　
　
　
　

─
─　
　

二
郎

┐
│
│
│
│
└
┬
重
時
│
│
│
泰
重
│
│
経
重
│
│
宗
重

─　

太
郎　
　
 
─　
　

三
郎

┌
重
長
│
│
┘
┌
重
員
│
│
│
重
輔
│
┤
貞
重

┐
│
│
│
│
└　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　

太
郎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
┌
女
子

┬
忠
重　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
浦
義
村
室

─　

二
郎

┌
親
重

　
　

鎌
倉
志
、
畠
山
重
保
石
塔
ハ
由
比
濱
ニ
　 

ア
リ
、
五
輪
ヲ
云
、
明

徳
第
四
癸
酉
霜
月
日
道
友
ト
切
付
、
後
人
ノ
建
タ
ル
カ
、
其
石

ノ
西
方
ヲ
畠
山
屋
敷
ト
云
、
重
保
旧
宅
ナ
ラ
ン
、
俗
ニ
　 

重
忠
宅

ト
云
ヘ
ト
モ
、
重
忠
カ
屋
敷
ハ
筋
替
橋
ノ
西
北
ニ
　 

ア
リ
云 

、

　
　
　
　
　
　
　
　

摂
政
内
大
従
一　
 
摂
政
大
従
一　
　
 
同

　
 　
 

基
實
│
│
│
│
基
通
│
│
│
│
家
實
│
│
│
│
兼
經

７３　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

号
猪
熊
殿
、　
　
 
号
岡
屋
屋
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
殿
カ
）

　
　
　
　

兵
衞
佐　

右
大
将

　
 　
　

頼
朝
│
│
│
│
│
│
│
│
┤
頼
家
左
衞
門
督

権
少
将

 

74　
　
　
　

正
二
位　

大
納
言　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┬
實
朝
兵
衞
佐　

右
大
将

内
大
臣　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┬
忠
久
嶋
津
判
官　
　
　

三
条
殿
猶
子
也
、

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┬
大
友
市
法
師
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└　
 

　

─初
代

┌
│ 
能  
直 

よ
し 
な
を

　

大
系
為
斎
院
次
官
中
原
親
能
子
改
姓
、

　
　

童
名
一
法
師　

大
友

　

但
又
帰
當
氏
大
友
、
鎮
西
奉
行

　
　
　

豊
前
々 
司　

左
近
将
監　

左
衞
門　

権
少
尉　

檢
非
違
使 

従
五
位
上 　

法
名
能
連　

掃
部
頭
親
能
為
猶
子
、
母
者
大
友

四
郎
大
夫
経
家
娘
也
、
承
安
二
年
壬
辰
御
誕
生
、
建
久
六
年

乙
卯
六
月
十
一
日
下
着
、
貞
應
二
年
癸
未
霜
月
廿
七
日
、
御

年
五
十
二
而
大
野
藤
北
�
去
、

　

二
代  
親  
秀 
季
イ　

利
根
次
郎　

大
炊
助　

出
雲
路
殿　

号
寂
秀
、
寶

ち
か 
ひ
て

治
二
年
十
月
廿
四
日
死
去
、
母
者
高
山
四
郎
入
道
女
也
、

　

三
代  
頼  
泰 　

童
名
藥
師
丸　

大
炊
助　

式
部
大
夫　

初
號
丹

よ
り 
や
す

 
後
守 
、

号
泰
直
、

出
羽
守　

法    
名

       

道
忍　

母
者
三
浦
肥
前
々
司
家
連
女
也
、

大
系
鎮
西
奉
行

※

　
　

右
、
垂
水
島
津 
玄
番
忠 
直
家
臣
内
之
倉
利
兵
衞
蔵
大
友
氏
古
系

　
（
蕃
カ
）

圖
、
肇
自
貞
純
親
王
�
于
廿
二
代
左
兵
衞
督
義
統
古
本
ノ
寫
、

 守
イ

 下
イ

４５２

大
系
大
友
景
頼
子
近
藤
太
左
近
将
監
能

成
子
ニ

ツ
レ
リ
、

齋
院
次
官
親
能
為
猶
子
也
、

是
者
藤
原
姓
也
、
能
直
之

事
也
、

為
悪
源
太

義
平
被
誅
、

　

─　
　
　
　
　
　

─椿　
 
四
郎



但
死
去
年
月
ハ
初
代
・
二
代
ノ
分
ニ
　 

見
へ
、
餘
ハ
廿
代
義
鑑
ニ
　 

、

四
十
九
ニ
　 

テ
二
月
十
二
日
親
子
五
人
同
横
死
也
、
同
庚
戌
ト
ア

ル
耳
、
他
ハ
ナ
シ
、

　

※
（
行
間
）

　

「
日
本
史
大
友
・
少
貳
傳
、
大
友
貞
宗
豊
後
人
也
、
五
世
祖
能
直
、
其
母

大
友
氏
侍
源
頼
朝
得
寵
有
身
、
出
嫁
藤
原
親
能
生
能
直
、
能
直
因
冒
母

姓
大
友
氏
、
及
長
為
左
近
衞
将
監
、
従
頼
朝
討
藤
原
国
衡
有
功
、
又
従

獵
富
士
野
、
會
曾
我
祐
成
・
弟
時
復
父  
讎
、
營
中
大
擾
、
頼
朝
欲
親
出

拒
、
能
直
曳
袂
争
而
止
之
、
頼
朝
嘉
其
忠
誠
、
恩
眷
加
渥
、
尋
授
豊
前
・ 

豊
後
守
護
、
又
任
左
ヱ
門
権
少
尉
兼
檢
非
違
使
、
子
孫
襲
其
守
護
、
世

雄
西
士
云 

」

　
 

　
 　
　

山
蔭
│
│
│
┘　
　

藤
頼
景
秋
田
城
介
義
景
子

７５の１　
　
　
　

従
三　
 
─　
　
　
　
　
　
　
 

┐
│
│
│
│
│
│
└　
　

道
洪
城
介
藤
泰
盛
子

──　
　
　

但
馬
守 
　

玄
孫　

遠
江
守　
 
三
男 
秋
田
城
介
祖　

従
四
下

　

上
野
介　
　
　
　

 

┌
│
有
頼
│
│
│
│
│
相
任
│
│
│
│
相
継
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
前
守　
　
　
　
 

─

　

玄
孫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

──
城
介　
  

┌
│
盛
長
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

 

（
致
脱
カ
） 

　
　
　
　

鎌
倉
実
記
、
永
暦
元
年
頼
朝
�
流
時
盛
長
二
十
六
隨
仕
、
子
景
盛
初
──

　
　
　

正
治
二
年
四
月
廿
六
日
卒
、
六
十
六
、 　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　

為
門
脇
養
子
、
据
準
后
記
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

──
イ
盛
景

従
五
下　

出
羽
権
介　
　
　
　
 
城
介　

従
五
上　

評
定
衆

─　

景
盛
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┤
義
景
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

─　
　
　

秋
田
城
介　
　
　
　
　
 

─　
　
 
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　

母
門
脇
少
将
女
丹
後
内
侍
、─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

母
武
蔵
豊
前
守
頼
任  
女
、─

─　
　

見
武
家
系
圖
元

禄
十
三
年
板
、

 

 
建
保
六
二
月
─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　

時
氏
室　
　
　
　
　
 

─

─　
　

六
日
任
出
羽
介
、
同
七
年
┌
女
子
号
松
下  
禅
尼
、　
　
　
 

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

經
時
・
々
頼
等
母
、　
　
 
─

─　
　

正
月
廿
七
日
出
家
、
法
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　

大
運
、 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　

宝
治
二
年
五
月
十
八
日
於　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　

高
野 　
　

     

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
（
マ
マ
）

─　
　
　
　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　

城
介　

正
五
下 
応
ニ

─　
　
　
　
　
　
　
 
曽孫
 

┌
泰
盛
陸
奥
守　
　
　

正
嘉
二
年
正
月
十
七
日

甘
縄
宅
火
、　
　
　

 

─
評
定
衆

大
曽
根

 

 
次
郎
兵
衞

┬
│
時
長
│
│
│
│　
　
　

弘
安
七
年
四
月
四
日
出
家
、

─　
　
　

法
名
能
�

─　
　

母
同
景
盛
、　
　
　

同
八
年
十
一
月
十
七
日
被
誅
、

─　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
│
女
子
蒲
参
河
守

範
頼
室

 

　
　
　
 

　
　
　
 
母　
　
 

　
（
マ
マ
）

 
イ
佐

 本
イ

備忘抄

４５３

建
長
五
年
六
月
三
日
卒
、

四
十
四
、

義
景
女
北
条
時
宗
室
ニ
　 

テ
貞
時
母
也
、

弘
安
七
年
寡
居
為
尼
鎌
倉
ノ
東
慶
寺

開
山
志
道
和
尚
也
、

千
八

遺
一

玉
一

　
　

遺
一

方
三

玉
一

才
三

今
二

魚
名
二
男
鷲
取
曽
孫

　
　
　
 

中
納
言

作
者

　

前
丹
後
守

安
達
六
郎　

小
野
田
藤
九
郎

母
備
前
守
平
忠
盛
妹
也
、



　
 　

清
和
天
皇
十
人

７５の２　
　
　
 

　
　

範
頼
│
│
│
│
│
┤
範
圓

　
　
　
　
　
 
国
イ　
　

─　
　

イ
ナ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

母
藤
原
藤
九
郎
盛
長
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　

─ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
源
昭
範
暁
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
所
下
文

　
　

建
治
二
年
八
月
廿
七
日
、
久
時
補
伊
作
庄
日
置
庄
地
頭
職
、
廿

八
日
、
城
介
泰
盛
為
我
拜
命
以
書
報
之
、
十
二
月
十
日
、
報
公

書
賀
之
、

　
 　

鎌
倉
実
記
三

７６　
　
　

頼
朝
蛭
児
嶋
御
舘
事

　
　

頼
朝
の
配
所
蛭
児
嶋
云 

、
お
よ
そ
海
道
十
五 

國
高
名
の
家

多
け
れ
と
も
、
誰
か
佐
殿
の
郎
従
な
ら
ざ
る
、
下
野
國
住
人
安

達
藤
九
郎
盛
長
ハ
口
藤
の
わ
か
れ
に
て
ハ
所
領
も
多
く
、
母
ハ

備
前
守
忠
盛
の
女
な
れ
は
、
入
道
相
國
の
為
に
ハ
従
弟
な
り
、

又
盛
長
か
お
さ
な
き
子
を
門
脇
殿
の
養
子
と
せ
ら
れ
け
れ
は
、

鎌
倉
殿
の
御
代
と
な
り
て　

秋
田
城
介
景
盛
と
ハ
是
也
、

 

平
家
に
ハ
ふ
か
き
縁
躰
な
り
し
か
と
も
、

先
祖
た
り
し
者
の
八
幡
殿
へ
の
契
約
を
わ
す
れ
す
、
頼
朝
左
遷

の
は
し
め
盛
長
二
十
六
歳
よ
り
丁
僕
の
こ
と
く
に
つ
き
そ
ひ
ま

い
ら
せ
云 

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
ノ
マ
ヽ

　
 　

安
達
藤
九
郎
盛
長
者
、
太
政
大
臣
房
前
五
男
正
正
二
位
魚
名
五

７７

代
後
胤
山
蔭
中
納
言
子
従
五
位
下
上
野
拯
相
国
、
其
子
出
羽
介

国
重
、
其
子
小
野
田
三
郎
兼
廣
子
也
、
母
備
前
守
忠
盛
妹
也
、

右
大
将
頼
朝
�
配
流
時
生
年
二
十
六
、
隨
在
忠
義
勲
功
竟
ニ
　 

顕

鎌
倉
吉
書
始
也
、
六
十
六
歳
卒
、
子
息
景
盛
初
為
門
脇
養
子
、

事
頼
朝
自
出
羽
権
守
移
秋
田
城
介
、
鎌
倉
評
定
衆
頭
也
、
右
依
准

后
記
、

 

　
　
　

准
后
親
房
記
ト
モ
ア
リ
、

　
 　

鎌
倉
実
記
四

７８　
　
　

頼
朝
八
牧
目
代
兼
隆
を
討
事

　
　

其
比
都
に
散
位
康
信
と
い
ふ
者
あ
り
、
康
信
か
母
ハ
頼
朝
の
乳

母
な
り
け
れ
は
、
頼
朝
に
志
ふ
か
く
、
月
に
三
た
ひ
つ
ゝ
ひ
そ

か
に
人
を
下
し
て
洛
中
の
子
細
を
告
し
ら
せ
申
さ
れ
け
る
か
、

治
承
四
年
六
月
、
康
信
か
使
來
り
て
、
今
度
高
倉
宮
御
謀
�
に

つ
き
、
令
旨
を
給
ハ
る
諸
國
の
源
氏
悉
く
追
罰
あ
る
へ
き
朝
議

４５４

慈
光
寺

順
天
寺
等
別
當

二
位
僧
都

母
遠
江
守
池
田
宿

遊
女　

文
治
二
於

伊
豆
北
条
依
舎
兄

源
二
位
命
被
討
了
、

三
川
守　

従
五
下

　
　

号
蒲
生
冠
者
、

吉
見
中
納
言

順
天
寺
阿
闍
梨



一
定
せ
し
よ
し
告
ま
い
ら
せ
け
れ
ハ
、
頼
朝
さ
こ
そ
あ
ら
ん
、

今
ハ
や
ミ
か
た
き
時
こ
そ
來
れ
、
猶
豫
あ
る
へ
か
ら
す
と
、
藤

九
郎
盛
長
を
以
て
累
代
の
家
人
を
催
し
、時
政
を
は
し
め
狩
野
・ 

宇
佐
美
・
土
肥
・
佐 

木
・
岡
崎
・
千
葉
・
三
浦
の
輩
一
人
ツ 

ヽ
閑
所
に
め
さ
れ
、
御
密
談
あ
り
云 

、

　
 

印
本
日
本
史

７９
　
　

範
頼
ノ
傳
、
二
子
範
圓
・
源
昭
共
為
僧
、
範
圓
娶
安
達
盛
長
女

生
為
頼
、
為
頼
依
外
家
傳
其
領
邑
、
居
武
蔵
吉
見
、
�
吉
見
二

郎
、
子
義
春
�
太
郎
、
永
仁
四
年
三
月
、
謀
起
兵
為
北
條
貞
時

所
殺
、
子
義
世
�
孫
太
郎
尊
卑　

分
脉
、

 

亦
以
十
一
月
見
殺
、　

保
暦
間

記
�
本
書
以
義
世
為
範
頼
玄
孫
頼
氏
子
、
然
據
尊
卑
分
脉
及
吉

見
系
圖
、
頼
氏
範
頼
曾
孫
而
義
春
弟
也
、
故
不
取
、
按
将
軍
執

權
次
第
、
以
義
世
之
死
為
永
仁
五
年
五
月
、

　

子
尊
頼
仕
吉
野
行
宮
為
中
務
大
輔
、
尊
卑　

分
脈
、

 

　
　

義
経　

壇
浦
之
戦
建
禮
門
院
在
義
經
舟
、
頼
朝
疑
与
之
姦
、
初

頼
朝
以
河
越
重
頼
女
配
義
經
、
而
義
經
又
納
平
時
忠
女
、　

三

年
二
月
、
与
妻
河
越
氏
及
従
士
為
修
驗
者
、
經
北
陸
道
至
陸
奥
、

又
依
秀
衡
云 

、

　
 

保
暦
間
記
下

８０　
　
　

義
世
謀
反
事

　
　

永
仁
四
年
十
一
月
廿
、
吉
見
孫
太
郎
義
世
三
河
守
範
頼
四
代
孫

吉
見
三
郎
頼
氏
男
、

 

謀
�

ノ
キ
コ
へ
有
テ
召
取
、
良
基
僧
正
同
意
之
間
遠
流
セ
ラ
ル
、
義

世
ハ　
 

龍
ノ
口
ニ
　 

テ
首
ヲ
刎
ラ
レ
畢
ヌ
、

　
 

重
忠
列
傳

８１　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
マ
マ
）

　
　

文
治
三
年
、
伊
勢
神
人
ニ
　 

て
、
頼
朝
命
復
其
本
領
、
但
奪
伊
勢

沼
田
御
厨
賜
吉
見
頼
綱
、

能
員
傳

　
　

頼
朝
遇
禅
尼
最
渥
、
�
至
其
家
讌
飲
、
東　鑑

、

 

命
以
盛
長
女
嫁
範

頼
、
重
頼
女
配
義
經
、
祐
清
妻
再 

平
賀
義
信
、
吉
見　

家
譜
、

 

　
　

三
浦
泰
村
謝 

、
宗
族
甄
列
官
�
兼
数
国
守
護
、
領
荘
園
數
萬

町
、

 
（
マ
マ
）

備忘抄

４５５



　
　

相
良
三
郎
長
頼
、
建
久
九
年
下
向
玖
广
、
生
六
男
一
女
、
季 

頼
村
、
号
上
村
七
郎
、

　
 

東
鑑

８２　

養
和
二
年
壬
寅
五
月
廿
七
日
為
壽
永
元
年
、

　
　
　

三
月
大

　
　

九
日
己
卯
、　

御
臺
所
御
著
帯
也
、
千
葉
介
常
胤
之
妻
依
殊
仰
、

以
孫
子
小
太
郎
胤
政
為
使
献
御
帯
、
武
衞
奉
令
結
之
給
、
丹
後

局
候
陪
膳
、

　
　
　

八
月

　
　

十
二
日
庚
戌
霽
、　

酉
剋
御
臺
所
男
子
御
平
産
云 

、
戌
剋
河

越
太
郎
重
頼
妻
比
企
尼
女

 

依
召
参
入
、
候
御
乳
付
、

　
　

十
八
日
丙
辰
、　

七
夜
之
儀
千
葉
介
常
胤
沙
汰
之
云 

、
以
胤

正
母 

為
御
前
倍
膳
云 

、

　
 

壽
永

８３　

三
年
四
月
五
日

　

國
富
庄
日
向　

十
所
之
一
也
、

　
　

以
上
八
條
院
御
領

　

麻
生
云 

、

　
　

右
庄
園
拾
陸
箇
所
、
注
文
如
此
、
任
本
所
之
沙
汰
、
彼
家
如
元

為
為  
有
知
行
、 
勤 
状
如
件
、

（
勒
）

　
　

壽
永
三
年
四
月
六
日

　
 　

元
暦
二
年
七
月
小　

廿
二
日
壬
寅
、
日
向
國
住
人
富
山
二
郎
大

８４

夫
義
良
以
下
鎭
西
輩
之
可
為
御
家
人
分
者
、
他
人
不
可
令
煩
之

旨
、
今
日
所
被
成
遣
數
通
御
下
文
也
云 

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
朝
為
脱
カ
）

　
　

文
治
元
年
乙
巳
九
月
小　

一
日
辛
巳
、
廷
尉
公
勅
使
参
營
中
、

二
品
對
面
云 

、
彼
宿
所
比
企
四
郎
東
御
門
宅
云 

、

　

建
長
二
年
庚
戌
三
月
小

　
　

一
日
丁
卯
、　

造
閑
院
殿
雜
掌
事
、
為
被
進
覧
京
都
、
云
本
役

人
、
云
始
被
付
分
、
今
日
悉
被
注
緝
之
、
深
澤
山
城
前
司
俊
平
、

中
山
城
前
司
盛
時
等
為
奉
行
云 

、

　

其
目
録
様

　
　
　

後
日
被
注
入
分

　

霜
臺
東　
　
　
　
　
　

備
後
前
司

　

掃
部
寮
戸
屋　
　
　
　

綱
島
左
衞
門
入
道

閑
院
殿
造
營
雜
掌

 

（
衍
カ
）

４５６

秩
父
大
夫

重
弘
女



　

紫
宸
殿　
　
　
　
　
　

相
模
守

　

清
涼
殿　
　
　
　
　
　

甲
斐
前
司

　

仁
壽
殿　
　
　
　
　
　

修
理
權
大
夫
跡

　
　
　

廿 

条
略

　

北
弘
御
所　
　
　
　
　

嶋
津
豊
後
前
司
跡

　

同
西
屋　
　
　
　
　
　

周
防
前
司
入
道

　
 　

鎌
倉
萬
年
山
正
續
院
圓
覚
寺
所
安
奉
佛
牙
舎
利
、
即
實
朝
将
軍

８５

遣
使
宋
国
所
乞
求
也
、
自
其
所
産
舎
利
子
数
十
粒
累
々
如
貫
珠
、

東
武
増
上
寺
五
十
六
世

 

大
僧
正
教
譽
乞
其
産
子
三
粒
於
圓
覺
寺
、
供

養
于
銀
多
宝
塔
、
d
文
政
元
年
戊
寅
八
月
、
齊
興
公
訪
寺
閑
談

僧
正
、
感　

公
信
心
分
献
二
粒
、
藥
王
寺
一
雲
快
忍
記
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
人

　
　

建
保
五
年
五
月
、
實
朝
遣
葛
山
願
成
・
雪
下
良
眞
等 

金
銀
貨

財
材
木
、
渡
宋
国
假
仏　

舎
利
而
帰
京
師
、　

順
徳
帝
聞
召
鳳

闕
供
養
于
内
道
場
不
授
之
、
使
者
空
皈
鎌
倉
、　

實
朝
大
怒
、

自
身
上
京
欲
瞻
礼
、
藤
九
郎
強
請
使
者
、
遂
反
命
安
置
勝
長
壽

院
、
後
移
大
慈
寺
、

　
 

重
忠
列
傳

８６

　

頼
朝
論
功
行
賞
三
浦
義
村
等
賞
賜
頗
厚
、
賜
重
忠
�
岡
郡
、

　

下
河
辺
行
平
傳

　

文
治
中
、
河
越
重
頼
座
源
義
經
事
、
政
義
為
重
頼
婿
、
以
故
収

　

以
義
経
姻
属
故
、
収
河
越
食
邑
、
見
文
治
元
年
、

　

食
邑
、

　

頼
朝
傳

　
　
　
　

称
四
郎

　

八
田
知
家
云 

、 

　
　

首
藤
経
俊
云 

、
助
道
生
親
清
、
ヽ
ヽ
生
義
通
、
號
山
内
云 

、

經
俊
�
瀧
口
三
郎
云 

、
經
俊
母
頼
朝
乳
母
也
、

壽
永
元
年
安
�
紀

　
　

五
月
十
九
日
戊
子
、
以
延
暦
寺
僧
永
雲
・
顕
眞
送
以
仁
王
子
及

源
仲
綱
子
於
源
義
仲
所
、
流
永
雲
於
�
广
、
顕
眞
於
土
佐
、
源平

 
 

盛
衰

記
、

 

　
　

養
和
元
年
辛
丑
五
月
六
日
辛
巳
、
吉
野
僧
徒
蜂
起
、
有
�
以
仁

王
子
者
、
法
皇
敕
奈
良
僧
徒
索
捕
之
、
玉　海

、

 

備忘抄

４５７

本
書 

、
知
家
本
源
義
朝
子
、
為
宗
綱
養
子
、
未

知
孰
是
、
宍
戸
系
圖 

、
知
家
母
宗
綱
子
朝
綱
女
、

称
八
田
局
、
平
治
之
乱
知
家
匿
宗
綱
家
、
宗
綱
養
為
子
、
然
保
元
物
語

有
下
野
人
八
田
四
郎
、
則
先
是
知
家
既
在
下
野
可
知
、
而
宗
綱
女
嫁
小

山
政
光
為
頼
朝
乳
母
、
疑
系
圖
由
是
致
誤
、
故
今
不
取
、



　

頼
朝
下

　
　

文
治
元
年
十
一
月
、
又
請
為
總
地
頭
、
保
厂　
間
記
、

 

法
皇
心
難
之
、
公

�
皆
憚
違
頼
朝
意
、
遂
聽
之
、 

頼
朝
既
為
總
地
頭
、

諸
国
地
頭
皆
以
家
臣
為
之
、 

國
司
之
権
移
於
守
護
、

領
家
皆
喪
其
地
、
而
朝
廷
�
衰
矣
、
神
皇
正
統
記
、　

参
取
保
暦
間
記
、

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
ヽ

　
　

建
久
元
年
、　

初
朝
廷
往
々
遣
追
捕
使
於
於
諸
追
捕
使
於 
諸
国
、

糺
察
姦
盗
、
朝
野　
群
載
、

 

頼
朝
亦
嘗
以
家
臣
為
總
追
捕
、
按
檢
近
畿
諸

国
、
東　鑑

、

 

至
是
請
為
天
下
總
追
捕
使
、
廷
議
許
之
、 

　
　

元
久
元
年
、
實
朝
娶
婦
、
重
忠
長
子
重
保
與
北
条
政
範
等
往
京

師
迎
之
、
重
保
候
平
賀
朝
雅
、
重
忠
・
朝
雅
倶
時
政
女
婿
、
而

重
忠
妻
其
前
妻
子
也
、
重
保
与
朝
雅
飲
而
忿
争
、
座
客
和
解
而

止
、
朝
雅
猶
蓄
餘
怒
、
悪
重
保
父
子
於
妻
母
牧
氏
、
牧
氏
銜
之

云 

、

　
　

建
久
六
年
七
月
還
鎌
倉
、
武
蔵
地
頭
平
賀
義
信
有
治
績
、
下
書

褒
美
、

 

（
　
　
マ
　
　
マ
　
　
） 

　
　

安
達
盛
長
�
藤
九
郎
云 

、
正
治
二
年
死
、
子
景
盛
・
時
長
云

 

、
初
景
盛
女
適
北
條
時
氏
、
生
経
時
・
時
頼
、
及
時
頼
執
政

最
見
尊
礼
、

　
　

泰
盛
称
九
郎
、
及
父
死
襲
秋
田
城
介
、
為
評
定
衆
、
関
東
評

定
傳
、

 

以
善

騎
名
於
世
、
徒
然
草
、

 

弘
安
中
兼
陸
奥
守
、
請
解
秋
田
城
介
、
以
子

宗
景
代
聽
之
、
尋
祝
髪
改
名
覺
眞
、
泰
盛
素
與
北
條
氏
連
姻
、

女
又
適
時
宗 
生
定
時 
、
及
貞
時
執
権
、
恃
勢
肆
横
、
貞
時
宰
左

　
（
貞
カ
）

衞
門
尉
平
頼
綱
亦
驕
縦
、
頗
弄
威
福
、
與
泰
盛
相
軋
、
而
宗
景

狂
躁 

侈
甚
於
父
、
自
謂
曽
祖
景
盛
實
頼
朝
之
子
也
、
遂
改
姓

源
氏
、
頼
綱
因
説
貞
時 

、
宗
景
私
懷
覬 

之
心
、
改
姓
一
事

最
不
可
掩
、
貞
時
信
之
、
遂
殺
泰
盛
父
子
、
滅
其
後  
云

     

 

、

　
（
族
カ
）

　
 

保
暦
間
記
下

８７
　
　

弘
安
比
ハ
藤
原
泰
盛
權
政
ノ
仁
ニ
　 

テ
、
陸
奥
守
ニ
　 

成
テ
雙
ナ
シ
、

其
故
ハ
相
模
守
時
宗
ノ
舅
ナ
リ
ケ
レ
ハ
也
、
然
ル
處
ニ
　 

、
弘
安

七
年
四
月
四
日
、
時
宗
三
十
四
歳
ニ
　 

テ
出
家
、
法
名
道
杲
、

号
宝
光
寺
、

 

同
日

酉
ノ
時
ニ
　 

死
去
ス
、
嫡
子
貞
時
于
時
左　

馬
権
頭
、

 

生
年
十
四
歳
ニ
　 

テ
、
同

七
月
七
日
彼
跡
ヲ
ツ
イ
テ
将
軍
ノ
執
権
ス
、
泰
盛
彼
外
祖
ノ
義

ナ
レ
ハ
弥
ヲ
コ
リ
ケ
リ
、
其
比
貞
時
カ
内
官
領
平
左
衞
門
尉
頼

４５８

係
是
年
据
増
鏡
・ 

保
暦
間
記
、
�

平
家
物
語
為
文
治

元
年
事
、
恐
誤
、

平
家
物
語
・

保
暦
間
記
、

参
取
承
久

記
・
増
鏡
、



綱
不
知
先
祖
、

法
名
杲
圓
、

 

ト
申
者
ア
リ
、
又
權
政
ノ
者
ニ
　 

テ
有
ケ
ル
上
ニ
　 

、

驕
ヲ
タ
ク
マ
シ
ク
ス
ル
事
泰
盛
ニ
　 

モ
劣
ラ
ス
、
同
八
年
四
月
十

八
日
、
貞
時
相
模
守
ニ
　 

任
ス
、
爰
ニ
　 

泰
盛
・
頼
綱
中
ア
シ
ク
シ

テ
互
ニ
　 

失
ハ
ン
ト
ス
、
共
ニ
　 

種
々
ノ
讒
言
ヲ
成
程
ニ
　 

、
泰
盛
カ

嫡
男
秋
田
城
介
宗
景
ト
申
ケ
ル
カ
、
驕
ノ
極
ニ
　 

ヤ
、
曽
祖
父
景

盛
入
道
ハ
右
大
将
頼
朝
ノ
子
也
ケ
ル
ナ
レ
バ
ト
テ
、
俄
ニ
　 

源
氏

ニ
　 

成
ケ
ル
、
其
時
頼
綱
入
道
折
ヲ
得
テ
、
宗
景
カ
謀
�
ヲ
起
テ

将
軍
ニ
　 

成
ン
ト
企
テ
源
氏
ニ
　 

成
由
訴
フ
、
誠
ニ
　 

左
様
ノ
氣
モ
ア

リ
ケ
ル
ニ
　 

ヤ
、
終
ニ
　 

泰
盛
法
師
法
名
覚
真

 

・
息
宗
景
弘
安
八
年
十
一

月
十
七
日
ニ
　 

誅
セ
ラ
レ
タ
リ
、
兄
弟
一
族
ノ
外
、
刑
部
�
相
範
・

三
浦
對
馬
守
・
隱
岐
入
道
・
伴
野
出
羽
守
等
志
ア
ル
サ
ル
ベ
キ

侍
共
、
彼
方
人
ト
シ
亡
ニ
　 

ケ
リ
、
是
ヲ
霜
月
騒
動
ト
申
ケ
リ
、

　
 

吾
妻
鑑　

二
十
七

８８　
　

寶
治
二
年
戊
申

　
　

五
月
小

　
　

十
八
日　

乙
丑
、　

秋
田
城
介
入
道
号
高
野
入
道
、

法
名
覺
地
、

 

卒
、
于
時
在

高
野
、

 

従

五
位
下
行
出
羽
権
介
藤
原
朝
臣
景
盛
法
名
覚
地
、

号
大
�
房
、

 

藤
九
郎
盛
長
男
、

母
丹
後
内
侍
、

　
　
　

建
永
二
年
月
日
任
右
衞
門
尉
、
建
保
六
年
三
月
六
日
任
出
羽

權
介
、
可
秋
田
城
介
城
務
由
宣
下
、
同
四
月
九
日
叙
�
、
同

七
年
正
月
廿
七
日
出
家
、

　
 　

御
恩
御
下
文◎
一 
通
令
進
之
候
、
御
拜
領
之
条
、
悦
存
候
、
恐 

８９

謹
言
、

　

丹
後
局
安
貞
元
卒
シ
テ
ヨ
リ
四
十
九
年
目
ナ
リ
、 

景
盛
ノ
孫
也
、

　

建
治
二
年
丙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

泰
盛

　
　

八
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
城
介
判

　

景
盛
ノ
母
ハ
丹
後
内
侍
ト
東
鑑
ニ

ア
レ
ハ
、
景
盛
ハ
忠
久
公
異
父
ノ
御
弟
ナ
ラ
ン
、

　

謹
上
大
隅
修
理
亮
殿

　
　
　
　
　
　
　
 
久
時

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
七
七
五
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 

忠
久
公
│
│
│
忠
時
公
│
│
│
久
時
公

　
『
異
父
兄
弟　
　

同
イ
ト
コ　
　
 
同
再
従
兄
弟
』

　

景
盛
│
│
│
│
義
景
│
│
│
│
泰
盛（

本
文
書
中
ノ 

及
ビ
弓
線
ハ
朱
書
ナ
リ
）

　
 　

伊
作
庄
并
日
置
庄
御
拜
領
之
条
、
御
面
目
之
至
、
悦
存
候
、
故

90

如
此
仰
給◎
候 
之
条
、
尤
本
意
候
、
恐 

謹
言
、

　

備忘抄

４５９

 

 
此
月
廿
七
日
、
将
軍
家
政
所
下
文
ニ

テ
�

广
国
伊
作
庄
・
日
置
庄
地
頭
職
ナ
リ
、



　
　

建
治
二
年　
　
　
　
　
　
　
　
 

　
　

十
二
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
城
介
判

　

謹
上
大
隅
修
理
亮
殿

　
　
　
　
　
　
　

御
返
事

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
七
七
六
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　

建
治
二
年
ヨ
リ
延
徳
二
年
忠
廉
ノ
上
洛
ハ
二
百
十
五
年
ナ
リ
、

　
 

廿
三
箱
壱

９１　

く
わ
ん
と
う
ち
ん
せ
ひ
の
御
け
う 
そ
う 
の
正
文
と
も
な
り
、

（
◎
ら
）

　

正
中
二
四
十
一

　
　

く
わ
ん
と
う
ち
ん
せ
い
の
御
け
う
そ
ら
の
も
く
ろ
く

　

一
つ
う　

さ
か
ミ
の
か
う
の
と
の
ゝ
御
け
う
そ
の
正
文　

い
さ
く

の
事
、　

嘉
元
三
六
廿

一
つ
う　

御
申
し
や
う
の
あ
ん
も
ん

　

一
つ
う　

さ
い
せ
う
お
ん
し
と
の
へ
し
ん
も
つ
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ

時
の
御
返
事
の
正
も
ん

　

一
つ
う　

ち
ん
せ
い
か
つ
さ
の
入
道
殿
御
け
う
そ
の
正
も
ん
正
安
二

十
一
廿

 

六
 

　
　
　
　
　

く
わ
ん
と
う
御
け
う
そ
の
あ
ん
も
ん
あ
り
、
ふ
こ
の
く

に
の
け
ん
た
ん
う
へ
の
御
つ
か
い
の
事
、

　

一
つ
う　

し
や
う
の
す
け
と
の
ゝ
状
の 

◎
正
も
ん 

御
く
た
し
ふ

ミ
申
な
さ
る
ゝ
よ
し
の
事
、

　

一
つ
う　

同
人
の
し
や
う
の
正
も
ん
、
い
さ
く
・
へ
き
御
給
の
よ

ろ
こ
ひ
申
さ
る
ゝ
状
な
り
、

一
つ
う　

大
殿
御
す
け
御
め
ん
の
く
わ
ん
と
う
御
け
う
そ
の
正
文

　
　
　
　
　
　
　

元
亨
三
五
十

一
つ
う　

ち
ん
せ
い
む
さ
し
の　
　

す
り
の
す
け
殿

 

御
し
き
や
う
の
正
文

一
つ
う　

御
申
し
や
う
の
あ
ん

　
　
　
　
　

御
を
ん
御
所
ま
う
の
事
、

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
一
四
三
四
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 

新板
 

大
系
圖　

平
氏
廿
三

92の1　

清
盛
│
┤
重
盛

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
基
盛

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
宗
盛

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
知
盛

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
重 
衝 　
（
衡
）

４６０

『
張
紙
』

弘
安
八
乙
酉
十
一
月
十
七
日
、

秋
田
城
介
入
道
泰
盛
被
誅
了
、



　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
維
俊

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
知
度

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
清
房

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
清
貞

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
女
子

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
女
子 

　
　
　
　

─

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
女
子 

　
　
　
　

─

　
　
　
　

─

　
　
　
　

─　
　

大
納
言
隆
房
�
室

　
　
　
　

┬
女
子 
イ
冷
泉

　
　
　
　

─

　
　
　
　

─　
　

準
三
后　

従
三
位　

子

　
　
　
　

┬
女
子
普
賢
寺
関
白
北
政
所

　
　
　
　

─　
　

イ
近
衞
基
通
公
室

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
女
子
修
理
大
夫
信
隆
�
室

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
女
子
後
白
河
院
女
房

　
　
　
　

─　
　

イ
早
世　
 

イ
更
衣

　
　
　
　

┬
女
子

　
　
　
　

─

　
　
　
　

┬
女
子

　
 

仝　

藤
氏　

十

９２の２ 

　
　
　

六
郎　
藤
四
郎

 

　
　
　
　
　

秋
田
城
介　

従
五
上

　

評
定
衆　
　
　

 

 
　

盛
長
│
│
│
│
┤
景
盛
│
│
│
│
│
┤
義
景

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

母
門
脇
少
将
女
、
─
承
元
四
年
庚
午
生
、

　
　
　
 
　
　
　
　

─
為
門
脇
養
子
、
据
準 

─　
 

　
　
　
　
　
　
　
　

─
后
記
、　
　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

建
保
七
正
廿
七 

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
└　
 
　
　
　
　
　

─

─　

大
曽
祢　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

┬
│
時
長
次
郎
兵
衞　
　
　
　
　
　
　
　
 

┌
女
子
経
時
母　
　
　

号
松
本
禪
定
、

 

─　
　

母
同
景
盛
、

─　
　

法
名
能
�

─┌
│
女
子
蒲
三
川
守

範
頼
室

 

　
 　

新板
 

大
系
圖　

源
氏
廿
二

９２の３

┬
│
義
平

─┬
│
朝
長

─┬
│
頼
朝

─┬
│
義
圓

─┬
│
希
義

──　
　

号
蒲
生
御
曹
子
、　

従
五
下　

三
河
守

 

　
 

号
吉
見
中
納
言
、

順
大
寺
阿
闍
梨

 

　
　
 
吉
見
三
郎

┬
│
範
頼
│
│
│
│
│
┤
範
圓
│
│
│
│
│
為
頼
│
│
│
│
│
┘

─　
　
 
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　

┌
範
暁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┌
│
以
下

略
、

 

 
┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　
　
　
　

─　

同
太
郎　
　
　
　
　
 
同
孫
太
郎

　
　
　
　

┬
義
春
│
│
│
│
┤
義
世
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

備忘抄

４６１

高
倉
院
后
中
宮
徳
子

国
母　

安
徳
天
皇
母
后

建
礼
門
院

準
三
后　

高
倉
院
準
母

準
国
母　

従
三
盛
子

六
條
摂
政
北
政
所　

号
白
川
殿
、

　
 
イ
基
實
公
室

安
達
城
介
小
野
田

正
治
二
四
廿
六

卒
、
六
十
六
、

母
武
蔵
守
頼
任
女
、

建
長
五
六
三
卒
、

四
十
四
、

出
家
大
�
、

宝
治
二
五
十
八

於
高
野
山
入
、

　
　
　
　

（
滅
脱
カ
）

母
池
田
宿
遊
女
、

文
治
二
依
頼
朝

�
命
被
誅
畢
、



　
　
　
　

──　
　
　
　
　
　

──　

依
有
謀
反
企
、
永
仁
四
於
関
東 
──

┐
│
│
│
└　
　
　
　
　
　

─　

被
召
捕
畢
、　
　
　
　
　
　
 

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
└

┌
│
頼
宗
│
│
│
│
│
│
┘
─　

同
大
夫
将
監　
 
─

　
　
　

吉
見
彦
二
郎　
　
　
 
─
┌
義
成　
　
　
　

┌
尊
頼

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　

吉
見
孫
二
郎　
　
　
　
　
　
　
 
同
又
三
郎

─
┬
頼
有
│
│
│
│
│
│
│
│
頼
継
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

─
─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─
─
┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─
─
─　

同
又
三
郎

─
─
┌
範
直
│
│
│
│
希
慶

─
─　
　
　
　
　
　
　

於
関
東
長
春
院
時
断
絶
云 

、

─
─
─
─　

同
又
三
郎　
　
　
 

同
孫
三
郎

─
┬
頼
為
│
│
│
│
│
頼
顕

─
─
─
─　

大
蔵
権
大
輔　
　

同
七
郎　

三
河
守

 

　
　
 
同
三
郎　

大
蔵
大
輔

┌
│┌
 

頼
隆
│
│
│
│
│
氏
頼
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
河
守　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─
吉
見　
　
　
　
　
　
　
　
 
早
世

┌
│
満
隆
│
│
│
│
┤
氏
範
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　

┌
○
○ 
三
河
守　

号
木
邊
、

石
見
国
住
、　
　

 

　
　
　
　
　
　
 

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　
　
　
　
　
　
　

希
慶
跡　
　
　
 
太
郎

┬
│
家
貞
│
│
│
┤
家
│
│
│
│
┤
直
頼
出
家

─　
　
　
　
　
　

─　

知
行
云 

、 

─

─　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　

─　

九
郎

─　
　

三
郎　
　
 
─　
　
　
　
　

┌
元
家
禅
僧
落
世

兵
部
大
輔

 

┌
│
詮
頼
子
孫
有

能
州
、

 

 

─

　
　
　

号
吉
見
、　
 
─　

弥
三
郎　
　
　
 
弥
三
郎

　
　
　
　
　
　
　

┬
家
朝
│
│
│
│
政
家
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　

兵
部
少
輔　
　
　
　
　
 

─

　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　
　
　
　
　
　
　

┌─
家
継　
　
　

──

　
　
　
　
　
　
　
　
　

断
絶
、 　

┌
長
家

　
 　

仝　

源
氏
廿
四

92の4

──　
　

号
蒲
生
冠
者
、　

三
川
守　

従
五
下

 

　
 
 

┬
│
範
頼
│
│
│
│
┤
範
圓
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

─　
　
 
　
　
　
　

─　

母
藤
九
郎
盛
長
女　
　
　
　
　
　
　
 

─

　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
┘─　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　

─┌
源
昭
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘
─

─
┐
太
郎
禅
師　
　

─　

母　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─
─

─
─　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─
─

─
─　
　
　
　
　
　

─┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└
─

─
─　
　
　
　
　
　

──　

二
位
律
師　
　
 

二
位
阿
闍
梨　
　
　
　
 
─

─
─　

号
吉
見
、　
　

─┬
源
範
│
│
│
│
頼
源　
　
　
　
　
　
　

─

─
─ 
　
　
　
　
　

──　

母　
　
　
　
　
 
母　
　
　
　
　
　
　
 
─

─
─　
　
　
　
　
　

──　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─
─　
　
　
　
　
　

─┌
毘
加
羅　

建
長
被
誅
了
、　
　
　
　
　
　
 
─

┌
┼
為
頼
│
│
│
┘
─　
 
母　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

┐
└　
 
　
　
　

─
─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

─　
　
　
　
　
　

─
┌
││
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　
　
　
　
　

┌
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

─　
　

中
納
言
僧
都　
　
　
　

權
少
僧
都　

若
宮
別
當

 

　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

┬
│
尊
範
│
│
│
│
│
│
┤
貞
助　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　

母　
　
　
　
　
　
 
─　

母　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

大
納
言
法
印

法
印　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

┌
│
頼
氏　
　
　
　
　
　

┌
頼
譽　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　

母　
　
　
　
　
　
　
　

母　
 

　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
 

慈
光
寺
別
當

元
弘
三
十
五
於
鎌
倉
死
了
、

４６２

母
遠
江
国
池

田
宿
遊
女
、

或
本
為
範
、

改
名 

、

　
　

若
宮
別
當

左
ヱ
門
督
僧
都

権
少
僧
都

吉
見
吉
見
中
納
言

順
大
寺
阿
闍
梨

依
外
家
所
領
相

傳
、
号
吉
見
二

郎
、

慈
光
寺
・
順
大
寺
等
別
當

　

二
位
僧
都



──　
 

─　
　
　

本
範
義
、　
　
　
　
　
　
 
吉
見
孫
太
郎

┬
│
義
春
│
│
│
│
│
│
┤
│
義
世
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

─　
　

母　
 
　
　
　
　

─　
　

母　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─　

中
務
大
輔

─　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
┌
尊
頼 
参
候
南
方
、

─
┐
│
│
│
│
│
│
│
│
└　
　

母

─
┬
義
成
│
│
│
┤
熊
若
丸

─
─　
 
　
　
　

─　

母

─
─　
　
　
　
　

─

─
─　
　
　
　
　

─

─
─　
　
　
　
　

─
吉
見
孫
三
郎　
　
 
吉
見
三
郎　
 

吉
見
又
三
郎

─
─
僧
�
経　
　
 

┬
頼
有
│
│
│
│
頼
継
│
│
│
範
直

─
┌
通
任　
　
　

─　

母　
　
　
　
　
 
母　
　
　
　
 
母

─　
　

母　
　
　
 
─

─　
　
　
　
　
　

─　
　

或
�
國

吉
見
又
三
郎

 

　
　
　
 
右
馬
助　
　

吉
見
孫
三
郎

 

─　
　
　
　
　
　

┌
頼
為
│
│
│
│
頼
顕

─　
　
　
　
　
　
　
　

母　
　
　
　
　
 
母

──　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
権
大
輔

吉
見
七
郎

 

─　

吉
見
彦
三
郎　
　
　
 
三
川
守　
　
 
式
部
大
夫　

従
五
下

吉
見
三
郎　
　
　

 

┬
│
頼
宗
│
│
┤
頼
隆
│
│
│
┤
氏
頼
│
│
│
│
│
詮
頼

─　
　

母　
　
 
─　

母　
　
　
 
─　
 
　
　
　
　
　
　

母

─　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　

─　

母

─　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　

─　

吉
見
八
郎 

┌
頼
重

─　
　
　
　
　

┬
頼
基　
　
　
　
　

母

─　
　
　
　
　

─　

母

─　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　

─　

名
越
備
前
守
妻

─　
　
　
　
　

┌
女
子

─　
　
　
　
　
　
　

母

─　

吉
見
彦
四
郎

┬
│
頼
氏
│
│
│
│
│
同
万
丸

─　
　

母　
　
　
　
　
　
 
母

──　
　

二
位
律
師　
　
 

二
位
律
師　
　
　
 

慈
光
寺
別
當　

大
納
言
阿
闍
梨

 

┬
│
頼
源
│
│
│
│
圓
忠
│
│
│
│
│
頼
澄

─　
　

母　
　
　
　
　
 
母　
　
　
　
　
　
 
母

──　

吉
見
彦
五
郎　
 
山　

中
納
言
律
師

┬
│
頼
房
│
│
│
│
頼
憲

─　
　

母　
　
　
　
　

母

──　

吉
見
九
郎　
　
　
　
 

越
前
守　
　

吉
見
孫
九
郎

 

┌
│
頼
業
│
│
│
│
┤
頼
直

　
　
　

母　

出
家　
　

法
名
頼
圓

 

─　

母

　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　

─　

吉
見
十
郎

　
　
　
　
　
　
　
　

┌
頼
茂

備忘抄

４６３

母�
出
家
、

法
名
忠
世
、

掃
部
助

大
蔵
大
輔

三
川
守

依
謀
�
永
仁
四
三

十
被
誅
了
、

　
　
 
�
宗
云 

吉
見
太
郎



（
表
紙
）

備
忘
録
抄
中

　
 

在
豊
州
忠
朝
傳

93
　

案
文
在
都
城
野
辺
�
右
ヱ
門

　
　

雖
未
申
通
候
、
連 

御
床
敷
存
候
、
殊
御
親
父
様
於
京
都 

于

他
申
承
候
之
間
、
不
相
替
得
御
意
度
心
中
候
之
条
、
乍
次
令
啓

候
、
遼
遠
事
候
共
、
自
然
相
應
之
儀
蒙
仰
可
致
馳
走
候
、
於
向

　

大
永
三
ヨ
リ
十
年
後
ナ
リ
、

　
　

三
河
守
頼
興
享
禄
五
天
文
元
年

 

四
月
十
二
日
卒
、

　
　

後
者
無
指
題
目
候
共
、
細 

可
申
承
候
事
本
望
候
、
猶
此
仁
令

申
候
之
条
、
省
略
候
、
恐 

謹
言
、

　

延
徳
二
年
ヨ
リ
三
十
四
年
目　
　
　
　
 

　

大
永
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

裏
付

　
　

二
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

頼
興 
吉
見
大
蔵
大
輔

　

忠
久
公
ヨ
リ
十
一
代
目　

忠
朝

　
　

嶋
津
豊
後
守
殿

　
　
　
　
　
　

参
御
宿
所

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
二
」
一
九
七
六
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 

仝
94

　
　
　
　

将
又
雖
左
道
之
儀
、
打
曇
百
枚
・
毛
錐
子
卅
對
令
進
入
候
、

表
祝
言
計
候
、

　
　

如
仰
愚
父
上
洛
之
砌
、
甚
深
得
御
意
候
由
承
及
候
、
連 

御
床

敷
令
存
候
處
、
御
珎
書
之
旨
拜
見
、
怡
悦
誠
不
淺
候
、
并
打
曇

百
枚
・
毛
錐
子
卅
對
贈
給
候
、
賞
�
之
至
候
、
殊
於
向
後
者
、

其
方
相
當
儀
可
得
御
扶
助
之
由
蒙
仰
候
、
令
祝
着
候
、
至
此  
堺

亦
琉
球
邊
御
用
等
示
給
候
者
、
可
致
奔
走
候
哉
、
心
緒
幸
福  
大

夫
申
含
候
之
条
、
閣
筆
候
、
恐
惶
謹
言
、

　

大
永
三
年

　
　

七
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　

忠
朝

　
　

吉
見
大
蔵
太
輔
殿

 
（
○
　
）

支 

　
　
増 

 
（
○
　
）

支 

　
　
太 

４６４

備
忘
抄　

中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
修
理
亮
忠
廉
、
延
徳
二
年

卒
於
摂
州
天
王
寺
、

丹
後
内
侍
ノ
外
孫
源
昭
ヨ
リ
十
四
代
目

三
河
守
頼
興
コ
ト
ナ
ラ
ン
、
其
子
ノ
隆

頼
コ
ト
大
蔵
少
輔
ト
ア
リ
、 大

蔵
大
輔
隆
頼



　
　
　
　
　
　
　
　

御
返
報

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
二
」
一
九
八
一
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 

在
川
越
民
部
左
衞
門
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口
略

　
　
　

葛
貫
別
當

　

能
隆
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　

─　
　

河
越
太
郎

　

┌�│
重
頼
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

治
承
六
年
八
月
十
二
日
庚
戌
酉
刻
、
頼
朝
公
御
臺
所
男
子
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

御
平
産
、
重
頼
妻
比
企
尼
女
依
召
参
入
、
候
御
乳
付
、 　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

┐
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

　

─

　

─　
　

小
太
郎

　

┬� 
│

重
房

　

─

　

┬
│

重
時
小
山
田

掃
部
介

 

　

─

　

┌
│

重
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
中
納
言　

本
名
親
家

　
 　
　

二
条
家
三
代　

俊
忠
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

９６　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

保
安
四
年
七
月
九
日
薨
、
五
十
二
、　
　
　
 
─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

──

──　
　
　
　
　
　
　
　

┐
光
能

─　
　
 
　
　
　
　
　

─

┬
忠
成
│
│
│
│
│
│
├
女
子
高
倉
以
仁
妾

僧
正
眞
性
母

 

 
分
脉
図　

作
内
侍
、

 

─┬
俊
成　
　
　
　
　
　
　

定
家

─┬
女
子
権
中
納
言
顕
頼
室　

光
頼
・
惟
方
・
成
頼
等
母

┬┬
二
人

─　
　
　
　
 
一
本
妾

┌
女
子
三
条
宮
妻　

眞
性
母

　
 

摂
政
兼
家
一
男
関
白
道
隆
三
男
中
納
言
隆
家
二
男
大
納
言
経
輔
玄
孫

９７　
　
　

播
广　

伊
与
守　
　

四
男　

権
中
納
言　

正
三
位

　

忠
隆
│
│
│
│
│
│
┤
信
頼
│
│
│
│
│
│
│

　
　
　

大
蔵
�　

従
三
位 
─　
　

母
民
部
�
顕
頼
�
女

　
　
 
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
女
子 

　
　
　

参
議　

左
大
弁

　
 

┐
為
隆
│
┘

９８

─　
　
　

─　
　
　
　
　

甘
露
寺　

權
中
納
言　

改
堤
、 
右
ヱ
門
權
佐

─　
　
　

┌
光
房
│
五
世
│
隆
長
│
│
┘　

┐
輝
長
│
│
│
│
┘

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
三
位
─　

─弟　
 
従
四
下　
 

─

─　
　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
│
│
└　

─　
　
　
　
　
　

─

─
葉
室
祖 　
　
　

┌
九
世
│
┤
│
│
│
│
│
│
└　
　
　
　
　
　

─

─　
　

正
三
位　

権
中
納
言 

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┌
顕
隆
│
│
│
│
│
│
│
┼
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘
─

　
　

母
美
濃
守
源
頼
国
女 

─　
　
　
　
　
　
　
中
納
言　
　
 

─
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌兄時
長
│
五
世
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應
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入

内
、
廿
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日
為
女
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二
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月
廿
九
日
為
中
宮
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承
安
二

年　

月
十
二
日
為
皇
后
宮
、
同
三
年
八
月
廿
五
日
崩
、
二
十
七
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ト
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月
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薨
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六
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二
、

元
淨
岸
院
殿
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ス
、
後
松
平
�
摩
守
引

取
、

久
安
五
年
正
月
薨
、

五
十
三
、
号
九
条

民
部
�
、

正
四
下

備
前
・
讃
岐
・
越
前

等
守　

勘
ケ
由
次
官

右
ヱ
門
権
佐

母
同
顕
頼
、

保
延
五
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七
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日
卒
、
三
十

三
、

　
　

正
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摂
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関
白

近
衞
殿　

太
政
大
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吉
井
友
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扣
書
写

１０１

　

一
御
官
位
被
仰
出
候
儀
者
林
大
学
頭
殿
江
茂
御
問
付
有
之
由
候
、

去
戌
年　

御
下
向
前
芝
御
屋
敷
江
　 

大
學
頭
殿
御
見
廻
之
節
、 

忠
久
様
ハ
頼
朝
�
之
御
子
与
　 

申
儀
證
據
有
之
候
哉
と
石
野
八
兵

衞
殿  
御
同
座
ニ
　 

而
御
尋
候
付
而
、
為
兵
衞
罷
出
、
御
文
書
写
等

ニ
　 

引
合
段 

申
達
候
得
者
、
右
之
申
分
書
付
候
而
有
之
候
哉
と

被
仰
候
ニ
　 

付
、
申
披
キ
た
め
と
申
候
而
、
書
付
置
候
ハ
無
御
座

候
由
申
候
得
者
、
書
付
候
而
被
召
置
候
方
可
然
存
候
、
書
候
而

被
遣
候
ハ
ヽ
、
此
方
よ
り
茂
内
證
存
寄
可
申
候
由
被
仰
候
ニ
　 

付
、

於
國
元
書
せ
候
て
可
被
遣
由　

太
守
様
よ
り
御
挨
拶
御
座
候
、

依
之
右
草
案
御
記
録
所
ニ
　 

而
調
被
仰
付
、　

御
前
へ
被
差
上
置

候
得
共
、
い
ま
た
大
学
頭
殿
御
方
不
被
遣
候
、
然
者
證
據
有
之

候
哉
と
の
御
不
審
ニ
　 

、
口
達
ニ
　 

而
者
何
角
申
候
得
共
、
書
付
与
　 

被
仰
候
に
こ
ま
り
候
而
延
引
之
様
ニ
　 

被
為
思
儀
茂
可
有
御
座
候
、

就
夫
ハ
出
羽
守
様
御
方
江
　 

被
差
出
候
御
由
緒
之
書
付
ニ
　 

頼
朝
�

之
血
筋
与
　 

書
申
候
所
ニ
　 

付
、
不
審
之
様
被
為
申
儀
茂
候
へ
ハ
如

何
敷
候
条
、
御
國
元
ニ
　 

而
相
調
候
書
付
之
趣
大
學
頭
殿
江
　 

被
遣

度
奉
存
由
、
孫
左
衞
門
殿
�
為
兵
衞
よ
り
申
入
、
被
達　

貴
聞

候
処
、
御
国
元
江
　 

被
仰
付
候
草
案
御
見
出
し
不
被
成
候
間
、
太

抵
覚
候
由
筋
目
を 
以
伊
兵 
衞
草
案
相
調
候
様
ニ
　 

と
被
仰
付
候
ニ
　 

　
（
為
カ
）
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中
納
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正
二
位　

左
ヱ
門
督　

檢
非
違
使
別
當

母
民
部
顕
頼
女

従
三
位
成
子

後
白
河
院
妾　

高
倉
宮
母

 

高
倉
三
位
局
、　
　

生
守
覚
法
親
王
・
以
仁
王
・
殷
富
門
院
・
式
子
内
親
王
・
好
子
内
親
王
・

休
子
内
親
王
、

中
宮
璋
子　

崇
徳
・
後
白
河
両
院
母
后　
 

待
賢
門
院
、

久
安
元
年
八
月
崩
于
三
条
高
倉
殿
、
年
四
十
五
、　
　

　

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─



付
、
御
國
元
ニ
　 

而
被
相
調
候
太
概
、
丹
後
御
局
頼
朝
�
ニ
　 

幸
し

て
懐
胎
、
住
吉
ニ
　 

而
御
誕
生
之
事
、
誕
生
石
之
事
、
八
歳
ニ
　 

而

三 

国
を
御
拜
領
之
事
、
東
鑑
脱
漏
ニ
　 
　

忠
久
公
御
卒
去
之
事

見
得
候
義
共
書
記
候
而
、
孫
左
衞
門
殿
よ
り
被
備
御
覽
候
処
、

右
之
草
案
八
兵
衞
殿
入
御
内
見
候
様
ニ
　 

と
御
意
候
ニ
　 

付
、
八
兵

衞
殿
へ
孫
左
衞
門
殿
御
出
、
為
兵
衞
茂
被
召
列
致
参
上
候
而
、

草
案
懸
御
目
候
処
、　

公
義
江
　 

差
出
候
書
付
ハ
此
様
ニ
　 

調
候
而

埒
明
申
儀
ニ
　 

無
之
、
此
筋
を
以
御
推
量
候
様
ニ
　 

な
と
ゝ
申
筋
ニ
　 

而
ハ　

公
義
ニ
　 

而
極
り
申
儀
ニ
　 

無
之
候
、
大
抵
疑
敷
儀
ニ
　 

而
も
、

此
方
よ
り
極
而
此
通
と
書
出
候
得
者
夫
ニ
　 

て
納
り
申
儀
ニ
　 

候
、

丹
後
局
頼
朝
�
幸
し
て
懐
胎
な
と
ゝ
書
候
様
成
儀
、
何
共　

公

義
ニ
　 

而
ハ
不
極
事
不
審
ニ
　 

罷
成
候
間
、
丹
後
局
ハ
頼
朝
�
之
密

妾
也
、
懷
胎
す
と
書
候
而
可
然
候
、
左
候
而
、
證
書
ニ
　 

可
罷
成

御
下
文
等
を
此
證
據
ニ
　 

ハ
是
与
　 

申
様
ニ
　 

引
合
せ
写
入
候
而
可
然

候
、
惣
而
是
ハ
證
據
ニ
茂
可
罷
成
と
存
候
儀
者
、
其
為
之
大
学

頭
江
　 

内
談
ニ
　 

候
間
、
不
残
置
書
入
候
而
可
遣
候
、
大
學
頭
見
届

被
申
、
是
ハ
除
候
様
ニ
　 

と
被
存
候
儀
者
可
被
致
差
圖
候
間
、
其

心
得
可
仕
候
、
忠
久
ハ
頼
朝
�
之
御
子
と
申
儀
、
御
系
圖
并
御

家
傳
ハ
其
通
可
有
之
候
得
共
、
東
鑑
并
其
時
代
之
書
籍
ニ
茂
不

相
見
得
、
二
條
家
ニ
　 

有
之
候
系
圖
・
傳
書
ニ
　 

も
不
見
得
、
日
本

通
鑑
ニ
茂
見
得
不
申
候
へ
ハ
、
御
家
ニ
　 

有
之
候
傳
記
�
ニ
　 

而
者

さ
き 

猶
以
疑
出
申
儀
ニ
　 

候
条
、
此
節
段 

之
儀
不
残
置
書

付
被
遣
、
大
学
頭
存
寄
を
茂
申
、
草
案
埒
明
候
て
軸
物
ニ
　 

書
調
、

二
巻
ニ
　 

被
成
被
遣
候
ハ
ヽ
、
一
巻
ハ
頼
朝
�
之
御
子
と
申
儀
落

着
仕
候
由
大
学
頭
致
奥
書
遣
之
、
今
一
巻
ハ
御
蔵
江
　 

納
置
候
様

仕
せ
可
申
之
旨
被
仰
候
付
、
畏 
候
候
由 
申
候
而
罷
帰
候
得
共
、

　
（
衍
カ
）

段 

之
儀
為
兵
衞
壱
人
之
見
立
ニ
　 

而
書
候
儀
ハ 
無
切 
ニ
　 

有
之
、

　
（
功
カ
）

往 

之
證
書
ニ
　 

候
得
者
旁
難
仕
之
由
、
孫
左
衞
門
殿
江
茂
申
入
、

被
達　

貴
聞
候
処
、
八
兵
衞
殿
江
　 

御
城
ニ
　 

而
御
�
被
遊
候
而
、

委
細
八
兵
衞
殿
存
寄
被
聞
召
、
尤
之
儀
ニ
　 

候
故
、
御
書
せ
被
成

可
被
遣
由
御
約
束
被
成
候
、
外
よ
り
證
據
を
求
候
儀
ニ
　 

無
之
、

御
系
圖
御
文
書
ニ
　 

有
之
候
儀
を
以
書
申
事
ニ
　 

候
間
、
為
兵
衞
見

立
次
第
下
書
相
調
備
御
覽
候
様
ニ
　 

と　

御
意
候
旨
孫
左
衞
門
殿

被
仰
候
付
而
、
此
上
者
奉
畏
候
由
申
上
、
御
文
書
写
等
申
下
ケ

候
而
相
調
候
草
案
左
ニ
　 

記
之
、

　
 

本
田
信
次
郎
文
書

１０２
　

一
三 

國
御
下
向
之
時
者
、
大
将
依
御
意
御
臺
様
之
兄
右
衞
門
尉

４６８



貞
親
御
當
家
被
副
申
候
、
然
者
御
下
三
年
以
前
先
ニ
　 

罷
下
、
山

門
院
ヲ
打
明
罷
上
、
御
供
申
候
て
下
着
候
、

　
 

同
次
郎
左
ヱ
門
系
圖

１０３　

貞
親

　
　
　

二
郎　

左
ヱ
門
督

　
　
　

奉　

頼
朝
�
命
、
為　

忠
久
主
後
見
先
下
�
州
、
令
属
三
州

治
内
、
翌
年
帰
于
鎌
、

　
 

一
畠
山
庄
司
次
郎
重
忠
ニ
　 

本
田
二
郎
親
重
イ
モ
ウ
ト
ニ
　 

サ
イ
ア
イ

１０４

候
忠
久
ヲ
頼
朝
よ
り
重
忠
ヤ
ウ
シ
申
候
て
取
立
申
候
へ
と
被
仰

候
程
ニ
　 

、
重
忠
ノ
忠
ヲ
マ
イ
ラ
シ
テ
ム
コ
ニ
　 

取
被
申
候
、
さ
る

に
よ
り
候
て
、
本
田
次
郎
親
重
ハ
忠
久
御
下
ナ
キ
前
ニ
　 

三 

國

両
度
下
候
け
る
よ
し
古
人
被
申
候
、
忠
久
ヲ
重
忠
ノ
養 
子 
申
候

ム
コ
ニ
　 

取
申
候 

、

　
 　
　
　
　

貳
番
箱　

壱竿
 

１０５　
　
　

御
寶
鑑
壱
帖  

　

頼
朝
公
御
袖
判

�
一
元
暦
二
年
六
月
十
五
日
伊
勢
國
波
出
御
厨
御
拜
領
之
御
下
文

　

同
第
二

�
一
同
年
月
日
伊
勢
國
須
賀
御
庄
御
拜
領
之
御
下
文　
　

壱
通

　

同
第
三

�
一
同
年
八
月
十
七
日
嶋
津
御
庄
下
司
職
庄
務
之
御
下
文 

　

�
近
衞
殿
十
一
月
十
八
日
下
文
写
在
二
三
之
巻
、

　
 

　
　
　
　
　
　
　

壱
通

　

同
第
五

�
一
文
治
二
年
正
月
八
日
信
濃
國
塩
田
庄
御
拜
領
之
御
下
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

　

頼
朝
公
御
袖
判 
第
六

�
一
文
治
二
年
四
月
三
日
嶋
津
御
庄
地
頭
職
拜
任
之
御
下
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

　

同
第
七

�
一
同
年
八
月
三
日
御
下
文
嶋
津
御
庄　

官
等
之
事
、

 

　
　
　
　
　
　
 
壱
通

　

同
第
八　

イ
未
三
月
重
澄
寄
進
四
月
十
五
日
基
通
政
所
下
文

�
一
同
三
年
五
月
三
日
大
秦
元
光

之
事
、

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
壱
通

　

同
第
九

�
一
同
年
九
月
九
日
嶋
津
御
庄
押
領
使
拜
任
之
御
下
文　

壱
通

　

一
四
年
戊
申
十
月 
立
巻
状 

　
（
券
カ
）

　

同
第
十　
　
　
　
　
　
　

三
月
十
四
日
給
土
持
冠
者
、

�
一
同
五
年
二
月
九
日
御
下
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
月
十
三
日
土
持
与
八
代
氏

　

第
十
二　
　
　
　
　
　
 
第
十
三

　
　

十
月
二
日
寫　
　
　

�
十
一
月
日
北
山
氏

　

十
三

ノ
下

 

十
一
月
廿
四
日
盛
時
奉

備忘抄

４６９

御
文
書
條
目

左
ニ

記
之
、

　
　

譜
載
第
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

日
向
・

大
隅
・

�
摩
三
ケ
國
惣
名

也
与
古
張
札
有
之
、



　

第
十
一

　

一
七
月
十
日
奉
書 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

　
 　

張
紙
�│
 

写
在
市
來
衆
北
山
調
左
衞
門　
　
　
 

105の1　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
御
判

　
　
　
　

北
郷
弥
太
郎
兼
秀
訴
う
る
弁
濟  
使 

職
事
、 
 

こ
れ 

に
ハ
子
細
を

不
知
召
間
、
解
状
を
つ
か
ハ
す
と
こ
ろ
也
、

　
　
　
　
　

文
治
五
十
月
三
日　
　
　

盛
時
奉

　
　
　
　
　
　
　
　

宗
兵
衞
尉
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
一
四
五
号
文
書
ノ
抄
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 

（
行
間
）

　
 
「
張
紙

１０５の２　
　

第
十
五

　
　
　

二
三
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
�
切

　
　
　

�
摩
國
救
仁
院
平

　
　
　
　
　

五
月
九
日

　
　
　
　
　

宗
兵
衞
尉
殿　
 
」

�
一
建
久
二
年
十
二
月
十
一
日
写
二
三

　
 

※1

○ 正 

○ 正 

※1

�
一
同
三
年
十
月
廿
二
日
写
二
三

　
　
　
　
　
　
 

六
月
日
�
図
田
帳
一
冊

　

第
十
九

�
一
建
久
八
年
十
二
月
三
日
政
所
御
下
文　
　
　
　
　
　

壱
通

　
　
　

同
廿
四
日
内
裏
大
番

　

第
二
十　
 
二
月
廿
二
日　

遠
江
守

　
　
　
　

九
月　

久
米
次
郎

　
『
一
承
元
二
年
九
月
基
通
政
所
御
下
文
』

　

第
廿
四

�
一
建
暦
三
年
七
月
十
日
嶋
津
御
庄
�
摩
方
御
安
堵
之
政
所
御
下

　

『
建
暦
三
年
六
月
廿
七
日
』
基
通
政
所
下
文

　
　

文

　
　

寫
在
二
三
之
巻
、　
　
　
 

　

第
廿
一

　

�
建
仁
三
年
十
月
十
九
日
臺
明
寺

　

第
廿
三
四
年
正
月
十
八
日
仝

　

第
廿
二

　

�
十
一
月
十
日
神
田
橋
氏

　

第
廿
五

�
一
五
月
九
日
奉
書 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

　
　
　
 

　
 
�
五
月
十
四
日
盛
時
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

張
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
二
三
巻
、
古
写
在
嶋
津
筑
後
、

　
　
 

４７０

北
条
義
時
判

建
暦
年
間 

、

富
山
刑
部
丞
云 

宗
兵
衞
尉
殿

北
条
時
政
判
、
年
号

無
シ
、
文
治
五
年 

、

ハ
リ
シ

写 

、

　
　

第
十
七



�
一
建
保
六
年
十
月
廿
七
日
御
下
知
状
写　
　
　
　
　
　

壱
通

　
　
　
　
　
　

山
田
村
本
領
主
云 

、　
　
　
  

　
 

（
行
間
）

　
 
「　
　
　
　
　
　
　
 

御
判

１０５の３　
　

自
近
衞
殿
被
仰
下
嶋
津
庄
官
訴
申
、
為
実  
府
背
先
例
云 

、

　

第
十
六

　
　
　

五
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
 

盛
時
奉　
　
　
　

」

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
一
一
九
号
文
書
ノ
抄
ナ
ル
ベ
シ
）

　

第
廿
六

　

�
三
年
十
月
四
日
内
裏
大
番
事

　

第
廿
七

　

�
十
一
月
廿
一
日
か
な
文

　

第
廿
八

�
一
同
年
十
一
月
廿
六
日　

忠
久
公
御
證
判
�
摩
郡
内
山
田　

村
名
頭
職
之
事
、

 

　
 

　
　
　
　
　
　
　

壱
通

�
一
承
久
三
年
五
月
八
日
・
同
年
月
十
三
日
御
下
知
状
寫

　

第
廿
九　

御
譜
一
通
五
月
日
あ
り　

大
田
庄
地
頭　
　
　
　
 
壱
通

　
　

公

　
　
　

給
下
司
於
重
澄

　

第
三
十

�
一
同
年
七
月
十
二
日
御
下
知
状
越
前
國
守
護
職
事

北
条
義
時
判　

 

　
　
 

壱
通

　

第
卅
一

�
一
七
月
十
二
日
假
名
文 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

※2

※2

 

（
○
　
）

旧 

　
　
宰 

　

第
卅
三

　

�
七
月
十
五
日
武
蔵
守

　

第
卅
五

　

�
同 

年
正
月 
神
田
橋
文
書

　

第
卅
四

在
四
巻

 
　

�
七
月
十
八
日
写

　

第
卅
六

�
一
貞
應
元
年
十
月
十
二
日
御
下
知
状
越
前
國
守
護
職
事

北
条
義
時
判　

 

 

壱
通

　

第
卅
七

　

�
同
二
年
癸
未
三
月
十
六
日
船
法

　
　

八
月
基
通
政
所
下
文

　
　
　
　
　

第
一
在
四
五　

写　
　
 
第
二
上　

写
上
四
五

　

忠
義
公　
　

�
五
月
十
九
日　
　
 
 
�
七
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

承
久
三　

第
二
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

追
申
わ
か
さ

　

第
三

�
一
承
久
三
年
八
月
廿
五
日
御
下
知
状
右
同

判
 

　
　
　
　
　
 
壱
通

　

手
鏡

　
　
仝

　
　

第
四

�
一
同
年
閏
十
月
十
五
日
御
下
知
状
北
条
義
時

判　
　

 

　
　
　
　
 
壱
通

　
　
仝

　
　

第
五

�
一
貞
應
二
年
六
月
六
日
御
下
知
状
右
同
判
 

　
　
仝

　
　

第
六

�
一
同
年
八
月
六
日
同
右
同

判
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
壱
通

備忘抄

４７１

北
条
泰
時
判

承
久
三
年 

、

　
　

第
廿
八



　

『
同
八
月
基
通
下
文
』

　
　
仝

　
　

第
七

�
一
同
年
十
二
月
八
日
奉
書
右
同

判
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
壱
通

　
　
仝

　
　

第
八

�
一
同
三
年
九
月
七
日
御
下
知
状
北
条
泰
時

判　
　

 

　
　
　
　
　
 
壱
通

　
　
 
第
九

　
　
　
　
 
�
元
年
七
月
三
日
写
在
五

　

第
十

　

一
嘉
禄
三
年
六
月
十
八
日　

忠
久
公
御
正
判
�
摩
國
御
讓
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

　
　

第
十
一

　
　
　
　
 
�
写
又
壱
通
神
代
郷

　

『
同
八
月
十
四
日
基
通
下
文
』

　

頼
經
公
御
袖
判
第
十
二

　

一
同
年
十
月
十
日
嶋
津
御
庄
并
越
前
・
信
濃
御
安
堵
之
御
下
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

　

一　

第
十
三

　
　
　
 

写
又
一
通 
大
田
庄
神
代
・
津
乃

　

一
文
永
六
年
十
月
廿
三
日
御
下
知
状 
　
　
　
　
　
　

壱
通

　

一
文
永
八
年
十
二 
月 
廿
四
日
御
安
堵
之
御
下
知
状
右
同

欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
通

　
 　

御
家
東
鏡
目
録
以
金
澤
文
庫
御
本
書
之
ト
ア
リ
、
関
東
執
権
次

１０６

第
ト
ア
ル
中
ニ
　 

、

　

貞
顕　

嘉
暦
元
年
四
月
十
六
日
出
家
、

　
　
　
　

号
金
澤
殿
、

　
 　
　

東
鑑
考

１０７　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正　

二  
年
庚
申

　
　

東
鑑
一
部
五
十
有
二
巻
、
自
治
承
四
年
至
文
永
三
年
、
合
八
十

有
七
年
、
此
中
壽
永
二
年
・
建
久
七
年
・
八
年
・
九
年
・
嘉
禄

元
年
・
二
年
・
安
貞
元
年
・
正
元
元
年
無
之
、
此
間
廣
常
伏
誅
、

頼
朝
卒
去
、
政
子
死
去
、
頼
經
元
服
等
事
蓋
脱
落
、

　
　

東
鑑
未
詳
誰
�
、
蓋
北
條
家
之
左
右
執
文
筆
者
記
之
歟
、
此
中

北
條
殿
請
文
下
知
書
状
等
皆
書
平
姓
、
而
不
書
諱
、
又
其
廣
元
・

邦
通
・
俊
兼
等
之
筆
記
亦
當
混
雜
而
在 

、
三
十
四
十
巻
以
後

者
其
文
多
略
、
且
有
重
複
誤
出
者
焉
、

　

禅
僧
義
堂
在
鎌
倉
時
、
町
野
氏
来
令
義
堂
見
吾
妻
鏡
、
此
事
在

　

室
町
記
、
應
安
四
年
辛
亥
正
月
廿
二
日
御
評
定
始
、

　
　

空
華
日
工
集
、
然
則
吾
妻
鑑
者
町
野
家
之
所
讀
習
也
、
御
成
敗

　

硯
役
問
注
所
町
野
民
部
大
夫

　
　

式
目
亦
町
野
之
所
傳
授
云
、

　
　

吾
妻
鏡
名
者
指
東
國
云
吾
妻
、
日
本
紀 
日
本
紀
日 
本
武
尊
東
征

本
ノ
マ
ヽ

 

（
元
カ
）

４７２

　
　
　
　
　
　
　
　
　

癸
卯　
　
　

丙
辰　
三
丁
巳　

戊
午 
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
仁
治
三
年
壬
寅
四
十
五　

十
建
長
七
乙
卯

　

乙
酉 
七
丙
戌 
八
丁
亥　
　
　
　
　
 
己
未

北
條
相
模
守
・
同

左
京
權
大
夫
判



時
、
悲
橘
姫
死
而
向
東 
 
吾
嬬 
、
吾
嬬
與
吾
妻
相
同
、
又
以
鏡

ア
ツ
マ
ト

名
書
者　

我
邦
有
水
鏡
・
大
鏡
・
増
鏡
等
、
今
此
書
為
関
東
之

鏡
戒
故
號
焉
、
蓋
是
相
似
温
公
之
通
鑑
・
范
氏
之
唐
鑑
・
張
氏

之
帝
鑑
等
之
名 

、

　
　

我
邦
自
神
武
至
光
孝
有
書
紀
・
實
録
、
然
宇
多
・
醍
醐
以
後
無

書
記
、
纔
有
假
名
草
子
及
倭
歌
書
、
而
國
家
之
治
乱
君
臣
之
興

廢
不
知
十
之
一
二
、
中
間
雖
扶
桑
略
記
出
、
然
多
渉
浮
屠
氏
之

妄
説
、
不
足
觀
之
、
獨
東
鑑
文
章
雖
減
古
之
書
記
・
實
録
、
然

其
事
為
有
實
乎
、
校
之
源
平
盛
衰
記
・
平
家
物
語
而
彼
真
偽
亦

可
見
矣
、

　
　
　

黒
田
筑
州
刺
史
令
佐
谷
五
郎
大
夫
来
就
予
讀
東
鑑
不
日
而
終

合
部
、
及
其
将
歸
求
予
贈
言
、
於
是
不
獲
已
書
其
少
概
以
與

之
、

　
　
　

元
和
三
年
秋
九
月
上
澣

　
 

板
本
東
鑑
跋
抄

１０８
　
　

夫
人
之
處
世
也
云 

、
東
鑑
一
書
者
自
治
承
四
年
至
文
永
三
年

八
十
七
載
之
間
傍
羅
曲
探
以
大
抵
記
之
、
不
知
記
者
名
為
遺
憾
、

久
歴
年
代
其
名
湮
滅
耶
、
深
隱
山
林
其
名
埋
沒
耶
、
抑
又
謙
退
、

以
不
著
其
名
耶
、
見
此
書
則
言
行
之
美
悪
如
指
掌
也
、
吾　

大

将
軍
源
家
康
公
治
世
之
暇
�
弄
此
書
云 

、
今
也
刻
梓
以
壽
其

傳
云 

、

　
　

慶
長
十
乙
巳
春
三
月　
　
　
　
　

前　

龍
山

　
　

見
鹿
苑
承
兌
叟

　
 

仝
１０９　
　

播
州
菅
玄
同
ト
モ
ア
リ
、

　
　

土
師
氏
玄
同
携
其
舎
弟
聊
卜
来
而
語
余 

、
方
今
世
之
見
東
鑑

者
滔
々
皆
多
也
、
而
郡
郷
村
里
之
号
、
氏
族
姓
尸
之
字
、
官
家

僧
道
之
目
、
古
今
名
物
之
称
、
方
言
俗
談
往
々
未
易
讀
也
、
况

又
其
間
文
字
紕
繆
、
書
寫
脱
略
乎
、
見
者
病
之
、
今
聊
卜
點
倭

訓
于
其
旁
、
其
或
所
未
安
者
乃
闕
疑
而
竢
後
之
是
正
、
因
附
剞

8
氏
新
鏤
於
梓
云 

、

　

寛
永
甲
子
之
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

羅
洞
散
人
林
道
春
書

　
　

右
、
寛
文
元
辛
丑
年
極
月
吉
辰

　
　
　
　
　
　
　
　

烏
丸
通
下
立
賣
下
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
田
庄
右
衞
門
板
行

備忘抄
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東
鑑
五
十
二
巻

１１０
　
　

鎌
倉
代 

の
日
記
な
り
云 

、
日
本
武
家
の
記
録
ハ
東
鑑
を
初

と
す
、
治
承
四
年
以
後
八
十
七
年
の
記
録
也
、
此
書
そ
の
か
ミ

は
上
杉
家
に
傳
へ
た
り
、
編
者
の
説
ハ
羅
山
文
集
に
見
え
た
り
、

慶
長
十
年
刊
行
す
、
南
禅
寺
兌
長
老
の
跋
あ
り
、
寛
永
元
年
播

州
菅
玄
同
弟
聊
卜
和
訓
を
く
は
へ
て
重
刊
す
、
林
道
春
跋
あ
り

云 

、

　
 

東
鑑
脱
漏　

一
巻

１１１
　
　

東
鑑
の
全
本
を
以
て
刊
本
の
第
四
十
五
巻
の
闕
た
る
を
補
ハ
ん

か
為
に
別
に
刊
行
す
る
と
こ
ろ
也
、

　
 

百
錬
鈔　

写
本　

十
七
巻

１１２
　
　

此
書
の
記
者
い
ま
た
つ
ま
び
ら
か
な
ら
す
、
大
治
・
承
安
・
文

暦
の
比
の
事
と
も
を
記
し
て
、
第
十
七
巻
建
長
よ
り
正
元
に
至

る
、
�
奥
書
に
云
、
嘉
元
二
年
正
月
十
五
日
以
大
理
定
房
�
本

書
写
校
合 

、
貞
顕
�
毎
巻
金
澤
文
庫
の
墨
印
あ
り
、
�
金
澤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
名
称
名
寺
正
惠

　
　

文
庫
の
事
ハ
、
金
澤
越
後
守
平
貞
顕
ハ
北
條
越
後
守
実
時
か
孫
、

　
　

正
安
三
年
辛
丑
三
月
廿
八
日
卒
、
法
名
惠
日
、

　
　

越
後
守
顕
時
か
な  
り
、 

       

共
に
武
蔵
国
金
沢
に
住
す
る
故
、
家
号

（
子
脱
カ
）　

　
　

を
金
沢
と
い
へ
り
、
�
名
寺
の
中
に
文
庫
を
つ
く
り
て
和
漢
の

 　

群
書
を
あ
つ
む
、
金
澤
文
庫
と
い
へ
る
印
を
押
た
り
、
儒
書
に

 

ハ
墨
印
を
用
ひ
、
佛
書
ニ
　 

ハ
朱
印
を
用
ゆ
、
そ
の
舊
跡
今
に
傳

は
れ
り
と
い
へ
ど
も
、
蔵
書
ハ
元
弘
の
兵
乱
に
う
せ
て
わ
つ
か

に
存
す
る
も
の
二
百
餘
部
と
い
へ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
鏡
関
東
執
権
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
顕
嘉
暦
元
年
四
月
十
六
日
出
家
、

号
金
澤
殿
、　
　
　
　
　
　

 

 

（
行
間
）

　
「
尊
氏
奉
弔
後
醍
醐
天
皇
願
文
蔵
在
武
州
金
沢

称
名
寺
文
庫

 

」

 

（
行
間
）

　
「
鎌
倉
志
、
北
条
越
後
守
平
顕
時
文
庫
ヲ
建
テ
、
和
漢
ノ
群
書
ヲ
納
ム
云 

、

印
文
ハ
楷
字
ニ
　 

テ
金
沢
文
庫
ノ
四
字
ヲ
竪
ニ
　 

書
ス
、
後
ニ
　 

上
杉
安
房
守
憲

実
執
事
ノ
時
再
興
ス
、
日
本
一
所
ノ
学
校
ト
為
ル
、
管
領
源
成
氏
ノ
時
也

云 

、
顕
時
・
貞
顕
ノ
石
塔
モ
此
寺
ニ
　 

ア
リ
」

　
 

東
鏡
脱
漏

１１３　

元
仁
二
年
乙
酉
四
月
廿
日
為
嘉
禄
元
年
、

　
　
　

正
月
大　
　
 
十
六
丁

※1※2※1※2

４７４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
永
六
年
立
、



　

同
二
年
丙
戌　

正
月
小　

十
七
丁
ヨ
リ

廿
六
丁
�

 

　

同
三
年
丁
亥　

十
二
月
十
日
為
安
貞
元
年
、

　
　
　

正
月
大　
　

廿
七
丁
ヨ
リ

四
十
五
終

 

　
　

寛
文
八
戊
申
歳
仲
秋

　
　
　
　

江
戸
神
田
鍛
冶
町

　
　
　
　
　
　
　

中
野
孫
三
郎
板
行

　
 

二
階
堂
氏
本

１１４
　
　

御
状
之
趣
委
細
令
披
覽
候
、
誠
今
度
者
不
存
寄
遂
参
會
申
承
候
、

本
望
候
、
仍
度 

光
臨
、
殊
主  
寶
拜
受
、
旁
以
祝
着
候
、
為
表

御
礼
先
度
参
申
候
処
、
既
御
下
向
堺
由
候
間
、
申
置
候
了
、
定

被
傳
申
候
哉
、
抑
御
先
祖
之
儀
、
吾
妻
鏡
以
下
旧
記
明
鏡
之
次

第
、
依
御
所
望
、
写
進
之
候
間
、
得
其
便
献
瓦
礫
候
処
、
金
玉

送
給
候
、
殊
勝
催
其
興
候
、
於
向
後
者
、
以
便
宜
必
可
申
承
候
、

相
應
之
御
用
更
不
可
有
疎
略
候
、
恐 

謹
言
、

　
　
　

季
春
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　

嶋
津
修
理
亮
入
道
殿

（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
附
録
二
」
九
〇
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

 

（
○ 旧 

　
　
重
）

　
 　

�
摩
國
阿
多
郡
南
方
地
頭
鮫
嶋
孫
次
郎
光
宗
法
師
法名
 

�
覺
之   

１１５

欲
早
被
停
止
非
分
押
領
、
任
御
下
知
以
下
證
文
、
蒙
御
成
敗
、

被
糺
返
年 

得
分
物
、
為
同
郡
北
方
地
頭
隱
岐
三
郎
左
衞
門
入

道 

忍
今
者　

死
去
、

 

跡
輩
等
、
令
押
領
南
方
内
田
畠
在
家
、
以
下
所

 

無
謂
事
、

　

副
進

　

一
通
高
祖
父
宗
家
譲
与
宗
景
状　

建
保
六
年
十
一
月
廿
日

　

一
通
関
東
御
下
知
状　

貞
永
元
年
十
一
月
廿
八
日

　
　

右
、
當
郡
者
、
高
祖
父
鮫
嶋
四
郎
宗
家
建
久
三
年
八
月
廿
五
日

令
拜
領
之
後
、
相
分
于
二
、
於
南
方
者
、
譲
与
宗
景 

、

至
北
方
者
、
給
与
家
高
宗
家

嫡
子

 

 

云 

、

　
 

内
藤
作
右
ヱ
門
本

１１６
　

醍
醐
天
皇
第
五
王
子　
　
 

康
平
六
年

　
　
　
　
　

三
品　

兵
部
�

　

惟
宗
親
王
│
│
│
│
│
│
│
│
慶
頼
王
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　

本
名
保
明
親
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

　
　

丙
申
始
賜
惟
宗
姓
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┬
保
頼
┐
┤
重
賢

─　
　

─
─

┬
頼
房
─
┬
朝
明

 
（
謹
申
カ
）

�
覚
曽
祖
父

備忘抄
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┌
│
│
└
┬
教
親 

　
　
　
　

─

┐
│
│
│
└　
　
　

┐
│
┤
廣
言 

─　
　

字
名
奥
州
四
郎 

─　

─

┬
孝
言　
　
　
　
　

─　

─

─　
　

日
向
守
国
司　
 
─　

─

┬
基
言　
　
　
　
　

─　

─　

嶋
津　

親
父
頼
朝

─　
　
　
　
　
　
　

─　

┬
忠
久

┌
│
│
│
│
│
│
│
└　

─　
　

御
母
丹
後
局

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　
　
　
　
　
　
　
 

若
カ

┬
忠
康 

─┬
忠
秀
御
母
丹
後
局

　
 

都
之
城
相
馬
藤
左
衞
門

１１７　

嶋
津
之
継
圖

　
　

文
治
元
年
八
月
一
日
ニ
　 

忠
久
七 

國
給
テ
所
領
之
御
知
行
定
候
、

是
モ
重
忠
ノ
依
申
状
也
、

　
　

忠
久
十
八
歳
之
御
時
、
文
治
貳
年
六
月
一
日
関
東
ヲ
立
、
都
ニ
　 

上
洛
有
テ
内
裏
ニ
　 

参
籠
申
シ
云 

、

　
　

本
田
ハ
幡
ノ
奉
行
、
酒
匂
ハ
沓
ノ
役
、
猿
渡
ハ
御
劔
之
役
、
左

近
尉
ハ
幡
指
ノ
役
也
、
鎧
之
役
ハ
渡
野
邊
、
甲
ノ
役
ハ
左
曹
、

�
楯
ノ
役
ハ
立
山
、
籠
手
之
役
ハ
二
ノ
宮
、
臑
當
ノ
役
�
香
・

難
波
・
瀬
能
・
長
野
・
石
墓
・
福
崎
、
何
モ
此
人
ニ
　 

ハ
西
國
ノ

軍
奉
ニ
　 

テ
候
也
、

　
 

正
文
在
島
津
筑
後
忠
置

１１８　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
判

　
　

自
近
衞
殿
被
仰
下
嶋
津
庄
官
訴
申
、
為
実  
府
背
先
例
、
今
年
始

以
押
取
唐
船
着
岸
物
事
、
解
状
遣
之
、
早
停
止
新
儀
、
如
元
可

令  
付
庄
家
也
、 
遥 
為
被
仰
下
事
也  
上
、
如
状
者
、
道
理
有
限
事

適

也
、
仰
旨
如
此
、
仍〔
以
〕  執
達
如
件
、

　
　
（
○旧
 

五
）

　
　
〔
十
二
〕月
十
四
日　
　
　
　
　
　

盛
時
奉

　
　

伊
豆
藤
内
殿

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
一
一
九
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 

山
田
聖
榮
自
記

１１９
　

一
総
州
山
城
守
殿
馬
飼
所
と
而
、
鹿
児
嶋
和
泉
崎
ニ
　 

佐
多
殿
近
所

江
　 

御
入
、
�
世
候
而
法
名
道
聖
与
　 

申
、
子
息
彦
三
郎
殿
同
居
住
、

夫
よ
り
て
屋  
形
も
就
折
節
御
志
し
候
也
、
伊
集
院
弾
正
も
當
家

之
一
道
を
山
城
守
殿
細
ニ
　 

御
存
知
之
事
候
程
、
嗜
候
事
ハ
常 

参
候
、
聖
榮
若
時
者
鹿
児
嶋
へ
参
上
仕
、
御
奉
公
之 
 

和
泉

崎
ニ
　 

参
り
、
山
城
守
殿
へ
御
意
を
受
御
恩
を
蒙
る
、
如
此
雜
談

 

（
○
　
）

旧 

　
　
宰 

 

（
○ 旧 

　
　
被
）

 

（
○ 旧 

　
　
之
）

 

（
○ 旧 

　
　
ナ
シ
）

 

（
し
脱
カ
）

４７６

八
文
字
民
部
大
輔

島
津
庄
住

千
載
集
作
者

息
男
忠
綱
分
国
越
前
岩
狹

母
チ
ヽ
部
父
畠
山
高
女
重
忠
姉
タ
リ
、

　
　
　
　
　
　

（
マ
マ
）

　

─　
　

─
─

施
藥
院
使

字
名
奥
州
三
郎



ニ
　 

付
候
而
茂
御
物
之
所  
を
申
候
也
、

　
 

抑
留
軸
物　

古
系
圖

１２０　

清
和
天
皇 
人
皇
五
十
六
代
ノ
帝

　
　
　

此
間
略
ス
、

　

為
義
│
│
│
│
┤
│
義
朝
│
│
│
│
│
┤
義
衡

　
　
　
　
　
　
　

─　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
└　
　
　
　
　
　
　
　

┬
朝
長

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┬
義
賢
│
│
│
│
│
│
仲
家
│
│
│
┘　

┬
頼
朝
│
│
│
│
│
┘

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

─　
　
　
　
　
　
　

─

┌
十
二
名　
 
┐
│
│
│
│
│
│
│
│
└　

┬
範
頼　
　
　
　
　

─

　
　

略
ス
、　

┌
義
仲
│
│
│
│
│
│
┘　

─　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─　

┌
義
経　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
└　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　

┌
義
隆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

義
仲
ハ
頼
朝
ヲ
背
テ
元
暦
元 
年
二
月 
廿
日
被
誅
、
義
隆
ノ
─

　
（
正
カ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

御
内
頼
朝
ノ
娘
也
、
夫
ノ
義
隆
ヲ
打
ル
ヽ
カ
故
、
壽
ヲ
捨
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
 
テ
崇
ヲ 
成
シ
玉
イ
、
七
代
崇
ル
ヘ
シ
ト
誓
願
也
、
故
ニ
　 

忠
─

　
（
祟
カ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

久
ヲ
西
国
ヘ
下
シ
玉
フ
事
ハ
畠
山
重
忠
ノ
御
計
コ
ト
也
、 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┬
頼
家

─┬
實
朝

─┌
忠
久
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

 

（
語
脱
カ
）

　
　
　

鎌
倉
若
宮
八
幡
ノ
別
當
八
月
一
日
ニ
　 

御
寶
殿
扉
ヲ
開
カ
ン

ト
シ
玉
ヘ
ハ
、
日
来
無
リ
シ
虫
食
有
リ
云 

、
文
治
元
年

八
月
一
日　

忠
久
七 

国
ヲ
給
リ
御
知
行
有
リ
、
是
乃
重

忠
ノ
依
申
状
也
、

　
　
　

後
白
河
ノ
院
王
忠
久
大
将
大
臣
ト
示
シ
玉
フ
、
豊
後
守
ト

号
シ
、
法
名
ヲ
号
得
佛
ト
、

　
　
　

忠
久
十
八
歳
ノ
御
時
文
治
二
年
六
月
一
日
ニ
　 

関
東
ヲ
立
玉

イ
テ
、
京
ヘ
着
セ
玉
イ　

内
裏
ヘ
参
内
有
テ
、
西
国
ヘ
下

向
ノ
由
ヲ
奏
聞
シ
玉
フ
、　

君
ハ
叡
覽
有
テ
、
一
年
宇
治

ノ
平
等 
王
院 
ニ
　 

テ
打
レ
タ
ル
高
倉
ノ
宮
ニ
　 

似
タ
リ
ト
被
仰

マ
ヽ

テ
御
涙
ヲ
流
シ
玉
イ
テ
、
西
国
ヘ
ハ
下
ス
マ
シ
、
丸
カ
子

ニ
　 

セ
ン
ト
宣
旨
ヲ
成
シ
玉
イ
、
高
倉
ノ
宮
ト
十
八
日
即
位

シ
玉
フ
、
此
由
ヲ
頼
朝
聞
玉
イ
、
三
十
一
度
ノ
託
言
ヲ
内

裏
ニ
　 

奏
聞
申
玉
ヘ
ハ
、　

君
モ
叡
聞
有
テ
、
西
国
ヘ
下
ス

ヘ
シ
ト
ノ
宣
旨
ニ
　 

テ
征
夷
将
軍
ト
示
シ
玉
フ
、
三
十
三
騎

ノ
騎
馬
ヲ
打
セ
ヨ
ト
ノ
宣
旨
ヲ
蒙
リ
、
西
国
ヘ
下
向
ア
リ
、

本
田
・
酒
匂
・
猿
渡
・
左
近
尉
此
ノ
人
々
ハ
御
劔
・
幡
・

武
具
ノ
役
也
、

　
　
　
　

中
葉
略
ス
、

備忘抄
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忠
昌
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　

永
正
五
年
戊
辰
二
月
十
五
日
自
害
、
治
世
三
十
五
年
、　
　
 

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┬
忠
治
又
三
郎　

法
名
津
友　

道
号
蘭
窓　

母
儀
大
友
殿
政
親
ノ
息
女
、

永
正
十
二
年
八
月
廿
五
日
死
去
、
治
世
八
年
、　
　
　
　
　
　

 

──┬
忠
隆 

───
初
ハ　
　
　

後　
　

又
八
郎　

後
ニ
　 

修
理
大
夫

┌
忠
兼
│
│
│
勝
久
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　

法
名
源
輝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　

天
文
四
年
十
月
鹿
児
島
御
退
出
、　
　
　
　
 

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┌
益
房
丸

　
 

在
岩
崎
文
庫
廿
一
号
匣

１２１
　
　

態
令
啓
入
候
、
然
者
御
書
物
之
内
ニ
　 

書
本
之
東
鑑
一
部
有
之
候
、

近
キ
比
�
者
平
田 
清
右 
衞
門
方
江
　 

御
文
書
為
引
合
被
預
置
候
、

（
純
正
）

若
返
上
被
申
候
ハ
ヽ
、
自
徳
里
村
造
酒
介
可
被
存
候
間
、
早 

被
仰
渡
、
此
方
江
　 

一
刻
茂
急
可
被
差
上
候
、
右
者
酒
井
讃
岐
守

様
よ
り
隱
岐
様
�
被
仰
遣
候
ニ
　 

付
被
召
寄
御
事
ニ
　 

候
、
多
分
是

者
御
城
之
御
用
ニ
　 

而
可
有
之
哉
与
　 

被
思
召
之
由
候
、
少
も
遅
参

不
仕
様
ニ
　 

誰
そ
輕
キ
衆〔 
を
も   
〕

      
（
◎
宰
領
） 
被
召 
付
、 

◎
其
上
御
道
具
衆
を

（
◎
仰
）

も
被
相
付 

中
途
茂
聊
尓
無
之
様
ニ
　 

可
被
申
付
由　

上
意
ニ
　 

而
候

間
、
其
御
心
得
を
以
可
被
仰
渡
候
、
乍
重
言
、
彼
之
御
本
不
相

知
候
ハ
ヽ
、
平
田
清
右
衞
門
被
召
出
、
委
細
御
尋
候
而
可
然
存

候
、
圖
書
方
よ
り
も
清
右
衞
門
�
状
遣
候
間
、
其
御
心
得
可
被

成
候
、
恐
惶
謹
言
、

　

慶
安
三
年
寅　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
新
納
右
衞
門
尉

　
　

卯
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
詮
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
勢
兵
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
昭〔 
判
〕　

      （
◎
ナ
シ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
津
圓
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
通
判

　
　
　
　

島
津
筑
前
殿

　
　
　
　

北
郷
佐
渡
殿

　
　
　
　

鎌
田
源
左
衞
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人 

御
中

　
　
　
　

猶 

清
右
衞
門
方
江
　 

者
披
状
ニ
　 

仕
遣
候
間
、
其
趣 
を
以 
被

（
◎
も
）

成
御
覽
御
心
得
御
尤
存
候
、
右
之
本
大
坂
江
　 

参
着
次
第
隱

岐
様
御
蔵
元
よ
り
継
飛
脚
ニ
　 

而
爰
元
江
　 

被
召
寄
筈
ニ
　 

候
、

そ
れ
ほ
と
御
急
用
ニ
　 

而
候
間
、
以
其
御
心
得
早 

被
召
上

肝
要
ニ
　 

存
候
、
以
上
、

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
追
録
一
」
三
一
三
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

４７８

又
六
郎　

法
名
龍
盛　

道
号
興
岳　

永
正
十
四
年
二
月
十
二
日

吉
田
召
向
テ
、
同
十
四
日
落
城 

、
此
歳
宗
碩
下
向
、
同
十
六

年
四
月
四
日
死
去
、
治
世
五
年
、

　
　
　
　

陸
奥
守　

法
名
源
鑑　

道
号
圓
室



　
 　
　
　

猶 

出
雲
殿
よ
り
茂
預
御
音
問◎
候 
、
御
返
書
被
遣
可
被
給

１２２

候
、
以
上
、

　
　
　
　

追
而
東
鑑
之
儀
ニ
　 

付
度 

御
断
畏
入
候
、
何
事
茂
期
面
上

候
、
以
上
、

　
　

一
昨
日
者
御
書
物
場
ニ
　 

罷
有 

入
候
砌
ニ
　 

而
早 

及
御
報
候
、

先
以
今
度
之
御
下
向
乍
御
太
儀
目
出
度
存
候
、
然
者
御
見
せ
候

二
冊◎
致 
一
覽
候
、
さ
て 

慥
成
御
證
文
共
驚
入
候
、
殊
ニ
　 

此

方
江
　 

可
被
遣
置
之
由
別
而
過
分
不
淺
候
、
何
様
御 

明
之
節
以

面
談
御
礼
可
申
達
候
、
先
年
御
越
候
御
家
之
記
録
ニ
　 

而
、
貴
久

以
來
之
儀
今
度
之
御
書
物
ニ
　 

書
入
申
候
、
恐
惶
謹
言
、

　

寛
文
十

　
　

三
月
廿
九
日　
　
　
　
　
　
　
　

春
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弘
文
院

　
　

嶋
津
圖
書
様　
　
　
　
　
　
　
　
 
春
齋　
 

（
林
鵞
峯
）

　
　
　
　
　
 

◎
人 

御
中 

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
追
録
一
」
一
三
一
二
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 　

忠
久
承
久
三
年
六
月
改
惟
宗
氏
号
藤
原
、

法
名
得
佛
、
其
母
丹
後
御
局
也
、

 

１２３　
　

弘
安
九
年
三
月
廿
一
日
薨
、
實
ニ
　 

丁
亥
年
也
、

　
　

末
ニ
　 

歴
代
歌
写
載
ア
リ
、

　
 

寛
永
諸
家
系
図
傳　

丙
一

１２４　

清
和
源
氏

　
　
　

義
家
流

　
　
　

為
義
流

　
　
　

嶋
津

　

嘉
禄
二
年
三
月
廿
一
日
卒
す
、

　

享
年
四
十
八
、
法
名
徳
佛

　
 

島
津
圖
書
文
書

１２５　
　
　

覚

※

　

一
近
年
日
本
通
鑑  
編 
集
春
齋　
・　
友
見
江
　 

被
仰
付
候
、
然
處
ニ
　 

、
去

年
江
戸
へ
御
供
ニ
　 

而
相
詰
候
中
、
我
等
方
へ
春
齋
被
為
見
廻
候

間
、
其
禮
ニ
　 

参
候
刻
、
右
通
鑑
為
見
被
申
候
、
最
早
此
方
御
家

之
儀
も
従
頼
朝
�
摩
・
大
隅
・
日
向
御
給
之
由
被
為
書
候
通
被

仰
候
而
見
せ
被
申
候
、
左
候
而
被
申
候
ハ
、
前
ニ
　 

酒
井
讃
岐
守

殿
よ
り
被
仰
、
御
家
ニ
　 

有
之
吾
妻
鑑
被
写
置
候
、
今
少
見
合
入

儀
候
間
、
本
書
を
可
差
出
由
承
候
へ
共
、
不
奉
得
御
意
ニ
　 

ハ
不

罷
成
付
、
大
方
ニ
　 

返
詞
仕
罷
居
候
、
今
些
御
家
之
儀
見
せ
申
、

通
鑑
ニ
　 

載 
 

被
成 

候
様
ニ
　 

と
可
申
儀
御
座
候
、
御
望
ニ
　 

而
も

○ 正 ○ 正 

備忘抄
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御
家
上
代
之
趣
通
鑑
抔
載
申
儀
不
成
事
ニ
　 

候
条
、
吾
妻
鑑
御
見

せ
候
ハ
ヽ
、
其
序
ニ
　 

此
度
通
鑑
ニ
　 

被
書
載
候
、
分  
書
写
被
遣
候

様
ニ
　 

可
申
入
候
、 

様
成
好
仕
合
者
無
御
座
候
儀 

と
存
候
事
、

　
　
　

外
ニ
　 

三 

条
略
ス
、

　

寛
文
十
年

　
　

戌
八
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
 　

久 
通

（
島
津
）

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
追
録
一
」
一
三
三
〇
号
文
書
ノ
抄
ナ
ル
ベ
シ
）

　

※
（
行
間
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

六
月
十
三
日
、
林
春
斎
補
正
世
録
記
七
巻
賜
之
、

　

「
久
通
譜
、
正
保
二
年
乙
酉
、
應　

公
召
十
二
月
発
宮
城
、
三
年
丙
戌
三

月
十
九
日
至
江
戸
、
四
月
十
五
日　

公
及
久
平
公
臨
客
舎
、
二
十
六
日　

公
帰
国
、
久
通
留
守
、
○
　
 

一
覽
云
、
正
保
中
羅
山
奉　

命
撰
本
朝
史
未

成
而
止
、
寛
文
年
中
鵞
峰
又
受　

命
、
置
史
館
於
忍
岡
継
其
志
、
上
始

于　

神
武
、
下
�　

後
陽
成
慶
長
十
五
年
」

　
  

豫
作 
 

余
餘 

 
事 

�
執 

号
號 

 
靈 

与
與 

励
勵

１２６
　
 

 
氣 

 
宛 

 
畢 

弁
辨 

条
條 

 
歟 

 
殺 

 
差

　
 

 
癸 

 
閑 

 
節 

椀 
 

釼
劔 

 
雖 

 
年 

囲
圍

　
 

遺
遣 

躰
體 

 
遷 

 
率 

亰
京 

触
觸 

 
所 

 
逐

　
 

 
束
裝 

皈
歸 

 
奏 

真
眞 

 
燭 

旧
舊 

 
因 

 
等

　
 

  
 

処
處 

 
勲 

 
飛 

幡
播 

 
衆 

 
綸 

属
屬

 

（
○
　
）

正 

　
　
今 

　
 

  
　
 
 
 
　
 　
 
作兆

作

　
 　
　

元
禄
十
年
丑
日
帳

１２７　
　
　

二
月
三
日
雪
天

　

一
中
神
内
蔵
丞
殿
よ
り
御
用
之
由
申
來
候
ニ
　 

付
罷
出
候
得
者
、
豊

前
老
よ
り
御
用
之
由
ニ
　 

而
被
為
申
上
候
処
、
御
評
定
後
之
御
座

ニ
　 

可
参
由
承
参
候
云 

、
又
序
ニ
　 

而
茂
候
間
申
上
候
、
御
書
物

蔵
江
　 

有
之
候
書
本
之
東
鑑
ハ
御
家
ニ
　 

傳
來
申
候
書
ニ
　 

て
、
板
行

之
東
鑑
よ
り
一
冊
多
御
座
候
而
、　

忠
久
公
御
卒
去
之
年
月
日

等
其
冊
ニ
　 

相
見
へ
た
る
ニ
　 

而
候
、
依
之
前
ニ
　 

圖
書
久
通
老
よ
り

林
道
春
方
江
　 

右
之
写
被
遣
候
而
、
板
行
被
致
東
鑑
脱
漏
与
　 

申
候

而
、
板
行
之
書
之
外
ニ
　 

壱
冊
有
之
事
ニ
　 

御
座
候
、
右
之
書
本
之

寫
前
ニ
　 

、
道
春
よ
り
ニ
　 

て
候
哉
、
又
ハ
稲
葉
美
濃
守
殿
よ
り
之

御
用
ニ
　 

て
候
哉
、
世
鑑
抄
と
申
を
一
部
御
寫
被
遣
た
る
儀
有
之

候
、
吉
井
為
兵
衞
其
時
東
鑑
寫
ニ
　 

被
仰
付
罷
出
候
由
申
候
、
委

細
覚
可
罷
居
与
　 

存
候
、
御
家
ニ
　 

傳
り
來
申
候
東
鑑
ニ
　 

而
嶋
津
家

ニ
　 

有
之
候
本
与
　 

申
儀
ハ
他
所
ニ
　 

も
知
為
申
物
ニ
　 

て
候
處
、
去
年

燒
失
仕
惜
キ
儀
与
　 

存
申
候
、
然
者
美
濃
守
殿
御
息
丹
波
守
様
御

方
江
　 
 

、
弘
文
院
家
江
　 
 

、
御
聞
合
被
成
御
寫
さ
せ
被
成
、
彼

４８０



御
方
よ
り
證
文
御
取
被
成
候
ハ
ヽ
、
正
本
同
前
之
儀
候
間
、
左

様
ニ
　 

被
成
度
事
と
申
上
候
得
者
、
是
も
書
付
差
上
申
候
ハ
ヽ
御

相
談
可
被
成
よ
し
被
仰
候
間
、
重
而
書
付
可
差
上
事
、

　
　

丑
二
月
十
二
日

　
 　
　
　

覚

１２７の１

書
本
東
鑑
一
部

　
　

右
御
文
庫
へ
御
座
候
而
、
去
年
四
月
焼
失
仕
候
、
惜
キ
御
本
ニ
　 

而
御
座
候
、
是
ハ
定
而
前
代
よ
り
御
家
ニ
　 

傳
り
為
申
御
本
ニ
　 

て

可
有
之
与
　 

存
申
候
、
其
故
ハ
、
従
嘉
禄
元
年
安
貞
元
年
ニ
　 

至
り

三
年
之
間
之
一
冊
板
行
之
本
ニ
　 

ハ
無
之
候
、
右
御
本
ニ
　 

ハ
御
座

候
つ
る
此
巻
ニ
　 

社　

御
元
祖
忠
久
公
御
�
去
之
儀
も
相
記
御
座

候
、 

様
ニ
　 

慥
成
東
鑑
抔
ハ　

頼
朝
公
之　

御
子
孫
様
故
御
所

持
被
遊
候
与
　 

證
據
ニ
　 

も
罷
成
、
御
家
弥
以
奥
有
事
ニ
　 

て
御
座
候
、

然
共
御
蔵
へ
為
被
入
置
�
ニ
　 

而
ハ
世
人
不
存
候
故
、
天
下
ニ
　 

普

御
知
ら
せ
可
被
成
と
の
儀
ニ
　 

而
も
御
座
候
つ
る
哉
、
前
ニ
　 

林
道

春
老
へ
写
為
被
遣
之
由
候
、
夫
ハ
右
一
冊
計
ニ
　 

て
候
哉
、
又
壱

部
惣
様
ニ
　 

て
御
座
候
哉
、
存
不
申
候
、
只
今
ハ
右
一
冊
計
道
春

老
跋
を
被
書
添
、
開
板
ニ
　 

而
東
鑑
脱
漏
与
　 

申
候
て
御
座
候
、
且

又
廿
四
五
年
前
之
儀
ニ
　 

て
御
座
候
ハ
ん
、
稲
葉
美
濃
守
様
よ
り

世
鏡
抄
与
　 

申
書
御
家
ニ
　 

御
座
候
ハ
ヽ
寫
被
遣
度
旨
申
來
候
處
、

幸
御
文
庫
ニ
　 

御
座
候
而
寫
被
遣
候
、
其
時
右
東
鑑
之
儀
茂
寫
御

所
望
之
由
ニ
　 

而
、
同
時
ニ
　 

寫
為
被
遣
様
ニ
　 

承
傳
候
ニ
　 

付
、
此
内

吉
井
為
兵
衞
ニ
　 

申
合
見
申
候
得
者
、
為
兵
衞
抔
も
其
節
被
仰
付

候
而
東
鑑
寫
調
ニ
　 

罷
出
候
由
申
候
間
、
右
両
所
之
間
ニ
　 

寫
本
可

有
御
座
候
間
、
本
書
燒
失
之
段
被
仰
断
、
御
寫
さ
せ
被
成
候
而
、

其
上
御
家
ニ
　 

相
傳
候
正
本
を
以
被
寫
置
候
処
、
本
書
焼
失
之
由

候
ニ
　 

付
而
被
写
遣
候
、
本
書
ニ
　 

相
替
儀
無
之
由
證
文
を
御
取
置

被
成
候
ハ
ヽ
、
本
書
焼
失
不
仕
候
同
前
ニ
　 

て
御
座
候
、
其
儘
ニ
　 

て
被
召
置
候
ハ
ヽ
、
右
之
御
本
御
家
よ
り
出
為
申
儀
後
代
ニ
　 

ハ

相
知
申
間
敷
与
　 

存
候
ニ
　 

付
、
乍
憚
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
記
録
所

　
　

丑
二
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　

田
中 
五
右 
衞
門

（
国
明
）

　
 

在
山
田
氏

１２８　
　
　

覚

一
忠
久
御
代
之
書
物
壱
ツ　

但
巻
本

一
氏
久
御
代
之
書
物
壱
ツ　

右
同

備忘抄

４８１

坊
ノ
一
乗
院
經
蔵
ノ
内
ニ

在
タ
ル
目
録
ヲ
ハ
寛
永
十
一
年
甲
戌
八
月
拔
書
タ
ル
中
ニ 

世
鏡
抄
三
巻
ト
ア
リ
、
是
ナ
ラ
ン
、



一
久
豊
御
代
之
書
物
一
ツ　

右
同

一
矢
開
之
書
壱
ツ　

右
同

一
御
犬
追
物
之
書
一
ツ　

右
同

　

一
高
氏
之
御
判
・
道
鑑
ノ
御
判
彼
是
書
物
六
ツ

　
　

但
壱
ツ
次
立
候
而
有
之
候
、

一
薄
墨
之
書
物
壱
ツ

一
高
指
朝
臣
之
書
物
壱
ツ　

但
八
人
之
名
判
あ
り
、

一
三
條
殿
御
判
之
書
物
壱
ツ

一
氏
久
御
判
之
書
物
壱
ツ

一
久
豊
御
判
之
書
物
壱
ツ

一
頼
朝
御
祝
儀
之
書
壱
ツ

　

合
書
物
数
十
七
、

　
　

午
ノ
八
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
次
郎
右
衞
門
尉 
花
押

　
 　

昌
寛

１２９

元
禄
十
四
年

　

一
頼
朝
�
教
書
跋
・
御
譜
略
序
、
林
大
学
頭
信
篤
被
書
進
候
御
礼

干
鯛
一
折　

昆
布
一
折　

御
�
一
荷　

太
平
布
拾
疋　

白
銀
五

拾
枚
巳
四
月
十
日
被
遣
、
并
太
刀
一
腰　

馬
代
銀
壱
枚
田
中
五

右
衞
門
よ
り
進
上
、
同
五
月
廿
一
日
、
縮
緬
廿
巻　

干
鯛
一
箱

被
遣
候
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　

三　
　
　
　

六
巻

　
 　

京
極
関
白
記
師
実

公
 

　

後
二
條
関
白
記
師
通

公
記

 

１３０
　
 
四
　

知
足
院
関
白
記
忠
實
公

　

法
性
寺
関
白
記
忠通
 
　

猪
隈
関
白
記
家
実

公
 

　

張
紙

　
 
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
二
』

　
　

法
成
寺
摂
政
記
道
長
公　

京
極
関
白
記
師
実
公

　
『
三
』　
　
　
　
　
　
　
　
 
『
五
』

　
　

後
二
条
関
白
記
師
通
公　

知
足
院
関
白
記
忠
実
公

　

仝　
　
　
　
　
 
『
七
』

　

徳
大
寺
相
國
記　
 
岡
屋
関
白
記
兼
経
公
長
元
元
年
よ
り

　

後
中
記
葉
室
中
納
言　

大
納
言
顕
頼
�
記

　

仝

　
『
四
』　
　
　
　
　
　
　
　
 
葉
室
顕
頼
ノ
三
弟

　
　

法
性
寺
関
白
記
忠
通　

中
納
言
顕
長
�
記

　
　

顕
頼
ノ
従
弟

　
　

中
納
言
顕
時
�
記　
 
猪
隈
関
白
記
家
実
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
仁
元
よ
り
承
元
二
�

　
 　

作
者　

五
位

１３１　

伊
豆
守　
　
　
　

（
子
脱
カ
）

　
　

源
仲
綱 

４８２

従
三
位
頼
政

至
安
元
二
年

千
六　

新
千
一



　

筑
後
守

　

惟
宗
廣
言 

　

使
常
陸
守

　

惟
宗
忠
景
周
防
守
忠
綱
子　
 

　

使
豊
後
守

　

惟
宗
忠
宗
常
陸
守

忠
景
子

 

　

方
一　

才
一

　

号
嶋
津　

使
常
陸
介　

（
子
脱
カ
）

　

惟
宗
忠
秀
豊
後
守
忠
宗　
　
 
才
一　

續
後
一

　

嶋
津
民
部
大
夫

　

惟
宗
忠
貞　
　
　
　
　
　

風
一　

新
千
一

　
　
　
　

六
位

　

大
隅
國
司　
　
　
　
　
　

拾
一

　

嶋
津　
　
　
 
忠
綱
子

　

惟
宗 　
 
景
│
│
│
忠
宗
│
│
│
忠
秀

（
忠
）

　
　
　

續
古
一　
　
　
　
 
新
後
一　
　
 
續
千
一

　

嶋
津
下
野
入
道　

嶋
津
惣
領　
　
　
　
　

風

　

道
義　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　

同
一

　

行
�
民
部
入
道　
　
　

俗
名
惟
宗
良
俊　

 

　
　
 

方
一　

才
一　

新
千
一

　

定
覚
宗
八
左
ヱ
門
入
道

称
廣
言
流　
　

 

　
　
 

方
一

　

民
部
内
侍　
　
　
　
　
　
 
金
一

　

二
条
院
内
侍
三
河
加
賀
守

為
業
女

 

　
 

　

宜
秋
門
院
丹
後
散
位
源

頼
行
女

 

　
 

　

三
河
内
侍　
 

　
 　

政
佐

１３２　
　
　

鎌
田
小
藤
二　

修
理
亮

　
　
　

當
頼
朝
公
之
治
世
以
�
隅
日
三
州
島
津
庄 

忠
久
主
時
、
三

州
御
家
人
等
可
為　

忠
久
主
人
云 

、
因
茲
忠
久
主
文
治
二

年
丙
午
六
月
一
日
発
駕
関
東
、
八
月
一
日
下
着
�
广
山
門
院
、

政
佐
供
奉
、

　
　

朝
景
初
奉
仕
于　

頼
朝
公
、
賜
相
州
酒
勾
庄
称
酒
勾
、
終
奉
仕

于　

忠
久
主
、　

公
補
�
隅
日
守
護
職
、
文
治
二
年
八
月
一

日
、
下
向
于
�
州
山
門
院
、
子
景
貞
亦
従
下
着
ス
、

　
 

在
曽
於
郡
士
後
藤
五
右
衞
門

１３３　

鎌
足
│
中
三
世
│
│
鷲
取
│
│
│
藤
嗣
│
│
│
十
一
世
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
藤
二
良

┌
政
明
│
│
│
│
│
政
時
│
│
│
│
│
│
│
│
基
明
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
父
死
去
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─
後
藤
太

─　
　

右
大
将
家
御
代
始

┌─
助
明
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┤
重
明

　
　
　

墓
崎
安
堵　
　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┬
宗
明

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　

後
藤
筑
後
守

┌
政
章
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

備忘抄

４８３

日
向
守
基
言
子　

千
五　

玉
一

自
永
暦
元
年
至
壽
永
元
年
少
監
式
部

今
二　

遺
三　

方
五

玉
五　

才
一　

續
後
一　

新
千
一

上
総
入
道 

鑑
貞
久
父
也
、

千
三　

新
一　

玉
一

風
三

千
三　

新
九　

勅
五　

續
二

遺
二　

方
四　

玉
五　

方
一

續
二　

新
千
二

玉
一



┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─

─　

同
名

┌
政
章
│
┘ 

　
　
　
　

─

┐
│
│
│
└

─┌
章
氏
│
┘

　
 
　
　

─

　
　
　
　

─

　
　
　
　

─

　
　
　
　

─

　
　
　
　

─　
　
　
　
　

母
河
崎
妻
世
子
大
夫
ト
モ
云
、

　
　
　
　

┌
│
│
│
章
俊
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

呪
師
田
野
大
夫
手
ヨ
リ
得
テ
譲
始
知
行
、 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─　
　

号
呪
師
田
国
富
三
郎
、

┬
章
宗

─　
　

八
代
二
郎

┌
章
光
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
章
永 

　
 

在
有
馬
勘
助

１３４　
　

摂
州
有
馬
之
平
氏
系
圖

　

忠
久
将
軍
三 

国
ニ
　 

御
下
向
之
御
供
之
事

　
　
　

文
治
二
年
丙
午
六
月
一
日
ニ
　 

関
東
ヲ
立
テ
、
同
八
月
廿
三
日

ニ
　 

�
�
山
門
院
ニ
　 

御
下
着
候
畢
、
於
代
　々

嶋
津
殿
御
家
ヲ

可
守
有
馬
申
代
々
ニ
　 

可
傳
ト
云
々
、

　
 

正
文
在
曽
於
郡
士
後
藤
五
右
ヱ
門

１３５
　
　

下
日
向
・
大
隅
・
�
摩
等
御
家
人
所
、
可
令
早
随
土
持
冠
者
榮

妙
催
各
参
進
事
、
本
ハ
一
行
、

　
　

右
三
箇
國
御
家
人
等
随
彼
榮
妙
之
催
、
國
中
携
弓 

之
輩
不
論

庄
公
、
不
云
老
弱
、
不
日
可
令
参
上
之
状
所
仰
如
件
、
者
彼
國

 

御
家
人
宜
承
知
、
悉
之
故
候
、

　
　

元
暦
元
年
十
二
月　

日

　
　

追
討
使
参
河
守
源
朝
臣
在
御
判

　
　
　
　

口
裏
ニ

ア
リ
御
教
書
案

　
 　

為
奥
州
追
討
并
京
都
守
護
可
催
上
由
就
今
年
三
月
十
四
日
御
教

１３６

書
先
度
觸
申
候
處
、
于
今
遅 

無
勿
躰
候
、
急
企
上
洛
可
被
勤

仕
、
若
無
其
儀
者
可
注
申
候
条  
、 
恐 

謹
言
、

　
　

卯
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　

田
部 
在
判

　
　

八
代
二
郎
殿

　
　
　
 

御
教
書
案

　
 　

奥
入
料
ニ
　 

六
月
内
可
令
参
上
、

１３７
　
　

鎌
倉
殿 
給
候
也 
、
兼
又
嶋
津
御
庄
官
之
外
残
の
御
家
人
の
人

　
（
仰
カ
）

 
（
マ
マ
）

４８４

国
富
号
後

藤
筑
後
四

郎
、
八
代
、

八
代
国
富
二
良
ト

云 

、

八
條
院
御
時
冷
泉
大
納
言
家
奉
公
之
時
、
日
向
州

國
富
庄
惣
奉
行
給
テ
国 
富
�
下 
着
、
其
時
諸
縣
八

　
（
郷
カ
）

代
庄
司
師
光
ム
コ
ニ
　 

成
、
政
章
子
息 
章
子
始 
テ
八

　
（
氏
カ
）

代
名
譲
得
テ
知
行
国
富
号
筑
後
四
良
章
氏
、

口
裏
ニ 

ア
リ



 

を
は
京
の
守
護
料
ニ
　 

可
催
上
之
由
御
定
候
也
、
早
存
其
旨
、

各
可
令
觸
催
給
也
、
仍 
於
披 
見
廻
文
書
進
之
候
、
急 

御
出
立

マ
ヽ

候
て
六
月
内
可
令
参
給
候
也
、
今
明
罷
下
候
へ
は
委
旨
不
申
候
、

下
向
之
時
可
令
申
候
、
恐 

謹
言
、

　
　

三
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
在
判

　
　

土
持
冠
者
殿

　
　
　

口
裏
ニ

ア
リ

　
　
　
　

御
奉
書
案

　
　
　
　
　
　
　

と
ゐ
と
の
ゝ
状
と
か
や
至
候  
、

　
 　

東
鑑
、
元
暦
二
年
乙
巳
二
月
十
四
日
戊
辰
、
参
州
日
來
在
周
防

１３８

國
之
時
、
武
衞
被
仰
遣
云
、
令
談
于
土
肥
二
郎
・
梶
原
平
三
、

可
召
九
國
勢
、
就
之
若
見
帰
伏
之
形
勢
者
、
可
入
九
州
、
不
然

者
与
鎮
西
不
可
好
合
戦
、
直
渡
四
国
、
可
攻
平
家
云 

、

　
 　

寫
在　

二
三
巻

 

追
仰

１３９　
　
 
　
　
　
　

件
所
領
内
壱
所
者
可
宛
給
僧
覺
弁
者

　
　
　
　
　
　
　

不
能
知
行
者

　
　

�
摩
國
住
人
阿
多
四
郎
宣
澄
所
領
谷
山
郡
・
伊
作
郡
・
日
置
南

郷
・
同
北
郷
・
新
御
領〔
等
〕名  
田
等
事
、
彼
宣
澄
者
平
家
謀
反

 

（
マ
マ
） 

 

（
○
　
　
）

正 

　
　
ナ
シ 

之
時
張
本
其
一
也
、
仍
令
停
止
件
職
了
、
早
可
令
知
行
地
頭
職

者
、
依
仰
執
達
如
件
、

　
　

建
久
三
年
十
月
廿
二
日　
　
　
　

平 
在
判

     （
盛
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
部
丞   
在
判

       （
二
階
堂
行
政
）

　
　
　

宗
兵
衞
尉
殿 
忠
久

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
前
編
一
」
一
五
八
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）

　
 　
　
　

五
番
箱　

壱
竿

１４０
　

紙
張
ニ
て

　

壬
申
虫
干
見
得
す
、
糺
得
候
上
可
納
筈
、

一
嶋
津
家
正
統
之
御
系
圖　

二
巻

　
　

内
壱
巻
者
新
田
・
足
利
等
之
流
を
�
加
、

　

張
帋

　

申
年
虫
干
之
節
不
相
見
得
、
可
糺
、

一
同
草
案　
　
　
　
　
　
　

二
通

　
　

内
壱
通
者
壱
枚
物
、
壱
通
者
弐
枚
物
、

　
　

右
弐
行
壱
結
坊
津
一
乘
院
經
蔵
之
内
ニ
　 

右
之
品
有
之
候
処
ニ
　 

、

元
禄
十
一
年 
五
月 
被
差
上
候
ニ
　 

付
、
御
文
書
方
江
　 

相
納
ル
也
、

正
也

　

右
目
録
之
五
番
箱
壱
竿
と
有
之
下
ニ
　 

張
紙
左
之
通
、

備忘抄

４８５

又
件
領
内
於

他
領
相
交
者



　
　

五
番
箱
之
内
ニ
　 

、
御
任
官
ニ
　 

付
書
付
六
通
と
相
記
、
六
通
壱
結

ニ
　 

い
た
し
入
付
有
之
候
得
共
、
番
付
無
之
候
故
何
様
共
不
相
分

候
、
已
後
糺
得
候
上
番
付
等
可
致
也
、

　
　

文
化
九
壬
申
七
月
九
日

　
 　
　
　

御
文
書
入
箱
弐
拾
弐
番

１４１

一
古
系
図
内
壱
巻
ハ
紺
表
紙　
　
 

七
巻

　

享
保
三
年
戌
九
月
十
一
日

一
番
戸
棚

 

御
長
持
入
附
目
録　

相
良
角
兵
衞

　
　
　

江
戸
置
付
之
品

一
忠
久
公
并
忠
時
公
二
代
古
系
圖
・
越
前
嶋
津
系
圖
写
一
冊

　

包
紙
ニ
　 

張
帋

一
島
津
家
正
統
之
御
系
圖
弐
巻

　
　

内
壱
巻
者
新
田
・
足
利
等
之
流
を
�
加
、

一
同
草
案
弐
通

　
　
　

但

　
　
　
　

壱
通
ハ
壱
枚
物

　
　
　
　

壱
通
ハ
弐
枚
物

　
　

右
者
自
前
代
坊
津
一
乘
院
經
蔵
ニ
　 

有
之
候
処
、
去 

年
肥
後 
仁 
（
盛

 
右 
衞
門
彼
表
文
書
系
図
見
分
と
し
て
被
差
廻
候
節
見
當
候
而
、

香
）當

座
江
　 

文
書
と
同
被
差
越
候
を
、
此
節
奉
備　

綱
貴
公
之
御
覽

候
処
、
一
乘
院
へ
必
有
之
筈
之
物
ニ
　 

而
茂
無
之
、
御
系
圖
行
散

候
而
者
不
可
然
候
間
、
差
上
候
得
与
　 

御
意
候
ニ
　 

付
、
其
旨
申
渡

被
差
上
候
、
是
ハ
御
用
ニ
　 

立
物
ニ
　 

て
ハ
無
之
候
へ
共
、
右
之
思

召
ニ
　 

而
被
召
上
候
、
御
記
録
所
方
へ
納
置
可
申
旨
御
意
候
ニ
　 

付
、

此
四
番
箱
へ
入
置
也
、
田
中 
五
右 
衞
門
存
、

（
国
明
）

　
　

元
禄
十
一
年
己
卯
正
月
廿
五
日

一
右
二
巻
之
内
壱
巻
ハ
新
田
・
足
利
之
流
を
�
加
左
之
通
、

　
　
　

源
氏
系
圖 
口
裏
一
乘
院

　

貞
觀
元

　

人
皇
五
十
六
代　
　
　
　
　
　
　
　

又
六
郎

　

清
和
天
皇
と
書
出
し
、 　
　

忠
隆
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

興
岳　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─
御
舎
弟

┌
忠
兼

一
同
壱
巻
ハ
口
裏
廿
九
之
内　

坊
津
一
乘
院

　
　

嶋
津
御
系
圖

４８６



　

清
和
天
皇
五
十
六
代　

王
子
十
四
人

 

と
朱
ニ
　 

而
書
出
し
、

　
　

高
倉
院
ニ
　 

忠
久
似
サ
セ
玉
フ
ト
テ
御
養
子
有
リ
梟
リ
抔
見
ヘ
テ
、

尾
ニ
　 

　
　
　

陸
奥
守

　

立
久
│
│
│
│
│
忠
昌 
陸
奥
守

　
　
　

法
名
節
山

一
右
弐
通
ノ
内
壱
通
ハ
坊
津
一
乘
院
ト
張
紙
ア
リ
テ
一
枚
物
、

　
　
　

久
經
┘

　
　

┐
│
│
└

　
　

┌
忠
宗 
下
野
守　

法
名
道
義

　
十
代 

立
久
│
┘
修
理
亮　

陸
奥
守　

法
名
節
山

　
　
　
　
　
　

─

　
　

┐
│
│
│
└

　

十
一
代
┌
忠
昌 
又
三
郎
殿

一
同
弐
枚
物　

張
帋
ハ
�
タ
レ
ト
モ
左
之
通
、

　

口
裏　

嶋
津
忠
久　
　

　

源
氏
将
軍
十
二
人 
上
五
人

下
七
人

 

　
　
 　
　

　

仁
王
五
十
六
代

　

清
和
第
六
孫
ト
書
出
し
、

　
　
　

修
理
亮

　

久
豊
│
│
│
│
│
│
尊
久 
又
三
郎

　
　
　

法
名
存
忠

　

尾
ニ

　
　

于
時
應
永
廿
六
八
月
廿
二
夜
子
剋
計
、
向
燈
前
老
後
ノ
恥
ヲ
カ

ヘ
リ
ミ
ス
如
鳥
跡
令 
書
所
了 
、
外　
　
　

悲
哉
染
斟 

シ
テ
、

　
（
写
カ
）

且
ハ
世
上
ノ
儀
ニ
　 

絶
ト
シ
テ
、
又
勇
進
テ
白
帋
ヲ　

コ
サ
ン 

 

レ
ハ
、
悪
筆
ト
云
ト
モ
嗚
呼　
　
　
　

面
皮
厚
三
尺
、
雖
然

一
河
ノ
流
レ
一
根
藤
同
末
葉
荷
ト
思
、
暫
忘　
　
 　
  
一

     

毛
如
此

　
（
染
カ
）

云 

、
努 
　

他
一
見
蜜
箱  
底
先
籠
候
、

　

按
宗
久
三
弟
久
俊
│
實
久
│　

永
俊
法
師
草

┐
│
─　
　

豊
後
守

┌
秀
久
│
│
│
民
部
太
輔
仲
久
法
名
永
俊
也
、
二
十
八
出
家
、

　

弐
拾
弐
番
箱
入
古
系
圖
七
巻
之
内
ニ
　 

可
有
之
、
左
之
通
、

　

一一
口
裏
張
紙

　

御
家
之
系
圖
少 

七
ツ
ノ
内

　
　

大
皮
籠
ヨ
リ
出
ル
、
朱
ニ
テ

　

清
和
天
皇

　
　

武
久　

陸
奥
守

　

二一
同
張
帋

 
（
マ
マ
）

備忘抄

４８７



　
　

御
系
圖
一
部　

日
州
衆
柚
木
崎
丹
後
守
よ
り
被
召
上
候
、
但
嶋

津
圖
書
頭
殿
よ
り
白
石
仲
兵
衞
尉
を
以
御
渡
被
成
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
ツ
ノ
内

　
　

人
王
五
十
三
代

　
　
　

天
長
元　
　
　
　
 
 

　

淳
和
天
皇　
　
　

忠
昌
│
│
│
┤
│

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初
武
久 

┬
忠
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┬
忠
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
忠
義

　

三一
同
張
帋

　

御
系
圖
一
部　

七
ツ
ノ
内

　
　
　

平
田
主
殿
助
請
取
ヨ
リ
出
、

　
　

仁
王
五
十
六
代　
　

貴
久
ま
て

　

四一
口
裏
張
帋

　

御
系
圖
一
巻
文
箱
よ
り
出
、

七
ツ
之
内　

 

　

─
人
皇
五
十
六
代　
　
　
 
天
文
二
年
癸
巳
二
月
九
日
御
誕
生
也
、

　

┌ 
清
和
天
皇　
　
　

義
久

　

五一
裏
小
張
帋 
朱
ニ
　 

テ　

廿
一　

七
ツ
ノ
内

　

桓
武
天
皇　
　

┌─
勝
久
│
│
益
房
丸

　
　
　

三
郎
左
ヱ
門
尉

　

貴
久
│
│
│
│
│
│
│
┤
義
久

　
　
　

道
号
大
中　
　
　
 

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┬
忠
平
又
四
郎　

兵
庫
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┬
歳
久
又
六
郎　

左
ヱ
門
尉

　
 
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
家
久
又
七　

中
務
太
輔

　

六一
口
裏
張
帋

　

寛
永
十
九
年
壬
午
七
月
�
日

　
　

此
御
系
圖
横
川
衆
中
猿
渡
弥
八
郎
所
持
候
を
猿
渡
新
介
殿
へ
被

持
來
候
由
ニ
　 

て
、
下
野
守
み
せ
さ
せ
ら
れ
候
、
か
や
う
な
る
物

は
脇
ニ
　 

置
候
者
如
何
ニ
　 

候
由
各
被
申
候
ニ
　 

付
、
御
物
ニ
　 

加
へ
置

申
候
、
弥
八
郎
へ
者
鳥
目
百
疋
任
先
例
遣
候
、
使
野
村
大
学
助

殿
、

　

又
小
張
帋

　
　

横
川
よ
り
参
候
、

　

朱
ニ

テ
う
ら
打
濟
、　

猿
渡
新
介
殿
御
取
成
之
由
候
、

　
　
　

御
系
圖
一
部　

七
ツ
之
内

　

人
皇
第
五
十
六
代
文
徳
第
四
王
子
云 

４８８

按
、
承
應
二
癸
巳
六
月
廿
七

日
、
平
田
清
右
衞
門
古
系
図

七
巻
内
相
州
系
図
ト
被
書
候
ハ
此
ナ
ル
ヘ
シ
、

陸
奥
守

修
理
大
夫

又
三
郎



　
　

家
久
ま
て

　

元
禄
十
六
年
未
二
月
比

一
平
田
清
右
衞
門
よ
り
被
差
出
候
古
帳
之
内
ニ
　 

左
之
通
、

　

癸
巳
閏
六
月
廿
七
日

一
古
系
圖
七
巻
内　
 

　

右
通
見
得
候
者
、
承
應
二
年
癸
巳
閏
六
月
ニ
　 

有
紛
間
敷
候
、

　
 

川
上
上
野
久
尚
系
圖

１４２

嶋
津
者
継
圖
源
家
也
、
頼
朝
被
為
三
男
故
如
此
候
、
雖
然
八
文
字

殿
一
節
奉
養
候
故
ニ
　 

先
者
惟
宗
氏
也
、
其
後
近
衞
殿
御
養
子
故
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
家
ニ

テ
、
玉 

ノ
撰
者
也
、

原
也
、
又
承
久
之
比
光
明
峰
寺
殿
御
子
天
下
被
為
関
白
、
其
時
實

基
公
之
御
養
子
ト
シ
テ
藤
原
氏
給
ラ
セ
給
ケ
ル
、
然
者
両
度
也
、

御
ヱ
ボ
シ
親
ハ
畠
山
秩
父
平
重
忠
也
、
然
モ　
 

重
忠
之
御
聟
ト
シ

テ
建
久
七 

丙
辰
三 

國
ヘ
御
下
向
也
、
又
丹
後
之
局
者
比
城
藤

四
郎
ノ
姉
也
、
惟
宗
�
之
御
娘
也
、
其
故
也
、

　
 

�
台
記　

宇
治
左
大
臣
頼
長
公

１４３

�
玉
海　

月
輪
摂
政
兼
實
公

�
吉
記　

吉
田
大
納
言
経
房
�

 
（
マ
マ
）

� 
王  
　

光
明
峯
寺
關
白
道
家
公

（
玉
）

�
明
月
記　

京
極
中
納
言
定
家
�

　

御
座
源
平
盛
衰
記

�
参
考
源
平
盛
衰
記

�
参
考
保
元
平
治
物
語

　

長
門
本
平
家
物
語

　

御
座
東
鑑

　

日
本
史

　

盈一
豊
州
家
軍
記 
瀬
戸
口

一
伊
集
院
忠
棟
上
洛
日
記
自
天
正
四
年
二
月
二
日

至
八
月
十
二
日　
　

 

　
 

新
納
五
左
衞
門
文
書

１４４の１
　

一
代 

御
元
服
之
事
、
三 

國
之
各
御
存
知
之
方
有
へ
く
候
条
、

巨
細
不
及
記 
蔵 
、 
此
儀
に
て
ハ
難
述
短
筆
子
細
候
、

マ
ヽ

　

一
左
折
之
烏
帽
子
之
事
、
御
當
家
御
被
官
衆
者
何
も
可
為
右
折
候
、

但
河
上
道
安
・
山
田
大
年
参
會
之
時
此
条 

物
沙
汰
候
シ
、
御

當
家
み
ぬ
い
の
菊
と
ち
を
と
か
れ
候
上
ハ
、
御
被
官
衆
者
被
入

肩
候
人 

皆
左
折
を
被
着
候
て
も
く
る
し
か
る
ま
し
き
ニ
　 

て
な

備忘抄
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壱
ツ　

相
州
系
圖

壱
ツ　

阿
蘇
谷
殿
与
市
來
殿
争
論
、

道
安
ハ
川
上
十
郎
左
ヱ
門
尉
義
久
ニ

テ
、
永
正
十
八
年
七
月
十
四
日
死
去
也
、
時
忠

勝
年
三
十
八
ノ
時
也
、



と
ゝ
被
申
候
キ
、
又
其
家 

折
様
共
さ
た
ま
り
候
す
る
方
家 

之
折
之
烏
帽
子
を
可
被
着
候
、
其
謂
者
、
於
九
州
者
大
友
折
之

烏
帽
子
と
て
候
、
公
方
様
之
御
前
ニ
　 

て
ハ
皆
家 

之
烏
帽
子
を

被
着
候
、
追
其
法
者　

嶋
津
殿
御
前
に
て
も
家 

之
折
を
可
被

着
事
尤
ニ
　 

候
也
、
嶋
津
折
申
候
者
御
所
折
之
烏
帽
子
同
折
に
て

候
、

　
　
　
　

道
安
門
人
也
、
近
江
守　

栖
嵐
斎　
 

　
　

右
新
納
忠
勝
筆
記
ニ
　 

あ
り
、
外
七 

条
略
す
、

　
 

川
上
義
久
入
道

１４４の２　

寛
正
六
年
三
月
五
日　

忠
國
公
授
手
簡
傳
義
久
弓
馬
書
、

　

大
永
元
年
辛
巳
七
月
十
四
日
卒
、
八
十
四
、

　
 

┬─
敦
満
名
大
夫

大
椽

 

　
 

１４５

─　
　
 
（
掾
カ
）

───┬
安
弁　

法
乘
坊　

霧
島
座
主

─┬
敦
久

─　
　
　
　
 

─┌
�
滿
│
┘─

┐
│
│
│
└─

─　
　

大
介　

税
所
三
郎

┬
義
祐
│
│
│
│
│
│
│
敦
胤
大
介
兼

税
所

 

　
　

右
代 

厚
智
山
座
主
職
、

宝
永
六
年
日
帳

　
 　

尚 

書
付
之
留
ハ
無
御
座
候
へ
と
も
、
粗
御
覚
も
御
座
候
ハ
ヽ
、

１４６の１

其
分
ニ
　 

而
も
御
書
付
候
而
御
遣
被
成
度
存
候
、
以
上
、

鎌
倉
ニ
　 

而
何
与
　 
 

申
候
在
所
之
内
ニ
　 

、　

忠
久
様
御
�
を
神
位
ニ
　 

奉
崇
、
于
今
郷
人
共
別
而
致
尊
敬
、
祭
等
も
仕
候
而
踊
な
と
も
興

行
仕
候
躰
之
事
有
之
候
由
、
其
儀
、
江
戸
町
人
菱
や
清
左
衞
門
与
　 

申
者
盲
人
ニ
　 

罷
成
、
近
年
相
州
大
山
邊
ニ
　 

引
込
、
其
者
承
傳
候
儀

有
之
候
、
委
細
ニ
　 

書
付
赤
松
甚
右
衞
門
殿
江
　 

差
出
、
家
村
平
八
殿

御
取
次
ニ
　 

而
赤
松
氏
為
被
差
出
之
由
候
、
此
書
付
此
節
御
用
付
而

相
糺
候
へ
と
も
、
有
所
相
知
不
申
候
、
尤
書
留
候
所
も
見
得
不
申

候
、
平
八
殿
御
取
次
之
事
候
へ
ハ
、
い
か
様　
 
御
家
督 
以
後
之
事

吉
貴
公

ニ
　 

而
可
有
御
座
候
、
仁
右
衞   
門

      

殿
御
在
旅
中
被
聞
召
候
儀
共
ハ
無

肥
後
盛
雄

御
座
候
哉
、
各
様
へ
尋
越
候
様
ニ
与 
帯

    

刀
殿
被
仰
付
候
間
、
如
此

島
津

御
座
候
、
追
而
御
返
答
可
被
仰
聞
候
、
於
此
方
ハ
早
左  
衞
門
殿
へ

 

市
来
家
年 

４９０

去
建
保
元
年
五
月
二
日
、
三
浦
和
田
左
ヱ
門
尉
義

盛
追
討
之
時
、  
義
盛 
追
討
之
時
、
義
盛
子
息
新
左

マ
ヽ

ヱ
門
尉
以
下
敵
両
三
人
射
取
之
、
大
事
疵
数
ケ
所

負
之
間
、
同
三
日
死
去
了
、

大
隅
国
税
所
職
、
押
領
職
云 

、

号
税
所
兵
衞
、
�
广
国
満
家
院
郡
司
職
、
同
院
内
厚
智

山
座
主
職
、

延
徳
三
辛
亥
生
、
天
文

十
八
年
卒
、
五
十
九
、



も
御
尋
候
へ
と
も
、
御
記
録
方
江
　 

不
相
知
之
由
御
申
候
、
以
上
、

　

宝
永
五
ナ
ラ
ン

　

十
二
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　

大
山
平
右
衞
門

　
　

田
中
五
右
衞
門
殿

　
　

肥
後
二
右
衞
門
殿

右
大
山
平
右
衞
門
よ
り
之
書
状
諸
座
問
合
之
紙
袋
ニ
　 

入
付
置
候
事
、

　
 

十
二
月
廿
二
日
之
御
状
正
月
十
四
日
ニ
　 

相
届
、
得
其
意
候
、
然
者

１４６の２

於
鎌
倉　

忠
久
公
御
�
奉
崇
神
位
、
郷
人
共
別
而
致
尊
敬
、
祭
祀

等
有
之
候
由
、
江
戸
町
人
菱
屋
清
左
衞
門
与
　 

申
者
承
傳
候
儀
有
之
、

先
年
赤
松
甚
右
衞
門
殿
江
　 

右
之
趣
書
付
差
出
、
右
書
付
家
村
平
八

殿
御
取
次
ニ
　 

て
為
被
差
出
之
由
候
、
右
書
付
御
用
ニ
　 

付
而
御
糺
候

へ
と
も
、
有
所
相
知
不
申
候
、
依
之
我 

共
江
　 

御
尋
之
趣
委
細
承

知
仕
候
、
右　

忠
久
公
御
神
�
鎌
倉
へ
奉
崇
候
儀
不
承
候
、
尤
菱

屋
清
左
衞
門
差
出
候
書
付
當
座
へ
無
御
座
、
右
之
趣
初
而
御
紙
面

　
　
　
　
　
　
　

宝
永
四
年
丁
亥　
　
　
　

法
華
堂
別
當
良 

也
、

ニ
　 

而
得
其
意
申
候
、
去 

年
二
右
衞
門  
事
相
承
院
へ
参
會
仕
候
節

　
　
　
　
　
　

法
華
堂
ノ
後
ノ
山
ノ
上
ニ

ア
リ
、

被
為
咄
候
者
、
頼
朝
公
御
�
所
よ
り
東
之
方
江
　 

嶋
津
殿
御
先
祖
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
華
堂
ノ
東
隣
也
、

御
�
所
与
　 

申
傳
有
之
、
夫
よ
り
又
東
之
方 
東  
御  
門 
与
　 

申
所
江
　 

嶋
津

ヒ
カ
シ 
ミ 
カ
ト

 
殿　

屋 
敷
御
座
候
由
、
申
傳
候
通
相
承
院
よ
り
承
置
申
候
、
此
外 

　
（
マ
マ
）

 
盛
雄 

忠
久
公
被
崇
御
神
位
候
儀
承
不
申
候
、
右
之
通
ニ
　 

御
座
候
条
、
宜

様
ニ
　 

御
申
頼
存
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肥
後
二
右
衞
門

　

宝
永
六
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

盛
雄
判

　

二
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
五
右
衞
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

國
明
判

　

大
山
平
右
衞
門
殿

右
大
山
平
右
衞
門
へ
之
書
状
二
月
六
日
平
田
傳
右
衞
門
御
使
便
ニ
　 

頼
越
候
事
、

　
 　

新
編
鎌
倉
志
巻
之
一

１４７　

�
筋
替
橋 
附
畠
山
重
忠
屋
敷

　

鎌
倉
十
橋　
　

 

　
 
筋
替 
橋
ハ
雪
下
ヨ
リ
大
倉
村
ヘ
出
ル
道
ノ
橋
ナ
リ
、
鎌
倉
ノ
十

　
　

ヂ
カ
ヘ

 

　
　

橋
云 

、
筋
替
橋
ノ
西
北
ヲ
畠
山
重
忠
カ
屋
敷
ノ
跡
ト
云
、
東

鑑
ニ
　 

、
正
治
元
年
五
月
七
日
、
醫
師
時
長
昨
日
京
都
ヨ
リ
参
着

ス
、
今
日
掃
部
頭
カ
亀
カ
谷
ノ
家
ヨ
リ
畠
山
次
郎
重
忠
ガ
南
御

門
ノ 
宅　

移 
住
ス
、
是
近
々
ニ
　 

候
ゼ
シ
メ
、
姫
君
ノ
御
病
悩
ヲ

　
（
ニ
カ
）

療
治
シ
奉
ラ
ン
ガ
為
ナ
リ
ト
ア
リ
、

 

（
行
間
）

※1※1
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「
仝
七
、
畠
山
重
保
石
塔
ハ
由
比
濱
ニ
　 

ア
ル
五
輪
ヲ
云
フ
、
明
徳
四
癸
酉

霜
月
日
大
願
主
道
友
ト
切
付
テ
ア
リ
云 

、
後
人
重
保
カ
為
ニ
　 

建
タ
ル

カ
云 

、
又
此
石
塔
ノ
西
ノ
方
ヲ
畠
山
屋
敷
ト
云
、
是
モ
重
保
カ
旧
宅

ナ
ラ
ン
、
里
俗
或
ハ
畠
山
重
忠
カ
石
塔
ト
指
示
シ
、
又
重
忠
カ
屋
敷
ナ

リ
ト
云
傳
フ
、
恐
ク
ハ
非
ナ
ラ
ン
、
重
忠
カ
屋
敷
ハ
筋
替
橋
ノ
西
北
ニ
　 

ア
リ
云 

」

　

仝
二

　

�
頼
朝
屋
敷
ハ
鳥
合
原
ノ
東
也
、
鳥
合
原
ハ
八
幡
宮
ノ
東

ノ
鳥
居
ノ
外
ノ
畠
也
、

 

東
鑑
ニ
　 

治

承
四
年
云 

、
同
十
二
月
十
二
日
上
總
介
廣
常
カ
宅
ヨ
リ
新
造

ノ
御
亭
ニ
　 

御
移
徙
ト
有
ハ
此
所
也
、
廣
八
町
四
方
バ
カ
リ
云 

、

南
ハ
行
路
、
西
ハ
大
道
、
東
ニ
　 

河
ア
リ
、
北
ニ
　 

鶴
岡
、
南
ニ
　 

海

水
ヲ
湛
ト
云 

、

�　

法
華
堂 
附
頼
朝
并
義
時
墓

　

法
華
堂
ハ 
西  
御  
門 
ノ
東
ノ
岡
ナ
リ
、
相
傳
頼
朝
持
佛
堂
ノ
名
也
、

ニ
シ 
ミ 
カ
ト

　

頼
朝
墓
ハ
法
華
堂
ノ
後
ノ
山
ノ
上
ニ
　 

ア
リ
、

�
西
御
門
ハ
法
華
堂
ノ
西
ノ
廣
キ
谷
也
、
頼
朝
�
ノ
時
西
門
有
シ

 

　
　

跡
ナ
リ
、
東
御
門
ト
云
所
モ
ア
リ
、
南
北
ノ
門
モ
ア
リ
、
東
鑑

ニ
　 

見
ヘ
タ
リ
、
今
其
跡
不
知
、
南
門
ハ
畠
山
屋
敷
ヲ
以
テ
考
レ

※2

バ
大
倉
村
ノ
邊
ナ
ラ
ン
、
北
門
ハ
和
田
合
戦
ノ
時
尼
御
臺
所
并

實
朝
ノ
御
臺
所
等
營
中
ヲ
去
リ 
北　

門 
ヨ
リ
鶴
岡
ノ
別
當
坊
ヘ

　
（
マ
マ
）

渡
御
シ
給
フ
ト
ア
リ
、

 

（
行
間
）

　

「
報
恩
寺
ノ
旧
跡
ハ
西
御
門
ノ
西
ノ
谷
ニ
　 

ア
リ
、
又
其
西
南
ニ
　 

保
壽
院
ノ

旧
跡
ア
リ
、
高
松
寺
ハ
報
恩
ノ　
　
　
 

向
ヒ
東
北
ノ
谷
ニ
　 

テ
西
御
門
ノ

内
ナ
リ
」

　

� 
東  
御  
門 
ハ
法
華
堂
ノ
東
隣
ナ
リ
、
頼
朝
�
ノ
時
東
門
ア
リ
ト
云

ヒ
カ
シ 
ミ 
カ
ト

フ
、
西
御
門
ノ
條
下
ト
照
シ
見
ヘ
シ
、

  
　
 

一
拙
者
よ
り
被
召
上
候
御
文
書
拾
通
内
壱
通
者
、
嘉
禄
三
年
丁
亥

１４８

六
月
十
八
日
、
於
鎌
倉　

忠
久
公
御
�
去
之
日
御
自
筆
ニ
　 

為
被

遊
与
　 

申
傳
候
御
當
國
御
守
護
職
御
譲
状
壱
通
、

※2

 

（
マ
マ
）
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龜
山
三
郎
兵
衞

　
　

戌

　
　
　

十
一
月
十
四
日

　
　

御
記
録
所

　
 　
　
　

在
藤
井
休
右
衞
門

１４９

人
皇
五
十
六
代　

九
歳
天
安
二
年
戊 

御
即
位
、

　

清
和
天
皇
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

┐
│
│

┬
頼
家

─┬
實
朝

──　
 

┬
忠
久
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┤

─　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
世
略
、

─┬─┌┐
│
│

┬
忠
治　
 

────────

┌─
忠
隆

　
　

嶋
津
忠
久
公
日
向
・
大
隅
・
�
摩
三 

國
致
拜
領
、
建
久
七
年

八
月
一
日
三 

国
ヱ
御
下
向
、
十
八
歳
ナ
リ
、
永
正
十
二
天
�

三
百
廿
七
年
也
、

　
　
　
　

分
国
者
七 

国
、
越
前
・
若
狹
・
伊
勢
・
信
濃
・
�
广
・

大
隅
・
日
向
、

　
　

源
朝
臣
頼
朝
之
三
男
、
治
承
四
年
己
亥
忠
久
誕
生
、
永
正
十
二

天
�
三
百
四
十
五
年
也
、

　

比
企
尼
│
│
┘

　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
└

─┬
丹
後
局
│
│
│
│
忠
久
公
│
│
│
│
忠
時
公

─┌
判
官
能
員
│
│
│
若
狹
局
│
│
│
┤
一
幡
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　

頼
家
妾　
　
 

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

┌
竹
御
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頼
経
御
臺
所

備忘抄
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島
津
判
官　

建
久
七
年
八
月
一
日
十
八
歳
三 

国
下
向
、

　

治
承
四
年
己
亥
忠
久
誕
生
、

法
名
得
佛　

三 

国
ヱ
御
下
向
御
歳
十

八
歳
ト
云 

、

　

又
三
郎　

延
徳
元
年
己
酉
正
月
十
七
日
御
生
、
永
正
五
年
戊

辰
御
年
廿
歳
ヨ
リ
永
正
十
二 

マ
テ
八
年
治
国
、
同
年
乙
亥
八

月
廿
五
日
廿
七
歳
御
遠
行
ア
ル
也
、
道
号
蘭
窓　

法
名
津
友 

母
儀
大
友
正
親
嫡
女
、

　

又
六
郎　

明
応
六
年
丁
巳
御
誕
生
、
永
正
十
二
天
乙
亥
十
九

歳
ヨ
リ
永
正
十
六
年
己
卯
歳
マ
テ
五
年
治
國
、
同
年
己
卯
四
月

四
日
廿
三
歳
御
死
去
、



　
 　

在
都
城
相
馬
藤
左
ヱ
門

１５０

┐
│
│
│
│

─　
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生
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十
五
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忠
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彦
二
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４９４

文
永
六
四八
 

生
、
貞
治
二
七三
 

卒
、

上
総
介　

法
名
道
鑑　

觀
應
三
七三
 

死
去
、

貞
久
御
代
大
載
小
貳
三 

国
下
、
緩
怠
ヲ
致
候
少
貳
ヲ
責
、
還

テ
六 

国
責
上
、
小
貳
ヲ
退
云 

、

御
代
大
友
殿
ノ
姫
也
、
高
崎
ハ
大
友
殿
舎
弟
也
、
腰
ソ
ヘ
左
役
、

小
當
良
ハ
右
ノ
腰
ソ
ヘ
、
母
三
池
道
智
女
、

播
摩
国
赤
松
ノ
住
縁
、
十
九
ニ
　 

テ
死
去
、

元
亨
二
誕
生
、
暦
応
三
正
月
廿
四
卒
、

上
総
介　

母
大
友
女
、
正
中
二
八
十
六
 

生
、
永
和
二
三
廿
一
 

卒
、

大
友
兵
部
親
張
女
云 

、

伊
久
御
代
父
子
弓 

始
ル
、
忠
明
ハ
甥
ニ
　 

守
護

ヲ
渡
、
故
同
伊
久
仰
ニ
　 

、
塩
房
守
護
渡
サ
ラ
ヘ

ト
仰
ケ
ル
ニ
　 

仍
父
子
中
不
安
ニ
　 

ナ
リ
候
、
去
程

氏
久
頼
兵
乱
ヲ
取
起
、
元
久
・
久
豊
・
久  
父
子

 
（
マ
マ
）

三
人
同
心
有
、
塩
房
殿
抱
取
給
同
伊
久
御
同
心

有
リ
、
渋
當  
・
伊
東
ハ
塩
房
殿
ニ
　 

致
敵
ヲ
忠
明

ヨ
リ
従
山
東
之
事
伊
東
ニ
　 

使
、

貞
和
三
二朔
 

生
、
應
永
十
四
四卒
 

、
春
秋
六
十
一
、
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谷
カ
）

嘉
暦
三
四
十
一
 

生
、

嘉
慶
元
五四
 

卒
、初

号
忠
明
、
山
城
守　

應
安
二
年
己
酉
八
月
三
日
誕
生
、

應
永
十
五
年
戊
子
正
月
三
日
於
�
川
内
平
佐
安
之
城
自

害
、
春
秋
四
十
、
号
慈
雲
院
殿
、
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┌
女
子
一
人

　
 　

基
通
與　

大
祖
盟
為
父
子
賜
姓
藤
原
、
由
是
下
文
凡
書
藤
原
始

１５１

自
此
時
、

　
 　

安
倍
泰
親
承
家
學
善
占
、　

法
皇
之
幽
于
鳥
羽
殿
也
、
適
有
鼬

１５２

鳴
、
命
占
之
、 

、
三
日
内
當
有
慶
、
後
當
有
憂
、　

法
皇
未

信
、
清
盛
時
弛
防
禁
、
乃
意
始
安
、 

而 
仁  
以 
起
兵
、
不
克
敗

マ 
ヽ

死
、
皆
服
其
術
、
見
泰
親
傳
、

　
 

百
錬
抄

１５３
　

壽
永
二
年

　
　

十
二
月
二
日
、
平
家
領
義
仲
可
惣
領
之
由
被
下
院
廳
下
文
、 

　
　

十
日
、
可
追
討
頼
朝
之
由
被
成
院
廳
下
文
、
是
依
義
仲
申
請
、

　

仝
文
治
五
年

　

七 
月
戊
寅
、  
上
西
門
院
崩
、
春
秋
六

十
四
、

 

（
廿
日
脱
カ
）

　
 　

山
槐
記
、
治
承
四
年
五
月
十
五
日
丙
寅
天
晴
、
亥
剋
自
京
下
人

１５４

走
来
云
、
高
倉
宮
一
院
御
子
、
故
高
倉
三

位
腹
、
新
院
御
兄
也
、

 

有
配
流
事
云 

、

　
　

仝
元
暦
元
年
八
月
十
二
日
戊
辰
天
陰
、
午
後
雨
、
頃
之
止
、
九

郎
判
官
義
経
發
向
伊
勢
国
、
為
伐
出
羽
守
信
兼
云 

、
一
昨
信

兼
男
三
人
殺
害
、
依
此
事
云 

、

　
 　

伊
集
院
善
太
夫
所
蔵
系
圖
作

１５５

備忘抄

４９５

應
安
四
年
辛
亥
三
月
八
日
誕
生
、
永
享
五
年
癸
丑
十
月
十
二
日

卒
、
年　
 

、
号
慈
雲
寺
、
又
長
樂
寺
、

 

（
マ
マ
）

彦
三
郎　

法
名
義
翁
道
忠

母
同
、
赤
松
一
乱
之
時
戦
死
、

始
碇
山
、
号
相
馬
、

永
亨 
十
一
正
、
永
正
八
四四
 

卒
、
法
名
久
嶽
良
椿

 
（
享
）

八
月
十
日
丙
寅
、
今
夜
檢
非
違
使
義
經
召
寄
出
羽
守
信
兼
男
三
人
、
有
示
子
細 

之

間
、
件
三
人
或
自
殺
、
或
被
切
殺
云 

、



　

弘
安
九
年
丁
亥
三
月
二
十
一
日
薨
、

　

又
一
本
作
弘
安
九
月
廿
一
日
薨
、
實
丁
亥
年
也
、

　
　

寛
永
諸
家
系
圖 

、
嘉
禄
二
年
三
月
廿
一
日
卒
、
享
年
四
十
八
、

法
名
徳
佛
、

　
　

持
明
夫
人
所
寶
襲
系
図
、
公
則
書
福
宇
征
夷
将
軍
薨
于
弘
安
九

年
三
月
廿
一
日
、
實
丁
亥
年
也
、

　
　

其
他
古
系
圖
公
諱
日
同
之
者
有
二
本
、
且
寛
永
諸
家
圖
亦
書
公

卒
于
嘉
禄
二
年
三
月
二
十
一
日
、
享
年
四
十
八
、

　
 

一
忠
久
十
八
歳
之
御
時
西
国
之
将
軍
ト
成
給 

、
白
川
法
皇
御
院

１５６

宣
ニ
　 

ヨ
リ
後
征
夷
将
軍
ト
号
ス
、
殊
ニ
　 

高
倉
院
ニ
　 

 
忠
久
似
サ
セ

玉
フ
ト
テ
御
養
子
有
リ
梟
リ
、

　
　

右
坊
津
一
乘
院
ノ
經
蔵
ニ
　 

在
タ
ル
古
御
系
圖
ニ
　 

ア
リ
、
右
ノ
十

八
歳
ハ
元
暦
元
年
甲
辰
正
月
十
四
日
木
曾
義
仲
征
夷
大
将
軍
ニ
　 

任
セ
ラ
レ
シ
年
ニ
　 

當
レ
リ
、
又
加
世
田
若
松
氏
古
系
圖
ニ
　 
 

ニ
　 

モ
、

忠
久
公
ノ
傳
ニ
　 

、
白
河
皇
御
時
院
宣
ニ
　 

テ
高
蔵
院
宮
西
国
ノ
征

夷
将
軍
ト
示
給
、
十
八
歳
成
給
御
時
ナ
リ
ト
ア
リ
、
同
ク
元
暦

元
年
ニ
　 

當
ル
、

 
宮
也
、

 
（
衍
カ
）

　
 

正
治
元
年

１５７　

法
印
権
大
僧
都
隆
暁 
勝
宝
院

　
　
　

正
月
十
三
日
大
僧
都
并
長
者
六
十
八
宣
下
、
依
為
上
臈
、
超
印

性
為
二
長
者
、

正
治
二
年

　

法
印
權
大
僧
都
隆
暁

　
　
　

六
月
十
五
日
依
所
勞
辞
長
者
并
大
僧
都
、
寛
暁
入
室
受
法
灌

頂
資
、
太
皇
大
后
宮
權
亮
源
俊
隆
息
、
嘉
應
三
年
五
月
廿
五

日
叙
法
橋
、
東
寺
修
造
功
、
承
安
二
年
六
月
廿
六
日
叙
法
眼
、

前
大
僧
正 

喜
建
春
門
院
御
祈
、
孔
雀
經
法
賞
譲
、
建
久
五

年
五
月
廿
二
日
轉
法
印
御
祈
勞
、

 

、
建
仁
三
年
五
月
十
九
日
御
祈

賞
、
以
定
豪
法
橋
叙
法
眼
、
元
久
三
年
二  
月
一
日
卒
、
七
十
二
、

求  
拜
堂
、
所
司
初
参
無
之
、

　
 

玉
海
一

１５８　

仁
安
二
年
丁
亥
正
月
至
十
二
月

　
　

十
日
癸
亥
、
今
日
摂
政 
献 
所
移
徙
也
云
々
、

（
新
）

仝
二

 
丙
寅 

 
（
未
カ
）

４９６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
建
久
七
八
月
一

日
十
八
歳
下
向
�
云
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

建

久
四
年
七
月
廿
七
日
加
任
六
十
二
 

宣
下
、
此
年
亦
六
十
八
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月
八
日
長

者
権
僧
正 

喜
補
仁
和
寺
円
教
別
當
申
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
八
日
始
於
法
住
寺
南
殿
、

（
頭
注
）「
保
延
元
乙
卯
生
」



　

仁
安
三
年
戊
子
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
仕
脱
カ
）

　
　
　

一
日
甲子
 

天
陰
、
終
日
甚
雨
、
欲
出
之
間
、
聊
有
相
障 

、
不

　
　

（
仕
脱
カ
）

　
　
　

出
、 
無
院
并
殿
下
拜
禮
云
々
、

　
 

山
槐
記

１５９
　
　

治
承
二
年
正
月
十
七
日
壬
子
天
晴
、
午
刻
着
直
衣
冠
参
仁
和
寺

　
　

（
本
）

　
　

御
室
木
寺
御
所

 

云
云
、
御
室
有
御
對
面
、
母
儀
高
倉
三
位

 

去
年
三
月
被
令
失
、

御
服
之
由
也
、
然
而
令
着 
惟 
鈍
色
給
、
不
令
着
服
給 

、
故
建

（
椎
）

春  
院
有
御
猶 
子
儀
、
崩
御
之
時
令
着      
御       
服

平
時
信
女

          

給
也
、
頃
之
退
出
、

安
元
二
年
七
月
八
日
也
、

　
 

玉
海
三

１６０　

嘉
應
元
年
己
丑

　

正
月
一
日
、
未
四
點
、
参
女
院
御
所
、
次
参
院
法
住
寺
殿

 

、

　

十
二
月
廿
三
日
甲
辰
、
陰
晴
不
定
、
時
々
小
雪
云 

、

　

廿
九
日
庚
戌
、
以
使
訪
時
忠
・
信
範
等
、

　

嘉
應
二
年
庚
寅

　

正
月
大

　

一
日
壬
子
、
陰
晴
�
變
、
時
々
小
雪
、
寅
刻
拜
天
地
四
方
如
恒
、

 
（
門
脱
カ
） 

　
 　

吉
記　

治
承
五
年
三
月
廿
三
日
己
亥

１６１
　

奏
　

除
目
事　

申
弾
正
忠
、

　
　

大
学
少
允
惟
宗
孝
親 

　

申
左
右
兵
衞
尉
、

　
　

平
重
能　

眞
言
院
曼
荼
羅
并
御
斎
會
功

　
　
　

為
頼
朝
乳
母
子

　
 　

忠
季
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

１６２　
　
　

津
々
見
右
衞
門
次
郎　

次
郎
兵
衞　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

○
建
久
七
年
、
先
是
稲
庭
權
頭
時
定 
　
　
　
　

為
若
狹
国
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

下
司
職
、
至
是
八
月
、
頼
朝
罷
時
定
職
惟
賜
西
津
庄
、
而
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

餘
皆
以
忠
季
為
守
護
職
、
於
是
挙
阿
弥
陀
坊
為
今
富
公
文
、─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

○
建
仁
三
年
十
二
月
廿
三
日
、
割
十
六
所
於
遠
敷
・
三
方
二
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
階
堂
行
政
子
、
為
政
所
執
事
、　
　
 
─

　
　

郡
之
地
、
九
月
廿
四
日

領
今
富
名
、

 

賜
之
藤
民
部
大
夫
行
光
、
左
兵
衞
尉

信
濃
前
司

 

 　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

至
八
月
廿
八
日
領
今
富
名
、　
　
　
　
　
 

─

　
　

越
前
房
為
代
官
、

定
�
房
為
公
文
、

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

○
元
久
元
年
八
月
廿
九
日
、
還
賜
忠
季
皆
如
故
、　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

○
建
仁
三
年
十
二
月
廿
二
日
、
割
九
所
於
遠
敷
郡
賜
左
兵
衞
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

尉
藤
原
家
長
、
既
而
未
幾
還
補
忠
季
如
初
、
年
紀　

不
傳
、

 

忠
季
乃
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

備忘抄

４９７

伊
勢
初
斎
宮
并

造
賀
茂
舎
屋
功

建
仁
二
年
二
月

八
日
死
于
西
津
、

至
建
仁
三
年

八
月
三
日
、



　
　

挙
越
中
藤
内
光
憲
為
税
所
代
、
後
以
古
津
三
郎
時
通
・
藤
──

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

内
十
郎
信
廣
・
右
馬
大
夫
時
文
・
古
津
新
太
郎
時
経
代
之
、─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

又
擧
�
平
四
郎
為
公
文
、
後
以
�
定
房
代
之
、　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

○
承
久
三
年
六
月
十
四
日
�
領
之
、
此
忠
季
後
日

出
家
法
名
、

 

　
　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

従
泰
時
戦
于
宇
治
、
手
斬
三
人
、
若
狹
兵

衞
入
道

 

済
河
戦
死
、　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

若
狹
次
郎
右
衞
門
入
道　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

─┌
忠
時
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
┘

　
　
　

多
田　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
　
　

三
郎
兵
衞
尉
忠
季
入

道
嫡
子

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

○
承
久
三
年
七
月
襲
父
職
、
以
古
津
新
太
郎
時
經
為
代
官
、
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

以
了
京
為
公
文
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　

○
寛
喜
元
年
忠
時
殺
、
○
二
年
六
月
収
其
職
邑
而
税
所
今
富
、─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
　

○
三
年
十
二
月
、
係
武
蔵
守
経
時
領
、
乃
以
忠
時
母
若
狹
─

　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
　

尼
御前
 

為
御
代
官
、
是
忠
季
後
家
也
、
尼
又
以
池
田
六
郎
尚
─

　
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
　

頼
為
代
官
、
了
京
公
文
如
故
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
 
（
行
間
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
「
経
時
泰
時
長
子
、
寛
元　

年  
除
正
五
位
下
為
武
蔵
守
、
四
年
以
疾 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
 
譲
執
権
職
於
弟
時
頼
剃
髪
尋
卒
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

　
 

（
行
間
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

─

※1※2※1

 

（
元
カ
）

※2

　
「
○
寛
元
四
年
相
模
守
時
頼
襲
職
、
若
狹
尼
為
代
官
如
故
」　
　
　
 
──

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─

┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└

──　

足
利
高
経
為
越
前
守
護
、
建
武　
　

─　
　
　
子
義
将
為
管
領
、
為
若
狹
守
護
、

┬
範
忠

─
正
平
十
六
年
、
義
詮
以
石
橋
和
義
為
若
狹
守
護
、
賜
今
富
庄
、

─　
　

三
方
弾
正
左
ヱ
門
尉　

山
城
守　

入
道
常
忻

──
○
應
永
十
三
年
、
一
色
修
理
大
夫
滿
範
法
名
道
範

 

補
守
護
職
、
十

──　

二
月
十
八
日
、
以
範
忠
為
守
護
代
、
以
長
法
寺
民
部
丞
為

──　

代
官
、

──
○
十
六
年
正
月
六
日
道
範
卒
、
子
一
色
五
郎
義
範
襲
職
、
時

──　

十
歳
、
此
日
範
忠
削
髪
、
法
名
常
忻
、
居
守
護
代
如
故
、

──　

代
官
民
部
丞
亦
削
髪
、
更
号
道
圭
、
十
一
月
、
義
範
任
兵

──　

部
少
輔
、
範
忠
移
守
護
代
宿
所
於
鹽
濱
若
王
寺
前
、

──
○
二
十
一
年
二
月
十
八
日
、
常
忻
為
税
所
今
富
代
官
、

──
○
二
十
三
年
七
月
廿
八
日
、
三
方
範
忠
領
西
津
庄
、
乃  
遣
代

──　

官
布
施
大
炊
助
入
部
治
之
、

──
○
二
十
九
年
九
月
廿
八
日
、
有
本
社 

宮
式
、
守
護
代
三
方

──　

山
城
入
道
莅
焉
、

─┌
修
理
亮

　
　
　
　

常
忻
弟

 八
月
十
二
日 

４９８



　
　

○
二
十
八
年
七
月
四
日
、
罷
長
法
寺
職
、
十
日
、
以
常
忻
弟

為
税
所
今
富
代
官
職
、

　
　

○
三
十
年
十
二
月
、
三
方
殿
遣
伊
崎
中
務
丞
為
税
所
今
富
公

文
、

　
 

正
文
在
島
津
圖
書
久
晃

１６３
　

一
若
狹
嶋
津
与
　 

申
ハ
比
企
判
官
義
員
妹
腹
忠
久
一
腹
、
雖
然
忠
久

ハ
頼
朝
ノ
子
、
忠
季
ハ
、
八
文
字
民
部
太
輔
ニ
　 

従
頼
朝
彼
母
ヲ

給
、
其
後
為
出
來
子
也
、
氏
ハ
惟
宗
、
承
久
兵
乱
之
時
親
子
宇

治
川
ニ
　 

而
戦
死
云 

、
其
子
孫
三
方
名
乗
、
若
狹
ニ
　 

有
之
ト
申

傳
也
、

一
越
前
嶋
津
ハ
云 

、

一
信
濃
神
代
郷
云 

、

　

右
聞
合
候
而
可
預
候
、
以
上
、

　
　

七
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
津
圖
書
頭

　
　

深
栖
左
門
殿

　
 　
　
　

覚

１６４

一
内
藤
新
兵
衞
判
形
之
書
物
一
通

　

一
若
州
三
方
郡
之
内
井
崎
村
と
申
所
ニ
　 

九
左
衞
門
と
申
者
御
座
候
、

此
者
五
代
以
前
�
ハ
嶋
津
と
名
乗
申
候
、
其
後
お
と
ろ
へ
申
候

故
、
二
三
代
ハ
三
方
と
名
乗
、
井
崎
と
名
乗
申
候
由
、
道
政
と

申
候
ハ
五
代
以
前
之
仁
、
九
左
衞
門
先
祖
之
由
、

　

一
九
左
衞
門
尉
今
程
者
高
百
石
計
之
所
を
作
仕
百
姓
ニ
　 

而
御
座
候
、

年
比
六
拾
計
ニ
　 

見
え
申
候
、
子
共
拾
人
計
持
申
候
由
、
以
上
、

　
　

五
月
十
二
日

　
 　

先
年
よ
り
山
田
太
郎
左
衞
門
尉
方
嶋
津
道
正
申
結  
公
事
之
儀
、

１６５

宗
庵
御
時
雖
有
落
居
、
一
向
御
糺
明
不
届
之
由
歎
申
之
間
、
於

口
状
者
不
及
分
別
之
条
、
誓
断
之
儀
申
付
候
處
、
山
田
方
ハ
依

有
失
常
倉
分
・
倉
所〔
共  
ニ
　 

〕両
所
共
ニ
　 

如
前 

嶋
津
道
正
跡
嶋

津
八
郎
左
衞
門
尉
仁
宛
行
者
也
、
年
貢
・
諸
公
事
無
懈
怠
致
其

沙
汰
、
永
可
有
知
行
之
状
、
如
件
、

　

大
永
八
年
八
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
藤
新
兵
衞
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

光
廣
書
判

（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
附
録
二
」
一
一
八
九
号
文
書
ト
同
一
文
書
ナ
ル
ベ
シ
）  

（
○ 旧 
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伊
達
行
朝
、
陸
奥
人
、
常
陸
介
藤
原
時
長
後
也
、
時
長
仕
源
頼

１６６

朝
、
食
常
陸
伊
佐
地
、
有
女 

大
進
局
、
為
頼
朝
所
幸
、
生
一

男
、
以
故
時
長
得
親
近
、
薙
髪 

念
西
、
文
治
中
従
頼
朝
討
藤

原
泰
衡
于
陸
奥
、
軍
次
熱
借
山
、
時
長
與
子
為
宗
等
先
登
、
敗

伊
達
郡
敵
塁
、
為
宗
獲
信
夫
庄
司
、
陸
奥
平
、
頼
朝
以
伊
達
郡

與
時
長
、
因
氏
焉
、

　
　

小
田
治
久
、
初
名
高
知
、
八
田
知
家
七
世
之
孫
也
、
父
貞
知
、

※

　
　

常
陸
介
、
世
食
常
陸
小
田
地
、
為
著
姓
云 

、
治
久
家
世
相
傳
、

始
祖
知
家
源
義
朝
庶
子
、
為
藤
原
宗
綱
所
養
、
分　脉

、

 

冒
藤
原
氏
云

 

、

　

※
（
行
間
）

　
「
註

　
　
　

本
書 

、
知
家
本
義
朝
子
、
為
宗
綱
養
子
、
未
知
是
非
、
宍
戸
系
圖

 

、
知
家
母
宗
綱
子
朝
綱
女
、
称
八
田
局
、
平
治
之
乱
知
家
匿
宗
綱

家
、
宗
綱
養
為
子
、
然
保
元
物
語
有
下
野
人
八
田
四
郎
、
据
此
知
家

既
在
下
野
可
知
、
而
東
鑑
云
、
宗
綱
女
嫁
小
山
政
光
、
為
頼
朝
乳
母
、

疑
系
圖
由
此
致
誤
、
故
不
取
」

　
　

大
友
能
直
嘗
為
中
原
親
能
所
子
養
、
後
復
本
姓
云 

、
頼
朝
授

豊
前
・
豊
後
守
護
、
為
鎮
西
奉
行
、
子
孫
襲
為
守
護
奉
行
、

　
　

石
橋
和
義
、
参
河
守
云 

、
正
平
十
六
年
、
足
利
義
詮
授
以
若

狹
守
護
、
若
州
守　

護
次
第
、

 

與
今
富
荘
為
食
邑
、
今
富
庄
守
護

領
主
次
第
、

 

　
　

建
徳
二
年
、
足
利
義
滿
以
貞
世
為
鎮
西
探
題
、
撃
菊
池
武
光
、

以
兵
寡
不
得
進
、
義
満
命
大
内
義
弘
・
吉
川
経
見
授
之
、
與
共

進
肥
後
、
與
武
政
戦
于
水
島
、
不
利
、
又
與
大
友
親
世
・
大
内

義
弘
等
、
将
兵
数
千
攻
菊
池
武
朝
、
大
戦
託
間
原
、
殺
傷
頗
多
、

會
将
軍
宮
将
兵
奄
至
、
貞
世
敗
退
、
武
朝　

申
状
、

 

天
授
元
年
、
與
少
貳

冬
資
戦
于
肥
後
斬
之
、

　
 　

元
禄
十
三
年
庚
辰
正
月
十
二
日
綱
貴
発
国
、
十
五
日
乗
船
京
泊
、

１６７の１

二
十
一
日
発
船
、
二
月
十
九
日
着
船
大
坂
、

　
　

同
年
庚
辰
、
島
津
主
計
忠
雄
初
久

年
 

發
江
戸
、
三
月
四
日
至
京
都
、

取 

于
殿
下
之
諸
大
夫
進
藤
修
理
亮
・
今
大
路
治
部
少
輔
、
於

是
書　

近
衞
基
通
公
以
來
島
津
家
之
由
致
而
達
之
、
両
輩
取
之

乃
備
于　

殿
下
之
御
覧
、
其
事
見
于
左
、
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三
月
朔
日
主
計
事
伏
見
江
　 

致
参
着
、
翌
二
日
致
出
京
、
伊
集
院

１６７の２

主
水
江
　 

申
談
、　

近
衞
様
御
家
老
進
藤
修
理
亮
事
主
計
兼
而
近

付
ニ
　 

而
候
故
、
緩 

出
會
度
旨
申
遣
、
折
節
飯
隈
山
先
達
�
光

院
於
旅
宿
今
四
日
之
夜
致
出
會
候
、
修
理
同
役
今
大
路
治
部
少

輔
茂
修
理
同
道
ニ
　 

而
被
参
候
ニ
　 

付
緩 

出
會
、
何
と
な
く　

此

御
方
様
御
元
祖
忠
久
様
を　

近
衞
基
通
公
御
吹
挙
候
与
　 

申
傳
候

御
由
緒
を
語
候
得
者
、
右
躰
之
儀
如
何
ニ
茂　

御
所
ニ
　 

而
も
承

傳
申
事
ニ
　 

而
候
、
然
共
委
キ
儀
者
始
而
承
候
、
是
ハ
承
捨
ニ
　 

者

難
致
事
ニ
　 

候
条
、
右
之
趣
書
付
候
而
く
れ
候
得
か
し
と
右
両
人

被
申
候
ニ
　 

付
、
御
由
緒
書
調
致
懐
中
居
候
付
、
則
遣
候
得
者
得

与
　 

見
被
申
、
此
書
付
者
早 
　

両
公
江
　 

可
掛
御
目
由
被
申
候
、

依
所
望
右
両
人
江
　 

遣
候
書
付
左
記
、

　
（
本
文
書
ハ
「
旧
記
雑
録
追
録
二
」
七
〇
四
号
文
書
ノ
一
部
ナ
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ベ
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○
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

裏
張
紙
ニ

朱　

宝
永
四
年
亥
八
月
写
済　

児
玉
權
右
衞
門

　
 　

一
筆
啓
上
仕
候
、
先
以　

中
将
様
御
道
中
益
御
機
嫌
能
最
早
疾

１６７の３

被
遊
御
参
府
、
且
又　

上 

様
方
弥
御
安
康
可
被
為
成
御
座
与
　 

旁
以
恐
悦
奉
存
候
、
然
者
拙
者
事
京
都
江
　 

少 

御
用
之
儀
茂
有

之
、
将
又
三
日
程
之
御
暇
被
下
置
候
付
、
出
京
仕
候
、
去
年
於

其
御
地
御
繪
圖
之
儀
付
而
御
家
之
御
由
緒
書
付
差
出
候
内
ニ
　 

、 

忠
久
様
於
住
吉
御
誕
生
之
節　

近
衞
様
御
社
参
、
段 

御
懇
之

訳
有
之
候
、
就
夫
御
舊
好
之
一
筋
今
以
不
相
替
旨
書
出
置
申
候
、

此
儀　

近
衞
様
御
方
江
　 

何
様
ニ
　 

御
家
傳
有
之
候
哉
承
置
度
儀
与
　 

内 

存
候
處
ニ
　 

、
去
冬　

近
衞
様
御
家
老
進
藤
修
理
亮
其
御
地

江
　 

被
罷
下
候
付
、
幸
之
儀
与
　 

存
近
付
ニ
　 

成
置
申
候
、
依
之
此
節

京
都
ニ
　 

而
出
會
申
、
何
与
　 

な
く
可
承
合
与
　 

存
候
処
ニ
　 

、
飯
隈
山

�
光
院
入
峯
付
而
致
在
京
候
故
、
修
理
亮
・
今
大
路
治
部
少
輔

を
�
光
院
よ
り
旅
宿
江
　 

招
候
事
ニ
　 

仕
、
私
儀
不
圖
出
會
申
、
緩

 

与
　 

語
申
候
内
、
右
御
由
緒
之
儀
申
出
候
得
者
、
あ
な
た◎
ヘ 
も

右
之
趣
申
傳
候
儀
無
別
条
候
、
然
共
拙
者
物
語
仕
候
通
ニ
　 

委
細

之
儀
者
不
承
置
候
、
い
ケ
様　

近
衞
様
御
家
之
御
記
ニ
　 

者
記
可

有
之
与
　 

存
候
、
此
御
由
緒
之
儀
者　

御
家
門
御
父
子
様
共
ニ
　 

折

節
御
�
被
遊
事
候
得
者
、
少
も
別
條
有
儀
ニ
　 

而
者
無
之
候
得
共
、

右
之
段 

申
上
、
御
序
之
節
御
記
を
被
考
、
弥
御
由
緒
を
慥
ニ
　 

仕
置
度
事
ニ
　 

存
候
由
ニ
　 

而
、
両
人
以
之
外
悦
被
申
、
左
候
而
、

私
物
語
仕
候
趣
書
付
遣
候
へ
が
し
と
所
望
ニ
　 

而
候
故
、
書
付
候

而
遣
申
候
処
ニ
　 

、　

関
白
様
御
父◎
子 
様
江
　 

被
懸
御
目
候
得
者
、

御
感
心
不
浅
、
御
閑 

之
節
御
記
被
御
覽
合
可
被
仰
聞
旨　

御
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